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１ 法人名 

静岡県公立大学法人（大学名 静岡県立大学、静岡県立大学短期大学部） 

 

２ 所在地 

静岡県立大学（草薙キャンパス） 

静岡市駿河区谷田 52 番１号 

静岡県立大学看護学部・静岡県立大学短期大学部（小鹿キャンパス） 

静岡市駿河区小鹿２丁目２番１号 

 

３ 役員の状況（任期）  

理事長 尾池 和夫 （平成 31 年４月１日～令和５年３月 31 日） 

副理事長（学長） 鬼頭  宏 （平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日） 

理事（副学長） 今井 康之 （平成 31 年４月１日～令和５年３月 31 日） 

理事（法人事務局長） 増井 浩二 （平成 31 年４月１日～令和５年３月 31 日） 

理事（非常勤） 岩崎 清悟 （平成 31 年４月１日～令和５年３月 31 日） 

監事（非常勤） 河村  正史 （平成 31 年４月１日～令和５年 ※    ） 

監事（非常勤） 太田 正博 （平成 31 年４月１日～令和５年 ※   ） 

 ※監事の任期は、任命後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものについて、財務諸表の承認日まで。 

 

４ 学部等の構成 

ア 静岡県立大学 

（学部） 

薬学部、食品栄養科学部、国際関係学部、経営情報学部、看護学部 

（大学院） 

薬食生命科学総合学府（薬学研究院、食品栄養環境科学研究院）、国際関係学研究科、経営情報イノベーション研究科、看護学研究科 

（付属施設等） 

附属図書館、健康支援センター、情報センター、言語コミュニケーション研究センター、男女共同参画推進センター、グローバル地域センター、「ふじのくに」みらい共育センター 

イ 静岡県立大学短期大学部 

 

 

 

 

 

 

法人の概要 



５　学生数及び教職員数

（令和元年５月１日現在）

(1) 学生数

ア　学部

（単位：人）

※　入学定員、収容定員は学則の定めによる人数

30

34 75

55

70 280 75 225

25 100 8 95

20 80

145 530 34 445

33

181

120 480 173 418

60 240 119

180

479

2,795640 2,595 1,024 1,771

725 50 3 4

249 221

441

88

300

300

環境生命科学科

国際関係学科

国際言語文化学科

学部名

120 480 31

292 599

125 425 249 221

720

125 470

472

591

891

470

425

学科名

薬学科

薬科学科

食品生命科学科

栄養生命科学科

収容定員
現　　　員

計

553

102

655

109

103

120 640 374

100

入学定員
男 女

251

40 160 72

経営情報学科

看護学科（１年次入学）

看護学科（３年次編入学）

計

計

計

計

計

合　　計

 看護学部

 薬学部

 食品栄養科学部

 国際関係学部

 経営情報学部

80 480 302

281

25
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イ　大学院

（単位：人）

修士

博士後期

修士

※１　入学定員、収容定員は学則の定めによる人数

※２　平成23年度以前の「薬食生命科学総合学府」入学者

博士後期

20

小　計 75 150 83

9

1 0 1

75 158

薬学専攻 5 23 20 6 26

薬科学専攻 11

10 4

33 33 11 44

食品栄養科学専攻 10 30

修士
比較文化専攻 5 10 3

152 353 184

113 272 153

20

国際関係学専攻 5 10 4 9

20看護学専攻

経営情報イノベーション専攻 3 9 7

21

146

16 32 1

研究科・学府名、
課程名

専攻名 入学定員 収容定員
現　　員

男 女 計

修士
環境科学専攻 20 40 14

 薬食生命科学
 総合学府

計

6

6博士/
博士
後期

薬科学専攻 30 60 47

薬食生命科学専攻 5 15

1 7

環境科学専攻 7 21

69

食品栄養科学専攻 25 50 22 47 69

22

97 250

14

小　計 38 122 70 22 92

13

20 7 13 20

経営情報イノベーション専攻 10 20 16 6 22

 国際関係学
 研究科

21

4 7

10

 経営情報
 イノベーション

 研究科

看護学研究科

合　　　　　　計

計

計

計

計

330

16

13 29 23 15 38

16 32 1

 薬学研究科
 ※２

薬学専攻 － － 0 0 0

製薬学専攻 － － 0 1 1

医療薬学専攻 － － 0 0 0

0 － 0 1 1
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ウ　短期大学部

（単位：人）

※　入学定員、収容定員は学則の定めによる人数

ア　学部、大学院 （単位：人）

・専任教員数（学長、副学長等を除く。） （単位：人）

（単位：人）

社会福祉学科 70 140 13 104 117

歯科衛生学科 40 120 1 123 124

学科(専攻）名 入学定員 収容定員
現　員

男 女 計

（介護福祉専攻） （50） （100） （9） （58） （67）

（社会福祉専攻） （20） （40） （4） （46） （50）

計 140 320 15 290

講師

305

こども学科 30 60 1 63 64

合計

教職員数 1 3 90 62 51 72

(2) 教職員数

区分 学長 副学長 教授 准教授

357

大学院研究科等名 教　授 准教授 講　師 助　教 合　計

看護学部 12 11 12 16 51

11

263

言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 0

合　計 87 58 50 68

講　師 助　教 合　計

薬学部 19

薬学研究院 1 1 1 0 3

食品栄養科学部 21 9 1 58

国際関係学部 22 17 8 4 51

0 0

国際関係学研究科 1 2 0 2 5

食品栄養環境科学研究院 1 1 0 2 4

12

看護学研究科 0 0 0 0 0

経営情報イノベーション研究科 0 0 0 0 0

合　計 3 4 1 4

279 78

助教 教員計 事務職員

経営情報学部 13 9 3 3 28

11 26 18 74

27

学部等名 教　授 准教授

4



イ　短期大学部

（単位：人）

※　学長は、兼務（外数）である。

　・専任教員数（学長を除く） （単位：人）

（単位：人）

区分 学長 教授 准教授 講師 助教

14 54

教　授 准教授 講　師 助教

教員計 事務職員 合計

11 11 11 7

歯科衛生学科

社会福祉学科

合　計

1 1 3 0 5

40教職員数 1

11

4 5 4 3 16

3 2 3 3

学科等名

一般教育等

ウ　法人事務局

区分 学長 教授 准教授 講師

8

11 11 11 7 40

3 3 1 1こども学科

計

－ 4 4

助教 教員計 事務職員 合計

教職員数 － － － － －

5
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６ 法人の基本的目標 

静岡県公立大学法人（以下「法人」という。）の第２期中期目標においては、静岡県立大学及び静岡県立大学短期大学部（以下「県立大学」という。）が、総合大学として生命科学と

人文社会科学の両分野が連携した質の高い教育研究を通じ、静岡県のみならず日本や世界の将来を支える有為な人材の育成に一層努めることとする。また、これと併せて、教育研究の

成果を国内外へ広く発信することにより、社会の発展に寄与する「知の拠点」として、静岡県民に支持され続ける魅力ある大学となることを目指す。 

このため、教育面においては、公立大学法人化以降に取り組んできた教育活動の高度化、個性化を更に進め、教養と専門の知識・技能、異分野を融合した実践能力、豊かな人間性と

社会性、未来を切り拓く強い意志を持つ、グローバル化社会で活躍できる人材を育成する。 

研究面においては、独創性豊かで国際的に通用する高い学術性を備えた研究など、複雑多様で困難化する現代社会の課題の解決と発展に貢献する研究を推進する。 

また、県立大学が、県民に支援された大学であり、地域に立脚した大学であることを深く認識し、地域のニーズに的確に対応した多様な学習機会の提供や産学民官による連携を推進

するなど、地域社会との積極的な連携を図る。 

加えて、世界に開かれた大学として海外の大学との交流を活性化するなど、グローバルな展開を図る。 
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７ 大学の機構図                 

＜平成３０年度＞

法人事務局 法人経営室
監査室

総務室
教育研究審議会 総務部 出納室

施設室
広報・企画室

学　長 大学事務局 教育研究推進部
地域・産学連携推進室

 副学長 学生室
大学運営会議 学生部 入試室

経営審議会 キャリア支援センター
（キャリア支援室）

薬学科
薬学部 薬科学科

漢方薬研究施設
薬草園
薬学教育・研究センター

食品栄養科学部 食品生命科学科
栄養生命科学科
環境生命科学科

国際関係学部 国際関係学科
国際言語文化学科

経営情報学部 経営情報学科

看護学部 看護学科

大学院
薬食生命科学総合学府 薬学研究院

薬学専攻 　　 創薬探索センター
薬科学専攻 薬食研究推進センター
薬食生命科学専攻
食品栄養科学専攻 食品栄養環境科学研究院
環境科学専攻 食品環境研究センター

茶学総合研究センター

大学院 国際関係学専攻
国際関係学研究科 比較文化専攻

現代韓国朝鮮研究センター
広域ヨーロッパ研究センター
グローバル･スタディーズ研究センター

大学院
経営情報ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科 経営情報ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ専攻

地域経営研究センター
医療経営研究センター

大学院 ICTイノベーション研究センター
看護学研究科 看護学専攻

附属図書館

健康支援センター

情報センター

言語コミュニケーション研究センター

男女共同参画推進センター

グローバル地域センター

「ふじのくに」みらい共育センター

事務部 総務室
学生部 学生室

キャリア支援センター分所
（キャリア支援分室）

短期大学部 歯科衛生学科 社会福祉専攻
社会福祉学科 介護福祉専攻

こども学科

附属図書館

健康支援センター分所

静岡県公立大学法人組織図

役　員　会

理　事　長

       

＜令和元（平成３１）年度＞

法人事務局 法人経営室
監査室

総務室
教育研究審議会 総務部 出納室

施設室
広報・企画室

学　長 大学事務局 教育研究推進部 国際交流室
地域・産学連携推進室

 副学長 学生室
大学運営会議 学生部 入試室

経営審議会 キャリア支援センター
（キャリア支援室）

薬学科
薬学部 薬科学科

漢方薬研究施設
薬草園
薬学教育・研究センター

食品栄養科学部 食品生命科学科
栄養生命科学科
環境生命科学科

国際関係学部 国際関係学科
国際言語文化学科

経営情報学部 経営情報学科

看護学部 看護学科

大学院
薬食生命科学総合学府 薬学研究院

薬学専攻 　　 創薬探索センター
薬科学専攻 薬食研究推進センター
薬食生命科学専攻
食品栄養科学専攻 食品栄養環境科学研究院
環境科学専攻 食品環境研究センター

茶学総合研究センター

大学院 国際関係学専攻
国際関係学研究科 比較文化専攻

現代韓国朝鮮研究センター
広域ヨーロッパ研究センター
グローバル･スタディーズ研究センター

大学院
経営情報ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科 経営情報ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ専攻

地域経営研究センター
医療経営研究センター

大学院 ICTイノベーション研究センター
看護学研究科 看護学専攻

附属図書館

健康支援センター

情報センター

言語コミュニケーション研究センター

男女共同参画推進センター

グローバル地域センター

「ふじのくに」みらい共育センター

事務部 総務室
学生部 学生室

キャリア支援センター分所
（キャリア支援分室）

短期大学部 歯科衛生学科 社会福祉専攻
社会福祉学科 介護福祉専攻

こども学科

附属図書館

健康支援センター分所

静岡県公立大学法人組織図

役　員　会

理　事　長
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１ はじめに 

静岡県立大学は、機動的かつ効率的な大学運営を実現し、教育研究活動の一層の向上を図るとともに、特色ある魅力的な大学づくりを進めるため、平成 19 年４月に公立

大学法人化した。 

平成 30 年度は、第２期中期計画期間（平成 25 年度～30 年度）の最終年度であることから、中期計画各項目の達成を念頭に、第３期中期計画を見据え、機動的、戦略的

な大学運営、教育研究の質の向上、地域貢献及びグローバル化の推進、業務運営の効率化などに取り組んだ。 

 

２ 全体的な計画の達成状況 

(1) 平成 30 年度計画 

平成 30 年度計画 166 項目の状況（自己評価）は、計画を上回って実施することができた項目（Ａ）が 16 項目（9.6％）、計画を十分に実施した項目（Ｂ）が 148 項目

（89.2％）、十分な実施には至らなかった項目(Ｃ)が２項目（1.2％）、大幅に下回っている項目(Ｄ)が０項目（0.0％）であった。 

(2) 第２期中期中期計画 

第２期中期計画 166 項目の状況（自己評価）は、計画を上回って実施することができた項目（Ａ）が 29 項目（17.5％）、計画を十分に実施した項目（Ｂ）が 136 項目（81.9％）、 

十分な実施には至らなかった項目(Ｃ)が１項目（0.6％）、大幅に下回っている項目(Ｄ)が０項目（0.0％）であった。 

 

３ 特色ある取組 

(1) 大学の教育研究等の質の向上に関する取組 

ア 教育・研究 

○ 「しずおか学」科目群の充実 

平成 26 年度に、地元静岡の特性と魅力を学ぶ「しずおか学」科目群を全学共通科目に新設し、以後、全学部における必修化、ふじのくに地域・大学コンソーシア

ムと連携した単位互換科目「ふじのくに学」の「しずおか学」科目への設定を通じて「しずおか学」の充実化に取り組んできた。平成 30 年度には、新たに１科目（「歴

史から読み解くしずおか学」）を追加するなど全 27 科目を開講し、履修者は延べ 1,835 人であった。 

 

 

全体的な状況 
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○ 創薬・育薬研究を主体的に担える人材の育成体制の充実 

薬学部薬科学科では、平成 30 年度入試からの薬学科と薬科学科の分割開始に合わせ、平成 30 年度に高度な薬物治療及び創薬・育薬研究を実践できる人材の育成を 

初年次から発展的に進行できるように科目の配置を見直して教育内容を充実させ、平成 31 年度から運用を開始した。特に、２年次において、実際に研究室で研究を 

行う機会として、研究室体験（ラボ訪問）を新設したことで、創薬・育薬研究を主体的に担える人材の育成体制を一層充実させ、学生の関心も高めるための仕組みを 

構築することができた。 

 

○ 各種国家試験への対応 

薬剤師国家試験について、薬学部では、高水準の薬剤師国家試験合格率を維持するため、模擬試験の結果を踏まえた学生の弱点克服を目的とした補講の実施、６年 

次における総合薬学演習試験の実施、５年次におけるスタートアップ模試の実施などの対策を講じた。その結果、第２期６年間の試験結果では、本学新卒者の合格率 

が 80.0%～98.75%の間となり、高水準を維持できた。定員の少ない国立大学の合格率が高かったため、目標とした国公立大学上位５位以内は平成 30 年度のみの達成に 

留まったが、ほぼ当初の目的を達成できた。 

管理栄養士国家試験について、食品栄養科学部では、模擬試験を実施し、その結果に基づく指導教員による個別指導や成績が低い学生への受験勉強計画書を作成指 

導等学生の実力向上に取り組んだ。その結果、第２期６年間の試験結果では、本学新卒者の合格率が、平成 25 年度から平成 27 年度では 92.3～96.6％の間、平成 28 

年度から平成 30 年度は３年連続で 100％と高水準を達成した。 

助産師国家試験について、看護学部では、学生への助産師国家試験に関する学生への情報提供、模擬試験・勉強会・学習指導等の支援を継続的に実施した。その結 

果、第２期６年間の試験結果では、平成 25 年度から平成 30 年度の間、100％を連続して維持できた。 

 

○ 短期大学部こども学科の開設 

短期大学部では、平成 27 年度からの「幼保連携型認定こども園」の施行を踏まえ、幼稚園教諭免許課程の設置について、平成 25 年度のホームカミングデイにおい 

て、卒業生から多く意見が寄せられたことを参考に、平成 26 年度から教務委員会で審議を重ね、新学科の設置の方針をまとめた。その後、各種準備、文部科学省へ 

の開設手続を経て、平成 28 年度にこども学科を開設した。学科として完成年度を迎えた平成 29 年度には、当初のカリキュラムが学生の教育に有効であるかを定期的 

に検証するシステムを構築するとともに、初の卒業生として 30 人を輩出した。 

 

○ 全学的な重点課題に関する教育活動の充実 

全学的な重点課題に関する教育活動の充実を図るため、国際関係学部と経営情報学部の間における共通の専門科目導入に取り組み、平成 31 年度から国際関係学部 
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の新カリキュラムと経営情報学部の観光教育の中で両学部共通の専門科目を開講する形を構築した。 

 

○ 英語教育 

学部教育のグローバル化を促進し、学生の英語力の向上を図るために、英語講義科目（「英語で学ぶ日本語学」「言語の学習・習得」「Japanology」等）及び英語教育 

科目（「TOEFL 留学英語」「TOEIC ビジネス英語」「TOEIC ビジネス基礎英語」）を開設し、継続して実施した。また、学生の海外留学をサポートするために、カリフ 

ォルニア州立大学サクラメント校（米国）の夏期英語研修プログラムの継続実施に加えて、ビクトリア大学（カナダ）の春期英語研修プログラムの新規開設とともに、 

オハイオ州立大学（米国）の正規留学制度を構築した。 

 

○ 栄養教諭、理科教諭の養成 

食品栄養科学部では、栄養教諭養成課程の設置に取り組み、平成 28 年度から栄養教諭養成課程の運用を開始し、以後、教育を順調に進めてきた。 

また、理科教諭養成課程の設置についても、平成 26 年度から検討を開始し、カリキュラムの見直しに着手した。以後、平成 31 年度の運用開始に向け、履修要項・ 

カリキュラム・シラバスのチェック、学生のためのガイダンス開催の決定など準備を進めた。 

 

○ 環境生命科学科の設置 

食品栄養科学部では、平成 26 年度に新学科「環境生命科学科」を設置した。食品栄養科学部が栄養生命科学、食品生命科学、環境生命科学の３学科となったこと 

を受けて、３学科共通の導入科目を新設し、同学部の学生が学際的な知識を磨けるようにした。 

平成 28 年度には、平成 26 年度の入学生が３年次に進級するのに合わせ、環境生命科学科の３年次の実験実習（環境生命科学実験やフィールドワーク）を中心に教 

育の充実を図った。 

 

○ キャリア支援 

キャリア支援センターを中心に就活スケジュールの変化に合わせながら、キャリア支援に取り組んだ。 

具体的には、学生の相談が多い時期のアドバイザー増員や応募書類の添削指導、面接指導など相談体制の強化、小鹿キャンパスへのアドバイザー派遣による看護学 

部生の利便性向上などである。 

また、求人開拓員配置による企業訪問や求人依頼、採用選考情報の収集による求人需要の掘り起こし、学生の企業研究・業界研究等を支援するための病院等勉強会、 

業界勉強会、個別企業説明会、県内・県外バスツアー等も実施した。 
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短期大学部では、全学科対象の就職準備・オリエンテーションを実施したほか、昼休みの時間に実施する就職プチセミナー（年間 42 回実施）や、新卒応援ハロー 

ワークによる出張相談（週１～２回、年間 64 回実施）など、個々の学生の状況に合わせたきめ細やかな支援を実施した。また、ビジネスマナー講座や卒業生を招い 

たガイダンス、卒業年次生による就職・進学ガイダンスなど、学生の就職活動の段階にあわせたガイダンスを開催した。 

 

○ 自治体等と連携した教育研究 

学生の積極的かつ自主的な社会活動への参加を促進するため、「地（知）の拠点整備事業（COC 事業）」における地域志向研究の領域を確立し、毎年、学内公募によ 

    り 20 件程度の学生参加型研究を実施した。本学教員が、市町の各種委員として活動し、学生も地域をフィールドとした学習を進めた。 

平成 29 年度には、学生のコミュニティ・ワーク力推進を目的に「静岡県立大学コミュニティフェロー」の称号の授与制度を創設し、人材の循環による共育体制の 

構築を目指していくこととしている。 

 

○ 研究の推進（薬食生命科学総合学府） 

大学院薬学研究院及び食品栄養環境科学研究院の教員が連携し、「健康長寿」に資する研究を推進した。 

平成 27 年度には、薬食研究推進センター、茶学総合研究センター及び食品環境研究センターの先導により、「食品の新たな機能性表示制度」での活用を視野に入れ 

た学際融合調査研究を開始した。 

平成 29 年度の文部科学省科学研究費助成事業細目別の採択件数上位 10 機関（過去５年の新規採択の累計数）では、８細目が全国 10 位以内に入り、そのうち３細 

目が全国１位であった。 

また、国内外の学会で最新の研究成果を発表し、Best Abstract 賞などをはじめとする賞を学部生、大学院生が受賞した。 

 

○ 経営、情報、政策に関する研究の推進 

地域経営研究センター、医療経営研究センターに加えて、第２期中期計画中に ICT イノベーション研究センターを新たに設置し、３センターを中心として経営・ 

情報・政策分野の研究を推進する体制を確立した。３センターを基盤として、内外の組織と積極的に交流を行いながら共同研究を推進し、イノベーション研究の成 

果を学会誌や各種講座で積極的に発信した。さらに、これら研究成果を社会人学習講座などで、積極的に地域に還元した。 

 

○ 外部資金の獲得  

国や地方自治体の公募への応募を促進するため、必要に応じ説明会に参加し、情報収集に努めた。 
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科学研究費助成事業（以下、「科研費」という。）の採択率向上を目指して不採択者のうちＡ評価を得た者に対する教員特別研究費の配分や科研費申請書のアドバイ 

ザーによるアドバイスを実施した。 

短期大学部では、外部資金の募集案内等多くの機会を学内公表し、外部資金を獲得するよう喚起した結果、外部資金の獲得金額及び件数は平成 25 年度以降順調に 

増加している。 

 

○ 知的財産の創出・活用 

知的財産の創出・活用、知財教育の推進のための取り組みを進めてきた。 

知的財産の創出・活用については、発明委員会の定期的な開催による新規発明の権利化の推進、新技術説明会や産学官金連携マッチング会の開催、県外の技術展示 

会への参加等を行った。これらの取組の効果もあり、知的財産に関する技術移転を具体的に進展させてきた。 

知財教育については、全学部生対象の知財講座及び研究者のための特許活用法について弁理士による学内セミナーを開催した。 

 

イ 地域貢献 

○ 全学的な地域貢献活動の推進 

全学的に地域貢献活動を推進するため、学内組織を整備し、文部科学省の公募事業「地（知）の拠点整備事業（COC 事業）」に応募し、平成 26 年度に「ふじのくに 

『からだ・こころ・地域』の健康を担う人材育成拠点」として、県内の大学で唯一採択を受けた。 

その後、県内自治体等と連携しながら事業を展開し、「しずおか学」科目群の開設、「静岡県立大学コミュニティフェロー」制度の創設・運用、静岡市と牧之原市と 

共同運営の「みらい交流サテライト」の設置など多くの事業を展開した。 

 

○ 公開講座の開催 

公開講座を定期的に県内各地で開催し、研究成果や学術情報の公開、県民の学習機会の創出に取り組んできた。毎年度、中期計画に掲げる目標人数（延べ 800 人） 

以上の参加者を得た。 

 

○ 企業ニーズと研究シーズとのマッチング 

本学が有する新技術の説明会（産学官金連携マッチング会等）を開催し、企業ニーズと研究シーズとのマッチングに取り組んできた。具体的には、県外の技術展示 

会等（Bio-tech アカデミックフォーラム、JST による新技術説明会ほか）への教員の参加などである。これらの取組により、共同研究に向けた検討が進み、製薬企業 
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への物質の提供、MTA 契約（資料提供契約）締結の決定などマッチングの成果も得られた。 

 

○ 共同研究・受託研究 

共同研究、受託研究の実施を推進するため、企業からの技術相談への随時対応や教員からのヒアリングを実施した。受託研究及び共同研究の件数については、平成 

25 年度の 85 件から平成 30 年度は 127 件へと、着実に増加させてきた。（目標：年 86 件） 

 

○ 「ムセイオン静岡」の活動 

本学及び本学周辺にある文化教育機関とともにムセイオン事業を展開し、ムセイオン連携講座、ムセイオンこどもプロジェクト等を実施してきた。例えば、平成 

29 年度、平成 30 年度には、「しずおか学」科目群の「ムセイオン静岡－舞台芸術－」の公開授業として、(公財)静岡県舞台芸術センター・SPAC の宮城芸術総監督に 

よる講義や音楽劇「羽衣」を実施し、地域貢献（文化の情報）を進めた。 

 

ウ グローバル化 

○ グローバル化推進の方針と体制 

グローバル化推進に向け、平成 29 年９月には、各部局の教職員で構成する「グローバル化方針策定委員会」を設置し、以後検討を重ねた結果、本学グローバル化 

推進の基礎となる「静岡県立大学グローバル化基本方針」を平成 30 年２月に策定するとともに、「静岡県立大学グローバル化基本方針」及び第３期中期計画の下、平 

成 31 年度計画に具体的な実行計画を盛り込んだ。また、実行計画を推進するための組織として、事務局に国際交流センター及び国際交流室を設置することとした。 

 

○ 留学支援 

学生の留学を支援するため、平成 26 年度からは、「交換留学フェア」を開催し、交換留学を実施している協定校や語学研修を実施している協定校に、体験学生及び 

来学中の交換留学生によるプレゼンテーションや個別相談を通じて情報提供を行い、交流促進を図った。また、海外の国際学会で研究発表を行う本学大学院生への参 

加旅費を支援する事業を実施し、毎年度 10 人を超える学生を支援した。 

大学間交流については、交流協定の新規締結や更新に取り組んだ。（平成 25 年度～平成 30 年度で新規７校）。 

短期大学部では、平成 26 年度から本学の学生と海外協定校である大邱保健大学（韓国）と学生を相互に派遣・受入を行った。（派遣 10 人、受入８人） 

 

○ 海外からの研究者の招聘 
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国際的なシンポジウムなどの開催に取り組み、海外からの研究者等の参加を促してきた。具体的には、静岡健康・長寿学術フォーラム、薬食国際カンファレンス、 

浙江省医学院と共同による日中健康科学シンポジウムの開催や海外からの研究者による大学院特別講義の実施などである。これらの取組により、海外から招聘した研 

究者数は、毎年度、計画に掲げる毎年度の目標人数（50 人）を上回った。 

 

(2) 法人の経営に関する取組 

○ 中長期的ビジョンに立った中期計画の推進 

 中長期的な大学の発展・改革の方向性を検討するため、有識者による「静岡県立大学のあり方懇談会」を開催し、その提言を踏まえた「国際関係学部の改革等に

係る提案」と「改革具体案報告書」に基づく国際関係学部の新たなカリキュラムの準備、全学教養教育の見直しに取り組んだ。また、国際交流の効果的な推進及び

教育研究のグローバル化に向けた全学的取組方針である「グローバル化基本方針」の策定など、中期計画を着実に推進した。 

 

○ 教育研究組織の見直し 

平成 28 年度の大学認証評価などを機会として、学部・研究科の教育研究組織のあり方について見直しを行った。 

薬学部では、平成 28 年度に薬学教育評価機構による第三者評価を受け、その提言を基に教育研究組織のあり方や将来構想について検討・見直しを行った。 

食品栄養科学部では、平成 26 年度に環境生命科学科を開設し、３学科体制を見据えたカリキュラムの見直しを行うとともに、専門教育の充実を目指し講義や実習

の整備を行った。 

国際関係学部では、カリキュラム改革に向けて準備作業を進め、平成 31 年度から新カリキュラムを実施することとなった。 

経営情報学部では、平成 31 年度からの観光教育の開始に向け、観光分野教員の採用、カリキュラム内容の精査、３ポリシーの改定、学内外への広報、入試の円滑 

な実施並びに国際関係学部、静岡文化芸術大学及び地域との連携など、必要な準備を進めた。 

看護学部では、３年次編入学の実施や、教員採用について公募を継続させながら教員の確保を図った。また、看護学研究科では、看護学研究科博士後期課程の令

和２年度の設置に向けて検討を進めた。 

短期大学部では、平成 28 年４月にこども学科を開設するとともに、歯科衛生学科と社会福祉学科については、引き続き、教育や組織のあり方の検討を続けた。ま

た、将来のあり方を検討するための基礎資料として短期大学部を取り巻く環境の調査に着手した。 

 

○ 事務局内の連携と組織の見直し 

広報・企画室の学部・大学院担当と学生室の学部・大学院担当が日常的に情報共有を図りながら相互の事務を進めることができた。 
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人事給与システムの更新においては、平成 28 年度以降、草薙及び小鹿の両キャンパスの事務職員が日常的に協議を重ね、連携しながら新システムの開発を行った。

また、財務会計システムの開発においても同様に、両キャンパスの事務職員が協議を重ねながら平成 31 年４月の稼働に向けシステム開発を行った。 

小鹿キャンパスでは、短期大学部職員と学生室小鹿駐在の看護学部・大学院研究科担当職員が連携、補完し、学生提出書類の受け取りや配布書類の交付など、学

生にとって利便性の高い事務局となるよう努めた。また、短期大学部職員と小鹿駐在の看護学部・大学院研究科担当職員が連携し、文部科学省へ提出する博士後期

課程認可申請書の作成事務等を進めた。 

全学的な国際交流の積極的な推進のため、平成 31 年度から、県立大学事務局内に国際交流センター及び国際交流室を設置することとした。 

 

○ 教員任用制度等の改善 

学長主導による教員募集発議において、客観性、透明性を確保する組織として「大学運営検討委員会」を設置し、平成 29 年度から運用を開始した。 

教員の内部昇任制度を適切に運用するとともに、任期の定めのない教員への転換制度を平成 30 年６月１日から導入した。転換申請の期限が到来した薬学部の４人

を審査したところ、転換が適当と認められ、本学において教育研究経験のある優秀な教員の確保ができた。 

また、各事務局に所属する有期雇用職員について、これまで５年を契約更新の上限としてきたが、無期転換制度を平成 30 年 12 月 13 日から導入し、３人が本制度

の対象となった。これにより、知識と経験を持つ人材の継続的な確保ができた。 

 

○ 事務の生産性の向上 

事務の効率化等を図るため、人事給与システムを平成 30 年度から本格稼働した。 

各室においてマニュアル化が可能な業務の精査及び整備の啓発に努めるとともに、(一社)公立大学協会を通じた調査の状況等を業務の見直しの参考とした。 

会計事務において事務局出納室では、課題やルールの確認、研修実施などにより、室員の知識と技術の向上を図るとともに、平成 31 年度から本格稼働する財務会

計システムの更新を行い、事務の効率化を図った。 

 

○ 外部資金の獲得 

科研費の予算額が横ばい状態にある中、３年連続で前年度を上回る科研費（金額）を獲得した。また、外部資金全体においても、５年連続で前年度を上回る金額

を獲得した。 

国や地方自治体の公募説明会に参加し、各種助成金制度の情報収集に努め、ネットワークでの共同申請を積極的に教員に働き掛けた。また、科研費の学内説明会

を開催するとともに、科研費申請書についてアドバイザーによるアドバイスを実施した。 
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原則として毎月２回、教員に公募情報をメール配信しているほか、金額の大きい公募等については、公募情報を取得次第配信して、教員の公募を促した。 

 

○ 管理的経費の削減 

第２期中期計画の目標である管理的経費△５％以上の削減（平成 25 年度比）に向けて、業務の見直しや光熱水費等の経費節減に努めた結果、管理的経費（一般管

理費）は、平成 25 年度度決算 956,408 千円に対して、平成 30 年度決算は△8.8％減の 872,606 千円となった。 

 

(3) 自己点検・評価及び情報の提供に関する取組 

○ 認証評価機関による評価結果への対応 

教育研究活動及び業務内容等の改善を図るため、平成 21 年度に受審した(財)大学基準協会の認証評価での提言事項に対する改善を進めた。平成 25 年度には、そ

の成果を改善報告書として当該認証評価機関に提出し、改善状況の経過が認められた。 

認証評価機関による評価を再度受けるため、全学的に準備を進め、平成 28 年度に(公財)大学基準協会の大学認証評価及び短期大学認証評価を受審した。その結果、

同協会が定める基準に、ともに適合している旨の評価結果を得た。評価結果における提言事項についても、その後、改善に取り組んだ。 

 

○ 広報の充実 

知名度アップ・ブランド力強化に向け、「大学ブランドワーキング」を開催し、全学への周知を図った。 

大学ブランドワーキングの結果を受け、薬学 100 周年、開学 30 周年について、公式サイト、新聞広告等を活用した積極的な情報発信を実施した。 

本学の重要な情報発信媒体である公式サイトを全面リニューアルし、使いやすいサイトとして民間調査会社の調査でも高評価を得ている。 

大学、教員及び学生の活動が外部に伝わるよう、Facebook や Twitter などの SNS を積極的に活用している。 

 

 (4) その他業務運営に関する取組 

○ 施設・設備の整備・改修 

建設後 30 年以上が経過する大学施設について、中長期修繕計画に基づき、重要度・緊急度の高いものから計画的に大規模修繕を実施した。 

また、学内設備の更新に当っては、環境やユニバーサルデザインに配慮し、照明器具の LED 化、学内サイン等の見直し、身障者用駐車場の増設や車椅子用の机の

整備、スロープの設置、多目的トイレの改修等を進めた。 
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○ 安心安全な生活環境づくり 

学生が安心して安全な生活を送ることができる環境を確保するため、静岡市内大学間連絡会、アパート管理者との連絡会を毎年度実施するなど、情報共有や関係

機関との連携を図った。学生からの不審者事件等被害の報告が平成 25 年度以前は 20 件前後で推移していたが、平成 28 年度以降は 10 件前後と減少傾向がみられる

など効果があった。 

 

○ 危機管理体制の確立 

災害時の対応等を記載した防災ポケットマニュアルについては、随時改正を行い、毎年全学生や教職員に配付することにより防災意識の向上を図った。 

草薙キャンパスでは、外部専門家と連携して大学内の重要業務の選定を進め、平成 30 年度に事業継続計画(BCP)を策定した。小鹿キャンパスでは、防災マニュア

ルを更新するとともに事業継続計画(BCP)の策定に向けた検討を始めた。 

 

○ 防災関係機関等との連携 

平成 27 年度に静岡市と災害時における避難所等の提供に関する覚書を取り交わし、静岡市の総合防災訓練において、避難所としての体育館における鍵の授受など

の管理方法及び簡易トイレの設置場所を相互に確認した。本学防災訓練及び自衛消防訓練については、適宜、静岡市駿河消防署の指導を受け実施している。 

小鹿キャンパスでは、防災訓練を地元自治会と協働で行っており、平成 30 年度には大学近隣の就労継続支援Ｂ型事業所も初めて参加した。障害のある人の参加に

より、障害の有無に関わらず、お互いに声を掛け合い助け合う「互助」の取組に対する意識を高めることができた。 

 

○ ジェンダー、マイノリティに関する教育意識啓発 

ジェンダー、マイノリティに関する基礎教育の進捗、定着を図るため、全学共通科目「男女共同参画社会とジェンダー」を内容の充実を随時図りながら、毎年開

講した。学生向け及び教職員向けの男女共同参画啓発に関わる講演会、セミナー、研修会等を多様なテーマで毎年開催し、参加者からも高い事後評価を得られた。 

ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取組として、特に多目的保育支援施設を開設し、子育て支援事業を通して学内のワーク・ライフ・バランスを推進した。

また、多目的保育支援施設の利用拡大に向けて、学生・教職員が全学的な視点から意見交換・提案を行う「フューチャー・セッション」を実施し、当初の計画以上

に多様な具体的提言、アイデアを得ることができた。 

地域連携の推進については、静岡大学との連携事業をはじめ、県内大学、自治体等と様々な男女共同参画推進のための連携事業を着実に展開した。 
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４ 平成 29 事業年度における業務の実績等に関する評価結果の反映状況（全体評価） 

（１）評価に当たっての意見、指摘等 

ア 大学院の定員について、修士課程及び博士課程ともに定員未充足となっている。全国的に大学院への進学率が低下しており、難しい部分があるが、引き続き定員確 

保努力を図る必要がある。 

（平成 30 事業年度実績【№13,14,16,17,20】） 

・大学院博士課程の定員充足を目指し、大学院説明会を開催するなど、本課程を周知し、特に学外からの入学者を増加させる取り組みを行った。 

・学部生を対象とした大学院修了生のセミナーの開催や社会で活躍する修了生に、技術者倫理の講義の一部を担当してもらうなど、大学院進学のメリットを説明し、 

学部生の大学院への進学を促した。 

・社会人学生を獲得するため、長期履修制度や土日・夜間開講について、調査・検討を進めた。 

（第３期中期計画【№27】） 

・社会人、留学生を含めた志願者の状況や入試に関する外部要因の情報に基づく入学者確保対策や学内教育体制の検討、見直しに取り組み、各学科、各専攻の定員 

充足を図る。 

大学院については、入学定員の充足を目指した取組を推進する。 

（平成 31 事業年度計画【№27】） 

・大学院専攻ごとの入学定員に対する充足率を是正すべく定員の充足に向けた取組を推進する。 

・夜間及び週休日の講義開講を継続し、それに必要な学内設備や人的なサポート体制の維持等を図る。 

 

イ 一般入試において志願倍率の全体的な低下傾向が見られる。志願者の減少の要因分析を行うとともに、教育内容や入学者確保策について再確認し、実効性のある対 

策を講じていく必要がある。 

（平成 30 事業年度実績【№25】） 

・より多くの来場者を受け入れることで本学への関心を高め志願者の増加につなげるため、オープンキャンパスの午前・午後の２部制での実施や学内の複数会場で

の開催、看護学部のオープンキャンパスを小鹿キャンパスで行うなどの工夫をした。 

・高校生や保護者に対しては、進学相談会での個別相談、大学見学及び夏期大学説明会、高校教員に対しては、県内国公立４大学合同説明会、入試問題説明会、高 

校訪問及び新入生による母校訪問を通じて入試広報を行った。 

・短期大学部では、高校訪問やオープンキャンパスでのデモンストレーション、模擬授業を開催するなど、学科・専攻の情報と魅力を高校生や保護者等に伝えた。 
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（第３期中期計画【№27,28】） 

・社会人、留学生を含めた志願者の状況や入試に関する外部要因の情報に基づく入学者確保対策や学内教育体制の検討、見直しに取り組み、各学科、各専攻の定員 

充足を図る。 

・本学が受験生、保護者、高校教員等から進学先として広く認知され、「選ばれる大学」となるよう、高大連携等を通じた積極的な入試広報を推進する。 

（平成 31 事業年度計画【№27,28】） 

・オープンキャンパス申込者数や各種入試志願者数、受験産業の情報の推移を分析し、志願者数向上のための改善策を明らかにした上で、必要な組織体制の整備や 

効果的な広報活動等を行う。 

・短期大学部では、オープンキャンパス及びオープンキャンパス mini における申込者数、各種入学者選抜受験者の高校別人数等を分析し、ターゲットとなる高校へ 

のアプローチを強化する。 

 

ウ 第２期中期目標期間がスタートして５年が経過し、中期計画の期間満了が近づいている。第２期中期計画の新規項目であるグローバル化については、基本方針が策 

定されたところであるが、方針に基づく具体策の速やかな立案、実行により、交流を加速化していく必要がある。 

（平成 30 事業年度実績【№123,124】） 

・グローバル化基本方針を推進するための組織として、平成 31 年度から、県立大学事務局内に国際交流センター及び国際交流室を設置することとした。 

・平成 30 年５月に副学長及び看護学部教員が「知事インドネシア西ジャワ州訪問団」に参加し、同州のパジャジャラン大学を訪問して人脈形成及び関係構築を図 

った。その後、平成 31 年３月に同大学との間で大学間交流協定を締結し、大学間での交流を推進していく。 

・平成 30 年 10 月に（独）日本学生支援機構主催「日本留学フェア」（インドネシア・ジャカルタ）の「静岡県」ブースへ出展し、職員２名及び現地の本学留学生

OG１名が参加した。また、現地の高等教育機関を訪問し、本学に関する情報発信を行った。 

・短期大学部では、海外協定校である大邱保健大学（韓国）の学生を２名受入れ、本学学生２名を大邱保健大学に派遣した。 

（第３期中期計画【№62,63】） 

・留学生への教育の質を高めるため、留学生への満足度アンケートを実施する。 

 ・外国人留学生、日本人学生、教員・研究者及び地域住民等多様な関係者の交流推進にも資する留学生の生活環境の整備を図る。 

 ・世界大学ランキング等の活用により世界に向けた情報発信を強化し、世界における本学のプレゼンスの向上を図る。 

 ・日本人学生の海外派遣及び外国人留学生の受入れを推進するため、留学に関する教育体制・支援体制の強化を図る。 

（平成 31 事業年度計画【№62,63】） 
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・交換留学等体験学生による報告会「交換留学フェア」を継続し、留学に関する情報提供及び意識醸成並びに交流の促進を図る。 

・海外協定校との協定更新により継続的な交流を図るとともに、新たな交流先を開拓する。 

・国際的なインターネット遠隔教育及び遠隔学生交流を実施する。 

・アジア地域をはじめ世界各国に向けて本学に関する情報を発信するとともに、世界主要国の主要大学等を中心に、人脈形成及び関係構築を図る。 
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中
期
目
標 

 

ア 育成する人材 

(ｱ) 静岡県立大学 

a 学士課程 

幅広い教養と基本的な専門学力を備え、社会に貢献し広く国内外で活躍することができる人材を育成する。 

b 大学院課程 

高度な専門的知識や能力を持つ高度専門職業人及び創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者を育成する。 

(ｲ) 静岡県立大学短期大学部 

生命の尊重を基盤とした豊かな人間性と実践的な専門知識や技術を備えた人材を育成する。 

イ 入学者受入れ 

大学の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って、向学心旺盛で、県立大学で学ぶにふさわしい学力を備えた多様な入学者を確保する。 

ウ 教育課程と教育方法 

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に沿った体系的な教育課程を編成するとともに、学生が意欲的、主体的に学び、授業内容を確実に理解できるよ

うにするため、多様で効果的な方法により教育を行う。 

(ｱ) 静岡県立大学 

a 学士課程 

教養教育を充実するとともに、教養教育と専門教育の有機的連携を図る。また、初年次教育やキャリア教育等を効果的に配置するとともに、総合大学

の特色を活かし、学部間等で連携した融合的な教育を行う。 

b 大学院課程 

学士課程における教養教育と、これに十分裏打ちされた専門的素養の上に立ち、専門性を一層向上させるため、深い知的学識の涵養を図る。 

(ｲ) 静岡県立大学短期大学部 

教養教育を充実するとともに、教養教育と専門教育の有機的連携を図る。 

エ 卒後教育 

卒業生が、大学で学んだ知識や技術の向上と新たな知識や技術の修得を図るため、卒後教育の充実に努める。 

オ 成績評価 

学生に対して各授業科目の到達目標、成績評価基準等を明示し、客観的で厳格な成績評価及び学位論文審査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目別の状況 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 教育 
(1) 教育の成果、内容等 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

ア 育成する人材 

(ｱ) 静岡県立大学 

a 学士課程 
     

＜全学的に取り組む教養教育＞ 

・ 広い知識と視野を涵養し、

多様な価値体系が転変する

社会に対応できる判断力や

倫理観を養うことを目指し、

全学部生を対象として全学

的に取り組む教養教育（全学

共通科目）を実施し、幅広い

教養と基礎学力を兼ね備え

た人材を育成する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 平成 26 年度に、地元静岡の特性と魅力を学ぶ「しず

おか学」科目群を全学共通科目に新設し、以後、全学

部における必修化、ふじのくに地域・大学コンソーシ

アムと連携した単位互換科目「ふじのくに学」の「し

ずおか学」科目への設定を通じて「しずおか学」の充

実化に取り組んできた。平成 30 年度には、新たに１科

目（「歴史から読み解くしずおか学」）を追加するなど

全 27 科目を開講し、履修者は延べ 1,835 人であった。 

・ 全学共通科目について、「英語による科目」の充実化、

全学共通科目運営部会の設置及び継続的な開催に取り

組み、第２期中期計画期間を通じて幅広い教養と基礎

学力を兼ね備えた人材を育成するための充実したカリ

キュラム編成が進んだ。 

・ 全学共通科目部会にて、全学共通科目の履修者状況

及び開講状況を調査・報告し、履修者数の分散、未開

講科目の整理を行い、学生が幅広く科目を選択できる

環境づくりを行った。 
A 

 

 

 

 

＜全学的に取り組む教養教育＞ 

・ 幅広い教養と基礎学力を兼ね備えた人

材を育成するために、授業内容の精査並

びに「しずおか学」科目群の選択幅の多

様性を図りつつ、全学共通科目を引き続

き実施する。「地（知）の拠点整備事業」

の理念に沿った「しずおか学」科目群の

更なる整備・充実を図りつつ、運用上の

問題点を整理し、学部間協力など実施体

制の充実にむけて更なる議論を進める。 

（№１） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 全学共通科目の「しずおか学」科目群について、新

たに１科目（歴史から読み解くしずおか学）を設置し

た。 

・ ふじのくに地域・大学コンソーシアムと連携し、単

位互換科目「ふじのくに学」４科目をしずおか学科目

として設定した。 

・ 以上５科目の新設などにより、全学共通科目は 98 科

目になった。 

・ 履修者状況を基に開講時限の検討を行い、履修者数

を分散させ、学生が幅広く科目を選択できる環境を整

えた。 

・ 未開講科目及びその要因を調査し、科目担当者へ報

告することにより、授業内容の再構築、科目の開講・

廃止を検討し、未開講科目の整備を行った。 

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

＜専門基礎教育・専門教育＞ 

［薬学部］ 

・ 医療人としての倫理観と薬

物治療に関する高度な専門

性を有し、研究能力を備えた

薬剤師を育成する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 平成 27 年４月開始の改訂薬学教育モデル・コアカリ

キュラムに対応するため、本学のカリキュラムを大幅

に改定し、学年進行に合わせて教育内容の変更を実施

した。また、高度先導的薬剤師を養成するために、研

究領域別の卒業研究合同発表会の開催や、静岡県の協

力のもとレギュラトリーサイエンスに関わる医薬品の

品質適合検査業務の現場研修などを実施した。 

B 

 

 

 

 

＜専門基礎教育・専門教育＞ 

［薬学部］ 

・ 高度先導的薬剤師を養成するために、

改訂薬学教育モデル・コアカリキュラム

に対応した薬学教育を学年進行に応じて

実施する。また、改訂カリキュラムの不

断の見直しを行うとともに、改訂薬学教

育モデル・コアカリキュラムで規定され

た卒業研究の更なる質的向上に向けた取

り組みについて検討を行う。 

（№２） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムに対応する

べく実務事前実習を改定し、フィジカルアセスメント

などの身体所見把握に関わる実習の充実を図った。ま

た、卒業研究については領域別合同発表会を開催し、

各学生の発表に対して教員による評価を行った。さら

に、静岡県の協力を得て、レギュラトリーサイエンス

に関わる医薬品の品質適合検査業務の現場研修を実施

し、本学及び名古屋市立大学の薬学生が参加した。 

B  

 

・ 薬物治療のニーズの理解と

研究能力の涵養を通じて創

薬及び育薬を主体的に担え

る人材を育成する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 平成 30 年度からの薬学科と薬科学科の分割入試開始

に合わせて、高度な薬物治療及び創薬・育薬研究を実

践できる人材の育成を更に充実させるべく、薬科学科

のカリキュラムを大幅に改定した。特に、卒業研究の

３年次後期からの実施や、２年次での研究室体験（ラ

ボ訪問）の新設など、創薬・育薬研究に対する学生の

関心を高めるための仕組みを新たに構築した。 A 

 

 

 

 

・ 新カリキュラムによる講義、実習、演

習の検証を薬学部教務委員会が中心とな

って行い、新カリキュラムを適時改訂し

て、完成度を高める。 

（№３） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 初学年から発展的に進行するように科目の配置を見

直し、高度な薬物治療及び創薬・育薬研究を実践でき

る人材の育成を充実させる新カリキュラムの運用を開

始した。また、２年次での研究室体験の新設や卒論発

表会の実施方法の見直しなど、創薬・育薬研究に対す

る学生の関心を高めるための方策を検討した。 

A  

 

・ 新卒者の薬剤師国家試験の

合格率は、国公立大学の上位

５位以内の維持を目指す。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 高水準の薬剤師国家試験合格率を維持するために、

薬学教育協議会教科担当教員会議の情報や模擬試験の

結果を踏まえて、学生の弱点克服を目的とした補講の

実施、６年次における総合薬学演習試験の実施、５年

次におけるスタートアップ模試の実施などの対策を講

A    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

じた。その結果、新卒者の薬剤師国家試験合格率は、

平成 25 年度から 80.00% (70.49%: カッコ内は全国平

均)、83.13% (72.65%)、 93.83% (86.24%)、 94.87% 

(85.06%)、95.06% (84.87%)、98.75% (85.50%)と高水

準を維持できた。定員の少ない国立大学の合格率が高

かったため、目標とした国公立大学上位５位以内は平

成 30 年度のみの達成に留まったが、ほぼ当初の目的を

達成できた。 

・ 薬剤師国家試験の内容の精査や模擬試

験の結果の解析を踏まえて、薬剤師国家

試験対策の補講や通常講義の内容の検討

を行う。また、学部６年次に総合薬学演

習試験を実施し、学生の学力達成度をチ

ェックする。学部５年次にはスタートア

ップ模試を実施し、早期から国家試験を

意識させる。新卒者の薬剤師国家試験の

合格率は、国公立大学の上位５位以内を

目指す。 

（№４） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 本学の新卒者合格率は 98.75%で、国公立大学 17 校の

上位第５位以内の維持を目指すという目標を達成し

た。さらに、国公私立を合わせた全大学中でも第５位、

三公立大学で第１位であり、計画以上の成果を得るこ

とができた。 

・ 高水準の薬剤師国家試験合格率を維持するために、

薬学教育協議会教科担当教員会議の情報及び模擬試験

の結果を踏まえて、学生の弱点克服を目的とした補講

を夏及び秋に実施した。また、６年次に総合薬学演習

試験を実施し、学生の学力の達成度を確認した。さら

に、国家試験に対する意識付けを図るために、５年次

の２月にスタートアップ模試を実施した。 

A  

 

［食品栄養科学部］ 

・ 食品・栄養・環境・健康に

関する基礎知識と基本的技

術を修得し、それらを融合し

た総合的な知識と最先端の

技術を身につけた専門技術

者や管理栄養士を育成する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 食品生命科学科では、JABEE の理念を受けて英語科目

や一部の専門科目の重複（「食品化学Ⅱ」、「ケミカルバ

イオロジー」）などを整理、変更し、学修の効率化を目

指した。 

・ 栄養生命科学科では、平成 28 年度から栄養教諭養成

を開始し、順調に教育を進めている。また、令和２年

度の完成年度に向け、静岡市教育委員会と栄養教育実

習日程と実習校の確定等、準備を行った。 

・ 環境生命科学科は学科開設後５年を経過した。学科

教員の学科横断型教育への参画により学部基礎科目

（「化学」、「生物」、「化学実験」、「生物学実験」等）を

充実できた。また、講義体系の充実を目指し、必要な

講義科目を増やすなど、学科のカリキュラムを改定し

た。環境計量士国家試験において過去３年間で６人～

９人の合格者を出すなど、専門技術者を養成した。 

（参考）環境計量士受験者数と合格者数、率 

平成 28 年度 18 人受験 ８人合格 合格率 44.4％ 

平成 29 年度 11 人受験 ６人合格 合格率 54.5％ 

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

平成 30 年度 12 人受験 ９人合格 合格率 75.0％ 

［食品栄養科学部］ 

・ 食品生命科学科では、引き続き講義及

び実験実習の充実を図る。 

・ 栄養生命科学科においては、３年目と

なる栄養教諭教職課程の教育を確実に進

める。 

・ 環境生命科学科では、引き続き講義及

び実験実習の充実を図り、環境計量士等

の専門技術者の養成に努める。 

（№５） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 食品生命科学科では、優れた食品技術者を育成する

ため、講義及び実験実習の一部を見直して変更を行っ

た。 

・ 栄養生命科学科では、教育を開始して３年目となる

栄養教諭教職課程の教育を順調に進めるとともに、次

年度の授業配置や担当者の準備、栄養教育実習におけ

る静岡市教育委員会との打ち合わせ、実習校の確定等、

準備を行った。 

・ 環境生命科学科では、講義及び実験実習の充実を図

るため、複数の講義を新規に設置するなどカリキュラ

ムを変更した。学科開設後５年が経過し順調に教育を

進めており、今年度の環境計量士国家試験で９人の合

格者を出すなど、専門技術者を養成した。 

B  

 

・ 新卒者の管理栄養士国家試

験の合格率 100％の維持を目

指す。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 管理栄養士国家試験の模擬試験を実施し、その結果

に基づく指導教員の個別指導や成績が低い学生への受

験勉強計画書の作成指導等学生の実力向上に取り組ん

だ。 

・ 国家試験の合格率は、平成 25 年度から 27 年度まで

は、92.3～96.6％（不合格者１、２人）であったが、

その後、平成 28 年度から 30 年度は、３年連続で合格

率 100％を維持できた。 

A 

 

 

 

 

・ 国家試験関連科目の講義の工夫に努め

るとともに、模擬試験などの国家試験対

策の一層の充実を図る。模擬試験の成績

が低い学生に対しては、引き続き、受験

学習の計画書を作成させ、受験に対する

意識の向上を図るとともに、計画書に沿

った学習の実行に向けて個別指導を強化

する。新卒者の管理栄養士国家試験の合

格率は 100％を目指す。 

（№６） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 平成 29 年度の管理栄養士国家試験の合格率は 100%

であった。平成 30 年度も管理栄養士国家試験の模擬試

験を実施し、その結果を基に、指導教員が個別指導を

行い、受験に対する意識の向上を図った。また、模擬

試験の成績が低い学生には、引き続き、受験勉強の計

画書を作成させ、指導教員による個別点検を実施し、

実力の向上を図った。 

・ 平成 30 年度の国家試験の合格率は 100%であった。 

A  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

［国際関係学部］ 

・ グローバル化に対応するた

めに、多様な言語・政治・経

済・文化等を理解・尊重し、

国際社会において活躍でき

る人材を育成する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 平成 27 年４月の「静岡県立大学のあり方懇談会」報

告書を踏まえ、グローバル化に対応して、多様な言語・

政治・経済・文化等を理解・尊重し、国際社会におい

て活躍できる人材を育成するための新しいカリキュラ

ムの策定を着実に進め、平成 31 年度から実施できる体

制を整えるという成果に至った。また、海外研修地域

言語を新設し、海外提携大学との単位互換を容易にす

るためのツールも整備した。 B 

 

 

 

 

［国際関係学部］ 

・ グローバル化に対応して、多様な言語・

政治・経済・文化等を理解・尊重し、国

際社会において活躍できる人材を育成す

るための新しいカリキュラムを平成 31 

年度から実施するための準備を進める。 

（№７） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ グローバル化に対応して、多様な言語・政治・経済・

文化等を理解・尊重し、国際社会において活躍できる

人材を育成するための新しいカリキュラムの策定を完

了し、平成 31 年度から実施する体制を整えた。 
B  

 

・ ２年次までに聴解力、読解

力を中心とした基礎的な英

語力の定着を徹底し、２年次

の TOEIC IP テストにおいて

スコア800点以上を獲得する

学生が 10％、730 点以上を獲

得する学生が 15％、600 点以

上を獲得する学生が 50％を

上回ることを目指す。 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 数値目標の達成を実現すべく、以下の教育方法の改

善を試みた。 

平成 25 年度：ワークブックに基づくテスト対策 

平成 26 年度：オンライン自律学習システムの導入 

平成 27 年度：オンライン自律学習システムの改善 

平成 28 年度：TOEIC 対策教育の英語必修科目への組み

込み、TOEIC-IP テスト結果の成績評価へ

の組み入れ（以後継続実施） 

残念ながら数値目標の完全達成には至らなかった

が、部分的には達成され、学習における学生のモチベ

ーション向上が以上の教育方法改善の結果もたらさ

れた。 

B 

 

 

 

 

・ 平成 29 年度 TOEIC L&R IP テストのス

コア分析を詳細に行い、その結果を踏ま

えて英語学習方法の改善を図ることで、

２年次の TOEIC L&R IP テストでスコア

600 点以上の学生が 50％、730 点以上の

学生が 15％、800 点以上の学生が 10％を

上回ることを目指す。 

（№８） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ TOEIC L&R IP テストのスコア分析を踏まえた英語学

習方法を改善し、２年次の TOEIC L&R IP テストでスコ

ア 600 点以上の学生が 50％、730 点以上の学生が 15％、

800 点以上の学生が 10％を上回ることを目指す取り組

みを行い、２年次生でスコア 600 点以上の学生が 50％

を上回る目標を達成した。 

B  

 



27 
 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

［経営情報学部］ 

・ 経営・情報・総合政策を融

合した問題解決能力を身に

つけた、イノベーションの一

翼を担う人材を育成する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 経営・情報・総合政策を融合した問題解決能力を身

につけたイノベーションを担う人材を育成するため

に、学生に一つ以上の分野で高い専門的能力を修得さ

せ、その上で分野融合能力を身につけさせるという教

育方針を固め、コース制の導入、一般前期入試の制度

変更によって実現した。また、観光マネジメント教育、

複数分野を融合して活用する能力を身につけるための

メジャー制などを軸とした新カリキュラムを策定し、

令和元年度から運用開始した。 
B 

 

 

 

 

［経営情報学部］ 

・ 平成 29 年度に策定した新カリキュラム

案の詳細について精査し、平成 31 年度か

らの実施の準備を進める。また、平成 31 

年度に経営情報学部で予定されている観

光教育の開始に向けた準備、具体的には

人的資源の確保、内外への広報、具体的

には観光を含めた融合的教育の意義の周

知などに努める。 

（№９） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 経営情報学部での平成 31 年度の観光教育開始に向け

て、高校訪問、オープンキャンパス、観光人材育成講

座などを通じ、学内外に観光教育の意義と内容の周知

に努めた。また、平成 31 年度から観光教育を担当する

教員を採用し、観光教育のカリキュラム内容について

詳細を完成した。 

B  

 

・ 会計リテラシーの教育成果

として、簿記検定を奨励し、

日商簿記検定３級の卒業ま

での取得率 80%の維持を目指

す。日商簿記検定２級の受験

を勧め、卒業までの取得率

15%の維持を目指す。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 日商簿記３級の卒業時点での取得率は、各年度にお

いて、数値目標である 80%以上を達成した。また、日商

簿記２級の卒業時点での取得率も、各年度において、

数値目標である 15%以上を達成した。上記を達成するた

めの取組として、簿記検定の補習体制の拡充、簿記履

修クラスを細分化によるきめ細かい教育体制の確立、

外部講師の積極的招聘、会計関連のカリキュラムの整

理、税理士法人見学会などを実施した。さらに、上位

の資格として、日商簿記１級、公認会計士試験短答式

試験、国税専門官試験などの合格者を得た。 B 

 

 

 

 

・ １年終了時における日商簿記検定３級

の取得率 80%、２級の取得率 15%を目指す。

また、より上位の資格（日商簿記１級、

税理士試験の簿記論・財務諸表論、公認

会計士試験）を目指せる環境を整えるべ

く取り組む。学生の勉学意識の向上のた

め、授業でのフォローアップを実施する。

具体的には単なる資格試験という形か

ら、現在取り組んでいることがどのよう

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ １年次の日商簿記検定３級の取得率は前期において

88%を達成した。また、日商簿記検定２級の取得率は

19.6%となった。日商簿記検定２級に直接関連する演習

科目である原価計算論の重要性を鑑み、担当を非常勤

から常勤へと変更した。より上位の資格の取得につい

てはゼミ等での支援を行った。資格取得を支援するこ

とに加えて、インターンシップの実施を目的とする講

義などの講義の新設、既存講義においても外部講師の

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

に将来のキャリアとつながっているかを

明確にするために授業内の外部講師の活

用や税理士事務所などでのインターンシ

ップなどを実施し、学生に参加を促して

いく。 

（№10） 

登用等の将来の広義の会計専門職へのキャリアを見据

えた教育も実現した。 

［看護学部］ 

・ 少子高齢社会の健康の護り

手として人々の健康生活を

支援するため、確かな看護判

断能力と実践能力を身につ

け、他専門職と協働して問題

解決に取り組むことのでき

る人材を育成する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 平成 21 年度カリキュラム及び平成 24 年度カリキュ

ラムを実行しながら、看護学部拡充のための手続きを

行い、平成 26 年度から学生定員 120 名・２キャンパス

制による看護教育を開始した。新入生及び旧カリキュ

ラムによる学生の学修が混乱しないように、教務委員

会を中心にカリキュラム、時間割等の調整を行った。

編入学入試対応を受け入れるにはカリキュラム調整が

必要であり、平成 30 年度のカリキュラム改正を実施し

た。セミナーやシミュレーション教育、チーム医療等

のプログラムにより、看護学部で目指す人材育成の責

務を果たした。 

B 

 

 

 

 

［看護学部］ 

・ 入学生（看護学部１年生・編入生）を

対象とする平成 30 年度カリキュラムに

より、基礎分野Ⅰでは、全学共通科目、

基礎分野Ⅱでは地域・国際的動向を踏ま

えた保健医療福祉の課題に対応する看護

実践の基礎能力を養う科目及び専門基礎

分野の科目を開講できる学習環境整備を

行う。 

・ 平成 30 年度編入学入試の評価を行い、

その結果を踏まえながら平成 31 年度の

学生募集を行う。 

（№11） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 看護学部１年次及び編入生を対象に、平成 30 年度新

カリキュラムに基づく基礎分野Ⅰ・基礎分野Ⅱ・専門

基礎分野科目の開講を行った。 

・平成 30 年度編入学入試は定員 25 人のところ受験者

８人であり、入試における合格基準に基づいて実施し

たが合格者は２人であった。平成 31 年度も引き続き学

生募集の準備を行うが、編入学入試の必要性について

も検討する。 

B  

 

・ 新卒者の看護師国家試験の

合格率 100％の維持を目指

す。新卒者の保健師国家試験

の合格率は、全国平均以上を

目指す。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 看護師・保健師の国家試験の情報提供（講演会開催）、

模擬試験や対策講座の実施、受験指導等学生の支援を

行った。 

・ 看護師国家試験においては、平成 25 年度から平成 30

年度の６年度中３年度で 100％の合格率を達成でき、

100％に及ばない３年度では全国平均合格率を上回るこ

とができた。保健師国家試験においては、６年度全てに

おいて全国平均以上の合格率を維持することができた。 

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 新卒者の看護師国家試験の合格率 100%

及び新卒者の保健師国家試験の全国平均

以上の合格率を維持する。そのために、

模擬試験、国家試験受験科目に関連した

最新情報を含めた「国試対策セミナー」

を学生と共に企画・実施する。 

（№12） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 看護師国家試験模試を３回、保健師国家試験模試を

２回実施した。また、国家試験科目に関連した「国試

対策セミナー」も実施した。 

・ 看護師国家試験の新卒者合格率は99.2％であり100％

を維持できなかったが、全国平均合格率（94.7％）は

上回った。 

・ 保健師国家試験の新卒者合格率は 89.7％であり、全

国平均合格率（88.1％）を上回った。 

B  

 

b 大学院課程        

［薬食生命科学総合学府］ 

・ 臨床薬学を実践する指導的

薬剤師及び医療薬学分野で

活躍できる人材を育成する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 博士課程薬学専攻の大学院生に対し、特論講義、特

別演習、特別実験などを通して、臨床薬学や医療薬学

分野で活躍するために必要な高度な能力を涵養するた

めの教育を実施した。また、定員未充足が続いた薬学

専攻博士課程の定員見直しを行い、平成 28 年度からは

定員を確保することができた。 

B 

 

 

 

 

［薬食生命科学総合学府］ 

・ 薬学専攻博士課程（４年制）の大学院

教育では、臨床や医療を指向する特論、

特別演習、特別研究などの科目を実施し、

臨床薬学を実践する指導的薬剤師や医療

薬学分野等で活躍する人材の育成を継続

していく。 

・ 薬学専攻博士課程の定員充足を継続す

るために、更に入学者増加を目指した取

り組みを進める。 

（№13） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 薬学専攻博士課程の大学院教育では、臨床薬学を実

践する指導的薬剤師や医療薬学分野等で活躍する人材

を育成するために、臨床や医療を指向する講義などを

実施した。 
・ 薬学専攻博士課程の定員充足を目指し、平成 30 年５

月 26 日に大学院説明会を開催するなど、本課程を周知

させる取組を行った。そして、平成 31 年度入学試験で

は薬学専攻博士課程に６人が合格し、定員（５人）を

確保した。 

B  

 

・ 生命薬学を中心とした高度

な専門知識と技術を身につ

け、創薬、衛生など幅広い分

野で活躍できる人材を育成

する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 薬科学専攻の大学院生に対し、特論講義、特別演習、

特別実験や、外部講師を招いた大学院特別講義などを

通して、創薬、衛生など薬学に関する幅広い分野で活

躍できる人材を育成するための教育を実施した。また、

平成 30 年度からは大学院説明会を開催し、特に学外か

らの入学者を増加させる取組を行った。 

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 薬科学専攻博士前期課程及び後期課程

の学生に対し、教育及び研究指導を推進

し、創薬、衛生、生命薬学等の幅広い分

野で活躍できる人材の育成に努める。 

・ 薬科学専攻博士後期課程の定員充足を

継続するために、更に入学者増加を目指

した取り組みを進める。 

（№14） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 薬科学専攻の学生に対し、創薬、衛生、生命薬学等

の研究領域に関する特論や演習、実験を実施した。 
・ 薬科学専攻の定員充足の継続を目指し、平成 30 年５

月 26 日に大学院説明会を開催するなど、本課程を周知

させ、特に学外からの入学者を増加させる取組を行っ

た。 

B  

 

・ 薬学と食品栄養科学の両分

野における高度な専門知識

と技術を身につけ、「食」と

「薬」の学際的研究分野を開

拓する人材を育成する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 薬食生命科学専攻博士後期課程の大学院生に対し、

薬学と食品栄養科学を基盤とする教員が共同で指導を

行うとともに、外部講師を招いた大学院特別講義など

を実施し、薬学と食品栄養科学の両分野における高度

な専門知識と技術を身につけた人材の育成を図った。 

B 

 

 

 

 

・ 「薬」と「食」の学際的研究・教育活

動を発展させて「健康長寿科学」の統合

的な知識に基づいた高い専門性を身につ

け、実践できる高度専門職業人や先導的

役割を担える有為な人材を育成する。ま

た、その研究成果を国内外の学会で報告

し、国際誌に発表することを目指す。 

（№15） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 「薬」と「食」の学際的研究分野における人材輩出

を目指して、「健康長寿科学」の学問分野を拓く教育活

動を推進した。健康科学の発展及び健康長寿社会の実

現への寄与が期待される研究活動を展開し、その成果

を国内外の学会や国際誌で発表した。 

B  

 

・ 超高齢社会に対応し、食を

通して健康保持に貢献でき

る知識や技術を身につけ、国

際的にも活躍できる人材を

育成する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 超高齢社会に対応し、「食と健康」の分野で社会貢献

ができる人材の育成を強化した。大学院食品栄養環境

科学研究院の附置センターの「茶学総合講座（平成 25
年度開設、平成 26 年度からは茶学総合研究センター）」

及び「食品環境研究センター（平成 26 年度開設）」と

連携しつつ、JABEE (日本技術者教育認定機構) プロ

グラムの教育方針を取り入れ、また「特別インターン

シップ」や「臨床栄養エキスパート演習」などの授業

科目を実施した。さらに、「健康長寿科学特論」として、

外国人講師によるセミナーを開講し受講させた。食品、

栄養、環境の３分野に加え、人文科学も含めた授業科

目の提供により、超高齢社会において、その牽引力と

なる人材の育成を行った。 
・ 国際性醸成のために、カリフォルニア大学デービス

校及びネブラスカ大学リンカーン校から教授・助教授

を招聘し、集中講義及びセミナーを実施した。アジア

圏からの留学生を招致するとともに、カリフォルニア

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

大学アーバイン校などに博士課程学生を研究留学させ

た。 
・ 教員の研修や大学院生の派遣により、

連携大学をはじめとする海外の大学との

関係を強化し、グローバルな視野を持つ

人材を育成する。 

・ 留学生の受け入れ体制を整備する。 

・ 茶学総合研究センター、食品環境研究

センターと共に産官学連携を強化し、学

生の実践力を強化する。 

・ 海外を含め、学外から講師を招き、各

種セミナーの開催を通じて、学生に国内

外の優れた研究に接する機会を与える。 

・ 食品栄養科学専攻・環境科学専攻の博

士後期課程において入学定員を満たして

いない状況を改善するため、社会情勢の

変化や全国的な趨勢を考慮し、引き続き

定員の適正化について検討する。 

（№16） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 大学間連携の一環として、カリフォルニア大学デー

ビス校から複数名の講師を招聘し、セミナー及び集中

講義を実施した。また、カリフォルニア大学デービス

校及びネブラスカ大学リンカーン校を本学教員が訪

れ、新たな教育連携について打ち合わせを実施した。 
・ インドネシア大学との共同研究を継続発展させると

ともに、インドネシア大学副学長等が来学し、教育連

携の打ち合わせを実施した。 
・ 国内外で開催される国際会議及び本学が主催する国

際会議「第 23 回 静岡健康・長寿学術フォーラム」、「第

13 回日中健康科学シンポジウム」、「第４回薬食国際カ

ンファレンス ～ 健康長寿への貢献」において、多数

の学生が英語で発表した（総計約 150 演題）。 
・ 入学定員充足率を上げるために、カリフォルニア大

学デービス校等との連携を視野に入れ、「茶学メジャ

ー」等の開設を検討した。 

B  

 

・ 環境に関する専門的な知識

及び技術と幅広い視野を培

い、環境問題の科学的な解明

を通して、食と健康に密接に

関わりのある環境分野で活

躍できる人材を育成する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 学部・大学院一貫教育を考慮してカリキュラムの一

部変更を行った。環境に関する専門的な知識や幅広い

視野を培うためのコース制への変更、環境、食、健康

に関わる分野の講師による月例セミナーなどの充実を

通して、食と健康に密接に関わりのある環境分野で活

躍できる人材を育成する基盤を構築した。 
・ 入学者増加のための対策、入学者数の見直しについ

ての検討を継続的に行った。 

B 

 

 

 

 

・ 平成 29 年度に一部修正したカリキュラ

ムの編成について点検・評価を行いなが

ら、学部・大学院を通した一貫教育を効

果的に進めていく。 

・ 定員割れの対策として、昨年度に引き

続いて大学訪問や県の研究機関や企業と

の共同研究を活発に行い、入学を促す。

また、学部生への大学院案内も研究室公

開などを通して定期的に行う。 

・ 学部体制への移行に伴い、入学者数の

見直しをするための協議を継続して行

う。 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 平成 29 年度に一部変更したカリキュラムに従って教

育を行った。専攻セミナーやオープンゼミの充実、新

科目である環境科学演習により、学生のプレゼンテー

ション能力、コミュニケーション能力、リーダーシッ

プを高め、大学院生の資質向上を図った。また、変更

したカリキュラムについて評価を行い、試行として環

境科学専攻セミナーの一環であるオープンゼミの質疑

応答時間の延長、新規採用教員に伴う担当科目の変更 
を行った。 

・ 環境生命科学科の学部生が一定割合で大学院進学す

ることが決定したが、他大学からの進学者を募集する

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 環境、食、健康に関わる分野の国内外

の講師による月例セミナー等を開講す

る。 

・ 研究を通して、環境、食、健康に関わ

る分野で活躍する人材の育成に努める。 

（№17） 

ため、大学訪問を実施し、専攻の紹介を行った。 
・ 平成 31 年度次年度の入学者を増やすために、学部生

に対しては、技術者倫理の講義の一部を環境、食、健

康に関わる分野で活躍する修了生に担当していただ

き、大学院進学のメリットについても説明していただ

いた。また、修了生のセミナーを開催し、大学院進学

を促した。 
・ 入学者数の見直しについて継続協議を行った。 
・ 環境、食、健康に関わる分野の講師による月例セミ

ナー（７回）などを開講した。 
［国際関係学研究科］ 

・ グローバル社会の様々な場

面で、主体的に思考し、行動

できる高度な知識基盤と実

践能力を備えた人材を育成

する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ コミュニケーション力や現実社会でのフィールドワ

ークに依拠した調査研究能力育成のための履修体制を

導入し、グローバル社会に対応する主体的かつ実践的

能力を備えた人材育成の基盤を整備した。また、体系

的、順次的なカリキュラム・教育指導体制を整えるた

めに教育内容・方法等の検証を行い、教育理念・目標

を改めて設定し、カリキュラム・ポリシーをアドミッ

ション・ポリシー、ディプロマ・ポリシーとともに再

編成した。 
B 

 

 

 

 

［国際関係学研究科］ 

・ グローバル社会に対応する主体的かつ

実践的能力を備えた人材育成のため、教

育内容・方法等を引き続き検証し、体系

的、順次的なカリキュラム整備を推進し

て、社会人学生や留学生を含めた教育・

研究環境の改善を促進する。 

（№18） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ グローバル社会に対応する主体的かつ実践的能力を

備えた人材育成のため、教育内容・方法等の検証を行

い、教育理念・目標を改めて設定し、カリキュラム・

ポリシーをアドミッション・ポリシー、ディプロマ・

ポリシーとともに再編成した。また、地域研究関連科

目の履修方法に柔軟性をもたせるように学則改正を行

った。 
・ 社会人学生や留学生の受け入れに配慮すべく、入試

区分に社会人特別選抜・外国人特別選抜を新設し、2020
年度入試から実施する。 

B  

 

［経営情報イノベーション研

究科］ 

・ 高度な経営・情報・政策能

力を活かして、ビジネス・公

共・社会にイノベーションを

創起する人材を育成する。  

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ カリキュラム検討委員会において、イノベーション

を創起する人材を育成するために、継続的にカリキュ

ラムの検討及び改善を実施した。主な成果は、３ポリ

シーの見直しの一環としての教育理念、教育目標、カ

リキュラム・ポリシーの見直しと、令和２年度からの

観光教育の本格的開始を見据えての観光教育科目の新

設である。 

 

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

［経営情報イノベーション研究科］ 

・ 修士課程、博士後期課程の学生に対し

て、教育及び研究指導を通して、ビジネ

ス・公共・社会にイノベーションを創起

する人材の育成に努める。また、平成 31 

年度に経営情報学部で開始が予定されて

いる観光教育に携わる教員の増員を見据

えて、育成する人材像の見直しを開始す

る。 

（№19） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 研究科カリキュラム検討委員会において、特に観光

教育に関して、イノベーションを創起する人材の育成

に有効なカリキュラムの検討を行い、新規科目を設置

した。 
・ 研究科での観光教育開始を見据え、教育理念、教育

目標、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育

課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）及

び入学者の受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

を改正した。 

B  

 

［看護学研究科］ 

・ 優れた倫理的判断力や保健

医療の国際化・情報化に対応

できる能力を持ち、看護実践

の質の向上及び教育・研究の

積極的推進を図る人材を育

成する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 博士後期課程の設置に対して具体的な検討を進め、

平成 31 年３月に文科省へ設置申請を行った。 
・ 助産師養成課程においては、実習施設の確保困難と

ともに担当教員の一時的な減少により養成人数が減っ

たが、助産師養成担当教員の確保を行い、実習施設の

継続的な交渉により学生９人まで回復することができ

た。平成 30 年度には、文部科学省にカリキュラムの変

更申請を行い、社会のニーズに即した実践力の強化を

目指した新たな科目の新設や実習の拡充等を図った。

助産師養成定員数については、継続的に検討していく。 

B 

 

 

 

 

［看護学研究科］ 

・ 学生定員の確保及び大学教員養成を推

進するために大学院博士後期課程の設置

準備に取り組み、大学教育の質の担保と

大学・大学院教育の完成を目指す。 

・ 継続して国内外の先端看護研究者を定

期的に招聘し、看護研究のトレンドと最

新の研究課題について、大学院生と討議

する場を確保する。 

・ 大学院における授業評価方法を検討し、

実施する。 

・ 大学院定員確保のために、社会人学生

を獲得するための情報発信、仕組み（働

きながらの履修を可能とする長期履修制

度、土日・夜間開講）について検討する。 

・ 新たに助産課程が設置される東部看護

専門学校及び静岡市立清水看護専門学校

の動向を鑑み、かつ平成 29 年度の大学院

ニーズ調査結果に基づき助産師養成定員

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 大学院博士後期課程の設置に向けて文部科学省への

事前相談及び日本開発構想研究所（開構研）への相談

を行い、平成 31 年３月に文科省へ設置申請を行うこと

ができた。 
・ 国内外の先端看護研究者を招聘し、看護研究のトレ

ンドと最新の研究課題について、大学院生と討議する

場を確保した。 
・ 大学院における授業評価方法については、他大学の

情報を収集中であり、今後継続して検討していく。 
・ 大学院定員確保のために、社会人学生を獲得するた

めの長期履修制度について、調査・検討を行った。土

日・夜間開講についても、実施に関する検討を進めた。 
・ 平成 30 年５月に文部科学省に助産師課程のカリキュ

ラム変更申請を行い、９月に承認された新しいカリキ

ュラムでは、社会のニーズに即した実践力の強化を目

指して、母子保健包括支援論や助産管理論の新たな科

目を新設するとともに、地域助産学実習の拡充を図っ

た。また、特別研究８単位から課題研究４単位に変更

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

数（減数）の再考を検討する。 

（№20） 

することで、実習での体験と研究を繋げることや養成

人数の安定的確保を目指した。今回の申請では、助産

師養成人数の減数について実現できなかったが、助産

師養成定員数（減数）の再考については、継続的に検

討していく。 

・ 新卒者の助産師国家試験の

合格率 100％の維持を目指

す。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 学生への助産師国家試験に関する学生への情報提供、

模擬試験・勉強会・学習指導等の支援を継続的に実施

した。 
・ 平成 25～平成 30 年度の間、助産師国家試験合格率

100％を維持し続けた。 A 

 

 

 

 

・国家試験の最新情報を提供し、模擬試験、

勉強会、学習指導を実施して、新卒者の

助産師国家試験の合格率 100%の維持を目

指す。 

（№21） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 国家試験の最新情報を提供し、助産師国家試験模試

を４回行い、その結果を基に学習指導を行った。助産

師国家試験合格率は 100％であった。 
 

A  

 

(ｲ) 静岡県立大学短期大学部        

・ 教養教育において、幅広い

教養を磨くとともに、各学科

の専門科目と連携しながら

豊かな人間性と総合的判断

力を培うことにより、保健・

医療・福祉及び幼児教育の水

準向上に貢献し社会の要請

に応え得る人材を育成する。 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 新設されたこども学科学生の履修に際して、学科共

通科目である「医療福祉システム論」について、保健・

医療・福祉及び幼児教育の水準向上に資する教科内容

となるよう、全学科等で検討を行い、内容を変更した。

社会福祉学科では、「医療福祉システム論」を中心に、

保健・医療・福祉の連携について教科内容の充実を図

ってきた。また、最終年度では、福祉職と看護職の連

携について合同授業を実施し、質の高い多職種連携の

意義について学んだ。 
・ 歯科衛生学科では、多年にわたり推薦入学合格者に

対して入学前課題を課し、入学時の学力の補強・向上

ができたと考える。実際に入学生からの評価も良好で

あった。 
・ こども学科では、導入教育について検討した結果、

推薦入試合格者に対し入学前に課題を出し、入学後の

授業で活用することとなり、学生の初年次教育に成果

をあげた。 

B 

 

 

 

 

・ 導入教育の精査を更に行い、それに基

づき改善・補強の方途を検討する。 

・ 学科共通科目である「医療福祉システ

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 歯科衛生学科では、今年度も推薦入学合格者に対し

て入学前課題を課し、入学生からの評価は良好であっ
B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

ム論」について、保健・医療・福祉及び

幼児教育の水準向上に資する教科内容と

なるよう、全学科等で検証する。 

（№22） 

た。 
・ こども学科では、推薦入試合格者に対する入学前課

題を、授業や実習指導で活用し、初年次教育への意識

付けを行った。 
・ 担当教員間で各学科に適した内容であるか検討を行

った。 
・ 今後の「医療福祉システム論」の教育内容等の検討

に資するため、社会福祉学科社会福祉専攻では、保健・

医療・福祉の連携を図るため、静岡市済生会看護専門

学校と平成 31 年２月４日に合同授業を実施した。 

・ 看護師、歯科衛生士、社会

福祉士、保育士若しくは介護

福祉士の資格又は幼稚園教

諭の免許を有し、時代の要請

に対応できる実践的能力や

科学的思考力、主体的判断力

を有する人材を育成する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 歯科衛生学科では、カリキュラム検討ワーキンググ

ループでの検討結果を基に、３年次の臨地実習につい

ての改善を行った。 
・ 社会福祉専攻では、保育実習の質の向上を目指して、

保育、社会福祉士（ソーシャルワーク）の実習指体制

の見直し・強化を図ってきた。 
・ こども学科は、社会福祉学科と合同で「保育実習運

営委員会」を開催して情報共有することにより、質の

高い保育士の養成を目指した。また、平成 29 年度には、

新学科としての完成年度を迎えたことを受け、学科設

置の際に作成したカリキュラムが学生の教育に有効で

あるかを検討するため、定期的に教育課程の適切性を

検証するシステムを構築した。 
・ 看護学科では主体的に行動できる看護師の育成を目

指して自習指導を強化した。平成 28 年９月末日で廃学

科となった。 

A 

 

 

 

 

・ 歯科衛生学科では、ワーキンググルー

プを中心に、時代の要請に応じた人材育

成のためのカリキュラム作成の検討を更

に進める。 

・ 社会福祉学科とこども学科は合同で継

続して「保育実習委員会」を開催し、効

果的な実習に向けての検討を推進する。 

・ こども学科では、平成 30 年度教職課程

再課程認定後の新たな教職課程カリキュ

ラムについての検討を開始する。 

（№23） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 歯科衛生学科では、平成 29 年度のカリキュラム検討

ワーキンググループでの検討結果を基に、臨地実習の

改善に取り組んだ。 
・ 社会福祉学科では、保育実習運営委員会とソーシャ

ル実習運営委員会が合同で両者の実習を実施していく

ことが決まった。また、講義や演習の検証を実施し、

教育課程に反映させるため、平成 31 年度に非常勤講師

を含めた教育懇談会を実施することが決まった。 
・ こども学科では、学期末に教育課程の評価を行った

ことに加え、教育の質の保障状況を定期的に検証する

仕組みを構築するため、学科内に教育課程の適切性を

検証する委員会設置につき検討を始めた。 

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 新卒者の看護師国家試験及

び歯科衛生士国家試験の合

格率 100％の維持を目指す。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 社会福祉学科介護福祉専攻では、「社会福祉士及び介

護福祉士法」の改正により、平成 29 年度から受験が義

務化された介護福祉士国家試験に向け、学力評価試験

の活用や、個別指導の強化を図るなどの対策を講じた。

また、介護福祉士国家試験対策検討委員会を設けると

ともに、過去問の分析や特別講義・補講等を実施した。

その結果、介護福祉士国家試験の合格率は、平成 29 年

度（97.7％）、平成 30 年度（97.8％）となり、全国平

均（それぞれ、70.8％、73.7％）を大きく上回った。 

・ 歯科衛生学科では、国家試験模擬試験の実施を行う

とともに国家試験準備カリキュラムでは、各科目の担

当教員が新出題基準の内容を反映させた講義を行っ

た。また、チューターを中心とした、学生の個別性を

考慮した国家試験対策を行った。歯科衛生士国家試験

の合格率は、平成 25 年から、100％、100％、95.6％、

100％、100％、100％となっている。平成 28 年度は前

年度不合格であった２人も合格した。 

・ 看護学科では、模擬試験の時期の変更や試験直前講

義等を取り入れた。模擬試験の結果が芳しくない学生

には、個別的指導を強化した。看護師国家試験の合格

率が、平成 25 年から 98.7％、97.3％、99.1％となっ

た。（平成 28 年度は卒業生がいない）平成 28 年９月末

日で看護学科は廃学科となった。 

B 

 

 

 

 

・ 新卒者の歯科衛生士国家試験の合格率

は 100％を目指す。国家試験模擬試験の実

施を継続するとともに国家試験準備カリ

キュラムは、各科目の担当教員が新出題

基準を把握し、内容を反映させる。チュ

ーターを中心とした、学生の個別性を考

慮した国家試験対策を継続して推進す

る。 

・ 新卒者の介護福祉士国家試験の合格率

は、全国平均以上を目指す。外部機関の

模擬試験受験を学生に課し、その結果を

踏まえたきめ細かな指導を継続して行

う。また、介護福祉士国家試験の結果を

分析し、今後の学生教育に生かす。 

（№24） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 歯科衛生学科では、国家試験模擬試験の実施を６回

（うち希望者対象３回）行うとともに国家試験準備カ

リキュラムでは、各科目の担当教員が新出題基準の内

容を反映させた講義を行った。また、チューターを中

心とした、学生の個別性を考慮した国家試験対策を継

続して推進したところ、平成 30 年度も合格率 100%（受

験者数・合格者数 37 人）を達成した。 
・ 社会介護福祉学科介護福祉専攻では、介護福祉士国

家試験に 46 人が受験し、45 人が合格した（合格率：

97.8％）。国家試験に向け、模擬試験や一定水準に到達

していない学生の個別指導を行った。 
 

B  

 

イ 入学者受入れ        
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 受験生をはじめ保護者、高

校教員等へ本学及び各部局

の教育の特色を分かりやす

く伝え、本学が進学先とし

て、優秀で多様な人材から

「選ばれる大学」となるた

め、オープンキャンパスなど

の充実や高等学校との連携

強化を図り、積極的な入試広

報を推進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ オープンキャンパス、進学相談会、大学見学、高校

訪問、校長会との懇談会等、多様な入試広報を積極的

に展開し、本学の教育の特色を分かりやすく伝えてき

た。 
・ 特に、オープンキャンパスでは、受入数を増やすた

め、平成 28 年度から薬学部での２部制導入や国際関係

学部での小講堂の併用等の工夫を行った結果、平成 25
年度には 3,853人であった参加者数を平成 30年度には

5,011 人にまで増加させることができた。 
・ 短期大学部では、高校教員に対する入試説明会、オ

ープンキャンパス、オープンキャンパス mini に取り

組み、高校教員、高校生及び保護者に、学科・専攻の

情報を提供し、魅力を伝えた。 

A 

 

 

 

 

・ 高校生やその保護者を対象に、オープ

ンキャンパス、夏季大学説明会、大学見

学、進学相談会を通じ、よりきめの細か

い入試情報や本学の魅力を発信する。看

護学部のオープンキャンパスを小鹿キャ

ンパス開催に変更し、看護学部入学希望

者の増加を図る。 

・ 高校教員に対しては、高校訪問、県内

国公立４大学合同説明会、入試問題説明

会等を通じて、入試についての情報提供

を積極的に行う。高校訪問では、同行す

る各学部の担当者が、学部の現況を伝達

する。 

・ 県内高等学校長との懇談会を開催し、

高大連携や入学者選抜のあり方について

の意見交換を行う。 

・ 短期大学部では引き続き、入学実績の

分析を元にした高校訪問を行うととも

に、入試説明会における模擬授業を充実

させるなど、受験を検討している方に対

する情報提供の更なる充実を図る。 

（No.25） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ オープンキャンパス参加希望者増加対策として、薬

学部の２部制、国際関係学部の小講堂併用を今年度も

実施した。また、看護学部のオープンキャンパスを小

鹿キャンパスで行った。その結果、参加者数が前年度

より 209 人増加し、5,011 人となった。 
・ 高校生や保護者に対しては、進学相談会（26 会場）

での個別相談、大学見学（19 校 681 人）及び夏期大学

説明会（464 人）を通じ、また、高校教員に対しては、

県内国公立４大学合同説明会（春５回、秋３回）、入試

問題説明会（６月）、高校訪問（34 校、県外３校・私

立４校を含む）、新入生による母校訪問（38 人、36 校）

を通じて入試広報を行った。 
・ 短期大学部では、高校教員に対する入試説明会（６

月）を通じて進路指導のための情報提供を行い、オー

プンキャンパス（７月）及びオープンキャンパス mini 
（８月）ではデモンストレーションや模擬授業に取り

組み、学科・専攻の情報と魅力を高校生及び保護者に

伝えた。オープンキャンパス及びオープンキャンパス

mini の参加者は、学生等と同伴者合わせてそれぞれ

545 人、206 人であった。実際に、参加したことが本

学を志望するきっかけになったという入学者も少なく

ないため、一定の成果を示したと考える。また、在学

生の相談コーナーについては、在校生の生の声を直接

聞けることもあり、好評であった。社会福祉学科介護

福祉専攻においては、入学実績の分析を元にした高校

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

訪問を行い、高校 OB 在学生の状況や本学の特色、学

習内容、卒業後の進路状況など情報提供及び高校生の

志望状況などの情報収集を行った。 

・ 入学者受入方針（アドミッ

ション・ポリシー）にふさわ

しい優秀で多様な人材を公

正にかつ妥当な方法で選抜

するため、試験科目・出題方

法を含めて全学的に入試体

制の整備を行う。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に相

応しい優秀で多様な人材を公正にかつ妥当な方法で選

抜するため、各学部において入学者選抜方法を検討す

るとともに、平成 28 年度からは大学入学共通テストへ

の対応に向けて、協議・検討を行い、入試体制を改善

してきた。 

B 

 

 

 

 

・ 平成 32 年度大学入学希望者学力評価テ

スト「大学入学共通テスト（仮称）」の導

入に向け、アドミッション・ポリシーに

基づいた選抜方法の策定を行うための集

中的な検討を行い、平成 30 年度公表を目

指す。 

・ 入試問題の作問・点検体制を含めた入

試体制についての検討を進める。 

（№26） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 大学入学共通テストに向けて、入学者選抜委員会で

の検討、教育研究審議会での審議を経て、段階的に公

表を行った。10 月には、一般選抜、大学入学共通テス

トを課す学校推薦型選抜、大学共通テストを免除する

学校推薦型選抜に係る英語の外部検定試験及び記述式

問題の活用の有無について、12 月には上記選抜に係る

英語の外部検定試験及び記述式問題の活用方法につい

て公表した。２月には、推薦入試における分校の取扱

い方の変更及び国際関係学部並びに看護学部における

選抜方法の変更について公表した。 
・ 大学院入試では、出願審査資格の提出書類の簡素化

を協議し、出願しやすい環境へと変更した。 

B  

 

・ 入試問題のチェックを強化

し、過誤の防止（入試ミスの

防止）の徹底を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 学力検査問題検討委員会作問部会及び点検部会で、

過去発生した入試ミスを踏まえた作問体制や点検体制

の改善を行いながら、発生防止を強く意識した業務運

営を行ってきた。残念ながら、平成 26 年度、平成 27
年度、平成 29 年度及び平成 30 年度で入試ミスが発生

した。 
・ 作問体制における学部間の連携強化、過去問活用の

推奨、学内・学外・業者といった重層的な点検体制等

により、入試ミスの発生防止を図っていく。 

C 

 

 

 

 

・ 入試問題の作問に当たっては、学力検

査問題検討委員会作問部会を中心に、適

正かつ秀逸な問題作成に取り組む。 

・ 入試問題の点検に当たっては、推薦試

験及び一般試験の双方とも、学内及び学

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 学力検査問題検討委員会を的確に運営し、作問業務

及び点検業務を適正に行った。作問者に対しては、 問
題作成にあたって出題条件の確認を十分に行った。点

検者に対して、改めて、ミスの事例を示すなどチェッ

C  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

外の専門委員会による点検を実施し、更

に合格発表前には事後点検を行う。 

・ 作問及び点検体制については、万全と

なるように、常に検証を行う。 

・ 学力検査問題検討委員には、過去の入

試ミスの事例を提示するなど、啓発を進

める。 

・ 入試問題作問業務において、出題ミス

のリスクを軽減し、より良い出題内容と

するために、学部間の連携を更に進める。 

・短期大学部においては、入試体制の再検

討を実施するとともに、更なる入試マニ

ュアルの充実を進める。 

（№27） 

ク項目を明確に、点検作業を行ってもらった。昨年度

出題ミスのあった該当学部においては、学部内点検者

として作問に関わらない教員を５人程度選出して作問

した問題を実際に解答させることにより、作問者とは

独立した立場から点検するようにした。推薦入試問題

に対しては、学内専門委員の点検だけでなく、学外専

門委員による点検も実施し、重層的に行った。複数の

学部に共通する入試科目においては、学部間での連携

や情報共通を強化した。 
・ 平成 31 年度一般入試中期日程薬学部にて出題ミスが

発生した。試験科目「化学」の点検マニュアルの改訂

を行うとともに、作問チェックリストに「用語が適切

に使われているか」を盛り込むなど再発防止に取組ん

だ。。 
・ 短期大学部においては、小論文の作成について万全

を期すため内部点検委員及び外部点検委員により複数

回の点検作業を実施するとともに入試マニュアルの再

検討を進めた結果、過誤を防止できた。 

ウ 教育課程と教育方法        

・ 「全学的な重点課題」に関

する教育活動を推進するた

めに必要な教育内容の導入

を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 全学的な重点課題に関する教育活動の充実を図るた

め、国際関係学部と経営情報学部の間における共通の

専門科目導入に取り組み、平成 31 年度から国際関係学

部の新カリキュラムと経営情報学部の観光教育の中で

両学部共通の専門科目を開講する形を構築した。 
・ 国際関係学部の人材育成・教育をグローバルな課題

への対応や解決を目指したものとするための見直しに

取り組み、平成 31 年度から新カリキュラムを開始させ

るとともに、関連する全学の改革も進めた。 
・ 観光産業の潜在的成長力を生かしながら、地域創生

に貢献できる人材を育成することを目指し、観光教育

の導入に取り組み、平成 31 年４月から経営情報学部で

教育を開始した。 

A 

 

 

 

 

・ 国際関係学部新カリキュラムの平成 31 

年度実施など「国際関係学部の改革等に

係る提案」の具体化に向けた検討、準備

を進める。 

・ 平成 31 年度に経営情報学部で予定され

ている観光教育の開始に向けた準備を進

める。 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 「国際関係学部の改革等に係る提案」の具体化に向

けた検討や改善に取り組んだ。国際関係学部について

は、平成 29 年度に策定した国際関係学部新カリキュラ

ム案の平成 31 年度実施に向け、学則改正・教員採用等

必要な措置を講じた。また、全学的な事項では、言語

コミュニケーション研究センターの体制強化、サバテ

B  

 



40 
 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

（№28） ィカル制度の運用等について改革を進めた。 
・ 平成 31 年度からの経営情報学部での観光教育の導入

に向け、文部科学省への学則変更の届出や教員採用を

行うとともに、高校訪問、オープンキャンパス、県の

委託を受けた観光人材育成講座の開催（平成 30 年 7 月 

三島市）を通じ、観光教育の内容と意義の周知に取り

組んだ。結果として、平成 31 年度入試では、経営情報

学部の受験生が例年よりも増加した。また、平成 31 年

度から観光教育を担当する教員の採用にも取り組み、

平成 31 年４月に３人を採用した。 

・ 全学的な学位授与の方針

（ディプロマ・ポリシー）及

び教育課程編成・実施の方針

（カリキュラム・ポリシー）

とともに、これらを踏まえた

各部局のポリシーについて

も周知に努め、教職員及び学

生の共通認識の深化を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 全学のアドミッション・ポリシー、カリキュラム・

ポリシー及びディプロマ・ポリシーのホームページで

の公表や履修の手引きへの掲載により、教職員及び学

生への周知を図った。 
・ 各学部等の３ポリシーについて、制定、適宜改訂を

行うとともに、ホームページ、入学者選抜要項等を通

じて教職員及び学生への周知を図った。 

B 

 

 

 

 

・ 学校教育法施行規則第165 条の２の規定

に基づく卒業の認定に関する方針（ディプ

ロマ・ポリシー）、教育課程の編成及び実

施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）

及び入学者の受入れに関する方針（アドミ

ッション・ポリシー）について、ガイダン

スやホームページを利用して教職員及び

学生への周知を図る。平成 28 年度の大学

基準協会の評価結果を踏まえ、教育目標に

即した３ポリシーの定期的な検証を行う

全学的な体制を整備する。 

（№29） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 全学及び各部局における学位授与の方針（ディプロ

マ・ポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カリキュ

ラム・ポリシー）及び入学者の受入れに関する方針（ア

ドミッション・ポリシー）について、ホームページで

の公表やガイダンスでの説明を引き続き行うことによ

り、周知を図った。 
・ 「シラバス作成のためのガイドライン」作成時に、

授業目的のカリキュラム・ポリシーとの対応関係をシ

ラバスにどのように示すべきか、教務委員会で検討し

た。 
 

B  

 

・ ディプロマ・ポリシー及び

カリキュラム・ポリシーに基

づく体系的な教育課程（カリ

キュラム）において、学生の

学修意欲の向上と理解の促

進を図るため、多様で工夫し

た授業形態や授業方法を採

用するとともに、適切な履修

指導や教育研究指導を行う。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 授業評価アンケートを引き続き全科目で実施し、担

当教員へフィードバックすることにより授業改善に役

立て、学生の学修意欲と理解の促進を図った。 
・ 教員相互授業評価も継続して実施し、教員へのフィ

ードバックを行うことにより、授業形態や授業方法の

改善に役立てた。 
・ 学生に対して、アドバイザー制度（短期大学部では

チューター制度）を通じて、適切な履修指導や教育研

究指導等を行い、必要に応じて生活面での指導を行っ

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

た。 
・ 食品栄養科学部では、学部１年生を対象とした科目

「食品栄養科学入門」で PBL （ Problem based 
learning:問題発見解決型学習）を導入し、少人数（教

員１人と学生６～７人）グループワークを実施した。 
・ 国際関係学部・国際関係学研究科では、学生による

授業評価アンケート、授業方法等に関する学生との意

見交換会、教員相互の授業見学と意見交換、授業方法

等の改善に関する講演会やワークショップ等の FD 活

動の実施を通して、授業方法の多様化等の教育改善を

進めるとともに、国際関係学部ではカリキュラム改革

を行った。 
・ 経営情報学部では、初年次教育「スタートアップ演

習」などを通じて、学生に対する適切な履修指導や学

生の学習意力の向上に向けた取組を行った。 
・ シラバス様式について、全学部、学府・研究科で用

語及び掲載順の統一を図った。 
・ シラバス内容の充実を図るため、シラバス作成のた

めのガイドラインを作成し、大学ホームページに掲載

するとともに全教員に周知した。 

・ 学生の学修意欲の向上と理解の促進を

図るため、学生による授業評価や教員相

互授業評価などの FD 活動を通じて、学生

の要望や現状に即した授業形態や指導方

法の拡充に努める。また、学習アドバイ

ザー制度等により、個々の学生に対する

きめ細やかな履修指導、教育研究指導、

生活面の指導を行う。さらに、各指導に

役立てるため、シラバス様式の全学的な

統一化を継続して進める。 

（№30） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 授業評価アンケートや教員相互の授業評価を引き続

き実施するとともに、これらの結果を担当教員へフィ

ードバックして授業改善に役立て、学生の学修意欲と

理解の促進を図った。 
・ シラバス様式について、全学部、学府・研究科間で

の項目掲載順の可能な限りの統一に取り組んだ。また、

作成のためのガイドラインを全教員に周知するととも

に大学ホームページに掲載することで、シラバスの内

容充実を図った。 
 

B  

 

(ｱ) 静岡県立大学 

a 学士課程 

  
    

 

＜教養教育＞ 

・ 全学的に取り組む教養教育

については、長期的な視点に

立ち、本学の教育理念に基づ

いた教養教育のあり方を見

直す。また、各学部が提供し

ている教職科目のうち同種

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 各学問領域の概論的科目を第２部門に集約し、カリ

キュラムの編成を行った。 
・ 地域社会や国際社会に貢献する学生の育成を図るた

め、地域指向型科目である「しずおか学」や日本につ

いて学ぶ英語科目を新設した。平成 26～平成 30 年度

で科目数も増やし、安定した運営ができている。 

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

のものについては、全学共通

科目への一元化を図る。 

・ 教職科目担当教員が複数の学部において共通の講義

を行うことで学部間の連携を図った。 

＜教養教育＞ 

・ 全学的に取り組む教養教育については

授業内容を精査しつつ、長期的な視点に

立ち、本学の教育理念に基づいた教養教

育のあり方であるか引き続き検証を深め

る。 

（No.31） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 全学的に取り組む教養教育として、「歴史から読み解

くしずおか学」を全学共通科目に新設した。地質学、

人口学、経済史といった多様な視点から地域を学び、

社会に貢献できる人材の育成を図った。 
・ 教職科目担当教員が複数の学部において共通の講義

を行い、学部間の連携を図った。 
・全学教務委員会下の「全学共通科目運営部会」にて全

学共通科目の履修状況を確認した。 
・履修者が集中していた教養科目の開講時間帯に他の全

学共通科目を移動して開講することで科目選択の幅を

拡大し、学生の学びに多様性を持たせるよう配慮した

結果、履修者が分散した。 
 
 

B  

 

・ 海外で活躍できる英語力の

養成を目指して、英語を使用

した授業を実施するなど、更

なる英語教育の充実を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 学部教育のグローバル化を促進し、学生の英語力の

向上を図るために、英語講義科目（「英語で学ぶ日本語

学」「言語の学習・習得」「Japanology」等）及び英語

教育科目（「ＴＯＥＦＬ留学英語」「ＴＯＥＩＣビジネ

ス英語」「TOEIC ビジネス基礎英語」）を開設し、継続

して実施してきた。また、学生の海外留学をサポート

するために、カリフォルニア州立大学サクラメント校

の夏期英語研修プログラムの継続実施に加えて、ビク

トリア大学の春期英語研修プログラムの新規開設とと

もに、オハイオ州立大学の正規留学制度構築を行った。 
A 

 

 

 

 

・ グローバルに活躍できる英語力の養成

を更に目指して、英語での授業の拡大を

図り、学内での英語教育の実質的な充実

と実践的な展開を図る。同時に、カリフ

ォルニア州立大学での夏期英語教育プロ

グラムの向上を図りつつ継続的に実施

し、またオハイオ州立大学への正規留学

を促進して、グローバルな英語学習環境

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ グローバルに活躍できる英語力の養成を更に目指し

て、英語による授業科目の充実を図り、言語コミュニ

ケーションセンター長による英語授業の参観や講師間

でのミーティング実施による活発な意見交換を通して

英語教育の実質的な向上を積極的に促進した。同時に、

カリフォルニア州立大学での夏期英語研修プログラム

及びオハイオ州立大学での正規留学プログラムに加え

A  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

の提供に努める。 

（No.32） 

て、ビクトリア大学での春期英語研修プログラムを新

たに開始することによって、グローバルな英語学習環

境の提供拡大に取り組んだ。 

・ TOEIC や TOEFL の受験対

策に積極的に取り組む。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 英語学習の効率性の向上を図り、グローバルな英語

力の定着を目指す取組として、全学部の１～２年生に

対して TOEIC L&R IP テストを年２回、学期ごとに実

施し、習熟度別クラス編成に活用してきた。そして、

そのスコアを前後期の英語科目の総合評価に反映する

制度を平成 28 年度に構築し、継続して授業成績評価に

活用してきた。また、言語コミュニケーション研究セ

ンターでは、TOEIC L&R IP テストを年２回、学期ご

とに実施し、学生たちのスコア向上に貢献してきた。

学生たちの英語学習をサポートするために、「TOEFL
留学英語」「TOEIC ビジネス英語」「TOEIC ビジネス

基礎英語」を開設し、継続して実施してきた。 

B 

 

 

 

 

・ 全学部の１～２年生を対象に TOEIC 

L&R IP を継続して年２回（８月初旬と２

月初旬）実施し、そのスコアを前期・後

期の授業成績として活用する。さらに、

言語コミュニケーション研究センター主

催の TOEIC L&R IP 及び Speaking IP の

団体テストを継続して年２回（９月初旬

と３月初旬）実施する。「TOEFL 留学英

語」「TOEIC ビジネス英語」「TOEIC ビジ

ネス基礎英語」を継続して開講し、更な

るグローバルな英語力の向上を図る。加

えて、留学生のための日本語教育プログ

ラムの体系的な取り組みについて検討を

開始する。 

（No.33） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ TOEIC L&R IP をプレイスメントテスト及びアチー

ブメントテストとして前期は１～２年生（全学部）、後

期は１年生（全学部）及び２年生（国際関係学部）に

対して２回（８月初旬と２月初旬）、さらに言語コミュ

ニケーション研究センター主催で２回（９月初旬と３

月初旬）実施し、そのスコアを前期・後期の授業成績

として活用した。また、「TOEFL 留学英語」と「TOEIC
ビジネス英語」に加えて「TOEIC ビジネス基礎英語」

を開講して、グローバルな英語力の向上を目指した。

平成 31 年度からの実施を目指して、授業評価に係る

TOEIC L&R IP スコアのスライド式習熟度別活用制度

を検討し、構築した。 
 

B  

 

・ 正課内におけるキャリア教

育及び正課外におけるキャ

リア形成支援事業の充実を

図るとともに、地域活動を含

む社会貢献活動への学生の

取組を支援することなどを

通じて、学生のキャリア意

識・市民意識の涵養に努め

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ キャリア教育の全学共通科目「キャリア形成概論Ⅰ・

Ⅱ」、「ライティング基礎・実践」、「しずおか学」とし

て「地域づくりインターンシップ」を開講し、キャリ

ア教育の充実を図った。 
・全国シンポジウムである「キャリア形成シンポジウ

ム」を開催し、学生のキャリア意識の向上に取り組ん

だ。 

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

る。 ・ 平成 29 年度のキャリア科目やキャリア

形成支援事業を検証し、講座等に反映さ

せる。 

・ 学生のキャリア意識・市民意識の涵養

のため、社会貢献活動系学生団体による

全国シンポジウムを継続して開催する。 

（No.34） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 平成 29 年度に引き続き、キャリア教育の全学共通科

目「キャリア形成概論Ⅰ・Ⅱ」、「ライティング基礎・

実践」、「しずおか学」として「地域づくりインターン

シップ」を開講し、平成 29 年度を上回る受講生を集め

た。 
・ 平成 31 年２月 18 日～19 日に「キャリア形成シンポ

ジウム」（学生団体フォーラム）を開催し、平成 29 年

度を上回る学内 11 団体、学外８団体が参加した。 

B  

 

・ キャリア支援センターを中

心として、教職員が連携し、

キャリア形成支援と就職支

援が相互に結びついた統合

的な支援を進める。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ キャリア支援委員会において、各学部におけるキャ

リア形成支援と就職支援の取組等について教員と情報

共有を図るとともに、学生向け講演会、教員向け講演

会、病院勉強会、保護者講演会等を実施し、学部・研

究科と連携してキャリア形成支援と就職支援が相互に

結びついた統合的な支援を進めた。 B 

 

 

 

 

・ キャリア形成支援と就職支援が相互に

結びついた統合的な支援を進めるため、

キャリア支援センターと各学部・研究科

の相互協力を進める。 

（No.35） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 国際関係学部と連携して、1 月 17 日に学生向け講演

会、２月 19 日に教員向け講演会を開催した。 
・ キャリア支援委員会において、各学部のキャリア形

成支援と就職支援の取組について情報共有を図った。 

B  

 

・ 初年次教育のプログラムの

充実や体系化を図り、全学的

な教養教育と各学部の基礎

教育の中に適切に位置付け

て実施する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 全学共通科目「しずおか学」の実施により、基礎的

なスキルや知識の習得及び学生の能動的・自律的な学

習態度の育成を図った。 
・ 各学部では、早期体験学習及び科学演習（薬学部）、「食

品栄養科学入門」（食品栄養科学部）、「スタートアップ

演習」（経営情報学部）、基礎セミナー（看護学部）など

の科目を初年次教育として展開し、学生の文章表現やレ

ポート作成等の基礎的な学習スキルの習得を図った。 

B 

 

 

 

 

・ 大学における学習の基礎的なスキルや

幅広い知識を身につけさせるとともに、

能動的・自律的な学習態度を養うため、

全学的な教養教育及び各学部の基礎教育

における初年次教育プログラムの充実に

取り組む。 

（No.36） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 薬学部では、「静岡の健康長寿を支える取り組みと

人々」、「静岡の防災と医療」などの全学共通科目「し

ずおか学」の開講により、多職種連携や救命処置に関

するスキルや知識を習得するための機会を提供するな

ど初年次教育プログラムの充実を図った。また、

「TOEIC L&R IP テスト」を実施することにより、学

生の能動的な英語学習に対する意欲向上を図った。 
・ 食品栄養科学部では、学部基礎科目の必修科目「｛食

品栄養科学入門」で PBL(Project Based Learning）活

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

動を取り入れたグループワークを行い、成果をレポー

ト及び発表会でグループ毎に発表した。 
・ 国際関係学部では、学部初年次教育の充実を目指す

ことを含めた新カリキュラム案の実施に向け、教育内

容の確認等必要な準備を進めた。 
・ 経営情報学部では、１年次の「スタートアップ演習」

で、小クラス担当教員が主体になる形で、４年間の学

びを念頭に置き、大学における学習の基礎的なスキル

や学習態度を身につけ、２年次以降の学びの方向性を

考える機会とした。２年次においては、各教員やゼミ

の研究内容などを学生に具体的に提示し、３年次以降

に所属する学生の研究室選択に繋げた。さらに、低学

年ゼミとして基礎演習を開講するなど、学生が主体的

に学べる環境を提供した。 
・ 看護学部では、推薦入学の学生に対して試験的に採

用した外部学習教材に 20 人が取り組み、外部の会社に

よる指導により最後まで受講をし終えた。成果に関し

ては調査中である。また、入学時から卒業まで一貫し

た支援の推進をするために、２～３人のアドバイザー

教員による個別面談や集団交流を行い、学生生活が円

滑に進むように支援を行った。 

＜専門教育＞ 

［薬学部］ 

・ 実務実習事前学習や実務実

習において、実務能力の維持

のための研鑽を、担当教員が

絶え間なく行いながら、教員

主導型の実務実習体制を継

続する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムに対応できる

指導薬剤師を養成するために、認定実務実習指導薬剤師

養成ワークショップを開催した。また、実務実習事前学

習を改訂コアカリキュラムに準拠させるために、フィジ

カルアセスメントなどの身体所見把握に関わる教育を

充実させた。さらに、実務実習事前学習や実務実習にお

ける実務能力の維持のために担当教員が研鑽を継続し

て行い、教員主導型実務実習体制を継続させた。 

B 

 

 

 

 

＜専門教育＞ 

［薬学部］ 

・ 改訂薬学教育モデル・コアカリキュラ

ムに準拠した実務実習事前学習（平成 30 

年度開始）及び病院・薬局実習（平成 30 年

度一部開始）に際して、教員及び指導薬

剤師への FD 活動、並びに環境整備を実施

する。また、教員主導型実務実習体制を

より充実させるために、担当教員の臨床

現場での実務研鑽を引き続き行う。 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップを開催

し、認定実務実習指導薬剤師として 54 人を認定した。

また、日本薬学会主催の若手指導者のためのアドバン

ストワークショップ、文部科学省主催の薬学教育指導

者のためのワークショップに教授が参加し、臨床教育

に関する伝達講習を教員総会において行った。さらに、

静岡県立総合病院で病院実務実習を担当する実務家教

員を中心に実務研鑽を引き続き行った。 

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

（No.37） 

［食品栄養科学部］ 

・  日 本 技 術 者 認 定 機 構

(JABEE)の継続的な認定を

受け、国際的に評価される教

育プログラムを目指す。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 平成 25 年に認定を受けた JABEE について、その理

念を具体化するため、アンケートの実施、PBL の導入、

学習・教育到達目標の見直しなどの改善を順次行った。

平成 28 年度の中間審査、平成 30 年度の審査において

も、認定を受けることができ、平成 25 年度以降継続し

て認定を維持している。 
B 

 

 

 

 

［食品栄養科学部］ 

・ 日本技術者認定機構（JABEE）の継続

審査を受審し、継続して認証を得る。 

・ 審査状況を検証し、次年度以降の活動

について再検討を進める。 

（No.38） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 日本技術者認定機構の継続審査受審の準備を進め、

点検書の提出と実地審査を終え、継続認定の審査結果

を得た。 
・ 最終結果として６年間の継続が認められたが、実地

審査時にいくつかの指摘事項があったため、平成 31 年

度の改善目標について議論した。 

B  

 

・ 栄養教諭と理科教諭の免許

取得を視野に入れ、カリキュ

ラム編成を見直す。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 栄養教諭養成課程の設置について、平成 25 年度から

検討を開始し、平成 26 年度に「教職に関する科目」の

専任教員（教授）１人を採用し、平成 27 年度に文部科

学省に栄養教諭養成の申請を文部科学省に行い、12 月

に認可を受けた。平成 28 年度から栄養教諭養成課程の

運用を開始し、以後、教育を順調に進めてきた。平成

30 年度には、文部科学省の再課程認定を受けた。 
・ 理科教諭養成課程の設置について、平成 26 年度から

検討を開始し、カリキュラムの見直しに着手した。平

成 29 年度には、見直したカリキュラムに基づき理科教

諭養成の申請を文部科学省に行い、平成 30 年度に認可

を受けた。その後、平成 31 年度からの理科教育養成課

程の運用開始に向け、履修要項・カリキュラム・シラ

バスのチェック、学生のためのガイダンス開催の決定

など準備を進めた。 

A 

 

 

 

 

・ 平成 30 年度は栄養教諭養成３年目とな

るため、栄養生命科学科３年生のカリキ

ュラム整備として、３年次の時間割の確

定、シラバスの作成を行う。また、文部

科学省による再課程認定への対応を行

う。 

・ 文部科学省に対して理科教諭免許取得

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 栄養教諭養成３年目を迎え、当初計画された年次進

行どおりに３年次の時間割の確定とシラバスの作成を

し、カリキュラムを実施した。また文部科学省から再

課程認定を受けた。 
・ 理科教諭免許取得のための教職課程の設置申請を行

い、文部科学省から平成 31 年度に開設することが認め

A  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

のための教職課程を平成 31 年度に開設

するための設置申請を行い、これに関連

する対応を行う。 

（No.39） 

られた。そこで、履修要項、カリキュラム、シラバス

を再チェックするなど必要な準備を行った。また、学

生のためのガイダンスを開催することを決定し、準備

を行った。 

・ 環境系新学科の設置計画に

対応したカリキュラム及び

教育方法を確立する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 平成 26 年４月設置の環境生命科学科について、系統

的な講義体系を確立し教育効果を高めるため、必要な

講義科目を増やす、基礎実験科目を新規に設置する、

専門実験実習の内容をより教育効果の高いものに改め

る、３年生後期の研究室配属後の実験を単位化するな

ど講義内容の精査とカリキュラム改定を行った。 
・ 平成 29 年度に環境生命科学科の完成年度を迎え、卒

業生 22 人を輩出した。 

A 

 

 

 

 

・ 環境生命科学科では、平成 30 年度に設

置後５年目を迎えるため、個々の講義及

び実験実習の内容を精査し必要な改訂を

行う。また、卒業研究の充実を図るとと

もに、大学院への進学志望者を増やすた

めの教育方法等について検討を行う。 

（No.40） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 学部３年次（11 月）配属後の研究室内での実験・実

習を「環境生命科学実験Ⅲ」の中に組み入れ、単位化

することで、早期から研究に取り組み、大学院進学に

目を向ける機会をより多く提供するようにした。また、

平成 31 年度に新規科目として開講予定の基礎実験科

目等の教育効果を高めるため、内容を精査した。高校

理科教諭免許に関わる講義など一部講義の新規開講に

ついてのカリキュラム改定（学則変更）を平成 31 年３

月に行った。 

B  

 

［国際関係学部］ 

・ 学生の多様なニーズに応え

るとともに、グローバル化に

対応できるよう、より充実し

たカリキュラム編成に努め

る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 学生の多様なニーズとグローバル化への対応に配慮

したカリキュラム充実に向けた準備作業を積み重ね、

科目群の再編成・「専門プログラム」制度を導入した新

たなカリキュラムを策定し、平成 31 年度実施という成

果に至った。 
B 

 

 

 

 

［国際関係学部］ 

・ 平成 29 年度に策定した新カリキュラム

案の平成 31 年度実施に向ける準備を進

め、学則改正・教員採用等カリキュラム

の運営上必要な措置を講じる。 

（No.41） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 新カリキュラム案の平成 31 年度実施に向け、カリキ

ュラム改正に関する学則改正・教員採用（３件）等必

要な措置を講じた。 B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

［経営情報学部］ 

・ 地域社会が抱える諸問題及

びグローバルな問題を発見

し、文理融合・多分野融合・

イノベーションの視点から、

これらの問題を解決する能

力を育成することができる

カリキュラム編成となるよ

う見直す。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 地域社会が抱える諸問題及びグローバルな問題を発見

し、文理融合・多分野融合・イノベーションの視点から、

問題を解決する能力を育成するため、カリキュラム改正

に取り組み、平成 27 年度と平成 31 年度にカリキュラム

を改正し、関連して一般前期入試制度の変更などを行っ

た。また、外部と連携して柔軟に講座を開講する体制を

整え、学生の多角的な能力育成を図った。 

B 

 

 

 

 

［経営情報学部］ 

・ 平成 31 年度に経営情報学部で観光教育

の開始が予定されていることを踏まえ、

経営・総合政策・情報・観光の４つを軸

とする新カリキュラムの内容を詳細に確

認し、完成させる。また、観光分野の講

義の先行実施、日本ショッピングセンタ

ー協会との連携講座の実施など、学生の

分野融合能力推進のための講義を開講す

る。 

（No.42） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 平成 31 年度の観光教育の開始に向けて、新カリキュ

ラムを策定した。また、経営情報特別講義の形で観光

分野の講義を２科目先行実施し、（一社）日本ショッピ

ングセンター協会など外部との連携講座を実施し、よ

り柔軟な講座開講のために経営情報特別講義の枠を増

設するなど、学生の分野融合能力の育成を図った。 

 

B  

 

［看護学部］ 

・ 看護教育拡充の計画を踏ま

え、医療・社会の変化に応じ

た看護判断能力と実践力を

身につけ、チーム医療の中で

看護の専門性を発揮できる

よう、カリキュラムの整備を

図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 看護教育拡充に伴う旧カリキュラムの遂行、平成 26
年度カリキュラム、平成 30 年度カリキュラムの展開及

び編入生受け入れのためのカリキュラムの改正を学生

に影響することなく実施することができた。 
・ 平成 26 年度カリキュラムから、情報リテラシー教育

を含めた基礎セミナーを導入し、大学で学修するにあ

たって必要な能力育成を行った。 

B 

 

 

 

 

［看護学部］ 

・ 平成 26 年度カリキュラムの評価を行

い、看護統合セミナー（120 名体制）の

実施時期と演習内容を見直す。 

（No.43） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 平成 26 年度カリキュラムから導入した情報リテラシ

ー教育を含めた基礎セミナーにより、大学における学

修に必要な能力の育成を図った。 
・ 平成 26 年度カリキュラムの４年次開講科目「看護統

合セミナー」（120 名体制）を開講した。平成 26 年度

カリキュラム最終年度（平成 29 年度）入学者が４年次

に達する平成 32 年度まで継続開講し、今後成果を検討

していく。 

B  

 

ｂ 大学院課程        
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 専門性を高める教育を実施

するため、複数教員による研

究指導体制の充実を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 専攻や専門領域を超えた複数の教員による教育・研

究指導を継続的に実施し、専門性の高い教育・研究を

実施した。 
・ 薬食生命科学総合学府では、学府内の他専攻と連携

し、共通の授業科目の実施や学位審査における他専攻

教員の登用により、医療薬学・臨床薬学・創薬科学の

各分野で社会をリードする大学院生の育成、「食と薬」

が分かる人材の育成を行った。 
・ 国際関係学研究科では、個々の教員の専門領域を越

えた多角的・多面的な研究指導の充実を図り、主指導

教員と副指導教員という複数教員による研究指導体制

を長年にわたって継続している。 
・ 経営情報イノベーション研究科では、修士論文、博

士論文審査についても、複数の審査員による論文審査

体制による厳正な審査を実施するとともに、修士課程

においては、指定科目を設定し、指導教員の分野以外

の講義を履修させ、分野融合による研究能力の向上を

図った。 

B 

 

 

 

 

・ 大学院における教育･研究を強化、充実

させるため、複数教員による研究指導体

制の充実を図る。 

・ 研究・論文不正防止のための指導を引

き続き実施する。 

（No.44） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 薬学研究院では、論文審査を含めた教育・研究指導

を専攻、専門、研究院の枠を越えた複数教員により実

施し、医療薬学、臨床薬学、創薬科学、薬食生命科学

の分野において高い専門性を発揮できる人材の育成を

目指した教育・研究の充実を図った。 
・ 食品栄養科学環境研究院では、研究室間の交流を促

進し、１研究室が企画するセミナーを研究院及び専攻

の枠を越え、多くの学生が受講した。博士論文や修士

論文の論文審査員の副査の登用を専攻を越えて行っ

た。 
・ 経営情報イノベーション研究科では、複数教員によ

る研究指導体制を継続的に実施した。また、経営、公

共政策、データ・サイエンスの３つの専門分野に観光

関連の科目を加え、他の専門分野とのシナジー効果が

有効となりうる履修指導と研究支援体制の検討を行っ

た。 
・ 看護学研究科では、研究指導教員１名と副研究指導

教員１名の複数体制を施行した。また、学生にとって

柔軟な教育研究指導が受けられるよう、研究指導教員

及び専門分野の変更が随時可能な仕組みを整え、施行

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

した。 

［薬食生命科学総合学府］ 

・ 実践的な薬剤師教育を担当

する指導的立場の薬剤師及

び医療薬学・臨床薬学関連分

野で活躍できる研究・教育者

を育成するため、教育体制の

充実を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 静岡県立総合病院薬学教育・研究センターにおいて

臨床研究及び研究教育を実施したことに加え、名古屋

市立大学との薬剤師生涯学習支援講座や静岡県立大

学・病院・地域薬局連携薬物療法研修会を継続的に実

施し、指導的立場の薬剤師及び医療薬学・臨床薬学関

連分野で活躍できる研究・教育者の育成を行った。 

B 

 

 

 

 

［薬食生命科学総合学府］ 

・ 静岡県立総合病院との臨床共同研究及

び薬学教育研究センターを中心とした研

究教育、名古屋市立大学との連携事業、

薬学基礎教育及び薬剤師リカレント教育

における教育連携プログラム、さらに、

静岡県立大学・病院・地域薬局連携薬物

療法研修会を大学院教育の一環として、

積極的に実施していく。 

（No.45） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 医療系研究室を中心に、静岡県立総合病院との共同

研究を行った。また、薬学教育研究センターを中心と

した教育・研究や、東海薬学教育コンソーシアムとの

連携事業、薬剤師リカレント教育における名古屋市立

大学との連携プログラム、静岡県立大学・病院・地域

薬局連携薬物療法研修会を実施した。 

B  

 

・ 薬学分野において、先端的

技術と高度な研究教育能力

を有する指導的立場の人材

の育成を目指し、教育体制の

充実を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 英語教育を含む教育・研究指導プログラムを実施し、

グローバルに活躍できる高等研究職、研究教育職や行

政職に携わる人材の育成を図った。また、高い専門性

を身につけた専門職を輩出するべく、月例セミナーや

大学院特別講義などの各種専門家による講演会の開催

を充実させ、先端的技術と高度な研究教育能力を有す

る人材の育成を図った。 B 

 

 

 

 

・ 薬学の統合的な知識に基づいた高い専

門性を身につけた人材を輩出するため、

研究教育内容の充実に努める。また、高

等研究職や研究教育職、行政職に携わる

人材の育成を目指した教育・研究指導の

充実に努める。 

（No.46） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 様々な研究領域の専門家による月例セミナーや講演

会を開催し、研究教育内容の充実を図った。また、グ

ローバルに活躍できる人材の育成を目指し、英語教育

プログラムの充実を図るとともに、国際学会での発表

を奨励した結果、77 件（回）の薬科学専攻大学院生が

国際学会発表を行った。 

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 薬学的及び食品栄養科学的

観点から薬食融合学際領域

の先端的科学研究を実践で

きる人材の育成を目指し、教

育体制を充実させる。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 「薬」と「食」に関する研究領域の専門家による月

例セミナーや大学院特別講義を開催することなどによ

り研究・教育内容を充実させ、薬食融合学際領域の先

端的科学研究を実践できる人材の育成を図った。多く

の学生が研究成果を国際学会で発表し、国際学術誌に

学術論文を発表した。 B 

 

 

 

 

 

 

・ 「薬」と「食」に関する複眼的思考を

身につけ、薬学的及び食品栄養科学的観

点から薬食融合学際領域の先端的科学研

究を実践できる人材の育成を目指し、教

育研究体制を充実させる。 

（No.47） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 「薬」と「食」に関する研究領域の専門家による月

例セミナーや講演会を開催し、研究教育内容の充実を

図った。また、国際学会での発表を推奨し、５人の薬

食生命科学専攻博士後期課程大学院生が国際学会で発

表した。 

B  

 

・ 国際性を備え、食品・栄養

分野での社会貢献に必要な

高度専門知識及び分析・解析

技術を修得させるプログラ

ム、並びに臨床現場で活躍で

きる管理栄養士を養成する

プログラムを充実させる。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 国際性を備えた学生を育成するため、毎年海外の大

学から講師を招き、英語による講義やセミナーを実施

してきた．静岡県環境衛生研究所、静岡県工業技術研

究所、国立長寿医療研究センター研究所、国立健康・

栄養研究所及び医薬品医療機器総合研究機構と大学院

連携を結んで共同研究をすることで、研究成果の社会

還元を推進するとともに、大学院生が社会貢献に必要

な高度な専門知識や分析・解析技術を修得するための

プログラムを充実させた。聖隷浜松病院及び藤枝市立

病院と連携し、管理栄養士免許を取得している大学院

生を対象に「特別インターンシップⅠ・Ⅱ」を実施す

ることで、臨床現場で活躍できる「臨床栄養士」を養

成するプログラムを充実させた。 B 

 

 

 

 

・ 外国人講師によるセミナーの充実や国

際学会における研究発表を推進すること

により、国際性を備えた学生を育成する。 

・ 産学官の連携により、社会貢献に資す

る学生の育成を図る。 

（No.48） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ カリフォルニア大学デービス校から講師を招き、学

部学生を対象とした英語の講義と大学院生を対象とし

たセミナー（12 月 12 日）を実施した。参加者は約 100
人（教員、大学院生、学部生）であった。 

・ 静岡県環境衛生研究所、静岡県工業技術研究所、国

立長寿医療研究センター研究所、国立健康・栄養研究

所及び医薬品医療機器総合研究機構と大学院連携協定

を結び、共同研究を推進した。 
・ 聖隷浜松病院及び藤枝市立病院と連携し、管理栄養

士免許を取得している大学院生を対象に「特別インタ

ーンシップⅠ・Ⅱ」実習を実施し、臨床栄養師の育成

を行った。 

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 環境科学の先端技術と地域

の環境問題に関する高度な

研究能力及び問題解決能力

を備えた視野の広い人材の

育成を目指し、連携大学院、

インターンシップ等他大学

及び関係機関と連携した教

育の充実を図るとともに、食

品栄養科学部環境系新学科

の設置計画に対応した学部

から大学院までの一貫教育

体制を構築する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 学部・大学院一貫教育を考慮し、３コース制（ 地域・

地球環境学コース、環境共生学コース、環境生命科学

コース）から２コース制（地域・地球環境学コース、

環境生命科学コース）への変更、カリキュラムの見直

しなど改善を行った。また、専攻セミナーの開催方式

の改善、インターンシップ先の拡充、静岡県研究機関

と連携による研究の充実などを行い、教育、研究の充

実を図った。 
B 

 

 

 

 

・ 平成 29 年度に一部修正したカリキュラ

ムの編成について点検・評価を行いなが

ら、学部・大学院を通した一貫教育を効

果的に進めていく。 

・ 企業や県の研究機関で活躍している方

のセミナーの実施など産学官の連携によ

る教育の充実を更に図る。 

（No.49） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 専攻セミナーやオープンゼミの充実、新科目である

「環境科学演習」により、大学院生の資質向上を図り、

学部・大学院を通した一貫教育を考慮した教育を行っ

た。 
・ 静岡県工業技術研究所、静岡県水産技術研究所と連

携し、研究を通して教育を充実させた。 
・ 技術者倫理の講義の一部を企業で活躍する修了生に

担当していただいた。 

B  

 

［国際関係学研究科］ 

・ グローバル化による社会環

境の変化に対応できる高度

な知識基盤と実践能力を備

えた人材の育成を目指し、カ

リキュラムの点検、充実を図

るとともに、研究科に附設す

るセンターを中心とした研

究活動及びその成果を授業

に取り込むことなどを通し

て教育の充実を目指す。さら

に、本研究科が受け入れる留

学生のための日本語教育の

体制を整える。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ グローバル化による社会環境の変化に対応できる高

度な知識基盤と実践能力を備えた人材育成のため、研

究科附設の３センターを中心にした国内外における多

角的な講演・セミナー、交流授業、公開シンポジウム、

等を通じた研究指導を活発に展開し、これらの実践的

な機会を活用した教育体制の基盤を整備した。 
・ 研究科附設センターを活用した大学院生の論文指導

の多角的指導を更に推進するとともに、留学生の論文

指導や日本語論文添削事業を継続実施した。 

B 

 

 

 

 

［国際関係学研究科］ 

・ 現代韓国朝鮮研究センターが中心とな

って本学で開催する日韓次世代学術フォ

ーラム第 15 回国際学術大会に本学院生

の積極的な参加を求める。他の２研究セ

ンターも同様にセミナーや研究活動への

参加を通じて院生が高度で実践的な知

識・能力を体得するように図る。 

・ 留学生のための日本語講座・論文添削

指導を継続実施するとともに、院生全般

の研究指導体制を点検し、必要に応じて

改善する。 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 日韓次世代学術フォーラム第 15 回国際学術大会を開

催し、多数の本学院生が９か国約 200 人の院生と学術

交流し、高度で実践的な知識・能力を体得する機会を

得た。グローバルスタディーズ研究センターは連続公

開シンポジウム「逆流するグローバリゼーションにゆ

れる市民権」（計４回）を企画開催し、一部は移民政策

学会との共催で外国人労働者問題を扱うなど、実践的

課題に院生を導く機会を与えた。広域ヨーロッパ研究

センターでも外国人ゲストによる２回の講演やセミナ

ーを実施した。 
・ 留学生のための日本語講座・論文添削指導を継続実

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

（No.50） 施し、FD 意見交換会を開催して、研究指導体制の点検

を行い、改革案を整理した。 

・ 英語及び国語の教員専修免

許取得を目指す学生のため、

言語教育に関する高い専門

能力と実践能力が養えるよ

うカリキュラムの質的充実

を図るとともに、地域貢献も

視野に入れながら、中学・高

等学校の現職教員の指導力

向上を支援するための体制

を整える。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 英語及び国語の教員専修免許取得を目指す学生が言語

教育に関する高い専門能力と実践能力を養えるよう、英

語及び国語教員専修免許に関わる教育体制の点検や新

科目の開講を行った。また、 カリキュラムの質的充実

を図るため、グローバルコミュニケーション分野の専任

教員を新たに獲得するとともに、対照言語学分野につい

ての専任教員の再公募の準備を進めている。 B 

 

 

 

 

・ 英語及び国語の教員専修免許取得を目

指す学生が言語教育に関する高い専門能

力と実践能力を養えるよう、カリキュラ

ムの質的充実を図るため、現在特任教授

で対応している対照言語学分野につい

て、専任教員の採用を検討する。 

（No.51） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 現在特任教授で対応している対照言語学分野につい

て、専任教員の公募を行った。適材が得られなかった

ため、再公募の準備を進めている。 B  

 

［経営情報イノベーション研

究科］ 

・ 高度な経営・情報・政策能

力を活かして、ビジネス・公

共・社会にイノベーションを

起こす人材を育成するため

カリキュラムを見直す。ま

た、社会人に対するリカレン

ト教育を積極的に行う。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ カリキュラム検討委員会において、研究科の将来の

あり方を踏まえた上で、経営、公共政策、情報系にお

いて、カリキュラム改訂の方向性に関して検討した。

また、令和２年度からの観光教育の開始を見据え、複

数の科目を新設した。 
・ 地域経営研究センター、医療経営研究センター、ICT

イノベーション研究センターは、学内外の組織と連携

し、社会人学習講座やビジネスセミナー、各種シンポ

ジウムを開催した。講座数を増加させ、多数の参加者

を得るとともに、講座内容の振り返りや受講者からの

意見の共有を行うことによって講座内容の質的向上を

図り、地域から高い満足を得た。 

B 

 

 

 

 

［経営情報イノベーション研究科］ 

・ カリキュラム検討委員会において、研

究科の将来のあり方を踏まえた上で、経

営、公共政策、情報系において、カリキ

ュラム改訂の方向性に関して検討を行

う。その上で、教員の担当科目のコマ数

のあり方、学部との一層の教育連携体制

なども含め、カリキュラム改正について

具体化を進める。また、平成 31 年度に経

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ カリキュラム検討委員会において、令和２年度の本

格的な観光教育開始を見据え、萌芽性、将来的発展性

に配慮しつつ、既存の３つの専門分野を有機的に組み

合わせて多角的な能力の育成が可能なカリキュラムを

構築するよう検討し、その第１ステップとなる観光教

育科目に関する大学院学則改正を行った。 
・ 地域経営研究センターと医療経営研究センター、ICT

イノベーション研究センターでは、言語コミュニケー

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

営情報学部で開始が予定されている観光

教育に携わる教員の増員を見据えた、カ

リキュラムの見直しを開始する。 

・ 地域経営研究センターと医療経営研究

センター、ICT イノベーション研究センタ

ーが協力してリカレント教育を企画開催

する。各種講座やセミナーの質的向上を

図るための研究科を越えた連携講座を平

成 29 年度に引き続き開催する。 

（No.52） 

ション研究センター、短期大学部、外部の企業経営者

などと連携して、社会人学習講座を 22 講座開講し、382
人が受講した。さらに、ビジネスセミナー、研究会、

シンポジウムなどを開催し、地域から高い評価を得た。 

［看護学研究科］ 

・ 保健・医療・福祉分野の変

化に伴い拡大する高度実践

看護職の役割に対応した教

育内容を提供する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 新たな看護実践（ナースプラクティショナー、CNS
など）の教育課程について検討してきたが、本学で最

優先されるべき課題は、博士後期課程の設置であるこ

とを踏まえ、タスクシフトをすることになった。それ

により将来的な教育の確保にもつながるものである。 
・ 保健・医療・福祉分野における最先端の研究者招聘

については毎年実施できた。 

B 

 

 

 

 

［看護学研究科］ 

・ 保健・医療・福祉分野における先端看

護研究者を招聘した講義を企画し、社会

人及び一般市民が受講しやすいように、

公開特別講義を土日あるいは夜間に開講

する。 

・ 教員が欠員状況にある看護専門分野に

ついて、特に特定行為及び高度看護実践

の教育が可能な専任教員の獲得につい

て、情報収集する。 

（No.53） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 保健・医療・福祉分野における国内外の先端看護研

究者 11 人を招聘して、計 15 回コマの講義を企画し、

公開特別講義を可能な限り最終時限で開講した。 
・ 教員が欠員状況にある看護専門分野について、特に

特定行為及び高度看護実践の教育が可能な専任教員の

獲得について、連携大学院の連携強化及び臨床教授等

の導入に伴い、関連機関、病院機構、県がんセンター

等から情報収集した。 

B  

 

・ 県立静岡がんセンター等県

下の自治体病院との教育・研

究に関する連携を強化する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 静岡がんセンターをはじめとする県内の病院で各教

員が共同研究に取り組んだ。また研究科における連携

大学院について、協議を重ねることができた。看護学

部の臨床教員制度にならい、今後は看護学研究科にお

ける臨床教員制度へ発展するための素地を整備した。 

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 静岡がんセンターとの「ストーマ保有

者の支持療法に関する研究」（科学研究費

助成事業）について静岡がんセンターを

フィールドとして、看護師２名を客員共

同研究員として招聘し、取り組む。 

・ 県内病院の看護学研究科への進学を推

進するための広報活動を行う。 

（No.54） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 外部資金獲得に向けて応募し、採択された研究課題

については、静岡県立静岡がんセンターをフィールド

に、看護師を客員共同研究員として招聘し、研究を進

めた。 
・ 県内病院からの看護学研究科への進学を推進するた

め、大学院オープンキャンパスのメディア広報や静岡

県看護協会を通じて広報を拡充した。 

B  

 

・ 専門看護師（CNS）養成コ

ースの認定を受けるための

準備を行う。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 小児看護学分野の専門看護師（CNS）養成課程（26
単位）の認定申請の準備を進め、平成 27 年度に認定を

受けた。その後、将来を見据えた同教育課程に対応で

きる教員確保に取り組んでいたが、現在、専門看護師

教育課程では 38 単位が主流であること、将来的な展

望、教員確保等を鑑み、認可された期限の平成 31 年３

月をもって小児看護学分野 CNS 課程（26 単位）を終

了することとした。 B 

 

 

 

 

・ 平成 31 年３月が本学の CNS の認定期

日となることを踏まえ、今年度中に現在

の26 単位から38 単位に増加されるCNS

教育課程に更新するかどうかを新任教授

と共に検討し、最終的な結論を得る。な

お、小児看護学の教員確保を優先的に行

う。 

（No.55） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 平成 31 年４月に着任した小児看護学の新任教授と共

に CNS 教育課程の認定更新について検討し、研究科委

員会において、更新しないことを決定した。教授は確

保できたが、小児看護学教員は２名欠員の状況である

ため、公募を継続する。 

B  

 

(ｲ) 静岡県立大学短期大学        

・ 保健・医療・福祉・幼児教

育の現場で活躍できる人材

を育成するため、知性や感性

を磨き、コミュニケーション

能力向上に資する教養教育

の充実を図るとともに、医療

機関、福祉施設、相談援助機

関等での実習教育を重視し

たカリキュラムの編成と、そ

れに基づく教育の充実を図

る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 歯科衛生学科では、多年にわたり推薦入学合格者に対

して入学前課題を課し、入学時の学力の補強・向上ができ

たと考える。実際に入学生からの評価も良好であった。 
・ 社会福祉学科社会福祉専攻では、保健・医療・福祉

の現場で活躍できる人材の育成に向け、知性や感性を

磨き、コミュニケーション能力向上に資する教養教育

の充実を図るため、カリキュラム、保育実習指導体制

及び委員会の有り方について見直しを行った。社会福

祉学科社会福祉専攻とこども学科で保育士養成を行っ

ているため、両学科で実習内容の有り方について協議

し、相談援助機関等での実習教育を重視したカリキュ

ラムの編成と、それに基づく教育の充実を図った。 
・ こども学科では、学科共通科目である「医療福祉シ

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

ステム論」について、保健・医療・福祉及び幼児教育

の水準向上に資する教科内容となるよう、全学科等で

検討を行い、内容を変更した。また、導入教育につい

て検討した結果、推薦入試合格者に対し入学前に課題

を出し、入学後の授業で活用することとなり、学生の

初年次教育に成果を上げた。 
・ 社会福祉学科及びこども学科では、質の高い保育士

養成のため、実習事前指導及び巡回指導体制の強化を

図った、 

・ 学生の大学教育への円滑な移行のため

に必要な入学前教育について、引き続き

検討する。 

・ 歯科衛生学科では、ワーキンググルー

プを中心に、時代の要請に応じた人材育

成のためのカリキュラム作成の検討を進

める。 

・ 社会福祉学科とこども学科では、保育

実習と教育実習における実習先との「保

育実習・教育実習連絡協議会」を継続し

て開催し、学生の保育の知識と技術やコ

ミュニケーション能力を向上させるため

の協議を行う。 

（No.56） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 歯科衛生学科では、学生の大学教育への円滑な移行

のために必要な入学前教育として、推薦入学合格者に

化学の課題を引き続き課し、入学生からの評価は良好

であった。また、昨年度のカリキュラム検討ワーキン

ググループでの検討結果を基に、臨地実習についての

改善を行った。 
・ 社会福祉学科では、保育実習委員会とソーシャルワ

ーク実習委員会の機能向上を図るため、両実習委員会

を合同（保育実習・ソーシャル実習）運営委員会に改

組した。その委員会では、学生の保育実習及びソーシ

ャルワーク実習に関する実習先の選定、事前指導・巡

回指導内容など実習全般について協議し、学生の保

育・社会福祉に関する専門性の向上を図った。 
・ 社会福祉学科及びこども学科では、両学科協力の下、

実習事前指導及び巡回指導体制の強化を図った。今年

度は天候の関係で「保育実習・教育実習連絡協議会」

の開催を見送ったため、それに代わる方法として書面

による意見聴取をし、学生の育成について実習先との

連携を図った。 

B  

 

・ キャリア支援センターを中

心として、教職員が連携し、

キャリア形成支援と就職支

援が相互に結びついた統合

的な支援を進める。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ ハローワーク出張相談、面接の基本セミナーなどを

外部に依頼することにより、キャリア支援センターの

利用者数の増加を図り、就職活動の意識付けを行うこ

とができた。また、履歴書や小論文、送付状・お礼状

等のセミナーについても定期的に開催をすることで、

学生に基本的知識を提供することができた。 
・ 早期からキャリア形成を図るためのキャリアガイダ

ンスでは、卒業年次生に対し、複数回の進路調査を行

い、キャリア支援委員との情報共有を行い、チュータ

ー教員協力のもと、就職の支援を行った。 

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 外部依頼のセミナーについては、対象学科全員が出

席できるよう周知を行った。 
・ 学外ガイダンスに、キャリア専門員が積極的に参加

し、企業に対して本学の周知と求人開拓を行った。 

・ 引き続き、キャリア支援委員やチュー

ターを中心とした就職・進学相談に応じ、

面接や履歴書・小論文指導を積極的に行

う。 

・ 合同説明会や見学会等の参加について

も積極的に、広く学生に周知する。また、

早期からのキャリア形成の必要性から、

学内開催キャリアプログラムの対象学年

を広げる。合同就職説明会については、

２年生の参加者を希望者から全学生へと

範囲を拡大させるとともに、１年生にも

積極的に参加を薦める。 

・ キャリア支援センター分所と各学科が

連携し、新たな就職先の開拓の検討を開

始する。特に、こども学科では、平成 29 年

度に第１期の卒業生を輩出したが、学科

が広く認知されるようになるまで、就職

先の開拓のために、情報収集等を積極的

に行う。 

（No.57） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ ハローワーク出張相談を週１～２回（年間 64 回開催）

実施し、学生の就職に関する相談に応じた。また、昼

休みを利用した就職プチセミナーを週１～２回開催し

た。 
・ 平成 30 年４月にキャリアガイダンスを開催した。ま

た、社会福祉人材センターや新卒応援ハローワークの

職員を講師に招き、求人票の見方や労働法、福祉業界

の現状等に関するガイダンスを実施し、早期から就職

活動の意識付けを行った。 
・ キャリア支援委員やチューター教員を中心とした就

職・進学相談を実施し、相談内容に応じて、面接や履

歴書・小論文指導等の支援を行った。 
・ また、ハローワーク出張セミナー、ビジネスマナー

講座や、面接の基礎講座を開催した。 
・ 歯科衛生学科については、県内の 28 歯科医院を本学

に招き、２、３年生を対象とした就職相談会を開催し

た。 
・ こども学科では、西部地区の卒業生が多くいること

を踏まえ、新たに浜松市私立幼稚園振興協会の意見交

換会に参加した。 

B  

 

エ 卒後教育        

卒業後における知識や技術

の向上を支援するため、卒業生

を対象として、リカレント教育

を実施するなど、フォローアッ

プ教育の充実を図る 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 卒業後のリカレント教育を目的とした薬物療法研修

会、医療福祉関係・アカデミック・食品・栄養・環境

の分野の企業で働く卒業生や公務員として働く卒業生

を招聘した交流会、社会人学習講座、ビジネスセミナ

ー、各種シンポジウム等を開催し、卒業後も知識や技

術の修得ができるよう、ニーズに応じたフォローアッ

プ教育を実施した。 
・ 経営情報学部では、各種フォーラムやワークショッ

プ、医療政策研究会を看護学部などと連携して開催し、

卒業生を含む、行政、医療、福祉関係者などが多数参

加した。 
・ 看護師国家試験では、試験対策を実施した。保健師、

助産師ともに卒業生が集まる機会を設け、縦のつなが

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

りが持てるよう継続的に関わった。 
・ 短期大学部では、卒業後のキャリア支援として、社

会福祉士国家試験受験対策講座を継続して本学で開催

した。平成 30 年度からは新規卒業者にも周知を行うな

ど、受講対象者の幅を広げて実施した。（平成 30 年度

14 名受講） また、リカレント教育講座について、同

窓会やホームページ、SNS で幅広く周知を行った。 

・ 卒業生を対象とする定期的な研修会の

開催等により卒業後も体系的な知識や技

術の修得ができるよう、ニーズに応じた

フォローアップ教育を引き続き実施す

る。 

（No.58） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ フォローアップ教育の一環として社会人学習講座を

企画し、22 講座を開講し、382 人が受講した。 
・ 薬物療法研修会等、食品栄養科学部ホームカミング

デイ（10 月 27 日）、卒業生・修了生と在学生との交流

会を開催し、卒業生に対するリカレント教育（学術情

報の提供）を行った。これらの機会に卒業生・修了生

から大学への要望、社会経験、就職活動、企業におけ

る業務内容等に関して情報提供を受けたので、今後、

学部でのカリキュラム案の検討や学生の就職活動の参

考としていく。 
・ 看護学部では、卒業生が集まる機会を設けた。卒業

生からの要望内容はこれまで行っていた教育プログラ

ムに似通っていたが、曜日や時間の設定を含めた実施

方法の検討が必要であることが分かった。 
・ 社会人学習講座、ビジネスセミナー、社会福祉士国

家試験受験対策講座（平成 30 年度から）等の情報を卒

業生等に提供し、参加や資格取得のための準備を支援

した。特に、短期大学部では、本学周辺の自治体や SNS
などを活用した情報提供にも取り組んだ。 

B  

 

オ 成績評価 

(ｱ) 静岡県立大学 

ａ 学士課程 

  

    

 

授業の到達目標、成績評価基

準をシラバス等により学生に

分かりやすく明示するととも

に、GPA、CAP 制度のもとで、

成績評価をより客観的かつ厳

格なものにするため改善に努

める。改善は、必要に応じて、

検討委員会を設けて行う。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 学生の学びの質の向上を推進するため、文系学部（国

際関係学部、経営情報学部）において CAP 制を導入し

た。 
・ シラバス様式について、全学部、学府・研究科で用

語及び掲載順の統一を図った。 
・ 「シラバス作成のためのガイドライン」を新設し、

成績評価に係る客観的な指標を明確にするよう、ガイ

ドラインの内容に盛り込んだ。 

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 授業の到達目標、成績評価基準等を学

生に分かりやすく明示するため、シラバ

ス様式の全学的な統一を引き続き進め

る。 

・ 文系学部（国際関係学部、経営情報学

部）において導入した GPA、CAP 制度に

ついて、大学基準協会の評価結果を踏ま

え、履修登録単位数の上限設定の適切な

運用等、学部と情報共有しつつ、検証を

深める。 

（No.59） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ シラバス様式の項目の掲載順について、全学部、学

府、研究科で可能な限り統一を図った。 
・ 厳格な成績管理のため、文系学部においては GPA、

CAP 制度の運用を引き続き実施するとともに、シラバ

ス作成のためのガイドラインの新設に伴い、成績評価

に係る客観的な指標を明確にするよう、教務委員会で

全学部、学府・研究科に依頼した。 

B  

 

ｂ 大学院課程        

授業の到達目標、成績評価基

準、学位論文審査基準をシラバ

ス等により学生に分かりやす

く明示するとともに、適切な成

績評価及び学位論文審査を行

う。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 授業の到達目標、成績評価基準、学位論文審査基準

をシラバスに記載するとともに本学のHPに公表した。

また、教員間、研究科（院）の間で見られたシラバス

の記載の精粗の解消やシラバスの改善に取り組んだ。 
・ 授業の到達目標、成績評価基準、学位論文審査基準

に基づき、指導体制と審査体制を区分して適切な成績

評価及び学位論文審査を行った。 

B 

 

 

 

 

・ シラバス等に記載した授業の到達目標、

成績評価基準及び学位論文審査基準等に

基づき、引き続き適切な成績評価及び学

位論文審査を行う。 

（No.60） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・授業の到達目標及び成績評価基準に基づき適切な成績

評価を行うとともに、学位論文審査基準に基づき適切

な学位論文審査を行った。 
・ 国際関係学研究科、看護学研究科では、平成 28 年度

の大学認証評価における指摘を受け、シラバスを精査

して科目間での内容・量の精粗を修正し、授業の到達

目標、成績評価基準等を学生に分かりやすく明示する

ようにした。 
・ 経営情報学研究科では、令和２年度からの観光教育

の開始を見据え、カリキュラム検討委員会で、観光教

育に携わる教員の増員も考慮した成績評価方法や審査

基準の検討を行った。 

B  

 

(ｲ) 静岡県立大学短期大学        

授業の到達目標、成績評価基

準をシラバス等により学生に

分かりやすく明示するととも

に、成績評価の基準と方法を定

期的に見直し、筆記試験、レポ

ート等で適切な成績評価を行

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ シラバスに記載された授業の到達目標、成績評価基

準の点検を教務委員会が実施し、適切な明示の有無を

確認している。また、シラバス作成のためのガイドラ

インを作成し、2019 年度シラバスへの各教員の実務経

験及びその経験を授業に活かす方針の掲載を該当教員

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

う。 に対して周知した。平成 26 年度から導入された５段階

評価について、これまでのところ問題なく継続活用し

ている。 

・ 学生の学習効果を高めるために、シラ

バス作成時に各教員が成績評価基準等の

見直しを行い、成績評価基準等がシラバ

スに適切に明示されているか、引き続き

教務委員会において点検を行う。 

（No.61） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 授業の到達目標、成績評価基準がシラバスに適切に

明示されていることを教務委員会において確認した。

また、シラバス作成のためのガイドラインを作成し、

2019 年度シラバスへの各教員の実務経験及びその経

験を授業に活かす方針について掲載した。 

B  
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中
期
目
標 

 

ア 教育の実施体制の整備 

教育内容、教育方法等の充実を図るため、教職員の適正配置、学内教員の相互交流、学外の人材の登用などに努める。 

イ 教育環境の整備 

教育活動を効果的に行うため、施設・設備、図書、資料等の教育環境について、全学的な視点から計画的な整備に努める。 

ウ 教育力の向上 

(ｱ) 教員の能力開発 

教員が教育内容及び教育方法を改善し、向上させるため、組織的に行う教員の教育力や研究力等を含む総合的能力の開発（ファカルティ・

ディベロップメント）活動を充実する。 

(ｲ) 教育活動の改善 

外部評価、学生授業評価等の客観的な評価を活用し、教育活動の改善に努める。 

 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

ア 教育の実施体制の整備        

・ 「全学的な重点課題」に関

する具体的な取組の検討及

び調整を行うため、学内会議

を設置する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・「全学的な重点課題」に関する事項である国際関係学部

等の見直し、観光教育の導入、学部間共通の専門科目

の導入などに取り組むにあたり、学長を代表とするワ

ーキンググループや教育研究組織将来計画委員会を設

置・開催し、検討を進めた。 
・ 平成 31年度から、国際関係学部では新カリキュラムの

運用開始、経営情報学部では観光教育の開始を迎えた。 

A 

 

 

 

 

・ 「国際関係学部等の見直し」について、

「国際関係学部の改革等に係る提案」の具

体化を引き続き進める。 

・ 平成 31 年度に経営情報学部で予定され

ている観光教育の開始に向け、経営情報学

部をはじめとする関係部局で準備を進め

ていく。 

（No.62） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 「国際関係学部の改革等に係る提案」の具体化に向

けた検討や改善に取り組み、平成 31 年４月から国際関

係学部で新カリキュラムを運用開始するとともに、言

語コミュニケーション研究センターの体制を強化、サ

バティカル制度の継続運用を行った。 
・ 平成 31 年４月からの経営情報学部での観光教育の導

入に向け、文部科学省へ関連する学則変更を届け出た。

また、平成 30 年７月に県からの委託を受けながら観光

人材育成講座を三島市内で実施し、観光教育の開始を

県民にＰＲした。 

A  

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 教育 
(2) 教育の実施体制等 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 学部間及び短期大学部との

学内教員の相互協力を推進

する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 講義における教員の学部間及び短期大学部との協力

を実施するとともに、教務委員会で学部間協力の実施

状況を報告した。 
・ 大学入試センター試験の試験監督、本部要員につい

て、草薙キャンパスへの協力を継続している。 
B 

 

 

 

 

・ 草薙キャンパス及び小鹿キャンパスの教

員による相互協力を推進する。 

（No.63） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 講義における教員の学部間及び短期大学部との協力

を実施するとともに、教務委員会で学部間協力の実施

状況を報告した。 
・ 短期大学部では、大学入試センター試験の試験監督、

本部要員を、草薙キャンパスと協力して務めた。 

B  

 

・ 研究機関、民間企業、臨地

実習先の研究者、実務経験者

等を講師として招聘すると

ともに、県内高等教育機関と

の連携を通じて教員の相互

活用を推進するなど、学外の

人材の活用を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 国内外の大学、研究機関、民間企業、医療機関で活

躍する研究者や実務経験者を招聘し、学部生・大学院

生・教職員を対象とした月例薬学セミナー、講演会、

特別講義等を開催した。また、静岡県内の大学と連携

して特別講義を行った。 
・ 外国人特別講義として米国カリフォルニア大学デー

ビス校の複数の先生による栄養学とお茶の科学などに

関する講義を毎年継続実施した。 
・ 教育委員会、高等学校などと連携してセミナーなど

を実施し、本学から高等学校に講師を派遣し続けた。 

B 

 

 

 

 

・ 国内外から研究者や専門家を講師として

招聘し、特別講義、セミナー等を実施する。

また、県内高等教育機関との連携講義など

を行うことで、教員の相互活用を推進す

る。 

（No.64） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 国内外の研究者を招聘し、月例薬学セミナー（８回）、

大学院特別講義（２人の外国人講師を含む）（７回）、

日本薬学会東海支部講演会（３回）、宇宙栄養学の講義

（徳島大学 二川先生）、日本のエネルギー源の講義

（静岡ガスの中井先生）、食品安全管理に関する標準化

についての講義（食料産業局の杉田先生）、栄養学とお

茶の科学に関する講義（米国カリフォルニア大学デー

ビス校の Jacquelyn Gervay-Hague 先生と Katharine 
P. Burnett 先生）、科目「最新看護の動向」などでの諸

領域の看護学の動向の講義などを実施した。 
・ 静岡大学主催の超領域研究会連携講義に３人の教員

を派遣した。 
・ 看護学部では、科目「最新看護の動向」を中心に、

海外講師の招聘、国内の専門家を招き、諸領域の看護

学の動向を教授した。また、高大連携事業において、

25 校の高校の出張講義に教員を派遣した。 

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

イ 教育環境の整備        

・ 施設・設備の現状を把握し、

ファシリティマネジメント

の視点に立って、老朽施設・

設備の計画的な改修を進め

るとともに、効率的・効果的

な利用を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 建築コンサルタントに委託して県大施設全体の劣化

状況を調査し、ライフサイクルコスト評価に基づく中

長期修繕計画（平成 26～平成 35 年度）を作成した。

併せて、第２期中期計画期間の５年間に早急に取り組

むべき大規模修繕工事について優先順位を付した実施

計画を作成し、県に補助金の増額要求を行った。その

上で、県補助金を活用し、中央監視装置（草薙・小鹿

キャンパス）、受変電システム(草薙キャンパス）をはじ

めとする老朽化施設設備の更新・改修を進めた結果、

計画していた大規模修繕工事をほぼ完了した。 
B 

 

 

 

 

・ 大規模修繕計画に基づき、受変電設備更

新工事、外壁修繕工事、入退出管理システ

ム更新工事、エレベータ設備更新工事、ク

ーリングタワー更新工事、短大の特定天井

改修工事などを行う。併せて、通常修繕費

による老朽化設備の更新・改修も進める。 

・ 平成 29 年度に策定したインフラ長寿命

化計画に基づき、中期保全計画（平成 31

～36 年度）及び長期保全計画（平成 31～

60 年度）を策定する。 

（No.65） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 受変電設備更新工事、外壁修繕工事、入退出管理シ

ステム更新工事、エレベータ設備更新工事、クーリン

グタワー更新工事、短期大学部の特定天井改修工事な

ど大規模修繕工事を全て完了した。併せて、通常修繕

費による老朽化設備の更新・改修も順次対応した。 
・ 中期保全計画(平成 31～36 年度)及び長期保全計画(平

成 31～61 年度)を策定した。 
 

B  

 

・ 全学的な教育方針に沿った

施設設備や電子資料を含む

図書館資料の整備充実に努

め、各種のメディアの積極的

な利用の促進を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 全学的な教育方針に沿った施設設備や電子資料を含

む図書館資料の整備充実に取り組み、新入生ガイダン

スや図書館活用講座、データベース講習会、オーダー

メイド講習会、新聞ランチなど各種のメディアの積極

的な利用の促進を図った。 

B 

 

 

 

 

・ 草薙、小鹿両図書館の連携と協力を今後

も推進し、学術資料の充実や教育環境の整

備等、図書館サービス全体の充実を図る。 

・ 草薙図書館では、新入生ガイダンスや全

学共通科目と学部基礎科目における図書

館情報関連の単元、図書館が開催する図書

館活用講座（前・後期）・データベース講

習会・オーダーメイド講習会・シリーズ図

書館講座・新聞ランチ・英文多読講座を今

後も継続し、学生の情報リテラシー向上を

推進する。 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 草薙、小鹿両図書館の連携と協力を進め、学術資料

の充実や教育環境の整備等図書館サービス全体の充実

を図った。 
・ 草薙図書館では、新入生ガイダンスや図書館情報関

連の単元、図書館が開催する図書館活用講座・新聞ラ

ンチ等を継続し、学生の情報リテラシー向上を図った。

特に、新聞ランチでは、定例 10 回の開催とともに、静

岡大学新聞サークルとの連携を図り、９月末に静岡県

立大学と静岡大学の合同新聞カフェを実現させた。 

・ 年度後期の図書館活用講座では、平成 30 年度の評価

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

（No.66） を基に別々に実施していた『業界研究』と『企業研究』

を合わせて 90 分のプログラムに１本化することや、キ

ャリア支援センターとの開催時期の調整を行ったこと

で、参加学生が 24 人（５回)と昨年よりも増加した。 

・ 何年も前に教員等から寄贈を受けたものの未整理であ

った多数の図書について、図書館内に特別整理チームを

作り、２年がかりで選定し、蔵書として受け入れた。 

・ 情報システムの円滑な利用

や情報リテラシー教育支援

のため、全学共用実習室及び

各学部実習室のパソコン等

の更新を、利用目的、利用者

の規模等の利用環境を考慮

して計画的に進める。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 全学共用実習室及び各学部実習室の教育用パソコン

等の配備計画を作成し、計画的にパソコンの更新等を

進めた。 
・ パソコンの更新に合わせて関連する管理用サーバー

の更新も行った。 

B 

 

 

 

 

・ 全学共用実習室及び各学部実習室のパソ

コン等の配備計画に基づき、パソコンやサ

ーバシステム、ソフトウェア等を更新し、

情報リテラシー教育のための環境整備を

行う。 

・ 次年度以降の学生数増加に向けて、配備

計画の見直しを行い、経営情報学部２階に

ある全学共通実習室（4215 室）の PC 更

新を行う。 

（No.67） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 平成 31 年３月に全学共用実習室(4215 室)のパソコン

91 台を更新した。 

・ 今後の各学部の実習室のあり方について検討する「実

習室あり方検討会」を立ち上げた。 B  

 

・ 情報ネットワークについて

は、データ通信量の増加、セ

キュリティの向上及び利用

形態の多様化に対応するた

め、最新の技術動向を踏ま

え、学内基盤ネットワークの

更新などの改善を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 情報ネットワーク環境を主に、以下のような点で向

上させた。 
「教室への無線 LAN の導入による利便性向上」、「分

散 DNS の導入による冗長性の向上」、「ネットワー

ク認証の導入によるセキュリティの向上」 
・ セキュリティ対策のため、以下の取り組みを行った。 

「毎年、教職員対象のセキュリティ研修会を実施」、「セ

キュリティポリシーを改訂し、CSIRT を整備」、「情

報漏えい防止のための端末一括廃棄」 

B 

 

 

 

 

・ 情報ネットワークの使用状況について継

続的に調査し、必要に応じて、ネットワー

ク関係機器の更新や情報コンセントの設

置を行うなど、学内ネットワーク環境の改

善を図る。 

（No.68） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ ネットワークの監視やウイルス対策ソフトの配布等

のセキュリティ対策を継続して実施した。 

・ 本学で発生したセキュリティインシデント（２件）

に、CSIRT と連携して対応をした。 

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

ウ 教育力の向上 

(ｱ) 教員の能力開発 

 

  
    

 

・ 各学部、研究科ごとに設置

されたファカルティ・ディベ

ロップメント（FD）委員会に

おいて、効果的な授業形態、

学習指導方法等の開発・改善

に取り組むためのプロジェ

クトを計画し、全学 FD 委員

会において重点的な支援を

行い、その検証結果を踏ま

え、全学的な取組へと拡大す

ることにより、教員の能力向

上を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 学部、研究科ごとに、FD 活動計画により、外部講師

等による講演会・研修会を開催し、教員の資質の向上

や授業内容の改善を図った。 
・ 内容が全学的にわたる講演会・研修会については、

全学 FD 委員会が共催し、支援を行った。 
・ FD の内容を含む学内の講演会・研修会（健康支援セ

ンター、広報委員会、産学連携室主催等）についても

共催した。 
B 

 

 

 

 

・ 効果的な授業形態、学習指導方法等の開

発・改善に取り組む研修、プロジェクトを

引き続き支援し、教員の参加を促し、教員

の能力向上を図る。 

（No.69） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 学部、研究科ごとに、各 FD 活動計画により、外部講

師等による講演会・研修会を開催し、教員の資質の向上

や授業内容の改善を図った。 
・ 内容が全学的にわたる講演会・研修会（計９回）に

ついては、全学 FD 委員会が共催し、支援を行った。 
・ FD の内容を含む学内の講演会・研修会（健康支援セ

ンター、広報委員会、産学連携室、「ふじのくに」みら

い共育センター主催・計４回）についても共催した。 

B  

 

・ 全学及び学部等の FD 委員

会において、研究発表、交流、

意見交換、教員相互の公開授

業等の活動の拡充を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 教員相互での授業公開や授業参観は、全ての部局で

実施し、その感想等は授業改善に役立てられた。 
・ 学生参加型 FD 意見交換会等についても国際関係学部

等で積極的に実施した。 
B 

 

 

 

 

・ 教員間での公開授業、相互評価などを行

うとともに、実施方法等の見直しをし、授

業の質の向上を図る。 

（No.70） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 教員相互での授業公開や授業参観は、全ての学部等

で実施し、その感想等は授業改善に役立てられた。 
・ 学生参加型 FD 意見交換会等についても国際関係学部

等で積極的に実施した。 

B  

 

(ｲ) 教育活動の改善        

・ 卒業生・修了生及びその就

職先等に評価を求めること

により、学部・大学院・短期

大学教育に対する社会から

の要望を把握し、教育活動の

改善に努める。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 各学部等の特色・実情に応じ、各学部等で同窓会、

交流会（ホーム・カミングデイ）、就職説明会等の機会

を利用した卒業生や教員との交流を通じた意見（評価）

の聴取・交換に取り組み、FD 委員会や教務委員会と連

携しながら得られた情報の教育活動への反映を図っ

た。また、卒業生からの意見聴取には、ホームページ、

アンケート調査、メーリングリスト、フェイスブック

A    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

なども活用した。 
・ 短期大学部では、平成 26 年度以降、平成 27 年度か

らの「幼保連携型認定こども園」の施行に向けて、平

成 25年度のホームカミングデイで卒業生から多く寄せ

られた幼稚園教諭免許課程の設置に関する意見も参考

に、教務委員会で審議を重ねた。そして、新学科設置

の方針をまとめ、準備期間を経て、平成 28 年度にこど

も学科を開設した。 

・ 同窓会やホームカミングデイ等の機会を

利用して、卒業・修了生、就職先等から学

部・大学院・短期大学教育に対する意見を

聴いて社会からの要望を把握し、教育活動

の改善に努める。 

（No.71） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 同窓会や就職説明会の機会、学部規模で開催したホ

ームカミングデイ、卒業直後に実施した卒業時アンケ

ート（短期大学部）を通じ、卒業生・修了生に教育の

成果（評価）についての意見や大学への要望を集めた。

これら意見は、本学の教育活動の改善に活かしていく。

（薬学部では、学部内の FD 委員会等と連携しながら教

育活動に反映した。） 

B  

 

・ 認証評価等の外部評価にお

ける教育活動の改善に関す

る提言を踏まえるとともに、

学生による授業評価等によ

る教育活動の客観的な評価

体制の充実や、その結果が教

育の質の改善に活かせるシ

ステムの整備に更に取り組

む。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 学部、研究科ごとに FD 活動計画により、学生による

授業評価アンケートを実施するとともに、その結果を

教員にフィードバックし、今後の授業改善に役立てた。 
・ 改善結果等を WEB 学生支援システム上等で学生に公

開する、集計結果を教員総会等で報告すること等によ

り、今後の教育の質の改善に取り組んだ。 
B 

 

 

 

 

・ 各学部、研究科ごとに学生による授業評

価アンケートの結果を教員にフィードバ

ックするとともに、改善結果の学生への公

開に努めていく。また、授業評価アンケー

トの結果を活かして、教育の質の向上を図

る。 

（No.72） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 学部、研究科ごとに FD 活動計画により、学生による

授業評価アンケートを実施するとともに、その結果を

教員にフィードバックし、今後の授業改善に役立てた。 
・ 改善結果等を WEB 学生支援システム上等で学生に公

開する、集計結果を教員総会等で報告する等により、

今後の教育の質の改善に取り組んだ。 

B  
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中 

期 

目 

標 

 

ア 学習・生活支援 

学生が十分な自主的学習を行い、健康で充実した学生生活を享受できるようにするため、学習環境の整備や学習・生活支援体制の充実に努

める。 

イ 進路支援 

全ての学生が希望する進路へ進むことができるようにするため、学生の就職・進学活動を支援する。 

ウ 社会活動支援 

豊かな人間性と社会性を育むため、学生の自主的な社会活動を奨励し、支援する。 

 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

ア 学習・生活支援        

・ 学習支援の充実に取り組

み、学生の自主的学習に役立

つサービスや環境の整備に

努める。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 図書館で学習支援の充実に取り組み、特に館内の表

示の改善や新刊コーナー、学生選書ツアー展示、英語

多読図書コーナー、SPAC 展示コーナーなど学生の自主

的学習に役立つサービスや土日・夜間会館など環境の

整備を進めた。  
・ 小鹿図書館で、学生のニーズに応え、試験前と試験

中の土曜日の延長開館を行った。図書館利用者アンケ

ートを実施し、利用実態とニーズの把握に取り組んだ。

他部署や図書館サポーターと連携してのテーマ展示や

紹介カードの掲示、館内の分類見出しの更新を行うな

ど、利用促進や環境整備を進めた。 
・ 看護学部の移転に伴い、草薙図書館と小鹿図書館で

協力してサービス及び施設の充実に取り組んだ。 

B 

 

 

 

 

・草薙図書館では、今後も図書館学習サポー

ター事業を継続し、学生同士の学び合いや

自主的で多岐な学びを促すためのピア・サ

ポートによる学習支援を充実する。 

・草薙図書館では、研究活動の利便性向上を

目指し、今後も本学の教職員・大学院生・

４年次以上の学部生の図書館時間外利用

を継続する。 

・草薙図書館では、他部署との連携及び情報

提供を図り、館内の表示や掲示物、各種展

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

（草薙図書館） 
・ 図書館学習サポーターの配置を年間に拡充し、学生

への学修支援を充実させた。 
・ SPAC 静岡県舞台芸術センターとの連携による館内

「SPAC 展示コーナー」の展示常設化や所蔵資料の情報

発信、ゼミ・サークルの学生と連携した湖中ゼミ『マ

サイ目線の動物図鑑』展示と国際関係学部『私の見た

沖縄写真展』等の開催に取り組み、入館者の増加に寄

与した。 

B  

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 教育 
(3) 学生への支援 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

示等の工夫・改善に生かすとともに、掲示

を随時見直し、学生が利用しやすい学習環

境の整備に努める。 

・小鹿図書館では、オーダーメイド講習会の

継続実施など、学生の自主的学習をサポー

トする図書館サービスの充実とその広報

を図る。 

・小鹿図書館では、他部署との連携及び情報

共有を図り、館内の展示等の工夫・改善に

生かすとともに、掲示を随時見直し、学生

が利用しやすい学習環境の整備に努める。 

（No.73） 

・ 長い間懸案だった授業前早朝開館の実現について、

様々な解決策を検討し、２月初旬に授業前早朝開館

（8:30 開館）を試行した。 
（小鹿図書館） 
・ 学生、教員の要望に合わせてデータベース等の使い

方を案内する、オーダーメイド講習を継続実施（３年

目）したほか、看護学部基礎セミナーのデータベース

研修の内容を改訂して入門編とし、今年度新たに４年

次向けの応用編を実施した。また、図書館サポーター

と協働して、資料の展示を行った。館内の分類見出し

を整備更新し、環境整備に努めた。 

・ 定期的に学生の意見を聴い

て学習環境を充実する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 学生相談時やクラブ・サークル学生との意見交換会

や留学生との意見交換会を定期的に実施することで学

習環境の改善に取り組んだ。 
・ 随時、学生相談時やクラブ・サークル対応時に意見

を聞くことで学習環境に問題が無いか確認し、学生の

ニーズを把握することで学習環境の充実を図った。 B 

 

 

 

 

・随時、学生の学修に関する相談や意見を聴

くとともに、クラブ・サークルの学生との

意見交換会、留学生との意見交換会を定期

的に開催することで、学生のニーズを把握

し、学習環境の改善に努める。 

（No.74） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 学生相談時やクラブ・サークル対応時を利用して学

習環境に問題がないかどうか確認した。また、１月に

はクラブ・サークルの学生との意見交換会、留学生と

の意見交換会を開催し、学生からの意見を聞くことで、

学習環境の改善に取り組んだ。 

B  

 

・ カンバセーションパートナ

ー制度や留学生ガイダンス、

留学生同士の交流支援など、

留学生に対する支援の充実

を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ カンバセーションパートナー制度や留学生ガイダン

ス、交通安全講習会を継続実施することで新入留学生

に対しての支援を充実させた。また、留学生交流会や

留学生スポーツ大会を開催し、学内外の交流を深めた。 
・ 留学生用 Facebook を利用して学内外のイベント等の

情報を発信することで、卒業後の留学生のネットワー

ク構築を図った。 B 

 

 

 

 

・カンバセーションパートナー制度、留学生

ガイダンス、留学生交流会や留学生スポー

ツ大会を継続実施し、様々なイベントを通

して地域や他の機関との連携を図ること

によって、留学生支援を充実させる。また、

留学生用の Facebook を活用し、卒業後の

留学生ネットワークの構築を図る。 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 本学学生による留学生支援のためのカンバセーショ

ンパートナー制度によるパートナー制度が 39組成立し

た。留学生交流会には、留学生、日本人学生、教職員、

留学生支援団体等合わせて約 140 人参加し、交流を深

めた。さらに、留学生スポーツ大会を継続実施した。

地域ボランティア団体や県留学生交流推進協議会との

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

（No.75） 連携も継続した。また、「留学生交通安全講習会」を清

水ロータリークラブの協力を得て継続実施し、４月の

留学生ガイダンス時に行うことで、新入留学生（約 26
人）に対して日本での交通安全を推進した。 

・ 留学生用の Facebook「University of Shizuoka 
International Students Alumni」を通じて学内外での

イベント情報等を発信し、留学生ネットワーク構築を

推進した。 

・ 健康支援センターにおい

て、学生相談、健康指導を充

実させるなど学生の身体的

かつ精神的な健康の増進を

支援する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 全学教務委員会に障害学生支援部会を新設し、障害

学生支援室および各学部の協力のもと、障害学生に対

する合理的配慮を実施した。 
（大学） 
・ 学生の心身両面の健康維持・増進のため、定期健康

診断の実施及び未受診者への受診勧奨を行い、高受診

率（98%達成）と、その後の有所見者に対する再検査

や指導を実施することができた。 
・ 相談体制の充実と教職員への周知広報を進めるとと

もに、障害者差別解消法の下に平成 28 年度に新設した

障害学生支援室の体制整備を図り、身体・精神におい

て問題を抱える学生に対し、学生との面談や保護者、

担当教員、学生室等との情報共有や検討会を行い、守

秘義務を遵守し連携を取りながら支援を進めることが

できた。 
・ 健康増進及び障害学生支援について理解を深めるた

めの講習会として、性教育及び障害学生支援に関する

講演会等を継続的に行うことができた。 
（短期大学部） 
・ 定期健康診断の高受診率(100%達成)を維持できた。

入学時の広報、案内、ガイダンスを継続して行った。

また、要受診、要精密検査、再検査の指導を行い実施

率の向上を図った。 
・ 学生に対する健康づくりの啓発活動（ガイダンス時

の講演、掲示、健康相談など）を継続して実施できた。 
・ 健康支援センタースタッフ及びカウンセラーと教員

との連携を図るために合同スタッフミーティングの開

催（月２回）をはじめ、メールや臨時個別面談にて情

報交換と共有化を行うことができた。 

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・学生相談体制の充実、障害学生支援の体制

整備並びに教職員への周知広報を進める

とともに、身体・精神において問題を抱え

る学生に対し、学生との面談や、保護者、

担当教員、学生室等との情報共有や検討会

を行い、守秘義務を尊守し連携を取りなが

ら支援を進める。 

・健康増進並びに身体・精神障害の特性を理

解するための講習会の開催を行う。 

・学生の心身両面の健康維持・増進のため、

定期健康診断未受診者への指導や受診者

の事後の指導を行う。 

・短期大学部においては、定期健康診断の全

員受診を目指すために、入学時の広報、案

内、ガイダンスの充実を継続して行う。ま

た、要受診、要精密検査、再検査の実施率

の向上をより一層図る。学生に対する健康

づくりの啓発活動（ガイダンス時の講演、

掲示、健康相談など）を継続して行う。さ

らに、健康支援センタースタッフ及びカウ

ンセラーと教員との連携を図るために、継

続して合同スタッフミーティングの開催

（月２回）やメール等で情報の交換と共有

化を密接に行う。 

（No.76） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 学生相談体制の充実、障害学生支援の体制整備及び

教職員への周知広報を進めるとともに、身体・精神に

おいて問題を抱える学生に対し、学生との面談、保護

者、担当教員、学生室等との情報共有や検討会を行い、

守秘義務を尊守して連携を取りながら支援を進めるこ

とができた。 
・ 健康増進及び障害学生支援についての理解を深める

講習会として、性教育（10 月開催、参加者 53 人）及

び障害学生支援の講演会（12 月開催、参加者 60 人）

を行った。 
・ 学生の心身両面の健康維持・増進のため定期健康診

断の実施、未受診者への指導（最終受診率 98.1%）、及

び有所見者への再検査や指導を例年同様に実施でき

た。 
（短期大学部） 
・ 定期健康診断の全員受診を目標とし、入学時に広報、

案内、ガイダンスの充実を行った。さらに事後の要受

診、要精密検査、再検査の実施率の向上を図った。そ

の結果、定期健康診断の受診率は 100%、再検査受診率

も 95％と高い結果となった。 
・ 学生に対する健康づくりの啓発活動（ガイダンス時

の講演、掲示、健康相談など）を行った。さらに、健

康支援センタースタッフ及びカウンセラーと教員との

連携を図るために、継続して合同スタッフミーティン

グの開催（月２回）やメール等で情報の交換と共有化

を行った。 

B  

 

・ 各種の財団、企業等に支援

を依頼するなど奨学金の確

保に努める。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 学生への奨学金制度の募集案内を充実させることで、

奨学金に応募する学生数の増加に向け取り組んだ。 
・ 各種の財団及び企業等へ継続して訪問することで、

奨学金の確保、採用機会の増加を図った。新設した奨

学金団体から４年間で６件推薦枠を確保した。 

B 

 

 

 

 

・学生への奨学金制度の案内の充実を図ると

ともに、学部・研究科への通知を行うこと

で奨学金への応募を推進する。また、各種

の財団及び企業等へ訪問するなどして奨

学金の確保、採用機会の増加に努める。 

（No.77） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 学部・研究科への通知については、全学生にメール

配信を実施し、ホームページ等からダウンロードでき

る書類をメール添付することで学生に対する利便性を

図った。授業料減免の相談時に奨学金の説明を行い、

学生への案内の充実を図った。 
・ 企業ヘ訪問して奨学金募集の募集内容等について提

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

案する等、より多くの学生が奨学金を受給できるよう

に試みた。平成 30 年度新設の奨学金のうち、自然の恵

み財団奨学金、SUN＆SUN 総合保険奨学金に本学の推

薦枠を確保し、２人が採用された。また、ビヨンズ国

際育英奨学財団では、本学から１人が採用された。平

成 31 年度からは村上奨学財団の奨学金額が月額 2 万円

から月額３万円へ増額することとなった。 

イ 進路支援        

・ キャリア支援センターにお

いて、キャリアアドバイザー

等による相談の充実を図る

とともに、積極的な求人開拓

を進める。また、県立大学に

おいては学生の企業研究・業

界研究を、短期大学部におい

ては資格取得を中心に支援

を強化する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 就活スケジュールの変化に合わせ、学生の相談が多

い時期にアドバイザーを１人増員し、応募書類の添削

指導や面接指導などの相談を行う体制を強化した。ま

た、小鹿キャンパスにアドバイザーの派遣を行い、看

護学部生の利便を図った。 
・ 企業を訪問して求人の依頼や採用選考情報の収集を

行う求人開拓員を配置し、求人先の需要の掘り起こし

を行った。 
・ 学生の企業研究・業界研究等のため、病院等勉強会、

業界勉強会、個別企業説明会、県内・県外バスツアー

等を実施した。 
・ 短期大学部においては、全学科対象の就職準備・オ

リエンテーションを実施したほか、昼休みの時間に実

施する就職プチセミナー（年間 42 回実施）や、新卒応

援ハローワークによる出張相談（週１～２回）（年間 64
回実施）など、個々の学生の状況に合わせたきめ細や

かな事業を実施した。また、ビジネスマナー講座や卒

業生を招いたガイダンス、卒業年次生による就職・進

学ガイダンスなど、学生の就職活動の段階にあわせた

ガイダンスを開催した。 

A 

 

 

 

 

・就活スケジュールに合わせ、キャリアアド

バイザーを配置する。 

・求人開拓員の３人体制を継続する。 

・学生の業界・企業研究会を支援するため、

業界勉強会等を実施する。 

・短期大学部においては、キャリア支援セン

ター分所を中心とした就職・進学ガイダン

スを引き続き推進し、資格取得を生かした

キャリア支援の充実を図る。またキャリア

支援講座への初年次生の参加を積極的に

促す。 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 学生の相談が多い時期（４月～６月、１月～３月）

にアドバイザーを１人増員し、応募書類の添削指導や

面接指導などの相談を行う体制を強化した。 
・ 県内企業を訪問して求人の依頼や採用選考情報の収

集を行う求人開拓員を３人配置し、情報収集を行った。 
・ 11 月～12 月に学部３年次生・修士課程１年次生を主

な対象とした学内業界説明会を32社で実施した。また、

８月に看護学部生対象の病院等勉強会を開催し、早い

時期から就活の意識を持たせることとした。 
・ 県内企業研究バスツアー、東京で実施される大規模

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

（No.78） 合同説明会へのバスツアーを実施した。 
・ 短期大学部では、キャリア支援センター分所を中心

に、４月に全学科対象の就職準備・オリエンテーショ

ンを実施した。また、ハローワーク出張相談を週１～

２回開催したほか、２月～３月にかけては相談件数増

加に伴い、静岡県立大学相談員を１人増員し、対応し

た。さらに、全学科を対象としたビジネスマナー講座

（１月）、社会福祉学科及びこども学科２年次生を対象

とした卒業年次生による就職進学ガイダンス（２月）

を実施した。 

・ 学生の進路希望・進路状況

を的確に把握し、それらに基

づいた個別指導を行うとと

もに、進路状況のデータを活

用した支援施策を実施する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 各学生の進路希望や進路状況について、学生に対す

る電話及びメールによる確認や各教員への協力依頼、

各学部・研究科との連携により、的確に把握するよう

取り組んだ。 
・ 学生の進路希望や就職・進学等の状況の把握に基づ

き、求人情報の提供やエントリーシートの添削等の個

別指導などの支援を行った。 
・ 進路状況のデータを活用し、希望の多い企業や業界

からの情報収集やセミナーを実施した。 
・ 短期大学部では、卒業年次前年度９月頃、及び卒業年

次年度当初に進路調査を実施し、学科キャリア支援員及

びチューター教員と学生の進路に関する情報を共有し

た。また、キャリア支援委員会において、直近の就職内

定率、学生の動きを情報共有するとともに、必要に応じ

て個別に求人情報の提供や個別相談を実施した。 B 

 

 

 

 

・各学部キャリア支援委員と連携して、学生

の進路希望や就職・進学等の状況を的確に

把握する。 

・学生の進路希望や就職・進学等の状況の把

握に基づき、求人情報の提供や個別相談な

どの支援の充実を図る。 

・短期大学部においては、キャリア支援セン

ター分所を中心に、今後の質の高いキャリ

ア形成支援情報の提供を実施するため、学

生から就職・進学決定に至る詳細な情報収

集を引き続き行う。 

（No.79） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 各学生の進路希望や進路状況の把握のため、学生に

対して電話及びメールによる確認を行うとともに、各

教員直接あるいは大学運営会議を通じてなど、各学

部・研究科とも連携して進路状況の的確な把握に取り

組んだ。 
・ 学生の進路希望や就職・進学等の状況の把握に基づ

き、求人情報の提供や個別相談などの支援を行った。 
・ 短期大学部では、年度当初に卒業年次生に対する進

路希望調査を実施し、学科キャリア支援委員と情報を

共有した。また、11 月以降、各学生の進路状況につい

て、学生に対する電話及びメールでの確認を行った。

連絡が取れない場合はチューター教員に協力を依頼

し、的確に状況を把握するように努めた。状況に応じ

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

て求人情報の提供や個別相談を実施した。 

・ 卒業生との連携を確立し、

面談会を実施するなどによ

り、企業情報や就職情報の入

手に努める。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 本学における卒業生との連携方策について検討し、

卒業後も後輩支援を行う社会人キャリアサポーター制

度を導入した。 
・ 制度に登録した卒業生による OG・OB 交流会を開催

した。 
・ 短期大学部では、社会福祉人材センター職員や新卒

応援ハローワーク職員を招いてのガイダンス及び求職

登録の促進により、学生の求人情報収集を支援した。

社会福祉学科及びこども学科卒業生（＊）による就職・

進学ガイダンスを実施した。歯科衛生学科卒業生（歯

科医院(５名)、高齢者施設（６名）によるガイダンスを

実施した。 
＊公務員(福祉職、事務職、保育職)、保育士、幼稚園教諭、

児童支援員、生活支援員(２名)、介護職(２名)、高齢者

施設、編入学(２名)の 13 名 

B 

 

 

 

 

・平成 29 年度の卒業生調査をもとに、卒業

生との連携を図る。 

・学園祭に合わせ、OB・OG 懇談会を開催す

る。 

・短期大学部においては、卒業生や社会福祉

人材センターやハローワークとの連携を

密にし、ガイダンス等の実施や求人施設を

招いた面談会を開催し、就職情報の質の向

上を更に推進する。 

（No.80） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 平成 29 年度の卒業生調査で、懇談会等を通じて後輩

に対してキャリア支援等協力しても良いと考える回答

が４割以上あったことから、入社３年程度の OB・OG
に対して参加要請をし、在学生との懇親会（10 月 27
日）を開催した。なお、看護学部において卒業生講演

会（８月 31 日）を実施した。 
・ 短期大学部では、４月に社会福祉学科及びこども学科

の学生を対象に、社会福祉人材センターの職員を講師に

招いて、福祉業界の現状とセンター利用方法に関するガ

イダンスを開催し、人材センターへの登録を進めた。ま

た、社会福祉学科及びこども学科は４月、歯科衛生学科

では５月に、新卒応援ハローワークの職員を講師に招き、

ハローワークの説明及び登録を進めた。各学科とキャリ

ア支援センターが協力して、卒業生を招いた就職・進学

ガイダンスを実施した。求人施設を本学に招き、学生が

直接情報を入手できるよう支援した。 

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 短期大学部においては、キ

ャリア形成支援のための講

座等を充実させ、学生のキャ

リア意識の涵養に努める。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 就職セミナーや就職プチセミナーの開催、新卒応援

ハローワークによる出張相談等により、就職活動に必

要な問題解決力、対人関係力、自己表現力等を養成し

た。 
・ また、全学生にキャリアガイドブックを配布（歯科

衛生学科２年生・３年生、社会福祉学科及びこども学

科２年生は４月、社会福祉学科及びこども学科１年生

は９月に配布）し、学内ガイダンスで説明を行うなど、

自主的に就職活動ができるようにした。 

B 

 

 

 

 

・就職活動に必要な問題解決力、対人関係力、

自己表現力等の涵養のために、引き続きハ

ローワーク出張相談や各種講座を開催す

る。また、自主的に就職活動ができる学生

を育成するため、引き続きガイドブックを

活用した学内講座を開催する。 

（No.81） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ キャリア支援センター分所が中心となり、学生の就

職活動を行うために必要な就職セミナーを開催した。

（月１～３回） 
・ 新卒応援ハローワーク出張相談（週１～２回）、昼休

みの就職プチセミナー（月１～３回）を実施した。 
・ ４月～５月に卒業年次生にキャリアガイドブックを

配布し、自主的に就職活動ができるよう学内ガイダン

スで説明を行った。また、卒業前年度の学生には、９

月のキャリアガイダンスや昼休みの就職プチセミナー

でテキストとして活用した。（履歴書の書き方、面接練

習等） 

B  

 

・ 【再掲】キャリア支援セン

ターを中心として、教職員が

連携し、キャリア形成支援と

就職支援が相互に結びつい

た統合的な支援を進める。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

【再掲】 

・キャリア形成支援と就職支援が相互に結び

ついた統合的な支援を進めるため、キャリ

ア支援センターと各学部・研究科の相互協

力を進める。 

（No.35） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

ウ 就職支援        

・ 学生の積極的かつ自主的な

社会活動への参加を促進す

るため、自治体等との連携・

協力の強化に努める。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ COC 事業における地域志向研究の領域を確立し、毎

年、学内公募により 20 件程度を実施してきた。 
・ 静岡市をはじめとする市町の課題解決に向けた研究

に協力した。 
・ その他、本学教員が、市町の各種委員として活動し、

学生も地域をフィールドとした学習を進めた。 
・ 計画より多くの自治体、金融機関と、地域に密接し

た教育研究が実施できている。 

A 

 

 

 

 

・連携協定を締結した自治体（静岡市、牧

之原市、島田市、焼津市）及び金融機関

（静清信用金庫、静岡銀行）と教員との

マッチングによる学生の教育研究に資す

る事業等を実施する。 

（No.82） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 学生の教育研究に資する事業等の実施については、

計画を上回って実施した。 
・ 「地（知）の拠点整備事業」（ＣＯＣ事業）における

地域志向研究として 21 件を採択した。 
・ 静岡市をはじめとする中部５市２町が公募するしず

おか中部連携中枢都市圏域地域課題解決事業におい

て、本学は７課題の採択を受けた。 
・ 藤枝市地域政策研究・創造事業において、本学は１

課題の採択を受けた。 
・ 本学教員が、島田市の進める ICT コンソーシアム会

長として、島田市の事業への協力を進めるとともに、

島田 ICT コンソーシアムが主催する「しまだ・ふじえ

だ IT JUNIOR CAMP」に学生６人が参画した。 
・ 静岡県産業振興財団の知財活用プレゼン大会に指導

教員及び学生が静清信用金庫と連携して参画し、優秀

賞を獲得した。 
・ しずおか学のグローバル人材育成講義において、静

岡銀行の若手・中堅行員が銀行業務について学生に説

明し、グループ討議を行った。 

A  

 

・ 【再掲】正課内におけるキ

ャリア教育及び正課外にお

けるキャリア形成支援事業

の充実を図るとともに、地域

活動を含む社会貢献活動へ

 （中期目標期間の実施状況等） 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

の学生の取組を支援するこ

となどを通じて、学生のキャ

リア意識・市民意識の涵養に

努める。 

【再掲】 

・平成 29 年度のキャリア科目やキャリア形

成支援事業を検証し、講座等に反映させ

る。 

・学生のキャリア意識・市民意識の涵養のた

め、社会貢献活動系学生団体による全国シ

ンポジウムを継続して開催する。 

（No.34） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 
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中
期
目
標 

 

ア 静岡県立大学 

独創性豊かで国際的に通用する高い学術性を備え、社会の発展に貢献できる研究活動を推進する。 

イ 静岡県立大学短期大学部 

地域社会の保健・医療・福祉の発展に貢献できる研究活動を推進する。 

 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

ア 静岡県立大学        

・ 「全学的な重点課題」に関

する研究活動を推進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 健康長寿社会の実現に向けて、健康維持・健康増進・

病気予防などを目的とする統合的ヘルスサイエンスの

研究活動を推進した。 

・ 茶学総合研究センターでは産官学の連携を年々強化

し、学際的な研究深耕や研究成果を発信し続け、静岡

県の食品産業の振興に寄与した。 

・ 静岡県産の農水産物等の食品の機能性に関する文献

調査を行い、地域産業の活性化に貢献した。また、食

品及び環境が健康に与える影響についての研究及び公

開講座等を行い、地域における健康と福祉の向上に寄

与した。 

・ 経営情報イノベーション研究科の地域経営研究セン

ター、医療経営研究センターに加え、平成 25年度に ICT

イノベーション研究センターを基盤として、経営・情

報・総合政策分野を連携・融合させた学際的研究を推

進するとともに、その研究成果を社会人リカレント教

育などにおいて地域に発信した。 

・ 大学の COC 事業について企画・運営に協力できた。

また、静岡県における看護教育における人的資源の提

供を行い、大学としての役割を果たした。 

B 

 

 

 

 

・ 附属研究センターごとの研究活動を充実

させるとともに、全学的、部局横断的又地

域社会とも連携した研究活動を進める。 

（No.83） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 茶学総合研究センターでは、県及び茶業界からの委

託を受けながら、急増する茶の輸出に対し、マーケテ

ィング戦略の構築やブランディングについて部局横断

的な研究活動を展開した。さらに、業界とも連携を強

化し、産業振興に寄与する研究活動を深化させた。 

・ 食品環境研究センターでは、静岡県産の農水産物等

の食品の機能性に関する文献調査を行い、地域産業の

B  

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 研究 
（1）研究の水準及び成果 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

活性化に貢献した。また、食品及び環境が健康に与え

る影響についての研究及び公開講座等を行い、地域に

おける健康と福祉の向上に寄与した。 

・ 地域経営研究センター、医療経営研究センター、ICT

イノベーション研究センターが連携して、地域に貢献

する諸テーマに関して社会人学習講座やビジネスセミ

ナー、シンポジウムなどを開催し、高い満足度を得た。

また、観光・防災における ICT 利活用などの研究を推

進し、地域防災情報シンポジウムなどで発表した。 

・ 薬学部、薬学研究院では、健康維持・健康増進・病

気予防などを目的とした統合的ヘルスサイエンスを目

指した研究活動を推進した。また、第 13 回日中健康科

学国際シンポジウムや第４回薬食国際カンファレンス 

(ICPF2018)を開催した。 

・ 看護学研究院では、静岡県における看護教員育成に関

して、静岡県看護協会への講師等の派遣を行い、人材育

成及び会員施設との連携を図り、各養成施設の動向につ

いて情報収集を行った。 

［薬学部・薬学研究院、食品栄

養科学部・食品栄養環境科学

研究院］ 

・ 健康長寿社会の構築に資す

る学際融合領域の最先端生

命科学と薬食実践科学に関

する研究を推進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・健康長寿の実現の鍵となる学際的な最先端生命科学及

び薬食実践科学の研究を推進するとともに、国内外の

学会で最新の研究成果を発表し、Best Abstract 賞など

をはじめとする賞を学部生、大学院生が受賞した。 

・大学院薬学研究院及び大学院食品栄養環境科学研究院

の教員が連携し、「健康長寿」に資する研究を推進した。 

・薬食研究推進センター、茶学総合研究センター及び食

品環境研究センターの先導により、「食品の新たな機能

性表示制度」での活用を視野に入れた学際融合調査研

究を平成 27 年度から開始した。 

・平成 29 年度の文部科学省科学研究費助成事業細目別採

択件数上位 10 機関（過去５年の新規採択の累計数）で

は、８細目が全国 10 位以内に入り、そのうち３細目が

全国１位であった。 

A 

 

 

 

 

［薬学部・薬学研究院、食品栄養科学部・食

品栄養環境科学研究院］ 

・ 先導的健康長寿学術研究推進拠点とし

て、健康長寿社会の構築に資する生命科学

及び薬食実践科学に基づいた教育及び研

究を推進する。 

・ 薬食生命科学総合学府の各講座・研究室

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 健康長寿の実現の鍵となる学際的な最先端生命科学

及び薬食実践科学において最新の研究成果を発表し、

学部生（28 人）と大学院生（35 人）が、国際心血管薬

物療法学会、日本毒性学会学術年会、日本癌治療学会、

製剤機械技術学会、IPNaCS 2018 等において Best 

Abstract 賞、ポスター発表賞、優秀発表者賞、Best 

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

に加え、薬食研究推進センター・茶学総合

研究センター・食品環境研究センターにお

いて、食品成分の健康長寿への有効性を検

証する。 

（No.84） 

Poster Presentation 等を受賞した。 

・ 先導的健康長寿学術研究推進拠点として、薬食生命

科学総合学府の各講座・研究室に加え、薬食研究推進

センター・茶学総合研究センター・食品環境研究セン

ター・花王連携講座において、健康長寿社会の構築に

資する生命科学及び薬食実践科学に基づく研究を実施

した。 

［薬学部、薬学研究院］ 

・ 疾病の原因、治療、予防及

びそれらの分析、評価に関わ

る生命科学研究及び臨床薬

学研究並びに国民の安全安

心に関わる健康科学領域の

研究を推進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 生活習慣病・がん・心血管疾患・感染症等の原因、

治療、予防及びそれらの分析、評価に関わる生命科学、

臨床薬学及び健康科学研究を推進し、その成果を国際

学会を含む学術会議で発表するとともに、国際学術誌

に学術論文として発表した。 

B 

 

 

 

 

［薬学部、薬学研究院］ 

・ 生命薬学、分子薬学、臨床薬学、創薬科

学等を基盤に、生活習慣病・がん・感染症

など重要性の高い疾病の病因・治療・予防

に関する研究や健康科学領域の研究を積

極的に推進し、レベルアップを図ってい

く。 

（No.85） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 生活習慣病・がん・感染症など重要性の高い疾病の

病因・治療・予防に関する研究や健康科学領域の研究

を 積 極 的 に 推 進 し 、 そ の 研 究 成 果 を Nature 

Communications、Sci Rep 等の各種学術雑誌に発表す

るとともに、日本薬学会、日本免疫毒性学会、日本癌

治療学会等、様々な関連学会で発表した。 

B  

 

・ 創薬・育薬に関わる生命科

学研究及び医薬品に関わる

物質科学研究を推進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 創薬・育薬に関わる生命科学研究及び医薬品に関わ

る物質科学研究を推進し、その成果を国際学会を含む

学術会議で発表するとともに、国際学術誌に学術論文

として発表した。 

B 

 

 

 

 

・ 疾患の発症や進展に寄与する生体内物質

を標的とした生命科学研究及び有効性や

安全性の高い医薬品に関わる物質科学研

究を推進する。 

（No.86） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 疾患に関連する生体内物質を標的とした生命科学研

究や、有効かつ安全な医薬品の創成に関する研究等の

成果を多くの関連学会や学術雑誌等で発表し、創薬・

育薬に関わる生命科学研究及び物質科学研究を推進し

た。 

B  

 

［食品栄養科学部、食品栄養環

境科学研究院（食品栄養科学

分野）］ 

・ 「食品の安全及び機能」と

「食と環境」に関する研究を

推進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 食品栄養環境科学研究院の各研究室は、薬食研究推

進センター、茶学総合研究センター及び食品環境研究

センターと連携し、食品の安全性の検証と茶に代表さ

れる食品の機能性及び商品開発に結びつく研究を実施

した。 

・ 平成 27 年４月から、消費者庁による「機能性表示制

度」が始まった。これに先駆け、食品環境研究センタ

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

ーを開設し、茶学総合研究センターとの連携の下、「食

と健康」に資する研究を推進した。 

・ 食品栄養環境科学研究院の各研究室と薬

食研究推進センター、茶学総合研究センタ

ー及び食品環境研究センターとの連携を

推進し、食品機能性に関するシステマティ

ック・レビューの遂行及び茶の機能性・マ

ーケッティグ戦略の敢行により静岡県の

食品産業の振興に資する。 

（No.87） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 食品栄養環境科学研究院の各研究室が、薬食研究推

進センター、茶学総合研究センター及び食品環境研究

センターと連携し、食品の安全性の検証と茶に代表さ

れる食品の機能性及び商品開発に結びつく研究を実施

した。 

 

B  

 

・ 「食と健康」及び「環境と

健康」に関する分子からヒト

個体及び集団のレベルまで

の研究を推進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 平成 25 年度と平成 26 年度は静岡県や県内の市町と連

携して栄養疫学的研究を行ってきた。平成 28 年度から

は「地（知）の拠点推進事業」に採択されたため、その

一環となる各種事業に教員や学生の参加を促すことで地

域との連携を深め、疫学的研究の更なる進捗を図った。

また、健康寿命の延伸に関わる分子・遺伝子レベルから

個体・集団レベルでの研究では、食生活に関わる疾病の

原因究明や防止等に資する研究を推進した。 
B 

 

 

 

 

・ 健康の維持・増進に関する栄養学的要因

及び環境要因を分子・遺伝子レベルから個

体レベルで解析するとともに、行政や地域

の保健医療機関と連携して、健康寿命の延

伸や疾病の重症化予防に資する研究を一

層進展させる。 

（No.88） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 「地（知）の拠点整備事業」の一環として行われる

各種事業への教員及び大学院生の参加を促し、疫学的

研究を推進した。また、静岡県民の検診結果などのデ

ータを用いた栄養疫学的検討から、栄養指導のあり方

等について研究を進めた。さらに、栄養素・食品成分

及び環境要因が人体に及ぼす影響について、分子・遺

伝子レベルから個体・集団レベルでの研究を実施して、

健康寿命を延伸させる研究成果を発表した。 

B  

 

［環境科学研究所、食品栄養環

境科学研究院（環境科学分

野）］ 

・ 安全で快適な環境の創成に

資する研究並びにその環境

の下で、健康長寿社会及び廃

棄物の利活用等による持続

可能社会の実現を目指した

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 安全で快適な環境の創成を目指し、静岡県の研究機

関や他大学と連携した県域をフィールド（浜名湖、駿

河湾等）とする環境調査・研究や、海外との共同研究

を実施した。さらに、健康の維持・増進に関する研究

や、持続可能社会の実現を目指した廃棄物の利活用の

研究（廃棄物からのファインケミカルの発酵生産など）

を推進した。 

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

研究を推進する。 ［食品栄養科学部、食品栄養環境科学研究院

（食品栄養科学分野）］ 

・ 平成 29 年度に引き続いて、公的機関や

民間企業等との連携を図りながら、安全で

快適な環境の創成に資する研究、飲料残渣

などの廃棄物の利活用等による持続可能

社会の実現を目指した研究、健康長寿で持

続可能な社会の実現を目指した研究を推

進する。 

（No.89） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 平成 29 年度に引き続き、静岡県工業技術研究所と連

携して健康の維持・増進に関する研究を推進した。ま

た、廃棄物利活用（果皮や藻類からのファインケミカ

ルの発酵生産）による持続可能社会の構築を目指した

研究を実施した。 

 

B  

 

［国際関係学部、国際関係学研

究科］ 

・ アジア及び欧米地域を中心

とした国際関係の研究を推

進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 研究科附設の現代韓国朝鮮研究センター及び広域ヨ

ーロッパ研究センターを基軸に、多彩な国際ワークシ

ョップ、学術フォーラム、ラウンドテーブル、シンポ

ジウム、講演やセミナーを通じて、アジア及び欧米地

域を中心とした国際関係の研究や学術交流を実現し、

またその成果の一端を地域社会にも還元した。 

B 

 

 

 

 

［国際関係学部、国際関係学研究科］ 

・ 国際関係学研究科や現代韓国朝鮮研究セ

ンターが主管となり日韓次世代学術フォ

ーラム第 15 回国際学術大会を本学で開

催し、本学教員、学生の参加を募り、アジ

ア地域を中心とする国際関係の研究を推

進する。広域ヨーロッパ研究センターでも

引き続き欧米地域を中心とした国際関係

の研究を推進する。 

（No.90） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 研究科や現代韓国朝鮮研究センターが主管として開

催した日韓次世代学術フォーラム第 15回国際学術大会

で本学の多数の教員、学生が参加し、アジア地域を中

心とする国際関係研究を推進した。 

・ 広域ヨーロッパ研究センターで、宗教活動の歴史か

らみた日露関係やヨーロッパの大学における国際交流

をテーマとした、いずれも外国人ゲストによる講演や

セミナー等を開催し、欧米地域を中心とした国際関係

の研究を進めた。 

B  

 

・ 多文化共生を視野に入れた

社会・文化・言語を中心とし

た研究を推進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 国際関係学研究科附設のグローバル・スタディーズ

研究センターを基軸に、多彩な国際ワークショップ、

公開シンポジウム、講演会、特別講義等を通じて、多

文化共生を視野に入れたグローバリゼーションに関す

る研究と、これに関連した国際交流、教育、社会貢献

等の活動を行った。公開シンポジウムの一部は移民政

策学会との共催で外国人労働者問題を扱ったものもあ

る。以上はいずれも多文化共生を視野に入れた社会・

文化・言語等の実践的研究を大きく進展させるものと

なった。 

B 

 

 

 

 

・ グローバル・スタディーズ研究センター

を中心に、引き続き多文化共生を視野に入

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ グローバル・スタディーズ研究センターを中心に、 B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

れた社会・文化・言語等の実践的研究を推

進するため、院生合同セミナー、講演会や

ワークショップなどを通じた研究活動の

拡大と充実を更に進めて行く。 

（№.91） 

連続公開シンポジウム「逆流するグローバリゼーショ

ンにゆれる市民権」（計４回）を各回シンポジウム形式

で開催した。第３回目は移民政策学会との共催で外国

人労働者問題を扱った。各回とも多文化共生を視野に

入れた社会・文化・言語等の実践的研究を大きく進展

させるものとなった。 

［経営情報学部、経営情報イノ

ベーション研究科］ 

・ 経営・情報・総合政策分野

を連携・融合させた学際的研

究を推進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 地域経営研究センター、医療経営研究センター、ICT

イノベーション研究センターが連携し、地域企業のイ

ノベーション、地域包括ケアシステム、観光、防災、

オープンデータ活用などに関する研究を推進した。ま

た、その成果を社会人学習講座、ビジネスセミナー、

各種シンポジウムで積極的に発信し、地域から高い評

価を得た。 

B 

 

 

 

 

［経営情報学部、経営情報イノベーション研

究科］ 

・ 平成 29 年度に引き続き、地域経営研究

センター、医療経営研究センター、ICT イ

ノベーション研究センター（以下「３セン

ター」という。）が連携して、地域、観光、

防災、社会保障などをテーマとした学際的

研究を推進し、社会人学習講座やビジネス

セミナーなどの機会を通じて、地域社会に

研究成果を公表する。 

（№.92） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 地域経営研究センターと医療経営研究センター、ICT

イノベーション研究センターで、経営・情報・総合政

策分野を連携・融合させた学際的研究を推進し、社会

人学習講座やビジネスセミナー「引き算のイノベーシ

ョン」で地域や企業のイノベーションの方向性を検討

し、地域の人口減少対策などの研究会・シンポジウム

を開催するなど、成果を地域社会に発信し、高い満足

度を得た。 

B  

 

・ 広範囲にわたるイノベーシ

ョンを促進する経営・情報・

政策に関する研究を推進す

る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 地域経営研究センター、医療経営研究センターに加

えて、第２期中期計画中に ICT イノベーション研究セ

ンターを新たに設置し、３センターを中心として経

営・情報・政策分野の研究を推進する体制を確立した。

３センターを基盤として、内外の組織と積極的に交流

を行いながら共同研究を推進し、イノベーション研究

の成果を学会誌や各種講座で積極的に発信した。さら

に、これら研究成果を社会人学習講座などで積極的に

地域に還元した。 

A    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ ３センターを軸に、分野を融合した以下

の研究の推進により、広範囲にわたるイノ

ベーションの促進を図る。 

① 地域活性化に関わる、観光などをテーマ

とした学際的研究 

② 地域の医療や介護に関する学際的研究 

③ 防災や観光分野での ICT 技術の利活用

に関する研究（継続研究） 

（№.93） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ ３センターを基盤として、下記の分野融合的研究を

進め、イノベーションの促進を図った。 

① 地域経営研究センターでは、地域活性化に関わる

ビジネスセミナーや社会人学習講座を開催し、研究

成果を発信した。 

② 医療経営研究センターでは、医療や介護などの地

域政策の研究会を行った。 

③ ICT イノベーション研究センターでは、最新の ICT

技術などを地域の防災に活用する研究を進めた。 

B  

 

・ アジア企業をはじめとし

た、「ものづくり県」静岡の

産業政策に関する研究を推

進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 地域企業による事業展開に向けての研究として、(1) 

アジア諸国に進出する、静岡県企業、中国企業、韓国

企業、ベトナム企業などの比較研究、(2) 静岡県茶の

需要拡大に向けての、中国の茶産地の実態調査研究、(3) 

アセアンにおける日系企業の経営現地化の研究などを

実施し、その成果を社会人学習講座、国際学会、シン

ポジウム、研究書などで発表し、研究に基づく政策提

言などを行った。 B 

 

 

 

 

・ 拡大するアジア市場での事業展開が地域

企業にとって大きな経営課題となってい

る背景を受け、新規事業開発によるアジア

市場の開拓に関する研究調査を行い、その

研究成果を各種セミナーや論文などを通

じて地域産業界に提供する。 

（№.94） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ （1）地域企業による事業展開の一環としてのアジア

市場の開拓に関する調査研究、（2）アジア企業と静岡

県を本拠地とする日本企業との比較分析などを実施

し、その研究成果をセミナーや論文などで発表した。 
B  

 

［看護学部、看護学研究科］ 

・ 地域で生活する人々の健

康・療養支援及び災害時にお

ける看護の役割に関する研

究を推進する 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 地域住民への保健・医療サポートとして、在住ブラ

ジル人への医療通訳者養成研修会をはじめ、精神障害

者や地域における子育て支援に関する研究を行った。 

B 

 

 

 

 

［看護学部、看護学研究科］ 

・ 地域に開かれた魅力ある大学院としての

認知力を高めるために、学内外の研究資金

を受けた研究成果や論文などの公開とと

もに公開講座を看護職に提供する。 

・ 防災支援に関連した研究を推進する。 

・ 地域で生活する人々の支援として、「生

活習慣病の改善に関する研究」「育児支援

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 地域で生活する人々、在留外国人の病院受診に係る

医療通訳の研究を継続して実施した。 

・ 地域支援に関連する研究として外国人親子の子育て

に関する研究、児童虐待予防、発達障がい児支援に関

する研究等に取り組んだ。 
・ 地域生活の精神障害者支援として、地域の防災に関

するインタビュー調査を実施し、その成果を学術誌を

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

に関する研究」「精神障害者の地域支援」

等の研究を推進する。 

（№.95） 

通じて発表した。 

[グローバル地域センター] 

・ アジア地域の社会・文化に

関する調査研究及び静岡県

における喫緊の課題である

危機管理体制の整備に関す

る調査研究を行う。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 「アジア・太平洋（政治・経済・社会）」部門では、

中国の自動車産業、中国の環境問題、中国の社会保障

制度に関する研究を２カ月に１回のペースで開催し

た。「21 世紀アジアのグローバル・ネットワーク構築と

静岡県の新たな役割」に関する調査研究では研究会を

設置して研究を推進するとともに、それぞれの研究員

がテーマに応じて共同研究を行うことを可能とし、中

国国家発展改革委員会総合運輸研究所や寧波大学との

共同研究がスタートした。また、ハラール産業・ムス

リム消費行動に関する研究や義烏小商品市場のマーケ

ット戦略と購買ネットワークに関する調査研究では静

岡県の施策展開にアドバイスを行った。 

・ 「危機管理」部門では、静岡県の危機管理体制の改

善に向けた調査研究を行い、毎月実施する定例協議に

おいて意見・提言を行った。組織改正や宿直体制・防

災ヘリの運行など運用面での改善が図られた。 

・ 「地震予知」部門では、東海大学や静岡大学との共

同研究体制が整備され、地震予知研究のための研究会

を開始した。 

A 

 

 

 

 

[グローバル地域センター] 

・ 「アジア・太平洋（政治・経済・社会）」、

「危機管理」及び「地震予知」に関する調

査・研究を継続する。また、調査・研究成

果等の情報発信、広報（シンポジウムの開

催等）及び懇話会（サロン）の運営を行う。 

（№.96） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 「21 世紀アジアのグローバル・ネットワーク構築と

静岡県の新たな役割」に関する調査研究について、国

際セミナー１回、国際研究会２回、合同研究会４回開

催し、中国の一帯一路構想の実態と課題や清水港と寧

波港の歴史比較と今後の地域間交流の深化に向けた研

究課題に大きな進展が見られた。中国社会保障制度研

究会は７回の研究会と中国現地調査を実施し、12 月に

県民向けの研究成果報告会を開催した。 

・ 静岡県の危機管理体制の改善に関する調査研究では、

危機管理要員の教育訓練施設に関する提案を行った。 

・ 地震予知研究とリスク評価に関しては、南海トラフ

監視の新手法を開発し、気象庁と実務展開のための研

究を開始した。また、県内３箇所（４回シリーズ）で

市民と専門家を交えた防災講座を開催した。 

B  

 

イ 静岡県立大学短期大学部        
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 各学科等が持つ研究資源と

地域ニーズの整合を図り、

人々の生活の活性化に寄与

するための研究を推進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 歯科衛生学科では、小児や高齢者における口腔保健

に関する研究を実施し、国内及び国際学術雑誌に成果

を発表した。 

・ 認知症研究、介護離職率の研究、保健・医療・福祉

の連携教育など、各学科が持つ研究資源について、地

域の福祉ニーズとの整合を図り、施設職員らと共同し

ながら研究を推進してきた。 

・ 地域の人々の生活の活性化に寄与するため、保育の

質向上に資する研修会を開催するなど研究の成果を地

域に積極的に還元した。 

B 

 

 

 

 

・ 短期大学部の特長である、保健・医療・

福祉の支援に関する研究を引き続き推進

する。 

（№.97） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 社会福祉学科社会福祉専攻で、保健・医療・福祉の

支援に関する研究を推進するために、静岡済生会看護

学校と合同講義を実施した。（平成 31 年 2 月４日実施） 

・ 歯科衛生学科で、小児期の口腔保健に関する研究の

一部を歯科医学領域で最大の国際学会（IADR, ロンド

ン）において成果発表した。(平成 30 年６月) 

B  

 

・ 地域特性を考慮し、震災時

の保健、福祉等に関する研究

を推進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 社会福祉学科では、災害に関する研究を推進し外部

資金を獲得してきた。さらにその研究を充実させるた

めに、防災訓練を強化し、近隣の障害者施設と共に災

害に関する研究を推進してきた。 

・ 震災を想定し、近隣の知的障がい者通所施設の利用

者、町内会及び短期大学部学生が協働し、防災訓練を

行うとともに、災害を意識した保健・医療・福祉・教

育等の研究を継続して実施した。 
B 

 

 

 

 

・ 静岡県の地域特性に鑑みた、震災時の保

健・医療・福祉等についての研究を、引き

続き推進する。 

（№.98） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 防災訓練に地域障害者施設（ラポール葵）の利用者

及び支援員の参加も得ながら、地震訓練・防災訓練な

ど合同で実施し、災害時の支援の方法などについて研

究を実施した。 

・ 震災を想定し、近隣の知的障がい者通所施設の利用

者、町内会及び短期大学部学生が協働し、防災訓練を

行うとともに、災害を意識した保健・医療・福祉・教

育等の研究を継続して実施した。 

B  
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中 

期 

目 

標 

 

ア 研究の実施体制の整備 

目指すべき研究水準及び研究成果を達成するため、研究組織の弾力化を図るとともに、必要に応じ、国内外の研究機関等との人材の交流を

推進する。また、産業界や国、自治体等との産学官連携研究を積極的に推進する。 

イ 研究環境の整備 

全学的な視点から施設・設備の有効活用を図るとともに、必要な研究環境の整備に努める。 

ウ 知的財産の創出・活用 

研究成果の知的財産化とその活用を戦略的に推進する。 

エ 研究活動の改善 

研究の水準や成果を向上させるため、研究内容や研究方法を検証し、研究活動の改善に活用する。 

 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

ア 研究の実施体制の整備        

・ 共同研究等を推進するた

め、国内外の研究者とのネッ

トワーク形成を推進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 国や地方自治体の公募において、必要に応じ公募説

明会に参加し、情報収集に努めるなどしてネットワー

クでの共同申請を積極的に働きかけた。 

・ 静岡市主催のコーディネーター会議や知的財産連絡

会議等に出席し、各機関とのネットワーク形成等に取

り組んだ。 

・ 平成 27 年度以降、産学官金連携マッチング会等を開

催し、マッチングに取り組んだ。 

・ 県外の技術展示会等に教員が参加し、技術移転稼働

を行った。 

・ 毎年度、静岡健康・長寿学術フォーラムを開催し、

国内外の研究者とのネットワーク形成を推進した。 B 

 

 

 

 

・ 外部資金応募に際して、研究者が形成し

たネットワークに加え、コーディネートに

よるネットワークでの共同申請を積極的

に働きかける。 

・ コーディネートに必要な情報収集を充実

させるため、新たな会議等への参加を図

る。 

・ 教職員に対して、ネットワーク形成の意

識づけを行うとともに、産学官連携を目的

とする会議や他機関の研究成果発表会等

への、研究者の参加を促す。 

（№.99） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 国や地方自治体の公募について、公募説明会に参加

し、情報収集に努めるなどして教員等にネットワーク

での共同申請を積極的に働きかけた。 

・ 静岡市主催のコーディネーター会議や知的財産連絡

会議等に出席し、各機関とのネットワーク形成等に取

り組んだ。 

・ 産学官金連携マッチング会（６月、10 月、11 月）や、

県外の技術展示会等への教員の参加を促した。 

・ 第 23 回静岡健康・長寿学術フォーラムを 11 月 16 日、

17 日にグランシップで開催し、国内外の研究者とのネ

ットワーク形成を推進した。 

B  

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
２ 研究 
（2）研究の実施体制等 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 共同研究や受託研究を活発

に展開するため、他大学や研

究機関、地方自治体等との産

学官連携を強化する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ COC 事業における地域志向研究の領域を確立し、毎

年、学内公募により 20 件程度を実施してきた。 

・ 静岡市をはじめとする市町の課題解決に向けた研究

に協力した。 

・ その他、本学教員が、市町の各種委員として活動し、

学生も地域をフィールドとした学習を進めた。 

・ 静岡大学等とともにＣＯＣ+の事業を実施してきた。 

B 

 

 

 

 

・ 「地（知）の拠点整備事業（COC）」及び

「地（知）の拠点大学による地方創生推進

事業（COC+）」採択校と連携したイベント

を開催する。また、補助事業により、自治

体をフィールドとした研究等に対し、12 

件程度の研究費配分を行う。 

（№.100） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ COC 事業における地域志向研究として 21 件を採択

した。 

・ 静岡市をはじめとする中部５市２町が公募するしず

おか中部連携中枢都市圏域地域課題解決事業におい

て、本学は７課題の採択を受けた。 

・ 藤枝市地域政策研究・創造事業において、本学は１

課題の採択を受けた。 
・ 静岡大学等とともに COC+の事業として「地域・教育

研究フェア」（２月 14 日）を開催した。 

B  

 

・ 外部資金は、第１期中期計

画期間の実績を超える件数

及び金額の獲得を目指す。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 国や地方自治体の公募において、必要に応じ公募説

明会に参加し、情報収集に努めるなどして、応募を促

進した。 

・ 科学研究費助成事業の採択率向上を目指して不採択

者のうち A 評価を得た者に対する教員特別研究費の配

分や科研費申請書のアドバイザーによるアドバイスを

実施した。 

・ 短期大学部では、外部資金の募集案内等多くの機会

を学内公表し、外部資金を獲得するよう喚起した。 

・ 外部資金の獲得金額及び件数は平成 25 年度以降順調

に増加させてきた。 A 

 

 

 

 

・ 外部資金獲得のため、各種公募に対する

申請支援を積極的に行い、応募を促進す

る。 

・ 外部資金の募集案内等を速やかに学内公

表するとともに、科学研究費、JST 公募、

農水省公募などの外部資金に対する説明

会・研修会を適切に開催する。年間 333 件

及び金額 933,225 千円以上の獲得を目指

す。 

・ 科学研究費助成事業への申請を促進する

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 国や地方自治体の公募において、説明会に参加し、

情報収集に努めるなど、応募を促進した。 

・ 外部資金を 373 件、891,784 千円獲得した。 

・ 科学研究費助成事業不採択者のうち A 評価を得た者

20 人に対して教員特別研究費を配分した。また、科学

研究費助成事業申請書 13件について教授等８名のアド

バイザーによるアドバイスを実施した。 

・ 学内で公募情報を配信した。 

・ 学内で公募説明会、相談会を実施した。 

A  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

ため、不採択者のうち高い評価を得た者に

対して教員特別研究費の配分枠を設ける

ほか、教員による調書のアドバイス等を行

い、応募数及び採択率の向上を目指す。 

・ 短期大学部では、外部資金の募集案内等

を速やかに学内公表し、平成 29 年度以上

の外部資金の獲得を目指す。また、科学研

究費の説明会を実施するなど、獲得件数の

増加を図る。 

（№.101） 

・ 短期大学部では、外部資金の募集案内等多くの機会

を学内公表し、外部資金を獲得するよう喚起した。 

・ 【再掲】「全学的な重点課

題」に関する具体的な取組の

検討及び調整を行うため、学

内会議を設置する。 

  

 

 

 

 

 

【再掲】 

・ 「国際関係学部等の見直し」について、

「国際関係学部の改革等に係る提案」の具

体化を引き続き進める。 

・ 平成 31 年度に経営情報学部で予定され

ている観光教育の開始に向け、経営情報学

部をはじめとする関係部署で準備を進め

ていく。 

（№.62） 

 

  

 

イ 研究環境の整備        

・ 電子資料やデータベースの

整備充実を図るとともに、学

術・情報資源のネットワーク

化及びアーカイブ化を推進

する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 本学機関リポジトリで、オープンアクセスリポジト

リ推進協会が推奨するJAIRO Cloudへの完全移行を行

い、本学の研究成果や学術情報資源へのアクセス環境

を整備した。 

・ 図書館情報委員会等の協議を通して電子ジャーナ

ル・データベースの整備を図った。 
B 

 

 

 

 

・ 本学のコア電子資料とは何かなど電子ジ

ャーナル・データベースの整備のあり方に

ついて、図書館情報委員会等で今後も検討

する。 

・ 機関リポジトリでは、オープンアクセス

リポジトリ推進協会と連携し、本学の研究

成果や学術情報資源の利活用を推進する。 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 図書館情報委員会等の協議を通して電子ジャーナ

ル・データベースの整備・充実を図った。特に、平成

31 年度の購入計画策定では、各学部教員の意向を最優

先に契約の見直しができた。 

・ 機関リポジトリでは、学生室や紀要委員会と連携し

てコンテンツの充実を図るとともに、オープンアクセ

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

（№.102） スリポジトリ推進協会と連携し、研究成果の利活用を

推進した。特に、機関リポジトリ・コンテンツの充実

に向け、学内の室長会議や全学教務委員会、図書館情

報委員会で他大学の先進的な取組について報告した。 

・ 老朽化した共同利用研究機

器の計画的な更新を進める。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 県からの補助金等により、教育研究機器整備計画に

基づく優先順位に従い、高分解能多目的分離質量検出

システム、質核磁気共鳴装置など研究機器の更新を行

った。 
B 

 

 

 

 

・ 研究水準の維持・向上を図るため、共同

利用研究機器の更新は、取得からの経過年

数や利用頻度等を勘案し、県からの補助金

等により計画的に実施する。 

（№.103） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 県からの補助金等により、教育研究機器整備計画に

基づく優先順位に従い、核磁気共鳴装置など研究機器

の更新を進めた。 
B  

 

・ 臨床研究や動物実験を実施

するための国際水準を踏ま

えた研究体制の充実を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 国際水準に適合した実験体制の充実を図るため、平

成 28 年度に動物実験に関する規程及び細則を改正し、

以後、それら規程等に基づいて動物実験の申請、審査

を行った。 

・ 実験動物麻酔装置を必要台数整備し、研究環境の改

善を進めた。 

B 

 

 

 

 

・ 改訂した規程及び細則に基づいて動物実

験の申請、審査、実施体制を整備していく。

また、不足している麻酔装置の整備に努め

る。これらにより、相互検証で指摘を受け

た問題点の解決に務めるとともに、国際水

準に適合する動物実験体制の整備を更に

推し進める。 

（№.104） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 改訂した規程及び細則に基づいて動物実験の申請、

審査を行い、国際水準に適合した実験体制の実施に取

り組んだ。 

・ 実験動物麻酔装置は平成 29 年度末に前倒して追加導

入したため、平成 30 年度には改善が進んだ研究環境で

動物実験を行った。 

B  

 

ウ 知的財産の創出・活用        

本学としての知的財産の戦

略的なマネジメントのもと、マ

ネジメント体制の充実を図る

とともに、積極的な知的財産の

創出・活用、知財教育の推進な

ど効果的・効率的に知財活動に

取り組む。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 発明委員会を定期的に開催し、新規発明の権利化を

進めた。 

・ ＪＳＴと共催で新技術説明会を開催したり、産学官

金連携マッチング会の開催、県外の技術展示会への参

加等により、教員の発明の技術移転を促進した。 

・ 全学部生対象の知財講座及び研究者のための特許活

用法について弁理士による学内セミナーを開催した。 

A    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ マッチング会の開催や技術展への積極的な参加を通

じ、技術移転が具体的に進展している。 

 

・ 発明委員会を原則として月１回開催し、

迅速な特許出願（JST 等の支援を活用した

外国出願を含む。）に対応するとともに、

産学官連携推進本部において、大学が保有

する産業財産権外の知財（ノウハウ・有体

物）の技術移転を進めるため、展示会やマ

ッチング会、企業への個別打診を積極的に

行う。また、教職員対象の知財セミナー、

全学部生対象の知財講座を実施する。 

（№.105） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 知的財産のマネジメント体制の充実や知財教育に積

極的に取り組み、顕著な成果をあげることができた。 

・ 発明委員会を毎月１回開催し、17 件の発明があった。

また、国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）

と共催による新技術説明会の開催、産学官金連携マッ

チング会の開催、Bio tech 2018 への本学教員出展等に

より、教員の発明の技術移転を促進した。さらに、全

学部生対象の知財講座及び研究者のための特許活用法

について弁理士による学内セミナー（12 月 14 日）を

開催した。 

A  

 

エ 研究活動の改善        

・ 認証評価等の外部評価にお

ける研究（研究環境）に関す

る提言を踏まえるとともに、

学内で継続実施してきた研

究成果発表等を通じた相互

評価及び教員活動評価制度

等による研究活動の検証に

努め、研究水準向上への取組

を推進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 外部評価の提言、外部研究機関との交流を通じた相

互評価及び教員活動評価制度や業績集等を活用して、

研究活動の客観的な検証を行い、研究の活性化及び研

究水準の向上を図った。また、学部内に内部質保証委

員会を立ち上げ、自己点検評価を定期的に行う体制を

構築した。 

・ 平成 25～30 年度における教員活動評価及び研究業績

目録の発行により、研究活動の客観的な検証を行うと

ともに、US フォーラム等における相互理解・相互研鑽

により、研究水準の向上に取り組んだ。 

・ 産・学・民・官の連携を考えるつどい、社会人学習

講座、学部紀要、研究科紀要、COC サロンなどを通じ

て学外への研究活動を公表し、学内での研究の相互評

価や民間への研究成果のフィードバックにより、研究

水準の向上に取り組んだ。 

B 

 

 

 

 

・ 大学基準協会や薬学教育評価機構による

外部評価の提言を踏まえ、内部質保証委員

会を中心に研究活動及びその評価体制に

関する自己点検評価を定期的に実施して

PDCA サイクルを機能させたり、US フォ

ーラム等を通じた相互評価及び教員活動

評価制度等を活用して、研究水準の向上に

努める。 

（№.106） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 教員活動評価による客観的評価及び US フォーラム

などの学内での研究成果発表等を通じて相互評価を行

い、研究活動の検証に取り組んだ。また、学部業績集

を作製し、教員活動に対する意識を高めた。 

・ 学部及び研究科紀要、社会人学習講座、各研究会、

COC サロンなどを通じて、研究成果の外部へ公表し、

それを通じて研究水準の向上を図った。 

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 学内の研究費の配分は、重

点研究分野、若手研究者育

成、学部横断プロジェクト等

を考慮し、外部評価制度を活

用した重点的・選択的な配分

とする。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 重点研究分野、若手研究者育成を考慮し、外部評価

制度の活用、部局・分野横断的研究への重点配分を実

施したほか、できるだけ早期の配分に取り組んだ。 
B  

 

 

 

 

・ 研究費の配分については、早期配分に努

め、引き続き、全学的な重点課題に対応す

る研究に対する重点配分を行う。 

（№.107） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 全学的重点課題に対応する、静岡県立大学の特徴を

活かした総合的ヘルスサイエンス教育・研究の推進な

ど８件に 5,474 千円を重点配分した。 

B  

 

・ シンポジウム、ホームペー

ジ、紀要、機関リポジトリ（大

学等の産出する学術資料を

電子的に蓄積・公表するシス

テム）等により本学の研究成

果や学術情報を公開し、評価

を高めるための積極的な広

報に努める。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 毎年度、研究シーズ集を発行し、展示会等の場を活

用して大企業や地元企業に配布し、共同研究の推進を

図った。 

・ 毎年度、ＵＳフォーラム、静岡健康・長寿学術フォ

ーラムを開催し、本学の研究成果や学術情報を公開し

た。 

・ 毎年度、公開講座を県大草薙キャンパス会場、小鹿

キャンパス・短期大学部会場、県内の会場で開催し、

研究成果や学術情報を公開した。 

・ 図書館で、機関リポジトリや静岡県立大学資料コー

ナー等の整備・充実など、本学教員の著作図書や雑誌、

論文等を積極的に蓄積・公開し、積極的な広報に取り

組んだ。 

B 

 

 

 

 

・ US フォーラム、公開講座、静岡健康・

長寿学術フォーラムなど学外者が聴講で

きる研究成果発表等を実施するほか、シン

ポジウム、ホームページ、紀要等により積

極的に研究成果や学術情報を公開する。 

・ 図書館では、今後も図書館ホームページ

や機関リポジトリ、広報誌「はばたき」や

図書館だより、全学メールや電子掲示板等

による情報発信に努めることで、本学の研

究成果や学術情報資源の利活用を推進す

る。 

（№.108） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 研究シーズ集を３月に発行し、展示会等の場を活用

して大企業や地元企業に配布し共同研究の推進を図っ

た。 

・ US フォーラム、静岡健康・長寿学術フォーラムを開

催し、研究成果や学術情報を公開した。 

・ 公開講座を県大草薙キャンパス会場、小鹿キャンパ

ス・短期大学部会場、中部会場、西部会場で計 16 回開

催し、研究成果や学術情報を公開した。 

・ 図書館で、研究業績目録・紀要の公開、機関リポジ

トリや大学資料コーナー等による教員著作図書や雑

誌、論文等の保存と発信に取り組んだ。特に、11 月の

「岡村昭彦文庫 10 周年・岡村昭彦資料室公開記念講演

会」では、全国から 47 人の関係者等が集い、本学の岡

村昭彦研究と岡村昭彦資料室開設の周知を図ることが

できた。また、国際関係学部・森山優教授の指導を受

け、館内に特別チームを作り１年がかりで「浦上喜平

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

収集紙芝居(浦上史料)」として整備し、12 月には図書

館ホームページに新しくサイトを作り情報発信をする

とともに、「紙芝居研究会シンポジウム」を館内で開催

するなど、研究成果や学術情報資源の利活用を推進し

た。 
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中
期
目
標 

 

地域に開かれた大学として、県民のニーズに的確に対応した多様な学習機会を提供する。また、産学民官による連携を推進し、研究成果の地

域への還元を積極的に行うとともに、地域の諸課題の解決に資するため、社会への提言活動を行うなど、大学の知的資源を活用した地域社会と

の連携を推進する。 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

＜全学的な活動展開＞ 

・ 全学的な地域貢献活動を展

開し、地域社会との連携強化

を図る。 

 
（中期目標期間の実施状況等） 

・ 全学的に地域貢献活動を推進するため、学内組織を

整備し、文部科学省の公募事業「地（知）の拠点整備

事業」に応募し、「ふじのくに『からだ・こころ・地域』

の健康を担う人材育成拠点」として、県内の大学で唯

一採択を受けた。（平成 26 年度） その後、県内自治

体等と連携しながら事業を展開し、「しずおか学」科目

群の設置・実施、地域・大学共創シンポジウムの開催

（平成 27 年度以降毎年度）、「静岡県立大学コミュニテ

ィフェロー」制度の創設及び同制度による学生の表彰

等に取り組んだ。 

・ 静岡市と牧之原市と共同運営の「みらい交流サテラ

イト」の設置（平成 27 年４月）、「地域・大学共創シン

ポジウム」の開催（平成 27 年度以降毎年度）、シンポ

ジウム、ワークショップ、イベント等に取り組んだ。 

・ 「ふじのくに」みらい共育センターで複数学部によ

る健康長寿に関する地域活動を実施した。ムセイオン

静岡の事業として公開授業を行い、多くの一般県民が

参加した。 

・ 「地（知）の拠点整備事業」の推進を通して、薬学

部生によるお薬相談会や健康測定会、薬学部生及び食

品栄養科学部生による来場者の内臓脂肪面積測定、血

管年齢測定及び肺年齢測定など、健康長寿に関する地

域貢献活動を推進するとともに、モバイル・ファーマ

シーを活用し、本学が地域に貢献する大学であること

を内外にアピールした。 

・ 学内の COC 地域志向研究、地域による課題解決事業

や政策研究、学生の育成事業などに多数の研究が採択

され、計画以上の成果を得た。また、研究成果の発表

の場としての COC サロン、学生を参加させて地域の先

進的な企業を見学するバスツアーなどを積極的に開催

A    

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
３ 地域貢献 
(1) 地域社会との連携 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

した。 

＜全学的な活動展開＞ 

・ 「地（知）の拠点整備事業」を推進し、

本学が地域に貢献する大学であることを

内外にアピールする。 

・ ｢ふじのくに｣みらい共育センターを中心

に、健康長寿に関する学部横断の地域貢献

活動を推進する。 

・ 県立美術館、県立中央図書館、県埋蔵文

化財センター、県舞台芸術センター、グラ

ンシップ及びふじのくに地球環境史ミュ

ージアムと協働した文化の発信活動「ムセ

イオン静岡」を推進し、地域社会の文化力

の向上に寄与する。 

（№109） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 平成 31 年 1 月 26 日に「地域・大学共創シンポジウ

ムを開催した。 

・ COC 事業の地域志向研究として 21 課題、静岡市等に

よる地域課題解決事業等として８課題の研究を進めた

ほか、学部の異なる教員の間で意見交換を行うこと等

を目的に COC サロンを年間４回実施した。 

・ しずおか学である「ムセイオン静岡－舞台芸術－」

の公開授業として、ＳＰＡＣ宮城芸術総監督による講

義（７月）、「音楽劇羽衣」（11 月）、シタール演奏、Ｓ

ＰＡＣ宮城芸術総監督と立田名誉教授との対談（１月）

を実施した。 

・ 「くすり・たべもの・からだの協議会」主催講演会

で、薬学部生が中心となり健康支援活動を行った。ま

た、「健康づくりイベント」において、薬学部、食品栄

養科学部の学生による内臓脂肪面積測定や血管年齢測

定、肺年齢測定などを実施した。さらに、菊川市のみ

なみやま会館、内田地区センター、川根本町の徳山コ

ミュニティ防災センターにおいて、モバイル・ファー

マシーの展示、薬学部生によるお薬相談会及び健康測

定会を実施した。これらの地域貢献活動によって、計

画以上の実績をあげることができた。 

・ 経営情報学部では、COC 地域志向研究 WG 分で１件、

静岡市委託の生涯活躍のまち（CCRC）事業において３

件、静岡中部連携中枢都市圏地域課題解決事業及び藤

枝市地域政策研究で３件調査研究を行った。また、研

究成果の発表の場としての COC サロン、学生を参加さ

せての企業見学バスツアーなどを開催した。 

・ 「ふじのくに」みらい共育センターにおいて、医療

安全と質の向上を目的としたチーム STEPPSによるトレ

ーニングを推進し、本校で開催された日本在宅看護学

会においてもその成果を発表した。 

・ 平成 30 年度も NPO 法人バディプロジェクトと看護学

部との共催事業である「ひよこママのサプリ講座」を

開催した。参加者は 17 組の母子で、実施後のアンケー

ト調査もよい結果であった。 

A  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 小鹿キャンパス防災訓練では、大学近隣の就労継続

支援 B 型事業所から初めての参加もあり、学生・教職

員と地域との連携強化を図った。 

＜多様な学習機会の提供＞ 

・ 保健・医療・福祉に関わる

職能団体等と連携して、卒後

教育セミナーや研修会、講習

会等を開催し、地域社会に貢

献できる人材に学習・研鑽の

場を提供する。 

 
（中期目標期間の実施状況等） 

・ 保健・医療・福祉に関わる職能団体と連携して、地

域社会に貢献できる人材に学習の場を提供するための

講習会等（東海薬剤師学術大会、東海ブロック病院薬

剤師学術大会、薬物療法研修会、薬学生涯研修講座、

リカレント教育講座、禁煙アドバイザー育成講習会、 

総合食品学講座、AED 講習会等）を開催した。 

・ 食品学関連企業の実践的な学びの場として、食品の

加工技術、マーケティング、そして実習を含む 30 講座

からなる総合食品講座を継続して開催した。講義期間

の重複から当初学部学生が参加できる講座が限られて

いたが、特に学部学生の関心が高い６講座を平成 29 年

度から集中講義期間に設定して食品学 I の講義の一貫

とし、３学科 80 弱が参加できるように変更し、結果と

して述べ人数で３倍程度の受講生を確保できるように

なった。講座前後には事業推進委員会を開催し、社会

の要望に沿った形で講座内容の改善を行った。 

・ 地域経営研究センター、医療経営研究センター、ICT

イノベーション研究センターで、地域社会のニーズに

対応し、地域や企業のイノベーションの促進に貢献す

る社会人学習講座やビジネスセミナー、各種シンポジ

ウムなどを開講し、多様な学習機会を提供した。 

・ 静岡県看護協会や静岡県で開催された学術集会を学

部として後援した。また、諸機関と連携しながら、看

護研究や看護教育における講師派遣を行った。 

・ 短期大学部では、難病研修会（ＮＰＯ法人静岡難病ケ

アネットとの共催）、ホスピタル・プレイ・スペシャリス

ト（HPS)養成事業による通常講座及び週末講座（NPO 法

人ホスピタル・プレイ協会と共催）、小学生を対象とした

歯に関するイベント（静岡市健康づくり推進課と共同）、

歯科医師会の依頼を受けた講習会等で、地域の保健・医

療・福祉職に学習・研鑽の場を提供した。 

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

＜多様な学習機会の提供＞ 

・ 保健・医療・福祉に関わる職能団体等と

連携して、地域社会に貢献できる人材に学

習の場を提供するための講習会等の充実

を図る。 

・ 総合食品学講座は継続開催し、更なる充

実を図る。インターンシップ先に関して

も、更に派遣先の拡大を目指す。「フード

サイエンスネットワーク」については、シ

ンポジウムの開催を含めた活動を検討す

る。 

・ 地域経営研究センター、医療経営研究セ

ンター、ICT イノベーション研究センター

を基盤とし、分野を融合し広範囲にわたる

イノベーションを促進する研究として、地

域活性化に関わる観光などをテーマとし

た学際的研究を実施し、この研究を含む教

員の研究成果を地域に公表する場として、

平成 29 年度に引き続き、社会人学習講座

を企画・開催する。 

・ 静岡県民の保健・医療に関する意識と知

識を高めることを目的に、静岡県や市の主

催する市民大学講座、公開講座などに講師

として教員を派遣する。 

・ 公益社団法人静岡県看護協会が主催する

第 49 回（平成 30 年度）日本看護学会学

術集会‐慢性期‐の開催に関する運営を

支援する。また、同協会が主催する平成

30 年度教育計画に対して講師として教員

を派遣して、看護・研究を推進する。 

・ 静岡県及び全国のがん医療に関連する５

分野の認定看護師の育成のために、静岡県

立静岡がんセンター認定看護師教育課程

に講師として教員を派遣する。 

・ 静岡県の看護教員の質の向上のための継

続的な研修会に講師として教員を派遣す

る。 

・ 短期大学部においては、ホスピタル・プ

レイ・スペシャリスト(HPS)養成講座や、

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・保健・医療・福祉に関わる職能団体と連携して、地域

社会に貢献できる人材に学習の場を提供するための講

習会等（静岡県立大学・病院・地域薬局連携薬物療法

研修会、薬学生涯研修講座、リカレント教育講座、禁

煙アドバイザー育成講習会、総合食品学講座）を開催

した。 

・地域経営研究センターと医療経営研究センター、ICT イ

ノベーション研究センターで、ビジネスセミナー「引

き算のイノベーション」、地域の人口減少対策などの研

究会・シンポジウム及び社会人学習講座を開講した。 

・看護学部で、静岡県民を対象とする公開講座・講演会

（講師）、第 49 回日本看護学会学術集会-慢性期-（運

営・開催側）、静岡県看護協会（学術研究推進委員、研

修会などの講師）、静岡県立静岡がんセンター（認定看

護師教育課程の教員、講師）、県内の看護専門学校や看

護関連大学などの教育機関や病院などの医療施設（講

師）に教員を派遣し、看護学の普及と看護師の育成に

貢献した。 

・ 短期大学部で、ホスピタル・プレイ・スペシャリス

ト(HPS)養成講座を開催し、地域社会に貢献する社会人

に学習・研鑽の場を提供した。また、こども学科で「高

校生アカデミックチャレンジ」を開催し、専門学科の

高校生に大学での学習や研究を行う機会を提供して、

専門分野に対する学習意欲の高揚に努めた。静岡県民

を対象とする公開講座・講演会などに講師として延べ

３人の教員を派遣した。 

 

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

保健・医療・福祉・幼児教育に関わる職能

団体等と連携した講習会等や、「高校生ア

カデミックチャレンジ」「チャレンジラボ」

を開催する。また、関係機関と連携しなが

ら教員免許状更新講習を実施する。さら

に、参加者ニーズに基づく継続実施を図る

ため、関連団体との連携の更なる向上に努

める。 

（№110） 

・ 講義科目の積極的な公開や

リカレント教育を実施し、社

会人の生涯学習を支援する。 

 
（中期目標期間の実施状況等） 

・ 毎年度、地域経営研究センター、医療経営研究セン

ター、ICT イノベーション研究センターが協力し、学

内外と連携して、社会人学習講座やビジネスセミナー

を開催し、リカレント教育の場とした。 

・ 毎年度、社会人聴講生の受入れを行い、学生ととも

に授業を受けることが可能な講義科目を社会人等に積

極的に公開し、生涯学習を支援した。 

・ 短期大学部では、外部講師を招いて労働法や社会保

険、年金に関するリカレント教育講座を実施した。 

B 

 

 

 

 

・ 社会人聴講生や科目等履修生の受入れを

行う。 

・ 社会人学習講座やビジネスセミナーを開

催し、リカレント教育を社会に提供する。 

・ こども学科では、静岡県が行う「子育て

支援員・放課後児童支援員認定資格研修事

業」等に継続参画する。 

（№111） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 地域経営研究センター、医療経営研究センター、ICT

イノベーションセンターが協力し、社会人学習講座を

企画し、開講した。（平成 30 年度 開講 22 講座、受講

者 382 人） 

・ 社会人聴講生や科目履修生の受入れを行い、学生と

一緒に授業を受けることのできる講義科目を社会人等

に積極的に公開し、社会人等の生涯学習を支援した。

（平成 30 年度 （学部・大学院）公開 352 科目、聴

講：延べ 254 人が 114 科目を聴講） 

・ 社会人学習講座、ビジネスセミナーの開催情報を、

卒業生を含む地域社会に提供し、卒業生を含む多数の

参加を得た。 
・ 短期大学部では、11 月にリカレント教育講座を開催

し、外部の講師を招いて、専門職業人における労働法

や保健、年金に関する講座及び護身術に関する講座を

開催した。 

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 県民のニーズに対応した公

開講座、生涯学習プログラム

等を県内各地で定期的に開

催する。公開講座について

は、延べ人数で年間 800 人以

上の参加を目指す。 

 
（中期目標期間の実施状況等） 

・ 公開講座を定期的に県内各地で開催し、研究成果や

学術情報を公開した。 

・ 毎年度、中期計画に掲げる目標人数（延べ 800 人）

以上の参加者を得た。 

A 

 

 

 

 

・ 公開講座については、これまで実施して

きたニーズ調査の結果も踏まえ、県民のニ

ーズに応じたテーマや開催形式により、県

内の複数会場で開催する。また、県民を対

象とした講演会やシンポジウムなどの開

催に努め、公開講座については、延べ人数

で年間 800 人以上の参加を目指す。 

（№112） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 公開講座を県大草薙キャンパス会場、小鹿キャンパ

ス・短期大学部会場、中部会場（アイセル 21）、西部会

場（浜松市地域情報センター）で計 16 回開催し、延べ

1,527 人が参加した。 
B  

 

・ 地域の児童・生徒を対象に

模擬授業や研究室開放等を

実施し、幅広い分野への知的

関心と意欲を引き出すよう

に努める。 

 
（中期目標期間の実施状況等） 

・ 大学祭で模擬授業や研究室開放等を継続実施し、地

域の児童や生徒の幅広い分野への知的関心と意欲を引

き出すよう図った。 

・ 地元の自治会連合会定例会に参加するとともにし、

県内の高校に開催案内を送付することで、より多くの

児童や生徒が参加できる機会を設けた。 
・ 短期大学部では、キャンパス見学やオープンキャン

パス、オープンキャンパス mini（入試相談会）、県短わ

くわくツアーを行い、多くの学生や地域の子ども達に

知的関心を持ってもらえるよう図った。 

B 

 

 

 

 

・ 地域の児童・生徒が参加できる模擬授業

や研究室開放等を実施し、児童・生徒の幅

広い分野への知的関心と意欲を引き出す

ように努める。 

（№113） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 大学祭で、第１日目に研究室開放及び全学部で模擬

授業を行った。模擬授業には合計 73 人が参加した。周

知を徹底するために地元の自治会連合会定例会に参加

し、開催案内の説明と各自治会住民への配布を依頼し

た。また、県内の高校に開催案内を送付した。 

・ 短期大学部では、キャンパス見学(随時)やオープンキ

ャンパス（７月）、オープンキャンパス mini（８月）、

「「県短わくわくツアー」（８月）において、学科・専

攻ごとに模擬講義やデモンストレーション、施設見学

を行い、多くの学生や地域の子ども達に知的関心を持

ってもらえるよう努めた。 

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

＜社会への提言活動＞ 

・ 地域社会のシンクタンクと

して、調査・研究の活動を通

じて地域社会が抱える諸問

題の解決に向けた提言活動

を行う。 

 
（中期目標期間の実施状況等） 

・ グローバル地域センターで、中国自動車産業や環境

問題、社会保障制度に関する調査研究を行い、報告書

を作成するとともに、報告会を開催して成果を県民に

還元した。義烏小商品市場に関する研究は静岡県の市

場調査につながった。ハラール産業・ムスリム消費行

動に関する研究については、講演会等により広く情報

提供を行い産業界に還元した。地震予知に関する調査

研究ではワークショップや防災連続講座を開催し、研

究成果の報告と普及啓発を行った。 
B 

 

 

 

 

＜社会への提言活動＞ 

・ 大学・大学院附属センターにおける研究

発表・報告、提言書、講演などの活動を通

じて地域社会の諸問題の調査・研究及び解

決に向けた提言活動を行う。 

（№114） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 「中国の社会保障制度研究会」において、研究成果

を研究報告会や報告書より県民に報告した。静岡県の

危機管理体制の改善では、危機管理要員の教育訓練施

設の整備に関する具体的な提案を行った。「地震予知」

部門では、県内３箇所で防災講座を開催し、研究成果

と防災意識の重要性を広く県民に発信した。 

B  

 

＜産学民官の連携＞ 

・ 研究に対する社会的なニー

ズとシーズの融合を進め、産

学官の共同研究、受託研究を

積極的に推進する。 

 
（中期目標期間の実施状況等） 

・ 本学が有する新技術の説明会（産学官金連携マッチ

ング会等）を開催し、マッチングに取り組んだ。 
・ 県外の技術展示会等に教員が参加し、技術移転稼働

を行った。県外の技術展示会への参加は、平成 30 年度

であれば、Bio-tech アカデミックフォーラム、イノベ

ーション・ジャパン 2018-大学見本市、Bio Japan 2018、

ＪＳＴによる新技術説明会の５回であり、県内で行う

マッチング会３回と併せて、年間８回行った。以上の

取組により、共同研究に向けた検討が進むとともに、

製薬企業への物質の提供、MTA 契約（資料提供契約）

締結の決定などマッチングの成果も得られた。 

A 

 

 

 

 

＜産学民官の連携＞ 

・ 本学の研究シーズの内容を踏まえ、新技

術説明会、相談会及び交流会などを県内外

で複数回開催し又は参加し、効果的に企業

のニーズと大学の研究シーズのマッチン

グを進める。 

（№115） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 産学官金連携マッチング会を３回実施するとともに、

県外で開催される技術展示会等に積極的に出展し、企

業ニーズと研究シーズとのマッチングを進めた。 A  

 

・ 共同研究、受託研究につい

ては、第１期中期計画期間の

 
（中期目標期間の実施状況等） 

・ 随時、企業からの技術相談を受け、また、教員から
A    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

実績（件数）を超える研究の

実施を目指す。 

のヒアリングを(平成 30 年度は月 10 件以上）実施し、

共同研究、受託研究の獲得を推進した。 

・ 受託研究及び共同研究の件数は、平成 25 年度 85 件

から 30 年度は 127 件と、確実に契約件数が増加した。 

・ 共同研究、受託研究について、計画以上の件数を実

施した。 

・ 企業からの技術相談及び教員からのヒア

リングを月４回（週１回）以上行うなどの

取組により、86 件以上の共同研究、受託

研究を実施する。 

（№116） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 企業から技術相談 60 件を受け、また、教員からのヒ

アリングは月 10 件以上実施した結果、年度計画に掲げ

る目標件数を上回る 127 件の共同研究、受託研究を実

施した。 

A  

 

・ 県内自治体や NPO 法人等

の活動と連携し、地域振興プ

ロジェクトや地域防災活動

に積極的に協力する。 

 
（中期目標期間の実施状況等） 

・ 本学及び本学周辺にある文化教育機関とともにムセ

イオン事業を展開し、ムセイオン連携講座等、ムセイ

オンこどもプロジェクトを実施した。 

・ しずおか学である「ムセイオン静岡－舞台芸術－」

の公開授業として、SPAC 宮城芸術総監督による講義や

音楽劇「羽衣」を実施し、地域貢献（文化の情報）を

進めた。ＳＰＡＣとの協働による公開授業には多くの

県民の参加があったことから、文化の発信が具体的な

形で表れたと考える。 

・ 短期大学部では、静岡県（地震防災センター）と共

催で「ふじのくに防災士養成講座」を開催し、地域の

防災意識の向上を図った。 

・ 学生には「地域防災の日」に地域の防災訓練へ積極

的に参加するよう呼びかけ、地域防災活動に事務局だ

けでなく学生も積極的に協力するよう取り組んだ。 

A 

 

 

 

 

・ 「ふじのくに防災士養成講座」など、防

災に関する講座を静岡県等と連携して開

催する。 

・ 関係機関と連携して、「ムセイオン静岡」

としての文化の発信活動を行い、また、地

域と協働した企画を実施する。 

（№117） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ しずおか学である「ムセイオン静岡－舞台芸術－」

の公開授業として、ＳＰＡＣ宮城芸術総監督による講

義（７月）、音楽劇「羽衣」（11 月）、シタール演奏、Ｓ

ＰＡＣ宮城芸術総監督と立田名誉教授との対談（１月）

を実施した。特に、音楽劇「羽衣」には、県民 132 人

を含む 245 人の参加があり、本学の文化の発信活動の

成果の１つが表れたと判断する。 

・ 静岡県（地震防災センター）と共催で「ふじのくに

防災士養成講座」を開催した。講堂や教室等の提供や、

運営等の面で協力した。 

A  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 静岡県地震防災センターで行われた「第 110 回ふじ

のくに防災学講座」（９月 15 日）において、尾池和夫

理事長が講演を行った。 

＜その他知的資源の地域還元＞ 

・ 小鹿キャンパスにおいて

は、健康度測定を伴う健康相

談、健康講座等を実施し、地

域住民の健康づくりに一層

貢献する。 

 
（中期目標期間の実施状況等） 

・ 短期大学部において、健康フェア（健康度測定、健

康相談等）を実施し、地域住民の健康づくりに貢献し

た。 

B 

 

 

 

 

＜その他知的資源の地域還元＞ 

・ 小鹿キャンパス（短期大学部）における

看護学科廃学科以後の健康フェアのあり

方を検討する。 

（№118） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 短期大学部において、健康フェア（健康度測定、健

康相談、お口の健康相談、福祉相談、子育て相談）を

実施した。 

・ 健康フェアには 43 人（健康度測定 34 人、相談コー

ナー９人）の参加を得た。特に今年は相談コーナーを

オープンスペースに配置し、立ち寄りやすい雰囲気を

心掛けた。 

B  
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中
期
目
標 

 

県における政策形成を積極的に支援するとともに、県の各種施策との連携を推進する。 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 本学教員の静岡県の各種審

議会、委員会等への参画や、

静岡県における諸課題の解

決に向けた積極的な研究活

動などを通じ、県施策の推進

に寄与する。 

 
（中期目標期間の実施状況等） 

・ 教員の専門性に応じた県各種審議会、委員会等への積

極的な参画を図ってきた。参画審議会・委員会数、参

画教員数とも増加してきている。 

・ 県からの受託研究、フーズサイエンスセンターからの

受託研究、ファルマバレーセンターからの受託研究な

ど、県との連携に基づく業務を推進した。 

B 

 

 

 

 

・ 静岡県の各種審議会・委員会等への本学

教員の積極的な参画を支援する。 

・ 静岡県の推進する各種プロジェクトと連

携し、食品の機能性や創薬に関連した研究

を進めるほか、静岡県及び関係団体等との

受託研究・共同研究を進める。 

（№119） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 兼業制度の適切な運用の下、教員の専門性に応じた県

の各種審議会、委員会等への積極的な参加を支援し、

平成 30 年度は、大学・大学院から 55 委員会延べ 73 人、

短期大学部から 16 委員会延べ 16 人が委員として参画

した。 

・ 県からの受託研究４件、フーズサイエンスセンターか

らの受託研究２件、ファルマバレーセンターからの受

託研究１件を行った。 

B  

 

・ 静岡県の試験研究機関等と

の連携大学院の活動を実施

する。 

 
（中期目標期間の実施状況等） 

・ 「環境衛生科学研究所」及び県中西部の総合病院との

間で、学生への指導教育とそれに伴う人的交流と技術

情報交換を行い、研究者の専門性の向上を図るととも

に専門性の高い職業人の養成に取り組んだ。 

・ 静岡県の試験研究機関、教育機関と県立大学との間で、

技術情報交換や人的交流が行われ、専門性の高い職業

人、研究者等の養成が行われた。 
B 

 

 

 

 

・ 大学院教育の充実や連携先の業務の活性

化を図るため、静岡県の試験研究機関や県

立病院等との協定に基づく連携大学院の

活動を引き続き実施する。 

（№120） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 静岡県環境衛生科学研究所ほか連携協定締結機関と

の間で、技術情報交換や人的交流（５人）を行った。 B  

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
３ 地域貢献 
(2) 県との連携 
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中
期
目
標 

 

大学間ネットワーク機能の強化に協力し、県内他大学と連携した教育や学生支援の充実を図る。 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

大学間ネットワーク機能の

強化に協力し、県内他大学と連

携した教育や学生支援の充実

を図る。 

 
（中期目標期間の実施状況等） 

・ 毎年度、静岡健康・長寿学術フォーラムの開催を通

じて、静岡大学、浜松医科大学との連携・交流を行っ

た。 

・ ふじのくに地域・大学コンソーシアムの事業である

「大学連携講座」、「ゼミ学生等地域貢献推進事業」、「共

同研究事業」、「合同 SD 研修会」等の開催、参加、採択

等を通じて、大学間ネットワーク機能の強化に協力し、

県内他大学と連携した教育や学生支援の充実を図っ

た。 B 

 

 

 

 

・ ふじのくに地域・大学コンソーシアムが

実施する県内大学との連携事業に参加し、

職員交流、学術交流・連携を一層深める。 

・ 静岡健康・長寿学術フォーラムの開催を

通じて、静岡大学、浜松医科大学との連

携・交流の促進に努める。 

（№121） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・第 23 回静岡健康・長寿 学術フォーラムの開催を通じ

て、静岡大学、浜松医科大学との連携・交流を促進し

た。 

・ ふじのくに地域・大学コンソーシアムの事業である

「大学連携講座」を１講座開催し、「ゼミ学生等地域貢

献推進事業」に４ゼミが参加し、「共同研究事業」に３

課題が採択された。また、合同 FD・SD 研修会等に 19

名が参加する等他大学との連携、交流を行った。 

B  

 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
３ 地域貢献 
(3) 大学との連携 
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中
期
目
標 

 

県内高校生の学習意欲の喚起や進路選択に資するため、高等学校との連携を推進する。 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 高校生の学習意欲の喚起や

進路選択に資するとともに、

学生が高校教育から大学教

育へ円滑に移行できるよう、

高校生を対象とした公開授

業や高校生の大学の授業へ

の参加、本学教員による出張

講義等を実施し、高等学校と

の連携を推進する。 

 
（中期目標期間の実施状況等） 

・ 高大連携事業について、高校側の希望を基に、県内

を中心に、県外にも講師を派遣して出張講義を実施し、

大学教育への関心の醸成を図った。平成 30 年度は過去

５年間の平均（出張先高校数 45 校、派遣教員数 103 名）

を上回っており、出張先高校数及び派遣教員数は年々

増加傾向にある。 

・ 本学国際関係学部での講義に静岡市内の高校（１校）

の生徒が毎年参加している。 
・ 県教育委員会の事業であるアカデミックチャレンジ

（イノベーションチャレンジ、チャレンジラボ）を薬

学部、食品栄養科学部、経営情報学部で受け入れてい

る。 

B 

 

 

 

 

・ 本学の特色を活かした大学における高度

な教育・研究に触れるとともに、大学生活

の雰囲気を体験する機会として、高校生へ

の公開授業や本学授業への参加、出張講義

等を継続し、高等学校との連携を推進す

る。 

（№122） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 高大連携事業として、46 校に延べ 116 人の教員を派

遣し、出張講義を行った。 

B  

 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
３ 地域貢献 
(4) 高等学校との連携 
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中
期
目
標 

 

世界に開かれた大学として全学的な国際交流を活性化するため、海外の大学等との交流の充実や、学生及び教職員の派遣及び受入れを積極的

に推進する。 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 本学の教育理念を踏まえ、

国際交流の効果的な推進及

び教育研究のグローバル化

に向けた全学的取組方針や

体制の整備を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 平成 29 年９月に各部局の教職員で構成する「グロー

バル化方針策定委員会」を設置し、10 月から 12 月に

かけて方針の案を検討し、平成 30 年２月に国際交流委

員会及び教育研究審議会の承認を得て、「静岡県立大学

グローバル化基本方針」を策定した。 

・ 「静岡県立大学グローバル化基本方針」及び第３期中

期計画の下、年度計画に具体的な実行計画を盛り込んだ。

また、実行計画を推進するための組織として、事務局に

国際交流センター及び国際交流室を設置することを決定

した。 

A 

 

 

 

 

・ 平成 29 年度に策定した国際交流の効果

的な推進及び教育研究のグローバル化に

向けた全学的取組方針に基づき、具体的な

実行計画を策定するとともに、実行計画を

推進するための組織整備に取り組む。 

（№123） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 「静岡県立大学グローバル化基本方針」及び第３期中

期計画の下、年度計画に具体的な実行計画を盛り込んだ。

また、実行計画を推進するための組織として、事務局に

国際交流センター及び国際交流室を設置することを決定

した。 

B  

 

・ 日本人学生の海外派遣及び

外国人留学生の受入れを推

進するため、留学に関する教

育体制・支援体制の強化を図

る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 平成 26 年度から「交換留学フェア」を開催し、交換

留学を実施している協定校や語学研修を実施している

協定校について、体験学生及び来学中の交換留学生に

よるプレゼンテーションや個別相談を通じて、情報提

供及び交流促進を図ってきた。 

・ 新たな大学間交流として、平成 25 年度に３校、28

年度に１校、29 年度に２校、30 年度に１校の大学間交

流協定を新規締結し、全学的な交流を開始した。既存

協定校との大学間交流協定についても、有効期限が到

来したものについて全て更新し、交流を継続している。 

・ 平成 26 年度以降、海外の国際学会で研究発表を行う

本学大学院生への参加旅費支援事業を通じて各年度 10

人を超える学生を支援した。 

・ 短期大学部においては、平成 26 年度から本学の学生

と海外協定校である大邱保健大学（韓国）の学生を相

A    

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
４ グローバル化 
（1） 海外の大学等との交流の活性化 
 



106 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

互に派遣・受入をした。 

派遣学生数：10 人、受入学生数：８人 

・ 交換留学等体験学生による報告会「交換

留学フェア」を引き続き開催し、留学希望

者や留学生に対する教育体制の強化及び

交流の促進を図る。 

・ アジア地域をはじめ世界各国に向けて本

学に関する情報を発信するとともに、世界

主要国の主要大学等を中心に、人脈形成及

び関係構築を図る。 

・ 交換留学等を行っている海外協定校と協

定を更新し、継続的な交流を図るととも

に、交換留学の実施も念頭に置き、グロー

バル化方針に基づき、新たな交流先を開拓

する。 

・ 私費外国人留学生に対する、奨学金制度

を継続することにより、経済支援の充実を

図り、学業・研究業績の向上と国際交流を

推進する。 

・ 海外で開催される国際学会で発表する大

学院生の渡航費用の助成を実施する。 

・ 短期大学部では、海外協定校への学生派

遣及び協定校からの学生受入を継続する。 

（№124） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 「交換留学フェア」（11 月）を開催し、学生約 90 人

が参加した。交換留学を実施する協定校６校と、語学

研修を実施する協定校２校について、体験学生及び来

学中の留学生によるプレゼンテーションや個別相談を

通じて、情報提供及び交流促進を図った。 

・ 独立行政法人日本学生支援機構主催「日本留学フェ

ア」（10 月、インドネシア・ジャカルタ）の「静岡県」

ブースへ出展し、職員２人及び現地の本学留学生 OG１

人が参加した。また、現地の高等教育機関を訪問し、

本学に関する情報発信を実施した。 

・ 「知事インドネシア西ジャワ州訪問団」（５月）に副

学長及び看護学部教員が参加し、同州のパジャジャラ

ン大学を訪問して人脈形成及び関係構築を図った。そ

の後、平成 31 年３月に同大学との間で大学間交流協定

を締結し、今後大学間での交流を推進していくことと

なった。 

・ 海外で開催された国際学会で発表した大学院学生 16

人に渡航費用の支援を行った。 

・ 私費外国人留学生に対する奨学金制度を継続し、学

部生５人、大学院生７人の計 12 人に奨学金を支給した

ことで経済支援の充実を図り、留学生への学業・研究

業績の向上に努めた。 

・ 短期大学部においては、海外協定校である大邱保健

大学（韓国）の学生を２名受入れ、本学学生２名を大

邱保健大学に派遣した。 

B  

 

・ 教員の海外研修を支援する

とともに、海外協定校を中心

に相互の教育・研究の充実を

図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 大学間交流協定校との教員派遣・招聘について、国

際交流等事業費により旅費・謝金等を支援する取組を

継続し、大学間交流協定校との教員派遣・招聘の実績

を継続的にあげている。 

B 

 

 

 

 

・ 教員に対する海外への学外研修旅費制度

を継続し、海外における教育・研究活動を

支援する。 

・ 海外協定校を中心とした教員交換によ

り、情報交換や特別講義等を実施し、教員

及び学生双方の教育・研究の充実を図る。 

（№125） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 大学間交流協定校 20 校との間で教員・研究者の派遣・

招聘を実施し、相互の教育・研究の充実を図った。本

学からの派遣教員は延べ 20 人、本学への招聘教員は延

べ 26 人であった。 
B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 海外からの研究者及び留学

生の滞在に関する支援の充

実を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 大学間交流協定校からの交換留学生の住居について、

教職員住宅の提供やホストファミリーの新規開拓等に

より確保してきた。 

B 

 

 

 

 

・ 海外からの研究者及び留学生の滞在に関

する支援において、引き続き利便性の向上

を図る。 

（№126） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 大学間交流協定校からの交換留学生の住居について、

施設室の協力を得て教職員住宅を２室確保（使用料減

免）するとともに、ホームステイ先となるホストファ

ミリーを新たに１家庭開拓した。 

・ 学生室の協力を得て交換留学生等にカンバセーショ

ンパートナーを配置した。（交換留学生５人に対し４

人、浙江省短期留学生４人に対し 12 人） 

B  
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中
期
目
標 

 

大学の国際的通用力を向上させるため、国際的な教育研究の連携を図るほか、海外で活躍できる人材を養成するための教育を充実するなど、

教育研究活動をグローバルに展開する。 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 国際的なシンポジウム、ワ

ークショップ等を毎年度開

催し、本学の研究成果を積極

的に世界に発信する。国際的

なシンポジウムなどへの海

外からの研究者等の参加は、

年間 50 人以上を目指す。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 静岡健康・長寿学術フォーラムや薬食国際カンファ

レンスを開催し、海外の研究者を招聘し、特別講演会

を開催した。また、日中健康科学シンポジウムを浙江

省医学院と共同開催した。さらに、海外からの研究者

による大学院特別講義を開催した。 

・ 毎年度、静岡健康・長寿学術フォーラムを開催した。 

・ 国際的なシンポジウムなどへの海外からの研究者等

の参加者数は６事業年度を通じて目標人数である 50人

を上回った。 

A 

 

 

 

 

・ グローバル地域センターなどが主催する

国際的なシンポジウム、ワークショップを

はじめとして、海外からの研究者等を交え

た多様な会議や講演、特別講義等を実施す

る。 

・ 海外からの研究者等の参加は、年間延べ

50 人以上を目指す。 

（№127） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 浙江省との研究交流として、浙江省医学院と日中健

康科学シンポジウムを共同開催し、同院の医学系研究

者との相互学術交流を行った。 

・ 第 23 回静岡健康・長寿学術フォーラムを開催し、海

外の研究者９人が参加した。 

・ 日韓次世代学術フォーラム第 15 回国際学術大会を開

催し、韓国から研究者等 75 人を招聘し、本学の大学院

生と９か国 200 名の大学院生の学術交流の場を設け、

高度で実践的な知識・能力を体得する機会を得た。 

・ 海外からの研究者等の参加は、年間延べ 243 人と目

標人数を大きく上回った。 

A  

 

・ 国際的に活躍できる人材を

養成するため、海外からの客

員教授及び研究者の招聘を

進めるとともに、海外諸研究

機関との共同研究体制の強

化を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 大学間交流協定校との教員派遣・招へいについて、

国際交流等事業費により旅費・謝金等を支援する取組

を継続し、大学間交流協定校との教員派遣・招へいの

実績を継続的にあげている。 

B 

 

 

 

 

・ 海外協定校を中心に研究者等の招聘を進

め、情報交換、特別講義及び共同研究等を

実施し、教育・研究両面における協定校と

の関係強化を図る。 

（№128） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 大学間交流協定校 20 校との間で教員・研究者の派遣・

招聘を実施し、相互の教育・研究の充実を図った。本

学からの派遣教員は延べ 20 人、本学への招聘教員は延

べ 26 人であった。 

B  

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
４ グローバル化 
（2） 教育研究活動のグローバルな展開 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 学術文化研究機関等と連携

を図り、国際学会、講演会等

の誘致を積極的に推進する。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 大学間交流協定校、部局間交流協定校をはじめとす

る高等教育機関や研究機関との共同開催、あるいは政

府機関等との連携により、国際学会や講演会等の誘

致・開催を積極的に推進してきた。 

B 

 

 

 

 

・ 学術文化研究機関等との連携を継続し、

国際学会、講演会等の企画・開催を積極的

に推進する。 

（№129） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 大学間交流協定校の浙江省医学科学院（中国）と隔

年で共同開催する「日中健康科学シンポジウム」につ

いて、第 13 回を平成 30 年 11 月に本県で開催した。 

・ 大学院国際関係学研究科及び現代韓国朝鮮研究セン

ターと、部局間交流協定校の東西大学校日本研究セン

ター（韓国）との共同主管により、「日韓次世代学術フ

ォーラム第 15 回国際学術大会」（６月）を本学で開催

した。 

・ 駐日本国大韓民国大使館等との連携により、駐日韓

国大使による特別講義（10 月）を本学で開催した。 

B  

 

・ 外国人教員の積極的な受入

れに努めるなど、グローバル

な教育環境の整備に努める。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 外国人教員を活用し、教育・研究活動の機会を拡充

するとともに、海外での長期研究経験を有する教員の

採用等により、グローバルな教育環境の整備に取り組

んだ。また、サバティカル研修制度や海外研修制度の

利用を促すことで教員の教育及び研究能力向上を活発

化させた。 

・ 食品栄養科学部及び食品栄養科学専攻・環境科学専

攻を担当する教員の公募において、「英語で講義ができ

ること」を明記し、国籍を問わず募集した。 

・ 学術文化研究機関等との連携を継続し、海外の教員

や研究者を学会や講演会、集中講義などに招聘した。 

・ 新たに国際看護を教授することができる教授、講師

を採用し、タイのコンケン大学との臨床実習提携を具

体的なものとした。また、平成 30 年度に採択された

COIL 事業に連動したプログラムを学部科目に取り込

み、国際看護論の授業で提携校であるポートランド大

学看護学部との連携授業を実施した。 

B 

 

 

 

 

・ 外国人教員や海外経験の長い教員の受入

れ、国際交流事業の活用による外国人教員

等の授業の開講などに努め、グローバルな

教育環境の整備に努める。 

（№130） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ サバティカル研修制度や海外研修制度の積極的利用

を促すことで教員の教育及び研究能力向上に取り組ん

だ。 

・ 海外経験の豊富な教員を登用し、組織内のグローバ

ル化を促進した。 

B  
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 平成 30 年度国際交流等事業において海外の大学に所

属するファカルティメンバーを集中講義、セミナーに

招聘した。 

・ 平成 30 年度に採択された「文科省 大学の世界展開

力強化事業～COIL 型教育を活用した米国等との大学

間交流形成支援～」において、米国州立ポートランド

大学看護学部との連携授業を実施した。 

・ 世界の多様な文化などへの

理解を深めるための幅広い

教養教育や外国語を使用し

た授業の実施など、グローバ

ル人材の養成に向けた教育

の充実を図る。 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 言語科目以外での英語による講義の提供（全学共通

科目の一部科目、英語による科目（科学英語ほか複数

科目））を開講した。「英語による科目」については、

未開講科目及びその要因を調査し、授業内容の再構築、

科目の開講・廃止を検討し、科目の整備を行った。 

・ 全学部１、２年生を対象に、TOEIC L&R IP テスト

を到達度評価に活用し、グローバル人材の養成に向け、

英語力の向上を図った。 

・ 一部の学部の英語科目で、習熟度別のクラス編成を行

い、レベルに応じた英語力の向上を図った。 

・ 外国人教員による教育プログラムの実施、海外の研

究者による大学院特別講義の開講、短期留学生の受入

れを通じた学生の英語によるコミュニケーション機会

の増大に取り組んだ。（薬学部、薬食生命科学総合学府） 

・ 外国人教員を増員するとともに、企画から成果報告

まで全てを英語だけを用いてプロジェクトを実施する

科目や国際協力に関して英語で授業を行う科目などを

含むだ新カリキュラムを平成 31年度からの実施に向け

て策定した。（国際関係学部） 

・ 海外から研究者を招聘しての特別講演の実施や、海

外での研究調査やセミナーへの学生の参加などの取組

を進めた。（経営情報学部、経営情報イノベーション研

究科） 

・ タイ国コンケン大学における本大学４年生２人に保

健師国家資格に関わる科目「国際保健・看護実習」を

英語で２週間の開講、２年生「国際看護論」の授業に

おける県内在住の外国人（ブラジル人等）による授業

の開講などを行った。（看護学部） 

B    
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 各部局の教育の特徴等に応じた外国語を

使用した授業の拡充を行い、グローバル人

材の育成に向けた取り組みを進める。 

（№131） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 言語科目以外での英語による講義の提供（全学共通

科目の一部科目、英語による科目（科学英語ほか複数

科目））を開講した。（英語による科目 平成 30 年度は

24 科目開講） 「英語による科目」については、未開

講科目及びその要因を調査し、授業内容の再構築、科

目の開講・廃止を検討し、科目の整備を行った。 

・ 全学部１、２年次生を対象に、TOEIC L&R IP テス

トを到達度評価に活用し、グローバル人材の養成に向

け、英語力の向上を図った。 

・ 全学部の英語科目で、習熟度別のクラス編成を行い、

レベルに応じた英語力の向上を図った。 

・ 外国人教員によるイングリッシュ・リサーチ・プレ

ゼンテーションの授業の対象学年の拡大（学部５、６

年次→４－６年次）（薬学部薬学科）、海外の研究者に

よる大学院特別講義等やタイからの短期留学生の受入

などを通じた学生の英語によるコミュニケーション機

会の増加（薬食生命科学総合学府）、観光教育の開始に

向けた「国際観光論」など国際化を意図した科目の開

設準備（経営情報学部）、「国際看護論」の授業におけ

る県内在住の外国人社会活動家（ブラジル人等）によ

る英語による授業の開講などを行った。 

B  
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 １ 大学の教育研究等の質の向上に関する取組 

 

ア 教育・研究 

  ＜中期目標期間＞ 

○ 「しずおか学」科目群の充実 

平成 26 年度に、地元静岡の特性と魅力を学ぶ「しずおか学」科目群を全学共通科目に新設し、以後、全学部における必修化、ふじのくに地域・大学コンソーシアムと連携した単位互 

換科目「ふじのくに学」の「しずおか学」科目への設定を通じて「しずおか学」の充実化に取り組んできた。平成 30 年度には、新たに１科目（「歴史から読み解くしずおか学」）を追加 

するなど、全 27 科目を開講し、履修者は延べ 1,835 人であった。 

 

○ 創薬・育薬研究を主体的に担える人材の育成体制の充実 

薬学部薬科学科では、平成 30 年度入試からの薬学科と薬科学科の分割開始に合わせ、平成 30 年度に高度な薬物治療及び創薬・育薬研究を実践できる人材の育成を初年次から発展的 

に進行できるように科目の配置を見直して教育内容を充実させ、平成 31 年度から運用を開始した。特に、２年次において、実際に研究室で研究を行う機会として、研究室体験（ラボ訪 

問）を新設したことで、創薬・育薬研究を主体的に担える人材の育成体制を一層充実させ、学生の関心も高めるための仕組みを構築することができた。 

 

○ 各種国家試験への対応 

薬剤師国家試験について、薬学部では、高水準の薬剤師国家試験合格率を維持するため、模擬試験の結果を踏まえた学生の弱点克服を目的とした補講の実施、６年次における総合薬 

学演習試験の実施、５年次におけるスタートアップ模試の実施などの対策を講じた。その結果、第２期６年間の試験結果では、本学新卒者の合格率が 80.0%～98.75%の間となり、高水準 

を維持できた。定員の少ない国立大学の合格率が高かったため、目標とした国公立大学上位５位以内は平成 30 年度のみの達成に留まったが、ほぼ当初の目的を達成できた。 

管理栄養士国家試験について、食品栄養科学部では、模擬試験を実施し、その結果に基づく指導教員による個別指導や成績が低い学生への受験勉強計画書を作成指導等学生の実力向 

上に取り組んだ。その結果、第２期６年間の試験結果では、本学新卒者の合格率が、平成 25 年度から平成 27 年度では 92.3～96.6％の間、平成 28 年度から平成 30 年度は３年連続で 100％ 

と高水準を達成した。 

助産師国家試験について、看護学部では、学生への助産師国家試験に関する学生への情報提供、模擬試験・勉強会・学習指導等の支援を継続的に実施した。その結果、第２期６年間 

の試験結果では、平成 25 年度から平成 30 年度の間、100％を連続して維持できた。 

 

○ 短期大学部こども学科の開設 

短期大学部では、平成 27 年度からの「幼保連携型認定こども園」の施行を踏まえ、幼稚園教諭免許課程の設置について、平成 25 年度のホームカミングデイにおいて、卒業生から多 

く意見が寄せられたことを参考に、平成 26 年度から教務委員会で審議を重ね、新学科の設置の方針をまとめた。その後、各種準備、文部科学省への開設手続を経て、平成 28 年度にこ 

ども学科を開設した。学科として完成年度を迎えた平成 29 年度には、当初のカリキュラムが学生の教育に有効であるかを定期的に検証するシステムを構築するとともに、初の卒業生と 

して 30 人を輩出した。 

 

○ 全学的な重点課題に関する教育活動の充実 

全学的な重点課題に関する教育活動の充実を図るため、国際関係学部と経営情報学部の間における共通の専門科目導入に取り組み、平成 31 年度から国際関係学部の新カリキュラムと 

経営情報学部の観光教育の中で両学部共通の専門科目を開講する形を構築した。 

 

○ 英語教育 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項 
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学部教育のグローバル化を促進し、学生の英語力の向上を図るために、英語講義科目（「英語で学ぶ日本語学」「言語の学習・習得」「Japanology」等）及び英語教育科目（「TOEFL 留学 

英語」「TOEIC ビジネス英語」「TOEIC ビジネス基礎英語」）を開設し、継続して実施した。また、学生の海外留学をサポートするために、カリフォルニア州立大学サクラメント校（米国） 

の夏期英語研修プログラムの継続実施に加えて、ビクトリア大学（カナダ）の春期英語研修プログラムの新規開設とともに、オハイオ州立大学（米国）の正規留学制度を構築した。 

 

○ 栄養教諭、理科教諭の養成 

食品栄養科学部では、栄養教諭養成課程の設置について取り組み、平成 28 年度から栄養教諭養成課程の運用を開始し、以後、教育を順調に進めてきた。 

また、理科教諭養成課程の設置についても、平成 26 年度から検討を開始し、カリキュラムの見直しに着手した。以後、平成 31 年度の運用開始に向け、履修要項・カリキュラム・シ 

ラバスのチェック、学生のためのガイダンス開催の決定など準備を進めた。 

 

○ 環境生命科学科の設置 

食品栄養科学部では、平成 26 年度に新学科「環境生命科学科」を設置した。食品栄養科学部が栄養生命科学、食品生命科学、環境生命科学の３学科となったことを受けて、３学科共 

通の導入科目を新設し、同学部の学生が学際的な知識を磨けるようにした。 

平成 28 年度には、平成 26 年度の入学生が３年次に進級するのに合わせ、環境生命科学科の３年次の実験実習（環境生命科学実験やフィールドワーク）を中心に教育の充実を図った。 

 

○ キャリア支援 

キャリア支援センターを中心に就活スケジュールの変化に合わせながら、キャリア支援に取り組んだ。 

具体的には、学生の相談が多い時期のアドバイザー増員や応募書類の添削指導、面接指導など相談体制の強化、小鹿キャンパスへのアドバイザー派遣による看護学部生の利便性向上 

などである。 

また、求人開拓員配置による企業訪問や求人依頼、採用選考情報の収集による求人需要の掘り起こし、学生の企業研究・業界研究等を支援するための病院等勉強会、業界勉強会、個 

別企業説明会、県内・県外バスツアー等も実施した。 

短期大学部では、全学科対象の就職準備・オリエンテーションを実施したほか、昼休みの時間に実施する就職プチセミナー（年間 42 回実施）や、新卒応援ハローワークによる出張相 

談（週１～２回、年間 64 回実施）など、個々の学生の状況に合わせたきめ細やかな支援を実施した。また、ビジネスマナー講座や卒業生を招いたガイダンス、卒業年次生による就職・ 

進学ガイダンスなど、学生の就職活動の段階にあわせたガイダンスを開催した。 

 

○ 自治体等と連携した教育研究 

学生の積極的かつ自主的な社会活動への参加を促進するため、「地（知）の拠点整備事業（COC 事業）」における地域志向研究の領域を確立し、毎年、学内公募により 20 件程度の学生 

参加型研究を実施してきた。本学教員が、市町の各種委員として活動し、学生も地域をフィールドとした学習を進めた。 

平成 29 年度には、学生のコミュニティ・ワーク力推進を目的に「静岡県立大学コミュニティフェロー」の称号の授与制度を創設し、人材の循環による共育体制の構築を目指していく 

こととしている。  

 

○ 研究の推進（薬食生命科学総合学府） 

大学院薬学研究院及び食品栄養環境科学研究院の教員が連携し、「健康長寿」に資する研究を推進した。 

平成 27 年度には、薬食研究推進センター、茶学総合研究センター及び食品環境研究センターの先導により、「食品の新たな機能性表示制度」での活用を視野に入れた学際融合調査研 

究を開始した。 

平成 29 年度には、文部科学省科学研究費助成事業細目別の採択件数上位 10 機関（過去５年の新規採択の累計数）では、８細目が全国 10 位以内に入り、そのうち３細目が全国１位で 

   あった。また、国内外の学会で最新の研究成果を発表し、Best Abstract 賞などをはじめとする賞を学部生、大学院生が受賞した。 

 

○ 経営、情報、政策に関する研究の推進 
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地域経営研究センター、医療経営研究センターに加えて、第２期中期計画中に ICT イノベーション研究センターを新たに設置し、３センターを中心として経営・情報・政策分野の研 

究を推進する体制を確立した。３センターを基盤として、内外の組織と積極的に交流を行いながら共同研究を推進し、イノベーション研究の成果を学会誌や各種講座で積極的に発信し 

た。さらに、これら研究成果を社会人学習講座などで、積極的に地域に還元した。 

 

○ 外部資金の獲得 

国や地方自治体の公募への応募を促進するため、必要に応じ説明会に参加し、情報収集に努めた。 

科学研究費助成事業（以下、「科研費」という。）の採択率向上を目指して不採択者のうちＡ評価を得た者に対する教員特別研究費の配分や科研費申請書のアドバイザーによるアドバ 

イスを実施した。 

短期大学部では、外部資金の募集案内等多くの機会を学内公表し、外部資金を獲得するよう喚起した結果、外部資金の獲得金額及び件数は平成 25 年度以降順調に増加している。 

 

○ 知的財産の創出・活用 

知的財産の創出・活用、知財教育の推進のため取り組みを進めてきた。 

知的財産の創出・活用については、発明委員会の定期的な開催による新規発明の権利化の推進、新技術説明会や産学官金連携マッチング会の開催、県外の技術展示会への参加等を行 

った。これらの取組の効果もあり、知的財産に関する技術移転を具体的に進展させてきた。 

知財教育については、全学部生対象の知財講座及び研究者のための特許活用法について弁理士による学内セミナーを開催した。 

 

＜平成 30 事業年度＞ 

○ 「しずおか学」科目群の充実 

全学共通科目の「しずおか学」科目群に、新たに１科目（歴史から読み解くしずおか学）を設定し 27 科目に拡充した。また、「ふじのくに地域・大学コンソーシアム」と連携して開 

   講する単位互換科目「ふじのくに学」については、新たに４科目を認定し、全学共通科目は 98 科目になった。 

 

○ 薬学教育の実施 

薬学部薬学科では、実務事前実習を改定してフィジカルアセスメントなどの身体的所見に関わる実習を充実させるとともに、卒業研究の領域別合同発表会や静岡県の協力を得たレギ 

ュラトリーサイエンスに関わる医薬品の品質適合検査業務の現場研修を行い、改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムに対応した薬学教育の実施、高度先導的薬剤師の養成に取り組ん 

だ。 

 

○ 創薬・育薬研究を主体的に担える人材の育成カリキュラム充実 

平成 30 年度入試から薬学部入試で薬学科と薬科学科を区分したことにあわせ、薬科学科において、初年度から高度な薬物治療及び創薬・育薬研究を実践できる人材育成を行うことが 

できるよう、科目の配置を見直して教育内容を充実させた。特に、２年次に研究室体験（ラボ訪問）を新設したことで、創薬・育薬研究を主体的に担える人材育成体制を一層充実させ 

ることができ、学生の関心を高めることができた。 

 

○ 食品・栄養・環境・健康に関する専門技術者や管理栄養士の育成カリキュラム充実 

食品生命科学科では、食品・栄養・環境・健康に関する専門技術者や管理栄養士を育成するためのカリキュラムを改正し、講義及び実験実習の一部見直し・充実を図った。 

 

○ 国際関係学部の新カリキュラム策定 

全学的な重点課題「国際関係学部等の見直し」について、国際関係学部では、グローバル化に対応して、多様な言語・政治・経済・文化等を理解・尊重し、国際社会において活躍で 

きる人材を育成するための新しいカリキュラムの策定を完了し、平成 31 年度から実施する体制を整えた。 
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○ 観光教育の開始に向けた準備 

全学的な重点課題「観光教育の導入」について、経営情報学部における平成 31 年度からの観光（観光マネジメント）教育の開始に向け、高校訪問、オープンキャンパス、観光人材 

育成講座などを通じ、学内外に観光教育の意義と内容を PR した。また、観光教育を担当する教員３人を採用するとともに、カリキュラムの策定を完了した。 

 

○ 看護学部の平成 30 年度新カリキュラム運用開始 

看護学部では、平成 30 年度から新カリキュラムの運用を開始し、１年生及び編入生に基礎分野Ⅰ・基礎分野Ⅱ・専門基礎分野の科目を開講した。 

 

○ 国際関係学研究科における外国人・社会人学生選抜枠の設定   

国際関係学研究科では、外国人・社会人学生の大学院受入に配慮すべく、入試区分にそれぞれの特別選抜枠を新たに設定し、令和２年度入試から実施することとした。 

 

○ 看護学研究科の博士後期課程設置に向けた取組 

看護学研究科において、大学院博士後期課程の設置に向けた取組を進め、平成 31 年３月に文部科学省へ設置申請を行った。 

 

○ 各種国家試験への対応 

薬剤師国家試験については、薬学部で、学生の弱点克服を目的とした補講（夏及び秋）、６年次学生に総合薬学演習試験を実施し、学生の学力の達成度を確認した。さらに、５年次学 

生にスタートアップ模試（２月）を実施し、国家試験に対する意識付けを図った。この結果、第 104 回薬剤師国家試験（平成 31 年２月）では、本学の新卒者合格率が 98.75%となり、国 

公立大学 17 校の上位第５位となり、計画に掲げた目標を達成した。加えて、同合格率は、国公立私立を合わせた全大学中で第５位、３公立大学中で第１位となり、計画以上の成績成果 

をあげることができた。 

管理栄養士国家試験については、食品栄養科学部で、模擬試験を実施するとともに、その結果を基に指導教員が個別指導を行い、受験に対する意識の向上を図った。また、模擬試験 

の成績が思わしくない学生には受験勉強の計画書を作成させるとともに、指導教員による個別点検を実施し、実力の向上を図った。この結果、第 33 回管理栄養士国家試験（平成 31 年 

３月）では、本学の新卒者合格率が 100%となり、平成 28 年度から３年度連続で計画に掲げた目標を達成した。 

看護師国家試験、保健師国家試験については、看護学部で、模試を実施するとともに、国家試験科目に関連した「国試対策セミナー」を実施した。この結果、第 108 回看護師国家試 

験（平成 31 年２月）では、本学の新卒者合格率が 99.2％、第 105 回保健師国家試験（平成 31 年２月）では、本学の新卒者合格率が 89.7％となり、保健師国家試験で計画に掲げた目標 

である、合格率全国平均（88.1％）以上を達成した。看護師国家試験では計画に掲げた目標（合格率 100％を維持）には及ばなかったものの、合格率全国平均（94.7％）以上となった。 

助産師国家試験については、看護学研究科で、国家試験の最新情報を提供し、模試を４回実施するとともに模試の結果を基に学習指導を行った。この結果、第 102 回助産師国家試験 

（平成 31 年２月）では、本学新卒者の合格率が 100％となり、平成 29 年度に続いて２年度連続で計画に掲げた目標を達成した。 

歯科衛生士国家試験については、短期大学部歯科衛生学科で、模擬試験を６回行うとともに、国家試験準備カリキュラムで各科目の担当教員が新出題基準の内容を反映させた講義を 

行った。また、チューターを中心とした学生の個別性を考慮した国家試験対策を継続して推進した。この結果、第 28 回歯科衛生士国家試験（平成 31 年３月）では、本学の新卒者合格 

率は 100%となり、平成 28 年度から３年度連続で計画に掲げた目標を達成した。 

介護福祉士国家試験については、短期大学部社会介護福祉学科介護福祉専攻で、模擬試験の実施や一定水準に到達していない学生の個別指導を行った。この結果、第 31 回介護福祉士 

国家試験（平成 31 年１月、３月）では、本学の新卒者合格率が 97.8％となり、計画に掲げた目標である全国平均合格率（73.7％）以上を達成した。 

 

○ 入試広報 

入試広報として、オープンキャンパス（参加者 5,011 人）、進学相談会（26 会場）、大学見学（681 人）、夏季大学説明会（参加者 464 人）、県内国公立４大学合同説明会（春５回、秋 

３回）、高校訪問（34 校（県外３校、私立４校を含む。））、新入生による母校訪問（参加者 38 人、36 校）、入試問題に関する説明会などを実施した。 

短期大学部では、高校教員に対する入試説明会（６月）、オープンキャンパス（７月、参加者 545 人）及びオープンキャンパス mini（８月）（参加者 206 人）を行った。 

また、社会福祉学科介護福祉専攻で入学実績分析に基づく高校訪問を実施した。 
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○ 入試ミスの防止 

入試ミスの発生を防止するため、学力検査問題検討委員会による作問業務及び点検業務の適正な実施、作問者への出題条件の確認、点検者へのミスの事例の周知を行った。また、平 

成 29 年度に出題ミスが発生した学部では、作問に関わらない学部内点検者による問題点検を実施した。さらに、推薦入試における学内専門委員及び学外専門委員による重層的な問題点 

検などを行った。 

平成 31 年度一般入試中期日程薬学部において出題ミスが発生したことから、発生原因を究明し、引き続き再発防止対策を講じていく。 

短期大学部においては、小論文問題の作成で内部点検委員及び外部点検委員による重層的な点検、入試マニュアルの再検討に取り組み、入試ミスは発生しなかった。 

 

○ 英語教育の充実 

グローバルに活躍できる英語力の養成を目指した取組を進めた。 

英語による授業科目の充実を図り、言語コミュニケーションセンター長による英語授業の参観や講師間でのミーティングによる活発な意見交換を通して、英語教育の更なる向上を促 

進した。 

カリフォルニア州立大学（米国)での夏期英語研修プログラム及びオハイオ州立大学（米国）での正規留学プログラムに加えて、ビクトリア大学（カナダ）での春期英語研修プログラ 

ムを新たに開始し、グローバルな英語学習環境の提供拡大に取り組んだ。 

全学部で、英語科目における習熟度別のクラス編成を行い、レベルに応じた英語力の向上を図った。 

TOEIC L&R IP テストを全学部１、２年生の英語力到達度評価に活用した。 

言語科目以外での英語による講義（全学共通科目の「英語による科目」19 科目、大学院の科学英語関連６科目）を開講した。 

外国人教員によるイングリッシュ・リサーチ・プレゼンテーションの講義（対象：薬学部４～６年次学生）、海外の研究者による特別講義（薬食生命科学総合学府）、県内在住の外国 

人（ブラジル人等）による英語による授業（看護学部「国際看護論」）を展開した。 

 

○ 日本技術者認定機構（JABEE）の継続認定 

食品栄養科学部では、日本技術者認定機構（JABEE）にて既に認定されている技術者教育プログラムの認定継続審査を受審し、６年間の継続認定が認められた。 

 

○ 栄養教諭、理科教諭の養成 

食品栄養学部では、３年目となる栄養教諭養成課程の教諭養成カリキュラムを順調に運用した（３年次９人、２年次４人、１年次９人の計 22 人）。また、教育職員免許法施行規則の 

改正に基づく再課程認定申請を文部科学省に行い、認可を受けるとともに、静岡市教育委員会と栄養教育実習について打ち合わせ、実習校の確定等の準備を進めた。 

高等学校教諭一種免許状（理科）取得のための教職課程開設について、平成 30 年度に文部科学省から設置認可を受け、平成 31 年度の開設に向けてカリキュラム、シラバスの再確認 

など各種準備を進めた。 

 

○ 老朽施設・設備の計画的な改修 

大規模修繕計画に基づく、受変電設備更新工事、外壁修繕工事、入退出管理システム更新工事、エレベータ設備更新工事、クーリングタワー更新工事、短期大学部の特定天井改修工 

事などの工事を全て完了した。併せて、通常修繕費による老朽化設備の更新・改修も順次対応した。 

また、第３期中期目標期間の更新計画である中期保全計画(平成 31～36 年度)及び、今後 30 年間の設備更新の目安となる長期保全計画(平成 31～61 年度)を策定した。 

 

○ 図書館サービスの充実 

草薙図書館では、図書館学習サポーターの配置期間、SPAC 静岡県舞台芸術センターとの連携による館内「SPAC 展示コーナー」の展示常設化に取り組むとともに、ゼミ・サークルの学 

生と連携した展示会、新聞ランチなどを開催した。なお、新聞ランチでは、静岡大学との合同による新聞カフェ（９月）を実現した。また、授業前早朝開館について、実施に向けた検 

討を行い、２月初旬に授業前早朝開館（8:30 開館）を試行した。 

小鹿図書館では、学生、教員の要望に合わせたデータベース等の使い方案内、オーダーメイド講習の継続実施（３年目）、図書館サポーターと協働した資料の展示、館内の分類見出し 



117 

 

の整備更新などの取組を進めた。 

 

○ 全学共用実習室等のパソコンの更新等 

情報リテラシー教育支援等のため、平成 31 年３月に全学共用実習室(4215 室)のパソコン 91 台を更新するとともに、今後の各学部の実習室のあり方について検討する「実習室あり方 

検討会」を立ち上げた。 

 

○ 留学生支援 

留学生が日本の生活習慣になじみ、日本語の修得が進むよう、39 組のカンバセーションパートナーを成立させた。また、留学生交流会を開催し、留学生、日本人学生、教職員、留学 

生支援団体等合わせて約 140 人の参加を得て、留学生と参加者の間の交流を深めた。さらに、４月の留学生ガイダンス時に清水ロータリークラブの協力を得て「留学生交通安全講習会」 

を開催した。 

 

○ 学生の健康増進支援 

学生の健康増進や障害学生支援への理解を深めるため、性教育（10 月開催、参加者 53 名）及び障害学生支援の講演会（12 月開催、参加者 60 名）を行った。 

学生の心身両面の健康維持・増進のため、定期健康診断の未受診者や、指導有所見者に対する指導等を実施した（最終的な受診率 98.1%）。 

短期大学部では、定期健康診断について、入学時の広報、案内、ガイダンスを充実させるとともに事後の要受診、要精密検査、再検査の実施率向上を図った。（受診率 100%、再検査受 

診率 95％） 

 

○ 学生のキャリア支援 

学生相談が多い時期（４月～６月、１月～３月）にアドバイザーを１人増員し、応募書類の添削指導や面接指導など相談体制の強化を図った。 

県内企業を訪問し、求人の依頼や採用選考情報の収集を行う開拓員を３人配置し、情報収集を行うとともに、学内業界説明会、看護学部生対象の病院等勉強会、バスツアー（県内企 

業研究、東京開催大規模合同説明会）を実施した。 

短期大学部では、全学科対象の就職準備・オリエンテーション（４月）、ビジネスマナー講座（１月）、社会福祉学科及びこども学科２年生対象の卒業年次生による就職進学ガイダン 

ス（２月）を開催した。また、ハローワーク出張相談（週１～２回開催）を行うとともに、相談件数が増加する２～３月に相談員を１名増員した。 
 

○ 自治体等と連携した教育研究 

静岡市をはじめとする中部５市２町が公募するしずおか中部連携中枢都市圏域地域課題解決事業において７課題、藤枝市地域政策研究・創造事業において１課題の採択を受け、学生 

の教育研究に資する事業を実施した。 

島田 ICT コンソーシアムが主催する「しまだ・ふじえだ IT JUNIOR CAMP」に本学学生６人が参画した。 

静清信用金庫と連携して、静岡県産業振興財団の知財活用プレゼン大会に本学の教員及び学生が参画し、優秀賞を獲得した。 

静岡銀行の若手・中堅行員が「しずおか学」の「グローバル人材育成講義」において銀行業務を説明し、学生とグループ討議を行った。 

 

○ 日韓次世代学術フォーラム第 15 回国際学術大会の開催 

国際関係学研究科及び同研究科の現代韓国朝鮮研究センターが、日韓次世代学術フォーラム第 15 回国際学術大会（６月）を主管として本学で開催し、国外から約 70 人の研究者及び 

約 200 人の大学院生（９か国）の参加を得た。本学の教員及び学生がアジア地域を中心とする国際関係研究を推進するとともに、学生が参加者との学術交流を行った。 

 

○ グローバル地域センターにおける調査研究の推進、研究成果の社会への提言 

「21 世紀アジアのグローバル・ネットワーク構築と静岡県の新たな役割」に関する調査研究では、中国の一帯一路構想の実態と課題や、清水港と寧波港の歴史比較と今後の地域間交 

   流の深化に向けた研究課題について研究報告会の開催、報告書の作成等を行った。静岡県の危機管理体制の改善に関する調査研究では、危機管理要員の教育訓練施設の整備に関する具 



118 

 

体的な提案を行った。地震予知研究とリスク評価に関しては、南海トラフ監視の新手法を開発し、気象庁と実務展開のための研究を開始するとともに、防災講座を開催して研究成果を 

発信した。 

 

○ 共同利用機器の更新 

教育研究機器整備計画に基づき、県の施設整備費補助金を活用しながら、核磁気共鳴装置など研究機器の更新を進めた。 

 

○ 知的財産の創出、活用 

知的財産の創出を図るため、発明委員会を前年度より増加させて毎月開催とした結果、17 件の発明届の提出があった。また、Biotech アカデミックフォーラム、JST 技術説明会等で単 

独出願特許の PR など積極的に技術移転を進めた。 
 

 イ 地域貢献 

  ＜中期目標期間＞ 

○ 全学的な地域貢献活動の推進 

全学的に地域貢献活動を推進するため、学内組織を整備し、文部科学省の公募事業「地（知）の拠点整備事業（COC 事業）」に応募し、平成 26 年度に「ふじのくに『からだ・こころ・ 

地域』の健康を担う人材育成拠点」として、県内の大学で唯一採択を受けた。 

その後、県内自治体等と連携しながら事業を展開し、「しずおか学」科目群の開設、「静岡県立大学コミュニティフェロー」制度の創設・運用、静岡市と牧之原市と共同運営の「みら 

い交流サテライト」の設置など多くの事業を展開した。 

 

○ 公開講座の開催 

公開講座を定期的に県内各地で開催し、研究成果や学術情報の公開、県民の学習機会の創出に取り組んできた。毎年度、中期計画に掲げる目標人数（延べ 800 人）以上の参加者を得 

た。 

 

○ 企業ニーズと研究シーズとのマッチング 

本学が有する新技術の説明会（産学官金連携マッチング会等）を開催し、企業ニーズと研究シーズとのマッチングに取り組んできた。具体的には、県外の技術展示会等（Bio-tech ア 

カデミックフォーラム、JST による新技術説明会ほか）への教員の参加などである。これらの取組により、共同研究に向けた検討が進み、製薬企業への物質の提供、MTA 契約（資料提供 

契約）締結の決定などマッチングの成果も得られた。 

 

○ 共同研究・受託研究 

共同研究、受託研究の実施を推進するため、企業からの技術相談への随時対応や教員からのヒアリングを実施した。受託研究及び共同研究の件数については、平成 25 年度の 85 件か 

ら平成 30 年度は 127 件へと、着実に増加してきた。（目標：年 86 件） 

 

○ 「ムセイオン静岡」の活動 

本学及び本学周辺にある文化教育機関とともにムセイオン事業を展開し、ムセイオン連携講座、ムセイオンこどもプロジェクト等を実施してきた。例えば、平成 29、30 年度には、「し 

ずおか学」科目群の「ムセイオン静岡－舞台芸術－」の公開授業として、（公財）静岡県舞台芸術センター・SPAC の宮城芸術総監督による講義や音楽劇「羽衣」を実施した。SPAC との 

協働による公開授業には多くの県民の参加があり、文化の発信が具体的な形で表れた。 

 

  ＜平成 30 事業年度＞ 

○ 全学的な地域貢献活動の推進 
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文部科学省の平成 26 年度「地（知）の拠点整備事業（COC 事業）」に採択された本学のプログラム『ふじのくに「からだ・こころ・地域」の健康を担う人材育成拠点』について、静岡 

県、静岡市、牧之原市を連携自治体と位置付けた活動を進め、総括イベントとして「地域・大学共創シンポジウム」を開催した。 

「健康づくりイベント」において、薬学部、食品栄養科学部の学生による来場者の内臓脂肪面積測定や血管年齢測定、肺年齢測定などを実施した。さらに、菊川市のみなみやま会館、 

内田地区センター、川根本町の徳山コミュニティ防災センターにおいて、モバイルファーマシーの展示、薬学部生による「お薬相談会」及び「健康測定会」を実施した。 

本学の産学官連携組織を強化するため、学長を議長とする産学官連携戦略会議を審議・議決機関とし、副学長を本部長とする産学官連携推進本部を執行機関として位置付けるととも 

に、本部長の諮問機関として産学官連携諮問会議を設置した。 

 

○ ホスピタル・プレイ・スペシャリスト(HPS)養成講座 

短期大学部では、ホスピタル・プレイ・スペシャリスト(HPS)養成講座を開催し、地域社会に貢献する社会人に学習・研鑽の場を提供した。また、こども学科では「高校生アカデミッ 

   クチャレンジ」を開催し、専門学科の高校生に大学での学習や研究を行う機会を提供し、専門分野に対する学習意欲の高揚に努めた。 

 

○ 多様な学習機会の提供 

保健・医療・福祉に関わる職能団体と連携して、地域社会に貢献できる人材に学習の場を提供するための講習会等（静岡県立大学・病院・地域薬局連携薬物療法研修会、薬学生涯研 

修講座、リカレント教育講座、禁煙アドバイザー育成講習会、総合食品学講座）を開催した。 

地域経営研究センターと医療経営研究センター、ICT イノベーション研究センターでは、ビジネスセミナー「引き算のイノベーション」、地域の人口減少対策などの研究会・シンポジ 

ウム及び社会人学習講座を開講した。 

看護学部では、静岡県民を対象とする公開講座・講演会（講師）、第 49 回日本看護学会学術集会-慢性期-（運営・開催側）、静岡県看護協会（学術研究推進委員、研修会などの講師）、 

静岡県立静岡がんセンター（認定看護師教育課程の教員、講師）、県内の看護専門学校や看護関連大学などの教育機関や病院などの医療施設（講師）に教員を派遣し、看護学の普及と看 

護師の育成に貢献した。 

 

○ 公開講座の開催 

公開講座について、県民のニーズ等を踏まえながら草薙キャンパス会場、小鹿キャンパス・短期大学部会場、中部会場（静岡市アイセル 21）、西部会場（浜松市地域情報センター） 

で計 16 回開催し、延べ 1,527 人の参加を得た。年度計画に掲げる目標（年間延べ 800 人以上の参加者）は、平成 25 年度以降６年度連続で達成した。 

 

○ 企業ニーズと研究シーズとのマッチング 

産学官金連携マッチング会を年３回開催するとともに、県外で開催される技術展示会及び相談会等に積極的に出展し、教員が発表することで、企業ニーズと研究シーズとのマッチン 

グを進め、具体的な技術移転の進展に努めた。 

 

○ 共同研究・受託研究 

企業からの技術相談を 60 件受け、内容をヒアリングの上、本学で対応可能なものは教員に照会して共同研究等に繋げるとともに、教員に対しては研究成果や進捗状況のヒアリング 

（月 10 件以上）を実施することで最新の教員のシーズを把握し、共同研究・受託研究の獲得を図った。 

平成 30 年度は、昨年度実績を上回る 127 件の共同又は受託研究を実施した。 

 

○ 「ムセイオン静岡」の活動 

本学と県立美術館、県立中央図書館、県埋蔵文化財センター、静岡県舞台芸術センター、グランシップ、ふじのくに地球環境史ミュージアムの７機関による「ムセイオン静岡」の活 

動として、文化の情報発信等を連携して行っている。SPAC の宮城芸術総監督による講義や、音楽劇「羽衣」に多くの学生、県民が参加した。 

 

ウ グローバル化 
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  ＜中期目標期間＞ 

○ グローバル化推進の方針と体制 

グローバル化推進に向け、平成 29 年９月には、各部局の教職員で構成する「グローバル化方針策定委員会」を設置し、以後検討を重ねた結果、本学グローバル化推進の基礎となる「静 

岡県立大学グローバル化基本方針」を平成 30 年２月に策定するとともに、「静岡県立大学グローバル化基本方針」及び第３期中期計画の下、平成 31 年度計画に具体的な実行計画を盛り 

込んだ。また、実行計画を推進するための組織として、事務局に国際交流センター及び国際交流室を設置することを決定した。 

 

○ 留学支援 

学生の留学を支援するため、平成 26 年度からは、「交換留学フェア」を開催し、交換留学を実施している協定校や語学研修を実施している協定校に、体験学生及び来学中の交換留学 

生によるプレゼンテーションや個別相談を通じて情報提供を行い、交流促進を図った。また、海外の国際学会で研究発表を行う本学大学院生への参加旅費を支援する事業を実施し、毎 

年度 10 人を超える学生を支援した。 

大学間交流についても、交流協定の新規締結や更新に取り組んだ。（平成 25 年度～平成 30 年度で新規７校）。 

短期大学部では、平成 26 年度から本学の学生と海外協定校である大邱保健大学（韓国）と学生を相互に派遣・受入を行った。（派遣 10 人、受入８人） 

 

○ 海外からの研究者の招聘 

国際的なシンポジウムなどの開催に取り組み、海外からの研究者等の参加を促してきた。具体的には、静岡健康・長寿学術フォーラム、薬食国際カンファレンス、浙江省医学院と共 

同による日中健康科学シンポジウムの開催や海外からの研究者による大学院特別講義の実施などである。これらの取組により、海外から招聘した研究者数は、毎年度、計画に掲げる毎 

年度の目標人数（50 人）を上回った。 

 

  ＜平成 30 事業年度＞ 

○ グローバル化の推進 

平成 30 年５月に副学長及び看護学部教員が「知事インドネシア西ジャワ州訪問団」に参加した際にパジャジャラン大学（インドネシア）を訪問し、人脈形成及び関係構築を図ったこ 

とを契機として、平成 31 年３月に同大学との間で大学間交流協定を締結し、今後、本学看護学部と同大学看護学部との間で交流を推進していくこととした。 

平成 30 年度に採択された「大学の世界展開力強化事業（COIL 事業）」に連動したプログラムを看護学部の科目に取り込み、国際看護論の授業で提携校であるポートランド大学（米国） 

の看護学部との連携授業を実施した。 

 

○ 海外からの研究者の招聘 

浙江省医学院と日中健康科学シンポジウムを共同開催し、同院の医学系研究者との相互学術交流を行った。 

第 23 回静岡健康・長寿学術フォーラムを開催し、海外の研究者９名が参加した。 

日韓次世代学術フォーラム第 15 回国際学術大会を開催し、韓国から研究者等 75 人を招聘し、本学の大学院生と９か国 200 名の大学院生の学術交流の場を設け、高度で実践的な知識・ 

能力を体得する機会を得た。 

以上の結果、海外からの研究者等の参加は、年間延べ 243 人と目標人数を大きく上回った。 

 
 ２ 平成 29 事業年度における業務の実績等に関する評価結果の反映状況 

 

（１）課題とする項目 

   ア 平成 30 年度一般入試及び平成 29 年度帰国子女入試において入試ミスが発覚したため、再発防止と信頼回復に向け、全学を挙げて取り組む必要がある。 

    （平成 30 事業年度実績【№27】） 

     ・学力検査問題検討委員会を的確に運営し、作問業務及び点検業務を適正に行った。作問者は出題条件の確認、点検者はミスの事例を確認しつつ、明確化したチェック項目により 
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点検作業を行った。 

     ・推薦入試問題に対しては、学内専門委員の点検のほか、学外専門委員による点検を実施し、重層的なチェックを行った。 

     ・複数の学部に共通する入試科目においては、学部間の連携や情報共有により、作問体制の強化を図った。 

     ・短期大学部では、小論文の作成について万全を期すため、内部点検委員及び外部点検委員により複数回の点検作業を実施するとともに、入試マニュアルの再検討を進めた。 

     ・平成 31 年度一般入試における入試ミスを踏まえ、点検マニュアルや作問チェックリストの改訂を行った。 

    （第３期中期計画【№29】） 

     ・試験科目・出題方法を含めた全学的な入試体制の整備や改革を行う。 

    （平成 31 年度計画【№29】） 

     ・入学者選抜委員会で高大接続改革に対応した選抜方法の詳細を検討する。 

 

イ 海外からの留学生数の減少傾向が続いており、海外協定校への短期交換学生交流に参加する学生数も横ばいの状況である。今後、グローバル化基本方針に則り、具体策の立案、実 

行に着実に取り組む必要がある。 

    （平成 30 事業年度実績【№123,124】） 

     ・グローバル化基本方針を推進するための組織として、事務局に国際交流センター及び国際交流室を設置した。 

     ・平成 30 年５月に副学長及び看護学部教員が「知事インドネシア西ジャワ州訪問団」に参加し、同州のパジャジャラン大学を訪問して人脈形成及び関係構築を図った。その後平成 

31 年３月に同大学との間で大学間交流協定を締結し、今後大学間での交流を推進していくこととなった。 

     ・平成 30 年 10 月に（独）日本学生支援機構主催「日本留学フェア」（インドネシア・ジャカルタ）の「静岡県」ブースへ出展、職員２名及び現地の本学留学生 OG１名が参加した。 

また、現地の高等教育機関を訪問し、本学に関する情報発信を実施した。 

     ・短期大学部においては、海外協定校である大邱保健大学（韓国）の学生を２名受入れ、本学学生２名を大邱保健大学に派遣した。 

（第３期中期計画【№62,63】） 

     ・留学生への教育の質を高めるため、留学生への満足度アンケートを実施する。 

     ・外国人留学生、日本人学生、教員・研究者及び地域住民等多様な関係者の交流推進にも資する留学生の生活環境の整備を図る。 

     ・世界大学ランキング等の活用により世界に向けた情報発信を強化し、世界における本学のプレゼンスの向上を図る。 

     ・日本人学生の海外派遣及び外国人留学生の受入れを推進するため、留学に関する教育体制・支援体制の強化を図る。 

    （平成 31 事業年度計画【№62,63】） 

     ・交換留学等体験学生による報告会「交換留学フェア」を継続し、留学に関する情報提供及び意識醸成並びに交流の促進を図る。 

     ・海外協定校との協定更新により継続的な交流を図るとともに、新たな交流先を開拓する。 

     ・国際的なインターネット遠隔教育及び遠隔学生交流を実施する。 

     ・アジア地域をはじめ世界各国に向けて本学に関する情報を発信するとともに、世界主要国の主要大学等を中心に、人脈形成及び関係構築を図る。 

 

（２）評価に当たっての意見、指摘等 

ア 修士課程及び博士課程の定員割れが継続しており、未充足の原因を分析し、早急に定員確保のため対策を講じる必要がある。 

    特に、薬食生命科学総合学府においては、平成 24 年４月の設置以降、薬学専攻（博士）、食品栄養科学専攻（博士）及び環境科学専攻（修士・博士）において、毎年度定員割れの状 

況が続いている。 

    （平成 30 事業年度実績【№13,14,16,17】） 

     ・大学院博士課程の定員充足を目指し、大学院説明会を開催するなど、本課程を周知し、特に学外からの入学者を増加させる取り組みを行った。 

     ・学部生を対象とした大学院修了生のセミナーの開催や、社会で活躍する修了生に、技術者倫理の講義の一部を担当してもらうなど、大学院進学のメリットを説明し、学部生の大 

学院への進学を促した。 
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（第３期中期計画【№27】） 

     ・社会人、留学生を含めた志願者の状況や入試に関する外部要因の情報に基づく入学者確保対策や学内教育体制の検討、見直しに取り組み、各学科、各専攻の定員充足を図る。 

大学院については、入学定員の充足を目指した取組を推進する。 

    （平成 31 事業年度計画【№27】） 

     ・大学院専攻ごとの入学定員に対する充足率を是正すべく定員の充足に向けた取組を推進する。 

・夜間及び週休日の講義開講を継続し、それに必要な学内設備や人的なサポート体制の維持等を図る。 

 

イ 平成 30 年度一般入試において志願倍率の全体的な低下傾向が見られる。各学部・学科ごとに、志願者の意向や他大学との比較を踏まえた客観的な情報を収集するなど志願者の減少 

の要因分析を行うとともに、教育内容や入学者確保策について再確認し、実効性のある対策を講じていく必要がある。 

 （平成 30 事業年度実績【№25】） 

     ・より多くの来場者を受け入れることで本学への関心を高め志願者の増加につなげるため、オープンキャンパスの午前・午後の２部制での実施や学内の複数会場での開催、看護学

部のオープンキャンパスを小鹿キャンパスで行うなどの工夫をした。 

・高校生や保護者に対しては、進学相談会での個別相談、大学見学及び夏期大学説明会、高校教員に対しては、県内国公立４大学合同説明会、入試問題説明会、高校訪問及び新入 

生による母校訪問を通じて入試広報を行った。 

・短期大学部では、高校訪問やオープンキャンパスでのデモンストレーション、模擬授業を開催するなど、学科・専攻の情報と魅力を高校生や保護者等に伝えた。 

（第３期中期計画【№27,28】） 

・社会人、留学生を含めた志願者の状況や入試に関する外部要因の情報に基づく入学者確保対策や学内教育体制の検討、見直しに取り組み、各学科、各専攻の定員充足を図る。 

     ・本学が受験生、保護者、高校教員等から進学先として広く認知され、「選ばれる大学」となるよう、高大連携等を通じた積極的な入試広報を推進する。 

   （平成 31 事業年度計画【№27,28】） 

     ・オープンキャンパス申込者数や各種入試志願者数、受験産業の情報の推移を分析し、志願者数向上のための改善策を明らかにした上で、必要な組織体制の整備や効果的な広報活 

動等を行う。 

     ・短期大学部では、オープンキャンパス及びオープンキャンパス mini における申込者数、各種入学者選抜受験者の高校別人数等を分析し、ターゲットとなる高校へのアプローチを 

強化する。 

 

ウ 看護学研究科は、依然として定員割れの状況が続いているものの、２年連続して定員充足率が改善している。平成 22 年度の大学院への移行後、厳しい状況が続いている助産師養成 

課程を含め、積極的な定員の確保及び実習施設の確保対策を継続し、定員割れの解消に向け取り組む必要がある。 

    （平成 30 事業年度実績【№20】） 

     ・社会人学生を獲得するため、長期履修制度や土日・夜間開講について、調査・検討を進めた。 

（第３期中期計画【№27】） 

     ・社会人、留学生を含めた志願者の状況や入試に関する外部要因の情報に基づく入学者確保対策や学内教育体制の検討、見直しに取り組み、各学科、各専攻の定員充足を図る。 

大学院については、入学定員の充足を目指した取組を推進する。 

    （平成 31 事業年度計画【№27】） 

     ・夜間及び週休日の講義開講を継続し、それに必要な学内設備や人的なサポート体制の維持等を図る。 

 

エ 観光教育の導入等に伴う教育課程の見直しについて、関係学部を中心に着実に取り組んでいる。今後は、教育プログラムの在り方に係る全学的な方針のもとに、プログラムを策定、 

提示していくことを期待する。 

    （平成 30 事業年度実績【№9】） 

     ・経営情報学部での平成 31 年度の観光教育開始に向けて、高校訪問やオープンキャンパス、観光人材育成講座などを通じ、学内外に観光教育の意義と内容の周知に努めた。また、 
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      平成 31 年度から観光教育を担当する教員を採用し、観光教育のカリキュラム内容について詳細を完成した。 

（第３期中期計画【№6】） 

     ・経営・総合政策・データサイエンス・観光マネジメントの４分野を融合して活用する能力を身につけ、ビジネス・公共・社会のイノベーションを担い、企業や地域に貢献しうる 

人材を育成するため、カリキュラムの充実を図る。 

    （平成 31 事業年度計画【№6】） 

     ・平成 31 年度入学生から経営、総合政策、データサイエンス及び観光マネジメントの４メジャー制の導入などを特徴とする新カリキュラムを実施する。 

 

オ 教養教育については、全学共通科目の個別の拡充、見直しに留まらず、教養教育全体について大学の教育理念に基づいた在り方であるか引き続き検証を深め、大学としての教養教 

育の在り方を具体的に検討していく必要がある。 

    （平成 30 事業年度実績【№31】） 

     ・教養教育の中核をなす全学共通科目については、従来より設定されてきた基礎外国語、情報・知的財産等リテラシー教育、各学問領域の入門講義及び現代教養講義に加え、地域 

      の理解と実践力を養う「しずおか学」や英語で教える教養教育の試みを行なった。 

     ・大学コンソーシアムと連携した集中講義による科目や海外の協定大学と結んだ遠隔教育を含め、教養教育の多様性とバランスの確保を図った。 

（第３期中期計画【№1】） 

     ・本学の教育方針に基づいた教養教育のあり方を検証するとともに、社会や学生のニーズをとらえた教育課程の見直しを行う。 

    （平成 31 事業年度計画【№1】） 

     ・学生のニーズを検証するため、授業評価アンケートの質問内容を見直す。 

     ・英語による科目の授業内容及び時間割を検討し、学生が履修できる環境を整備する。 

     ・全学共通科目運営部会において、全学共通科目の問題点を抽出し、解決に向けて検討する。 

 

カ 地（知）の拠点整備事業の事業最終年度（平成 30 年度）に向けた各種目標の達成を目指すとともに、当事業の成果を生かしつつ、学生が卒業後も地域社会で継続的に活躍し、その 

成果を在学生に還元する循環型システムの構築に向け、引き続き全学を挙げて取り組む必要がある。 

    （平成 30 事業年度実績【－】） 

     ・人材の循環による共育体制の構築に必要な、COC 事業における教育分野の数値目標（10 項目）のうち、しずおか学の授業科目数及び履修学生数等４項目で目標を達成した。特に、

循環型システムの展開に不可欠な地域人材（コミュニティフェロー）については、数値目標（120 人）を大幅に上回る 386 人を認定した。 

（第３期中期計画【№59】） 

     ・地域活動を含む社会貢献活動への学生の取組を支援する。 

・地域における社会貢献活動の中核となる人材（コミュニティフェロー）の育成に取り組む。 

    （平成 31 事業年度計画【№59】） 

     ・地域活動を含む社会貢献活動への学生の取組を支援するためのコミュニティフェロー制度及び地域住民の本学への教育的貢献を促すための社会人フェロー制度等を適切に運用し、 

人材の循環による共育体制の構築に取り組む。 

     ・ボランティア等に関連する学生のクラブ活動に対し、情報提供や活動内容の指導などを通して、その取組を支援する。 

 

キ 第２期中期目標期間において受託・共同研究件数の実績が数値目標を常に上回っている状況を踏まえ、数値目標の設定の見直しを検討すること。 

    （平成 30 事業年度実績【－】） 

     ・第３期中期計画では、受託共同研究だけでなく、外部資金（科研費補助金・受託共同研究等）全体として、第１期～２期の平均を超える件数に見直した。 

（第３期中期計画【№51】） 

     ・外部資金（科学研究費補助金、受託研究費・共同研究費等（おおぞら基金を除く。））は、過去の年度実績平均を超える金額及び件数の獲得を目指す。 
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 （平成 31 事業年度計画【№51】） 

     ・第１期及び第２期計画期間の年度平均を超える件数の維持。 
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中
期
目
標 

 法人の自律性を確保しつつ、教育研究の進展や社会の要請に的確に対応するため、教育研究組織の検証と必要に応じた見直しを行うとともに、

理事長や学長のリーダーシップのもと、有機的かつ機動的な業務運営を行う。 

 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

① 理事長・学長のリーダーシ

ップを支える体制を強化する

ため、法人・大学事務局組織及

び学長補佐体制（機能・役割）

等の見直しを行う。 

（No.132） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 学長のリーダーシップを支える体制の強化のため、

必要な部門について学長補佐を指名し、機動的・戦略

的な大学運営を迅速に行った。 

・ 産学民官の連携や企画、広報、学生支援等の機能強

化を図るため、地域・産学連携推進室や広報・企画室

など、大学事務局組織体制の見直しを実施した。 

・ 「短期大学部部長の任期及び選考に関する規則」を

改正し、短期大学部部長の所掌事項として、学長の職

務を助け、校務を掌理することを追加した。 

・ 学外理事を含む役員会を月１回以上（年 15 回）開催

し、法人の意思決定を迅速に行うとともに、大学の状

況報告等や積極的な議論を通じ、機動的・戦略的な法

人運営を円滑に実施した。 

Ｂ 

 

 

 

 

 

・ 理事長・学長のリーダーシップを支える

体制の強化のため、学外理事を含む法人役

員で構成される役員会を月１回以上開催

し、機動的・戦略的な大学運営を図る。 

・ 国際交流を積極的に推進するため、引き

続き窓口の一元化の検討を推進する。 

 （No.132） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 全学的な国際交流の積極的な推進のため、平成 31 年

度から、県立大学事務局内に国際交流センター及び国

際交流室を設置することを決定した。 

Ｂ 

 

 

② 教育研究組織のあり方に

ついて不断の検討を行い、必要

に応じて学部、研究科、短期大

学部等の教育研究組織の統

合・再編・見直しを行う。 

（No.133） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 平成 28 年度の大学認証評価などを機会として、学部・

研究科の教育研究組織のあり方について見直しを行っ

た。 

・ 薬学部では、平成 28 年度に薬学教育評価機構による

第三者評価を受け、その提言を基に教育研究組織のあ

り方や将来構想について検討・見直しを行った。 

・ 食品栄養科学部では、平成 26 年度に環境生命科学科

を開設し、３学科体制を見据えたカリキュラムの見直

しを行うとともに、専門教育の充実を目指し講義や実

習の整備を行った。 

Ｂ 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

第３ 法人の経営に関する目標 
１ 業務運営の改善 
(1) 有機的かつ機動的な業務運営 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 国際関係学部では、カリキュラム改革に向けて準備

作業を進め、平成 31 年度から新カリキュラムを実施す

ることとなった。 

・ 経営情報学部では、平成 31 年度からの観光教育の開

始に向け、観光分野教員の採用、カリキュラム内容の

精査、３ポリシーの改定、学内外への広報、入試の円

滑な実施並びに国際関係学部、静岡文化芸術大学及び

地域との連携など、必要な準備を進めた。 

・ 看護学部では、３年次編入学の実施や、教員採用に

ついて公募を継続させながら教員の確保を図った。ま

た、看護学研究科では、看護学研究科博士後期課程の

令和２年度の設置に向けて検討を進めた。 

・ 短期大学部では、平成 28 年度にこども学科を開設す

るとともに、歯科衛生学科と社会福祉学科について、

引き続き、教育や組織のあり方の検討を続けた。また、

将来のあり方を検討するための基礎資料として短期大

学部を取り巻く環境の調査に着手した。 

 
 
 
 
 
 

 

・ 平成 31 年度からの国際関係学部におけ

る新カリキュラム開始に向け、必要な準備

を進める。 

・ 平成 31 年度に経営情報学部で予定され

ている観光教育の開始に向け、必要な準備

を進める。 

・ その他、学部・大学院及び短期大学部の

教育研究組織のあり方について、必要に応

じた検討を行う。 

 （No.133） 

 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 薬学部では、教授・准教授の公募時に、学部・大学

院のあり方をテーマとして教授懇談会を開催し、十分

にブレインストーミングを行った上で、教授会で審議

した。また、静岡大学グリーン科学技術研究所との研

究設備に関する覚書を締結し、国立・公立の壁を越え、

効率的で効果的な研究設備の運用を新たに開始した。 

・ 食品栄養科学部では、専門教育の充実を図るため、

講義や実験実習の見直し、次年度の授業配置の検討、

実習校の確定、カリキュラム変更などを行った。 

・ 国際関係学部では、平成 29 年度に策定した新カリキ

ュラム案の具体化を行うとともに、学則改正・教員採

用等カリキュラムの運営上必要な措置を講じること

で、平成 31 年度からの新カリキュラム実施に向けて準

備を整えた。 

・ 経営情報学部では、平成 31 年度からの観光教育の開

始に向け、観光分野教員の採用、カリキュラム内容の

精査、３ポリシーの改定、学内外への広報、入試の円

滑な実施並びに国際関係学部、静岡文化芸術大学及び

地域との連携など、必要な準備を進めた。 

・ 看護学部では、教員採用に当たり、公募を継続させ

ながら充実を図ってきた。今後、看護学研究科の博士

設置に伴い、一層の充実を図る。 

Ｂ 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 短期大学部では、将来のあり方を検討するための基

礎資料として短期大学部を取り巻く環境の調査に着手

した。 

③ 中長期的視点に立ったビ

ジョン（発展・改革のための方

向性）を定め、中期計画の着実

な推進を図る。 

（No.134） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 中長期的な大学の発展・改革の方向性を検討するた

め、有識者による「静岡県立大学のあり方懇談会」を

開催し、その提言を踏まえた「国際関係学部の改革等

に係る提案」と「改革具体案報告書」に基づく国際関

係学部の新たなカリキュラムの準備、全学教養教育の

見直しに取り組んだ。また、国際交流の効果的な推進

及び教育研究のグローバル化に向けた全学的取組方針

である、グローバル化基本方針の策定など、中期計画

を着実に推進した。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 第２期中期計画の最終年であることを 

踏まえ、中期計画を着実に推進する。 

 （No.134） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 平成 31 年度から開始する国際関係学部の新たなカリ

キュラムの実施に向けた準備や、経営情報学部の観光

教育に向けた準備など、中期計画の着実な推進に取り

組んだ。 

Ｂ 

 

 

④ 事務局組織全体について、

事務局が一体となって業務の

横断的な連携を強化するとと

もに、必要な組織の見直しを行

う。 

（No.135） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 各種システムの開発等、県立大学及び短期大学部事

務局が一体となり、学生室の教務部門と広報・企画室

の学務部門の窓口を統一化するなど業務の横断的な連

携に努めた。 

・ 小鹿キャンパスでは、短期大学部職員と学生室小鹿

駐在の看護学部・大学院研究科担当職員が連携、補完

し、学生提出書類の受け取りや配布書類の交付など、

学生にとって利便性の高い事務局となるよう努めた。

また、短期大学部総務室・学生室と小鹿駐在の看護学

部・大学院研究科担当間での協力により、文科省認可

申請書作成などの業務を実施した。 

Ｂ  

  

 

 

・ 広報・企画室の学部・大学院担当と学生

室の学部・大学院担当が互いに補完し、担

当学部の業務を円滑に行うことができる

よう引き続き連携強化を図る。 

・ 両キャンパスの事務局間の連携を図りつ

つ、人事給与システムの円滑な運用や財務

会計システムの更新を進める。 

・ 小鹿キャンパスでは、短期大学部総務

室・学生室と小鹿駐在の看護学部・大学院

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 広報・企画室の学部・大学院担当と学生室の学部・

大学院担当が日常的に情報共有を図りながら相互の事

務を進めることができた。 

・ 人事給与システムの更新においては、平成 28 年度以

降草薙及び小鹿の両キャンパスの事務職員が日常的に

協議を重ね、連携しながら新システムの開発を行った。

また、財務会計システムの開発においても同様に、両

キャンパスの事務職員が協議を重ねながら平成 31年４

月の稼働に向けシステム開発を行った。 

Ｂ 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

研究科担当職員の連携により、教職員、学

生にとって利便性の高い事務局となるよ

う更に努める。 

 （No.135） 

 

・ 小鹿キャンパスでは、短期大学部職員と学生室小鹿

駐在の看護学部・大学院研究科担当職員が連携、補完

し、学生提出書類の受け取りや配布書類の交付など、

学生にとって利便性の高い事務局となるよう努めた。

また、短期大学部職員と小鹿駐在の看護学部・大学院

研究科担当職員が連携し、文部科学省へ提出する博士

後期課程認可申請書の作成事務等を進めた。 

・ 全学的な国際交流の積極的な推進のため、平成 31 年

度から、県立大学事務局内に国際交流センター及び国

際交流室を設置することを決定し、開設の準備を進め

た。 

⑤ 教員と事務職員との連携

を強化し、一体的かつ効果的な

業務運営を行う。 

 （No.136） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 大学運営会議へ部長以上の事務職員が構成委員とし

て参加し、オブザーバーとして副学部長も参加した。

また、各種委員会にて事務職員が事務局として運営に

係わった。これら取組を通じて、常に教員と連携しな

がら事業を推進し、教員と事務職員との連携を強化し、

一体的かつ効果的な業務運営を行った。 

・ 短期大学部では、五役会議を通じ、短期大学部内部

での教員・事務職員間の連携強化が図られた。 

Ｂ  

  

 

 

・ 大学運営会議や各種委員会などにおい

て、教員と事務職員の積極的な意見・情報

交換を継続し、一体的な運営を継続する。 

 （No.136） 

 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 大学運営会議において、構成員に部長以上の事務職

員が加わっており、オブザーバーとして副学部長の出

席を継続して求めている。このことにより教員と事務

職員との間で情報が共有化され、連携の強化が図られ

た。また、各種委員会には事務職員が事務局として運

営に係わるなど、常に教員と連携しながら事業を推進

した。 

・ 短期大学部では、草薙キャンパスで実施している室

長会議に出席し、大学幹部の教員と情報交換、意見交

換を行い、一体的かつ効果的な業務運営に努めるとと

もに、教員管理職と事務部長等による五役会議を適時

開催し、情報交換・情報共有、協議を行った。 

Ｂ 
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中
期
目
標 

 

ア 人事制度の運用と改善 

教育研究活動の一層の活性化を図るため、全学的な視点に立って適材適所の人員配置に努めるとともに、公正性、透明性、客観性が確保された

任用制度及び教職員にインセンティブが働く評価制度の運用と改善を図る。 

イ 職員の能力開発 

事務職員の専門性を高めるため、組織的に行う職員の職務能力の開発（スタッフ・ディベロップメント）活動を充実する。 

 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

ア 人事制度の運用と改善        

① 教員評価制度の評価結果

を処遇等に適切に反映できる

よう活用体制を整備する。併せ

て、サバティカルイヤー等教員

の資質向上のための研修制度

の整備を行う。 

（No.137） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 評価結果の処遇等への適切な反映については、教員

活動評価表彰規程要領を整備し、成績優秀者の表彰に

より教員の士気向上に役立てている。また、サバティ

カル研修制度規程に関する細則を整備して、平成 29 年

度後期から研修生教員を募集し、制度利用実績もあが

っている。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 引き続き、評価結果の処遇への反映（表

彰制度、サバティカル制度）の検証を行う

とともに、より精度の高い評価制度の構築

に努める。 

 （No.137） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 評価結果の処遇への反映（表彰制度、サバティカル

制度）の検証について、本年度、実施開始から５回目

にあたる表彰を行い、教員の士気向上に役立てた。な

お、サバティカル制度については、平成 29 年度から 30

年度までに延ベ５名の制度利用があった。 

Ｂ 

 

 

② 事務局組織の専門性を高

めるため、法人固有職員の計画

的な採用を推進するとともに、

それらの職員の評価制度を構

築する。法人化時点を基準とし

て県派遣職員の3割程度を法人

固有職員に切り替える。 

（No.138） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 法人化当初の県派遣職員（67 人）の３割程度を固有

職員に置き換えるという目標に対し、６年間で 21 名の

法人固有職員を採用し、県派遣職員を中心とした組織

体制からの移行を着実に進めた。 

・ 法人固有職員の勤務実績評価の仕組みを構築・実施

した。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 平成 29 年度までの採用実績等を踏まえ、

法人固有職員の採用を計画的に進める。 

・ 県における一般職員の評価制度を参考

に、法人固有職員の評価制度を試行する。 

 （No.138） 

 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 法人固有事務職員の採用試験を実施し、平成 30 年４

月に４人を採用し（採用計画２人）、県立大学及び短期

大学部に配置した。また、平成 31 年４月採用予定の法

人固有事務職員５人を決定した。（採用計画２人） 

・ 引き続き、法人固有職員の勤務実績評価（査定型）

を実施するとともに、県における一般職員の評価制度

（目標管理型）の導入に向けた法人固有の状況の整理

を進めた。 

Ｂ 

 

 

第３ 法人の経営に関する目標 
１ 業務運営の改善 
(2) 人事運営と人材育成 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

③ 全学的な視点に立って、人

員配置、任用等を行うととも

に、公正性、透明性、客観性が

確保されるよう任用制度や人

事委員会制度の適切な運用と

改善を行う。 

（No.139） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 学長主導による教員募集発議において、客観性、透

明性を確保する組織として「大学運営検討委員会」を

設置し、平成 29 年度から運用を開始した。 

・ 教員の内部昇任制度を適切に運用するとともに、任

期の定めのない教員への転換及び事務職員の無期転換

制度の整備など任用制度の適正な運用を図った。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 引き続き、任用制度と人事制度の改善を

図るため、当該制度の問題点の把握に努

め、教員人事委員会制度の適切な運用を図

る。 

 （No.139） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 任期の定めのない教員への転換制度を平成 30 年６月

１日から導入し、転換申請の期限が到来した薬学部の

４人を審査した結果、転換が適当と認められ、本学に

おいて教育研究経験のある優秀な教員の確保ができ

た。 

また、事務局に所属する有期雇用職員について、こ

れまで５年を契約更新の上限としてきたが、無期転換

制度を平成 30 年 12 月 13 日から導入し、３人が本制度

の対象となった。これにより、知識と経験を持つ人材

の確保ができた。 

Ｂ 

 

 

イ 職員の能力開発        

 職員が大学運営に必要な知

識・技能を適切に習得できるよ

う、外部研修、学内研修及び

OJT 等の研修を充実する。 

（No.140） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 様々な職域の職員が大学運営に必要な知識や技能を

習得できるよう、できるだけ職員に学内外の様々な研

修を受講する機会を提供し参加させることに努めた。 

・ 短期大学部においては、県立大学の新規職員に対す

る学内 SD 研修会に新規事務職員が参加した。また、全

国公立短期大学協会主催の研修会に参加したほか、学

生室では日本学生支援機構主催の研修会に、附属図書

館では静岡県図書館協会主催の研修会に職員が参加し

た。 

・ 平成 28 年度からはプロパー職員が新たに短期大学部

に配置されるようになり、法人のプロパー職員研修に

参加し、必要な知識やスキルを習得した。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 大学職員としての経験が十分でない県派

遣職員や有期雇用職員に公立大学法人の

職員としての意識を醸成させるとともに、

必要な知識やスキルを習得させ、また、蓄

積したノウハウを学内研修等で他の職員

に伝えるなどして、引き続き職員の資質向

上に努める。 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 新たな取り組みとして、大学に赴任した事務職員等

を対象に、法人事務局主催で接遇研修を実施した。 

・ 法人固有職員については、学外研修として、全国市

町村国際文化研修所が主催する「公立大学を活かした

まちづくり」研修や、公立大学協会が主催する公立大

学に関する基礎研修、公立大学職員セミナーなどに参

加した。 

Ｂ 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 法人固有職員については、外部の研修資

源を活用するなどして長期的な視野に立っ

た育成に努める。 

 （No.140） 

・ 県派遣職員及び新規採用の法人固有職員が学外研修

等に参加できるよう配慮し、職員の資質向上を図った。 
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中
期
目
標 

 既存の業務や事務組織の適切な見直しを行い、社会や学生の様々なニーズに対応した、効率的で効果的な生産性の高い法人運営を行う。 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

 事務執行において、事務処理

の標準化、集中化や外製化の推

進等により効率化を図る。 

（No.141） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 事務の効率化等を図るため、人事給与システム、財

務会計システムについて新システムの導入を行うとと

もに、システム更新に伴い、業務マニュアルを作成し

た。 

・ 各室においてマニュアル化が可能な業務内容の精査

や整備の啓発を行った。 

・ 他大学の取組状況については、(一社)公立大学協会

を通じた調査の状況等を業務の見直しの参考とした。 

・ 出納室内会議を毎月開催し、会計ルールや課題対応

を確認する場として定着させるとともに、室内研修を

実施し、事務処理の標準化、効率化を図った。また、

財務会計システムの更新を行い、事務の効率化を図る

ための見直しを行った。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 業務の効率化を図り、集中化や外製化を

促進させるため、事務処理の一層のデータ

化の啓発、促進に努める。 

・ 室ごとにマニュアル化が可能な業務の精

査を行い、業務マニュアル化を進める。 

・ 課題となっている事項については、他大

学の取組み状況の調査を行うなど、より一

層業務の効率化を図る。 

・ 出納室内会議において室の抱える課題や

会計ルールの確認を行い、室内の意思統一

を図るとともに、室員の知識と技術の向上

を図る。また、財務会計システムの更新作

業を行い、事務の効率化を図る。 

 （No.141） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 事務の効率化等を図るため、人事給与システムを平

成 30 年度から本格稼働した。 

・ 各室においてマニュアル化が可能な業務の精査及び

整備の啓発に努めるとともに、(一社)公立大学協会を

通じた調査の状況等を業務の見直しの参考とした。 

・出納室内会議で、会計ルールの確認等を行うとともに、

室内研修を実施して、室員の知識と技術の向上を図り、

平成 31年度から本格稼働する財務会計システムの更新

を行い、事務の効率化を図った。 

Ｂ 

 

 

 

第３ 法人の経営に関する目標 
１ 業務運営の改善 
(3) 事務等の生産性の向上 
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中
期
目
標 

 

適正な法人運営を継続的に行うため、法定監査や内部監査を効果的に実施し、監査結果を大学運営に反映させる。 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

 監事及び会計監査人と連携

した内部監査を実施し、法人業

務の適正化及び効率化を図る。 

（No.142） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 監事及び会計監査人の監査状況を踏まえた監査計画

を毎年度策定し、監査重点項目の設定や監査手続の見

直しを行うとともに、内部統制の整備状況の確認や改

善指導の徹底等により、法人業務の適正化及び効率化

を図った。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 地方独立行政法人法の改正による監事権

限の増強を踏まえ、監事や会計監査人と密

接に連携し、内部統制の整備状況の確認を

行う。 

 （No.142） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 監事監査に向けての事前調査や事務を補助すること

により、監査を円滑に実施したほか、会計監査人が行

う理事長、監事等の意見交換会に同席し、内部統制の

課題等について情報交換を行った。 

Ｂ 

 

 

 

第３ 法人の経営に関する目標 
１ 業務運営の改善 
(4) 監査機能の活用 
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中
期
目
標 

 科学研究費補助金をはじめとする競争的資金や、産学官連携による共同研究、受託研究などの外部資金の獲得等による自己収入の確保に努め、

財政基盤の強化を図る。 

 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

① 部局ごとに外部資金獲得

の目標を設定するとともに、外

部資金獲得のための制度の紹

介及び申請方法の研修会を実

施し、全教員に外部資金（科学

研究費補助金、受託研究、共同

研究、奨学寄附金等）増加に向

けた取組を促す。 

（No.143） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 科学研究費補助金（以下、科研費という。）の予算額

が横ばい状態にあるなか、３年連続で前年度を上回る

科研費（金額）を獲得した。また、外部資金全体にお

いても、５年連続で前年度を上回る金額を獲得した。 

・ 国や地方自治体の公募説明会に参加し、各種助成金

制度の情報収集に努め、ネットワークでの共同申請を

積極的に教員に働き掛けた。 

・ 毎年、科研費の学内説明会を開催するとともに、科

研費申請書についてアドバイザーによるアドバイスを

実施した。 

・ 原則として毎月２回、教員に公募情報をメール配信

しているほか、金額の大きい公募等については、公募

情報を取得次第配信して、教員の公募を促した。 

・ 

Ｂ  

 

 

 

【２期中期計画 目標】 

 ・件数 333 件を超える  

     Ｈ30 373 件 

 ・金額 933,225 千円を超える 

     Ｈ30 891,784 千円 

 ・文科省等で実施される各種の競争的資金

の説明会に出席し、学内に情報伝達又は説

明会を開催し、外部資金獲得の取組を促

す。 

・ 科研費の予算額が減少傾向にある中、採

択件数や金額について平成 30 年度並を目

指す。 

・ 各種の研究助成金制度について、公募情

報をメール等により教員に情報提供する

ほか、関係する教員への個別説明を実施

し、外部資金獲得の取組を更に促す。 

・ 短期大学部においては、獲得実績を基に

部局目標を設定するとともに、各種の研究

助成金制度について説明会の開催や公募

情報をメール等により速やかに教員に情

報提供して、外部資金獲得の取組を更に促

す。 

 （No.143） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 科研費の予算額が横ばい状態にあるなか、前年度を

上回る科研費（金額）を獲得した。また、外部資金全

体においても、前年度を上回る金額を獲得した。   

・ 国や地方自治体の公募説明会に参加し、各種助成金

制度の情報収集を行い、ネットワークでの共同申請を

積極的に教員に働き掛けた。 

・ 平成 31 年度に向け、科研費の学内説明会を開催する

とともに、科研費申請書 13 件について教授等８名のア

ドバイザーによるアドバイスを実施した。 

・ 原則として毎月２回、教員に公募情報をメール配信

しているほか、金額の大きい公募等については、公募

情報を取得次第、配信した（平均月 15 件）。また、学

内で公募説明会、個別面談を実施した。 

・ 短期大学部では、各種の研究助成金制度について説

明会の開催や公募情報をメール等により教員に情報提

供して外部資金獲得に取り組み、科研費の新規採択件

数、採択金額ともに前年を上回った。 

 

Ｂ 

 

 

【Ｈ30 外部資金（おおぞら基金を除く）】 

 ・件数 Ｈ30 373 件 Ｈ29 401 件 

 （前年比△28 件） 

 ・金額 Ｈ30 891,784 千円  

Ｈ29 880,905 千円   

（前年比＋10,879 千円） 

第３ 法人の経営に関する目標 
２ 財務内容の改善 
(1) 自己収入の確保 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

② 講習会・研修会等の受講料

収入などにより、自己収入の増

加を図る。 

 （No.144） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 毎年度、社会人学習講座を開催して、受講料の徴収

により自己収入の増加を継続的に図った。 

・ 短期大学部では、社会人専門講座として、ホスピタ

ル・プレイ・スペシャリスト（HPS）養成講座を継続し

て実施したほか、同講座の週末講座も実施し受講料の

増収を図った。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 社会人を対象とした社会人学習講座を開

催し、受講料収入により、自己収入の確保

に努める。 

・ 短期大学部においては、社会人専門講座

ホスピタル・プレイ・スペシャリスト

（HPS）養成講座を継続して実施し、自己

収入の増加を図る。 

 （No.144） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 社会人学習講座として 22 講座を開催し、受講料の徴

収により自己収入の増加を図った。 

・ 短期大学部では、社会人専門講座ホスピタル・プレ

イ・スペシャリスト（HPS）養成講座を継続して実施し、

自己収入の増加を図った。 

Ｂ 

 

 

③ 教育研究活動を充実して

いくための基金の設置を目指

す。 

 （No.145） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 他大学における寄附金制度の導入状況を調査し、広

く県民から寄附を受けるため、平成 29 年度に一般寄附

金制度（おおぞら基金）を新設した。その後、寄附制

度の PR を強化しながら、寄附金の確保に取り組んだ。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 「おおぞら基金」の一層の PR に努める 

 ことにより、寄附収入の増加を図る。 

 （No.145） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 広報誌「はばたき」や募金案内チラシの配布等を通

じ、同窓生や父兄等への寄附制度の PR を行った。 

Ｂ 
 

 

・【再掲】 

 外部資金は、第 1 期中期計画

期間の実績を超える件数及び

金額の獲得を目指す。 

 （No.101） 

 

 

    

 

 

 

【再掲】 

・ 外部資金獲得のため、各種公募に対する

申請支援を積極的に行い、応募を促進す

る。 

・ 外部資金の募集案内等を速やかに学内公

表するとともに、科学研究費、JST 公募、

農水省公募などの外部資金に対する説明

会・研修会を適切に開催する。年間 333
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

件及び金額 933,225 千円以上の獲得を目

指す。 

・ 科学研究費助成事業への申請を促進する

ため、不採択者のうち高い評価を得た者に

対して教員特別研究費の配分枠を設ける

ほか、教員による調書のアドバイス等を行

い、応募数及び採択率の向上を目指す。 

・ 短期大学部では、外部資金の募集案内等

を速やかに学内公表し、平成 29 年度以上

の外部資金の獲得を目指す。また、科学研

究費の説明会を実施するなど、獲得件数の

増加を図る。 

 （No.101） 
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中
期
目
標 

 財務状況の分析や適切な予算管理により、効率的かつ適正な予算執行を進めるとともに、経費の節減に努める。 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

① 学内のニーズを踏まえつ

つ、財務諸表等の分析を行い、

予算執行の効果が高まるよう

適切な予算配分を行う。 

（No.146） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 既存事業の見直し、事務の効率化を図り、計画的予

算配分を実施した。また、補正予算の編成や不足の見

込まれる科目に対する流用など、機動的に予算編成・

予算配分を行った。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 既存事業の見直しや再構築、重点化に加

え、事務の効率化を図り、教育・研究活動

の向上に繋がる事業に対して、財務比率

（経営指標）の分析結果も考慮し、計画的、

戦略的に予算配分を行う。 

 （No.146） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 既存事業の見直しや事務の効率化を図り、教育・研

究活動の向上に繋がる事業に対して、計画的に予算配

分を実施した。また、補正予算の編成など、機動的に

予算配分を実施した。 

Ｂ 

 

 

② 経費の節約等による効率

的な予算執行に努め、財政の健

全性を保つ。 

（No.147） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 契約・入札方法の見直しや様々な経費の節約対策の

継続的な実施により、効率的な予算執行ができた。 

・ 年度の途中で予算の執行状況を把握するとともに、

適正な予算執行に取り組んだ。 

・ 短期大学部では、できるかぎり競争入札で契約する

ことにより経費の節約を図った。節電対策の取組を各

部署に依頼し、電気料金の節約を推進した。法令集の

利用状況を精査し支障のない追録の差替を停止や、業

者のアドバイスを受けながら委託業務の回数減等、委

託業務の内容を精査し見直しを行うなど経費の節減を

図った。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 予算執行状況の把握に努め、光熱水費や

事務的経費の節約（昼休みの消灯、暖房設

定温度の調節による節電、業務内容を見直

すことによる時間外勤務の削減等）を図

る。 

・ 短期大学部においては、施設等の管理委

託業務の契約方法や内容を検討し、必要に

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 引き続き複数年契約や一般競争入札の実施のほか、

消耗品購入方法の見直しや夏期の節電呼び掛けなどに

より経費の節約を図った。また、時間外労働削減に向

けて、平成 31 年度より長時間残業抑制システムの導入

を行うこととした。 

・ 短期大学部では、業者のアドバイスを受けながら委

託業務の回数減等、委託業務の内容を精査し見直しを

Ｂ 

 

 

第３ 法人の経営に関する目標 
２ 財務内容の改善 
(2) 予算の効率的かつ適正な執行 

 



138 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

応じた見直しを行う。 

 （No.147） 

行うなど経費の節減を図った。 

③ エコキャンパスなど環境

配慮の取組に合わせて、教職員

及び学生のコスト意識を高め、

光熱水費等の経費削減を図る。 

（No.148） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 月ごとの光熱水費に係るデータを全教職員に対し、

毎年公表することで、学内のコスト意識を高め、省エ

ネの意識づけができた。 

その結果、平成 25 年度の業務費及び一般管理費の光 

熱水費計 343,738 千円に対し、平成 30 年度決算の光熱

水費は計 285,464 千円となり、△17.0％の削減となっ

た。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 光熱水費の種類別（電気・ガス・水道）

に、月ごとの使用量、金額の推移を学内に

公表し、引き続き教職員及び学生のコスト

意識を高める。 

 （No.148） 

 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 月ごとの電気・ガス・水道の使用量、金額の推移を

年度で取りまとめて学内に公表することにより、教職

員のコスト意識を高めた。 

・ 短期大学部では、冷暖房の運転によるコストについ

て、小鹿キャンパスの教職員、学生に周知することで

コスト意識を高め、経費の節減を図った。 

Ｂ 

 

電気使用量：Ｈ30  11,213 千 kw/h 

 Ｈ29  11,313 千 kw/h  前年比△0.9%の減 

 

ガス使用量：Ｈ30  587 千㎥ 

Ｈ29  637 千㎥  前年比△7.8％の減 

④ 管理的経費は、平成 30 年

度において平成 25 年度に比し

て 5％以上の削減を目指す。 

（No.149） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 業務の見直しや光熱水費等の経費節減に努めた結果、

管理的経費（一般管理費）は、平成 25 年度決算 956,408

千円に対して、平成 30年度決算は 872,606 千円となり、

△8.8％の減となった。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 管理的経費は、運営費交付金の削減に合

わせ、業務の見直し、経費の節約に努め、

前年度比１％以上（消費税を除く）の削減

を図る。 

 （No.149） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 業務の見直しや不要な経費の削減、省エネルギーに

努め、管理的経費の削減を進めた。 

・ Ｈ30 実績 819,695 千円（一般管理費：消費税、補

助金財源の修繕費除き）となり、前年実績 836,469 千

円比で△2.0％の減となった。 

Ｂ 
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中
期
目
標 

 安全かつ効率的で効果的な資産運用を図る。 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

 資金運用・資金管理において

は、安全性、効率性等を考慮し

て適正に行う。 

（No.150） 

 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 資金運用方針に基づき、銀行の大口定期預金を利用

して、安全かつ効率的な運用を行った。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 余裕資金を適切に把握しつつ、平成 30 年

度の資金運用方針に基づき、余裕資金の安

全かつ効率的な資金運用に努める。 

 （No.150） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 平成 30 年度資金運用方針に基づき、銀行の大口定期

預金を利用し、安全かつ効率的な運用を行った。 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 法人の経営に関する目標 
２ 財務内容の改善 
(3) 資産の安全かつ効率的・効果的な運用 
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 １ 法人の経営に関する取組 

 

１ 業務運営の改善 

＜中期目標期間＞ 

○ 中長期的ビジョンに立った中期計画の推進 

中長期的な大学の発展・改革の方向性を検討するため、有識者による「静岡県立大学のあり方懇談会」を開催し、その提言を踏まえた「国際関係学部の改革等に係る提案」とその「改 

革具体案報告書」に基づく国際関係学部の新たなカリキュラムの準備、全学教養教育の見直しに取り組んだ。また、国際交流の効果的な推進及び教育研究のグローバル化に向けた全学 

的取組方針である、グローバル化基本方針の策定など、中期計画を着実に推進した。 

 

○ 教育研究組織の検討・見直し 

    平成 28 年度の大学認証評価などを機会として、学部・研究科の教育研究組織のあり方について見直しを行った。 

薬学部では、平成 28 年度に薬学教育評価機構による第三者評価を受け、その提言を基に教育研究組織のあり方や将来構想について検討・見直しを行った。 

食品栄養科学部では、平成 26 年度に環境生命科学科を開設し、３学科体制を見据えたカリキュラムの見直しを行うとともに、専門教育の充実を目指し講義や実習の整備を行った。 

国際関係学部では、カリキュラム改革に向けて準備作業を進め、平成 31 年度から新カリキュラムを実施することとなった。 

経営情報学部では、平成 31 年度からの観光教育の開始に向け、観光分野教員の採用、カリキュラム内容の精査、３ポリシーの改定、学内外への広報、入試の円滑な実施並びに国際関 

係学部、静岡文化芸術大学及び地域との連携など、必要な準備を進めた。 

看護学部では、３年次編入学の実施や、教員採用について公募を継続させながら教員の確保を図った。また、看護学研究科では、看護学研究科博士後期課程の令和２年度の設置に向 

けて検討を進めた。 

短期大学部では、平成 28 年度にこども学科を開設するとともに、歯科衛生学科と社会福祉学科について、引き続き、教育や組織のあり方の検討を続けた。また、将来のあり方を検討 

   するための基礎資料として短期大学部を取り巻く環境の調査に着手した。 

 

○ 事務局の連携強化と組織の見直し 

広報・企画室の学部・大学院担当と学生室の学部・大学院担当が日常的に情報共有を図りながら相互の事務を進めることができた。 

人事給与システムの更新においては、平成 28 年度以降、草薙及び小鹿の両キャンパスの事務職員が日常的に協議を重ね、連携しながら新システムの開発を行った。また、財務会計シ 

ステムの開発においても同様に、両キャンパスの事務職員が協議を重ねながら平成 31 年４月の稼働に向けシステム開発を行った。 

小鹿キャンパスでは、短期大学部職員と学生室小鹿駐在の看護学部・大学院研究科担当職員が連携、補完し、学生提出書類の受け取りや配布書類の交付など、学生にとって利便性の 

高い事務局となるよう努めた。また、短期大学部職員と小鹿駐在の看護学部・大学院研究科担当職員が連携し、文部科学省へ提出する博士後期課程認可申請書の作成事務等を進めた。 

全学的な国際交流の積極的な推進のため、平成 31 年度から、県立大学事務局内に国際交流センター及び国際交流室を設置することとした。 

 

○ 教員任用制度等の改善 

学長主導による教員募集発議において、客観性、透明性を確保する組織として「大学運営検討委員会」を設置し、平成 29 年度から運用を開始した。 

    教員の内部昇任制度を適切に運用するとともに、任期の定めのない教員への転換及び事務職員の無期転換制度の整備など任用制度の適正な運用を図った。 

 

○ 事務の生産性の向上 

事務の効率化等を図るため、人事給与システムを平成 30 年度から本格稼働した。 

Ⅱ 法人の経営に関する特記事項 
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各室においてマニュアル化が可能な業務の精査及び整備の啓発に努めるとともに、(一社)公立大学協会を通じた調査の状況等を業務の見直しの参考とした。 

会計事務において事務局出納室では、課題やルールの確認、研修実施などにより、室員の知識と技術の向上を図るとともに、平成 31 年度から本格稼働する財務会計システムの更新を 

行い、事務の効率化を図った。 

 

 

  ＜平成 30 事業年度＞ 

○ 教育研究組織の検討・見直し 

 薬学部では、教授・准教授の公募時に、学部・大学院のあり方をテーマとして教授懇談会を開催し、十分にブレインストーミングを行った上で、教授会で審議した。また、静岡大学 

グリーン科学技術研究所と研究設備に関する覚書を締結し、国立・公立の壁を越え、効率的で効果的な研究設備の運用を新たに開始した。 

食品栄養科学部では、専門教育の充実を図るため、講義や実験実習の見直し、次年度の授業配置の検討、実習校の確定、カリキュラム変更などを行った。 

国際関係学部では、平成 29 年度に策定した新カリキュラム案の具体化を行うとともに、学則改正・教員採用等カリキュラムの運営上必要な措置を講じることで、平成 31 年度からの 

新カリキュラム実施に向けて準備を整えた。 

経営情報学部では、平成 31 年度からの観光教育の開始に向け、観光分野教員の採用、カリキュラム内容の精査、３ポリシーの改定、学内外への広報、入試の円滑な実施並びに国際関 

係学部、静岡文化芸術大学及び地域との連携など、必要な準備を進めた。 

看護学部では、教員採用に当たり、公募を継続させながら充実を図ってきた。今後、看護学研究科の博士後期課程の設置に向けて、一層の充実を図る。 

短期大学部では、将来のあり方を検討するための基礎資料として短期大学部を取り巻く環境の調査に着手した。 

 

○ 事務局の連携強化と組織の見直し 

人事給与システムの更新では、平成 28 年度以降、草薙及び小鹿の両キャンパスの事務職員が日常的に協議を重ね、連携しながら新システムの開発を行った。また、財務会計システム 

の開発においても同様に、両キャンパスの事務職員が協議を重ねながら平成 31 年４月の稼働に向けシステム開発を行った。 

広報・企画室の学部・大学院担当と学生室の学部・大学院担当が日常的に情報共有を図りながら、相互の事務を進めた。 

小鹿キャンパスでは、短期大学部職員と学生室小鹿駐在の看護学部・大学院研究科担当職員が連携、補完し、学生提出書類の受け取りや配布書類の交付など、学生にとって利便性の 

高い事務局となるよう努めた。また、短期大学部職員と小鹿駐在の看護学部・大学院研究科担当職員が連携し、文部科学省へ提出する博士後期課程認可申請書の作成事務等を進めた。 

全学的な国際交流の積極的な推進のため、平成 31 年度から、県立大学事務局内に国際交流センター及び国際交流室を設置することを決定し、開設の準備を進めた。 

 

○ 教員任用制度等の改善 

教員の内部昇任制度を適切に運用するとともに、任期の定めのない教職員への転換制度を平成 30 年６月１日から導入した。対象となった４人の転換が認められ、本学において教育経 

験のある優秀な教員の確保ができた。 

また、事務局に所属する有期雇用職員について、これまで５年を契約更新の上限としてきたが、無期転換制度を平成 30 年 12 月 13 日から導入し、３人が本制度の対象となった。これ 

   により、知識と経験を持つ人材の確保ができた。 

 

○ 事務の生産性の向上 

事務の効率化等を図るため、人事給与システムを平成 30 年度から本格稼働した。 

各室においてマニュアル化が可能な業務の精査及び整備の啓発に努めるとともに、(一社)公立大学協会を通じた調査の状況等を業務の見直しの参考とした。 

   会計事務において事務局出納室では、課題やルールの確認、研修実施などにより室員の知識と技術の向上を図った。また、平成 31 年度から本格稼働する財務会計システムの更新を行 

い、事務の効率化を図った。 

 

２ 財務内容の改善 
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＜中期目標期間＞ 

○ 外部資金の獲得 

科研費の予算額が横ばい状態にある中、３年連続で前年度を上回る科研費（金額）を獲得した。また、外部資金全体においても、５年連続で前年度を上回る金額を獲得した。 

国や地方自治体の公募説明会に参加し、各種助成金制度の情報収集に努め、ネットワークでの共同申請を積極的に教員に働き掛けた。また、科研費の学内説明会を開催するとともに、 

科研費申請書についてアドバイザーによるアドバイスを実施した。 

原則として毎月２回、教員に公募情報をメール配信しているほか、金額の大きい公募等については、公募情報を取得次第配信して、教員の公募を促した。 

 

○ 管理的経費の削減 

第２期中期計画の目標である管理的経費△５％以上の削減（平成 25 年度比）に向けて、業務の見直しや光熱水費等の経費節減に努めた結果、管理的経費（一般管理費）は、平成 25 

年度度決算 956,408 千円に対して、平成 30 年度決算は△8.8％減の 872,606 千円となった。 

 

＜平成 30 事業年度＞ 

○ 外部資金の獲得 

事務局では、国や地方自治体の公募説明会に参加するなど各種助成金制度の情報収集を行うとともに、ネットワークでの共同申請を、積極的に教員に働き掛けた。 

平成 31 年度に向け、科学研究費補助金（以下、科研費という。）の学内説明会を開催するとともに、科研費申請書 13 件について教授等９名のアドバイザーによるアドバイスを実施し 

た。また、教員に対する公募情報のメール配信や、教員を対象とした公募説明会、個別面談を開催した。 

その結果、科研費の国の予算額が横ばい状態にある中、３年連続で前年度を上回る科研費（金額）を獲得した。また、外部資金全体（金額）においても、５年連続で前年度を上回り、 

平成 30 年度の外部資金（一般寄附金：おおぞら基金を除く）は、373 件で前年比△28 件の減となったものの、金額では 891,784 千円となり、前年比 10,789 千円の増となった。。 

 

○ 管理的経費の節減 

    業務の見直しや不要な経費の削減、省エネルギーに努め、管理的経費の削減を進めた。 

    平成 30 年度実績は。819,695 千円（一般管理費：消費税、補助金財源の修繕費除き）となり、前年実績（836,469 千円）比で△2.0％の減となった。 

 

 

 ２ 平成 29 事業年度における業務の実績等に関する評価結果の反映状況 

 

（１）評価に当たっての意見、指摘等 

   ア より高い専門性や多様な経験を有する法人固有職員の積極的な採用及び配置により、事務局体制の一層の強化を図るよう期待する。 

    （平成 30 事業年度実績【№138】） 

     ・法人固有事務職員の採用試験を実施し、平成 30 年４月から４人を採用し（採用計画２人）、県立大学及び短期大学部に配置した。また、平成 31 年４月採用予定の法人正規事務職 

員５人を決定した。 

      （第３期中期計画【№70】） 

・教員評価制度の内容や評価結果の活用等の検証や改善を行い、的確な運用と定着を図るとともに、法人固有職員の計画的な採用により事務局の専門性を向上させる。また、多様 

な人材が安心して活躍できる勤務環境の向上を図るため、必要に応じて、職員人事制度の見直しや運用改善を行う。 

    （平成 31 事業年度計画【№70】） 

     ・平成 30 年度までの採用実績等を踏まえ、法人固有職員の採用を計画的に進める。 
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中
期
目
標 

 

定期的に実施する自己点検・評価や、第三者機関による外部評価等の結果を活用し、教育研究及び業務運営の改善と充実を図る。 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

 教育研究活動全般の自己点

検・評価を実施し、認証評価機

関による評価を受ける。また、

その評価結果を積極的に公開

するとともに、各部局の教育研

究活動及び業務内容等の改善

を図る。（次回は平成 28 年度ま

でに受検） 

（No.151） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・教育研究活動及び業務内容等の改善を図るため、平成

21 年度に受審した（財）大学基準協会の認証評価での

提言事項に対する改善を進めた。平成 25 年度には、そ

の成果を改善報告書として当該認証評価機関に提出

し、改善状況経過が認められた。 

・認証評価機関による評価を再度受けるため、全学的に

準備を進め、平成 28 年度に（公財）大学基準協会の大

学認証評価及び短期大学認証評価を受審した。その結

果、同協会が定める基準に、ともに適合している旨の

評価結果を得た。評価結果における提言事項について

も、その後、改善に取り組んだ。 

 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 受審３年後（平成 32 年）に行う改善報

告に向け、平成 28 年度の大学基準協会の

認証評価で努力課題とされた項目の改善

に取り組む。 

 （No.151） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 県立大学では、平成 28 年度の（公財）大学基準協会

の認証評価で努力課題とされた７項目の改善に取り組

み、シラバス様式の全学的な統一などを進めた。 

・ 短期大学部では、認証評価結果の中で改善が必要と

判断した教育課程の編成・実施方針に、教育内容・方

法等に関する基本的な考え方を示していないなどの事

項について、順次改善を行っている。 

Ｂ 

 

 

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 
１ 評価の充実 
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中
期
目
標 

 

社会への説明責任を果たすため、教育研究活動や業務運営について、情報の公開を積極的に推進する。 

 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

 静岡県情報公開条例の実施

機関として、適正な情報公開を

行うともに、教育研究活動や業

務運営等に関する情報を積極

的に公開する。 

（No.152） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 情報の取扱い、セキュリティに関する研修の継続的

な実施により、意識の維持と高揚を図った。 

・ 法人固有職員を対象とした情報公開・個人情報の保

護に関する研修を実施した。 

・ 大学ホームページ等において、財務情報や中期計画

などの法人の運営状況に関する情報を公開した。 

・ 本学ホームページは、日経 BP コンサルティングによ

る「全国大学サイト・ユーザビリティ調査 2017/2018

（PC 編）」において、国内 111 大学中第５位を獲得する

など、使いやすい HP であるとの評価を得ている。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 情報公開・個人情報の保護の適正な取扱 

 に努める。 

 （No.152） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 教職員を対象とした研修会において、個人情報の取

扱いのポイント・公文書開示請求の概要に関する資料

を配布し、学内周知を図ることにより、個人情報の管

理に対する意識の高揚に取り組んだ。 

Ｂ 

 

 

 

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 
２ 情報公開・広報の充実 

(1) 情報公開の推進 
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中
期
目
標 

  

「選ばれる大学」を目指して、大学の理念や教育研究活動の内容等を適切な方法により国内外に発信するなど、積極的かつ効果的な広報を展開

する。 

 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

① ブランド力、知名度を高め

るため、情報発信の目的を明確

にした上で、広報対象に応じた

有効な広報媒体を選択し、的確

な広報活動を行う。 

 （No.153） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 知名度アップ・ブランド力強化に向け「大学ブラン

ドワーキング」を開催し、全学への周知を図った。 

・ 大学ブランドワーキングの結果を受け、薬学 100 周

年、開学 30 周年について、公式サイト、新聞広告等を

活用した積極的な情報発信を実施した。 

・ 本学の重要な情報発信媒体である公式サイトを全面

リニューアルし、使いやすいサイトとして民間調査会

社の調査でも高評価を得ている。 

・ 大学、教員及び学生の活動が外部に伝わるよう、

Facebook や Twitter などの SNS を積極的に活用してい

る。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 平成 31 年度に経営情報学部で予定され

ている観光教育の開始について、受験生、

保護者に対し、各種媒体、説明会等を通じ

て積極的に情報発信する。 

・ メディアとの関係を強化し、本学の県内

外での知名度を高める。 

・ 公式サイトについて、ユーザビリティ、

アクセシビリティに配慮しながら運営し、

引き続き改善を進める。 

・ 大学公式 SNS を積極的に活用し、大学

及び教員の情報発信の後押しをする。 

 （No.153） 

 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 観光教育の重要エリアでもある環富士エリアを重点

地域とするなどの広報戦略を立て実施した。 

・ 観光教育開始 PR リーフレットを作成し、総合案内・

学部パンフレット請求者へ配布するとともに、進学説

明会や観光人材育成講座などのイベント等で配布し

た。さらには、進学情報誌・地域情報紙や進学情報サ

イト、静岡駅ホーム看板等の各種媒体を活用し情報発

信を実施した。 

・ メディアからの取材については丁寧に対応し、でき

るだけ要望に応え良好な関係づくりを図った。また、

メディアに取り上げられるよう広報研修会でプレスリ

リースの書き方をテーマに開催した（１月 31 日）。 

・ 本学のウェブアクセシビリティ方針に基づき、今年

度も規格対応の状況調査を実施し、当該結果を公式サ

イトで公表。また、民間調査会社の「全国大学サイト・

ユーザビリティ調査（携帯版）」において総合 12 位と

昨年度より４つ順位を上げた。 

・ Facebook では大学及び教員の活動が伝わるよう内容

にも留意して掲載し、Twitter では公式サイトやイベン

ト等への誘導を図るような内容を掲載し、それぞれの

Ｂ 

 

 

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 
２ 情報公開・広報の充実 

(2) 積極的かつ効果的広報の展開 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

特徴を活かした情報発信を実施した。 

・ 昨年に続いてエントリーした「THE（Times Higher 

Education）世界大学ランキング日本版 2019」において、

総合ランキングで 71 位タイにランクインし、昨年の 88

位から大幅に順位を上げた。公立大学の中では 11 位タ

イ、東海４県の大学の中では７位タイとなった。 

② 本学の広報活動の一環と

して、教員は自らの研究活動に

ついて、ホームページやＳＮＳ

等インターネットを活用し、日

本語と英語による情報発信に

努める。 

 （No.154） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 教員自らが研究活動について情報発信する意識を高

めるための広報研修会を毎年度実施した。 

・ 英語サイトの教員一覧ページに、新たに「研究に関

するキーワード」を掲載し、教員の研究についてより

分かりやすく発信するよう充実を図った。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 学内研修等を通じて、教員の研究活動に 

 ついての情報発信の意識を高める。 

 （No.154） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 「プレスリリースの書き方と読みやすい記事のまと

め方」をテーマに広報研修会を実施し、教員の研究活

動についての情報発信の意識を高めた。（１/31 開催）。 

Ｂ 
 

 

・ 【再掲】 

 受験生をはじめ保護者、高校

教員等へ本学及び各部局の教

育の特色を分かりやすく伝え、

本学が進学先として、優秀で多

様な人材から「選ばれる大学」

となるため、オープンキャンパ

スなどの充実や高等学校との

連携強化を図り、積極的な入試

広報を推進する。 

（No.25） 

 

 

    

 

 
 

【再掲】 

・ 高校生やその保護者を対象に、オープン

キャンパス、夏季大学説明会、大学見学、

進学相談会を通じ、よりきめの細かい入試

情報や本学の魅力を発信する。看護学部の

オープンキャンパスを小鹿キャンパス開

催に変更し、看護学部入学希望者の増加を

図る。 

・ 高校教員に対しては、高校訪問、県内国

公立４大学合同説明会、入試問題説明会等

を通じて、入試についての情報提供を積極

的に行う。高校訪問では、同行する各学部

の担当者が、学部の現況を伝達する。 

・ 県内高等学校長との懇談会を開催し、高

大連携や入学者選抜のあり方についての

意見交換を行う。 

・ 短期大学部では引き続き、入学実績の分

析を元にした高校訪問を行うとともに、入

試説明会における模擬授業を充実させる

など、受験を検討している方に対する情報

提供の更なる充実を図る。 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

 （No.25） 

 

 

・ 【再掲】 

 シンポジウム、ホームペー

ジ、紀要、機関リポジトリ（大

学等の産出する学術資料を電

子的に蓄積・公表するシステ

ム）等により本学の研究成果や

学術情報を公開し、評価を高め

るための積極的な広報に努め

る。 

（No.108） 

 

    

 

 

 

【再掲】 

・ US フォーラム、公開講座、静岡健康・長

寿学術フォーラムなど学外者が聴講できる

研究成果発表等を実施するほか、シンポジ

ウム、ホームページ、紀要等により積極的

に研究成果や学術情報を公開する。 

・ 図書館では、今後も図書館ホームページ

や機関リポジトリ、広報誌「はばたき」や

図書館だより、全学メールや電子掲示板等

による情報発信に努めることで、本学の研

究成果や学術情報資源の利活用を推進す

る。 

 （No.108） 
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１ 評価の充実 

＜中期目標期間＞ 

○ 認証評価機関による評価結果への対応 

    教育研究活動及び業務内容等の改善を図るため、平成 21 年度に受審した(財)大学基準協会の認証評価での提言事項に対する改善を進めた。平成 25 年度には、その成果を改善報告書

として当該認証評価機関に提出し、改善状況の経過が認められた。 

認証評価機関による評価を再度受けるため、全学的に準備を進め、平成 28 年度に(公財)大学基準協会の大学認証評価及び短期大学認証評価を受審した。その結果、同協会が定める基 

   準に、ともに適合している旨の評価結果を得た。評価結果における提言事項についても、その後改善に取り組んだ。 

 

  ＜平成 30 事業年度＞ 

○ 認証評価機関による評価結果への対応 

    県立大学では、平成 28 年度の(公財)大学基準協会の認証評価で努力課題とされた７項目の改善に取り組み、シラバス様式の全学的な統一などを進めた。 

短期大学部では、認証評価結果の中で改善が必要と判断した教育課程の編成・実施方針の記載等について、順次改善を行っている。 

 
２ 情報公開・広報等の充実 

  ＜中期目標期間＞ 

○ 広報の充実 

知名度アップ・ブランド力強化に向け「大学ブランドワーキング」を開催し、全学への周知を図った。 

大学ブランドワーキングの結果を受け、薬学 100 周年、開学 30 周年について、公式サイト、新聞広告等を活用した積極的な情報発信を実施した。 

本学の重要な情報発信媒体である公式サイトを全面リニューアルし、使いやすいサイトとして民間調査会社の調査でも高評価を得ている。 

大学、教員及び学生の活動が外部に伝わるよう、Facebook や Twitter などの SNS を積極的に活用している。 

 

  ＜平成 30 事業年度＞ 

○ 広報の充実等 

観光教育の重要エリアでもある環富士エリアを重点地域とするなどの広報戦略を立て、県東部・伊豆地区や山梨地区の高校訪問や、高校生の大学見学における授業見学の実施、大学 

公式サイトにおける「学長の部屋」開設による情報発信等に取組んだ。 

観光教育開始 PR リーフレットを作成し、総合案内・学部パンフレット請求者へ配布するとともに、進学説明会や観光人材育成講座などのイベント等で配布した。さらには、進学情 

報誌・地域情報紙や進学情報サイト、静岡駅ホーム看板等の各種媒体を活用し情報発信を実施した。 

    本学のウェブアクセシビリティ方針に基づき、今年度も規格対応の状況調査を実施し、当該結果を公式サイトで公表した。また、民間調査会社の「全国大学サイト・ユーザビリティ

調査（携帯版）」において総合 12 位と昨年度より４つ順位を上げた。 

Facebook では大学及び教員の活動が伝わるよう内容にも留意して掲載し、Twitter では公式サイトやイベント等への誘導を図るような内容を掲載し、それぞれの特徴を活かした情報 

発信を実施した。 

昨年に続いてエントリーした「THE（Times Higher Education）世界大学ランキング日本版 2019」において、総合ランキングで 71 位タイにランクインし、昨年の 88 位から大幅に順位 

を上げた。公立大学の中では 11 位タイ、東海４県の大学の中では７位タイとなった。 
 

Ⅲ 自己点検・評価及び情報の提供に関する特記事項 



150 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 【再掲】 

 全学的な教育方針に沿った

施設設備や電子資料を含む図

書館資料の整備充実に努め、各

種のメディアの積極的な利用

の促進を図る。 

（No.66） 

 

 

    

 

 

 

【再掲】 

・ 草薙、小鹿両図書館の連携と協力を今後

も推進し、学術資料の充実や教育環境の整

備等、図書館サービス全体の充実を図る。 

・ 草薙図書館では、新入生ガイダンスや全

学共通科目と学部基礎科目における図書館

情報関連の単元、図書館が開催する図書館

活用講座（前・後期）・データベース講習

会・オーダーメイド講習会・シリーズ図書

館講座・新聞ランチ・英文多読講座を今後

も継続し、学生の情報リテラシー向上を推

進する。 

 （No.66） 

  

 

 

・ 【再掲】 

 情報システムの円滑な利用

や情報リテラシー教育支援の

ため、全学共用実習室及び各学

部実習室のパソコン等の更新

を、利用目的、利用者の規模等

の利用環境を考慮して計画的

に進める。 

（No.67） 

 

    

 

 

 

【再掲】 

・ 全学共用実習室及び各学部実習室のパソ

コン等の配備計画に基づき、パソコンやサ

ーバシステム、ソフトウェア等を更新し、

情報リテラシー教育のための環境整備を

行う。 

・ 次年度以降の学生数増加に向けて、配備

計画の見直しを行い、経営情報学部２階に

ある全学共通実習室（4215 室）の PC 更新

を行う。 

 （No.67） 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 【再掲】 

 情報ネットワークについて

は、データ通信量の増加、セキ

ュリティの向上及び利用形態

の多様化に対応するため、最新

の技術動向を踏まえ、学内基盤

ネットワークの更新などの改

善を図る。 

（No.68） 

 

    

 

 

 

【再掲】 

・ 情報ネットワークの使用状況について継

続的に調査し、必要に応じて、ネットワー

ク関係機器の更新や情報コンセントの設

置を行うなど、学内ネットワーク環境の改

善を図る。 

 （No.68） 

 

 

  

 

 

・ 【再掲】 

 学習支援の充実に取り組み、 

学生の自主的学習に役立つサ 

ービスや環境の整備に努める。

（No.73） 

 

 

    

 

 

 

【再掲】 

・ 草薙図書館では、今後も図書館学習サポ

ーター事業を継続し、学生同士の学び合い

や自主的で多岐な学びを促すためのピ

ア・サポートによる学習支援を充実する。 

・ 草薙図書館では、研究活動の利便性向上

を目指し、今後も本学の教職員・大学院

生・４年次以上の学部生の図書館時間外利

用を継続する。 

・ 草薙図書館では、他部署との連携及び情

報提供を図り、館内の表示や掲示物、各種

展示等の工夫・改善に生かすとともに、掲

示を随時見直し、学生が利用しやすい学習

環境の整備に努める。 

・ 小鹿図書館では、オーダーメイド講習会

の継続実施など、学生の自主的学習をサポ

ートする図書館サービスの充実とその広

報を図る。 

・ 小鹿図書館では、他部署との連携及び情

報共有を図り、館内の展示等の工夫・改善

に生かすとともに、掲示を随時見直し、学

生が利用しやすい学習環境の整備に努め

る。 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

 （No.73） 

 

 

・ 【再掲】 

 電子資料やデータベースの

整備充実を図るとともに、学

術・情報資源のネットワーク化

及びアーカイブ化を推進する。 

（No.102） 

 

    

 

 

 

【再掲】 

・ 本学のコア電子資料とは何かなど電子ジ

ャーナル・データベースの整備のあり方に

ついて、図書館情報委員会等で今後も検討

する。 

・ 機関リポジトリでは、オープンアクセス

リポジトリ推進協会と連携し、本学の研究

成果や学術情報資源の利活用を推進する。 

 （No.102） 

 

  

 

 

・ 【再掲】 

 老朽化した共同利用研究機

器の計画的な更新を進める。 

（No.103） 

 

 

    

 

 

 

【再掲】 

・ 研究水準の維持・向上を図るため、共同

利用研究機器の更新は、取得からの経過年

数や利用頻度等を勘案し、県からの補助金

等により計画的に実施する。 

 （No.103） 
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中
期
目
標 

 

学生及び教職員の安全と健康を確保するとともに、快適な修学・職場環境の形成を促進するため、全学的な安全衛生管理体制を確保する。 

 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

① 労働安全衛生法に基づく

安全衛生管理体制の整備・充実

を図り、学生・教職員の健康保

持及び安全衛生向上に努める。 

 （No.156） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 教職員の定期健診を実施した。事後の精密検査受診

勧奨、学生には看護師による個別指導を実施した。 

・ 教職員に対しストレスチェックを実施し、心の健康

についても健康状態を把握するようにした。 

・ 研究において有機溶剤・特定化学物質・放射線物質

を使用する学生・教職員に対して、特殊健康診断を実

施した。 

・ 外部専門家による作業環境測定や研究室の巡視を実

施し、評価結果に基づいた安全設備を整備した。 

・ 短期大学部においては、独自に貧血検査、ツベルク

リン検査、Ｂ型肝炎抗原抗体検査、小児感染症抗体検

査を実施した。。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 学生・教職員の健康診断を実施する。 

・ 健康診断結果に基づく事後措置（二次健  

 診の受診勧奨、保健指導等）を徹底する。 

・ 作業環境測定等の外部専門家による評価 

 結果に基づき、安全設備の整備に努める。 

 （No.156） 

 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 教職員の定期健診を実施した。事後の精密検査受診

勧奨も個別に複数回行った。 

・ 研究において有機溶剤・特定化学物質・放射線物質

を使用する学生・教職員に対して、特殊健康診断を実

施した。 

・ １月に外部専門家による作業環境測定を実施し、作

業環境管理が適切であると判定された。 

・ ２月に研究室の巡視を実施し、評価結果に基づいた

安全設備の整備を進めた。 

・ 短期大学部では、学生及び教職員の健康診断を実施

し、健康状態を把握・管理及び事後指導に努めた。受

診の勧奨をした結果、学生の受診率は 100%であった。 

Ｂ 

 

 

② 教育・研究での実験等にお

ける安全管理意識の全学的な

啓発及び学生への指導の徹底

を図る。 

 （No.157） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 毎年、安全実験マニュアルの改正を行い、学内 HP 等

で学生や教職員へ周知している。 

・ 高圧ガス・液化ガス・化学物質を取り扱う教職員と

学生に対し、安全衛生講習会を実施し、特別管理物質

取り扱いに関する法対応や、安全データシートの活用

方法など、学内巡視で指導のあった内容について、周

Ｂ  

  

 

第５ その他業務運営に関する重要目標 
２ 安全管理 
(1) 安全衛生管理体制の確保 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

知を徹底している。 

 

・ 危険有害因子を含む実験等を日常的に行

う学生・教職員に「安全実験マニュアル」

（年次改訂版）を配付する。 

・ 教職員及び学生を対象に安全衛生講習会 

 を開催する。 

 （No.157） 

 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 安全実験マニュアルを学内ホームページに掲載し、

学生・教職員に周知した。 

・ ７月 11 日に安全衛生講習会を実施し、実験に携わる

学生と教職員合わせて 158 名が参加した。（昨年度比

173.6％） 

Ｂ 

 

 

③ 毒物・劇物、その他の危険

性を伴う薬品は管理責任者に

より一元管理するとともに、教

育研究活動によって生じる廃

棄物を適切に処理する。 

（No.158） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 薬品メーカー職員を講師に招き、新規採用教員や大

学院生を中心に薬品管理システムの使用説明会を実施

し、毒物・劇物、その他の危険性を伴う薬品の管理責

任者による一元管理の徹底を図った。 

・ 教育研究活動によって生じた各種廃棄物は、種類ご

とに専門業者に委託し、リサイクル、焼却、埋立てな

どにより適切に処理した。 

・ 薬品管理システムへの登録基準を定めた。 

・ 退職予定の教員にメールにて廃棄業者を斡旋し、不

要物質が別の教員に引き継がれることを防止した。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 毒物・劇物、その他の危険性を伴う薬品

の管理責任者による一元管理の徹底を図

るため、新規採用教員や大学院進学者を中

心に薬品管理システム研修を実施すると

ともに、適切な保管管理の徹底を図る。 

・ 教育研究活動によって生じる廃棄物は、

種類ごとに埋立て、焼却など適切な方法に

より処理する。 

 （No.158） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ ６月に放射性物質が管理区域外から見つかったため、

再発防止策として化学物質の学内再点検を行った。ま

た、薬品管理システムへの登録基準を定めた。 

・ 退職予定の教員にメールにて廃棄業者を斡旋し、不

要物質が別の教員に引き継がれることを防止した。 

・ 新規採用教員や大学院進学者を中心に薬品管理シス

テム研修を実施した。 

Ｂ 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

④ 地域や近隣大学、警察との

連携、下宿・アパート業者との

連絡会などを通して、学生が安

心して安全な生活を送ること

ができるような環境づくりに

努める。 

（No.159） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 静岡市内大学間連絡会、アパート管理者との連絡会

を毎年度実施するなど情報共有や関係機関との連携を

図った。学生からの不審者事件等被害の報告が平成 25

年度以前は 20 件前後で推移していたが平成 28 年度以

降は 10 件前後と減少傾向がみられるなど効果があっ

た。 

・ 地域、近隣大学、アパート業者、及び地域管轄の警

察署と連携を図り、学生が安心して安全な大学生活を

送れるような環境づくりに努めた。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 地域、近隣大学との連携や、地域管轄の

警察署から防犯に対する講話もいただく

大学近隣の下宿、アパート業者との連絡会

の開催を通じて、学生が安心して安全な大

学生活を送ることができるよう環境づく

りに努める。 

 （No.159） 

 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 市内大学間連絡会(７月、２月）に参加し、学生の安

心・安全な生活を確保するため情報を共有した。また、

短大部と合同でアパート管理者との連絡会を開催し、

21 団体が参加した。会議では警察署員から防犯の助言

を受けるとともに、管理者に安全対策の取組について

協力を要請した。 

・ 短期大学部では、地域、近隣大学との連携に加え、

県立大学と合同で開催されたアパート業者との連絡会

では、学生・保護者からの意見を伝えたほか、地域管

轄の警察署から防犯に役立つ情報の提供を受け、学生

が安心して安全な大学生活を送れるよう、更なる環境

づくりに努めた。その結果、短期大学部学生が巻き込

まれた事件等の発生は見られなかった。 

Ｂ 
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中
期
目
標 

 

事故、災害等の未然防止と、事故、災害等が発生した場合に適切に対処できるよう危機管理体制を確立するとともに、地域社会と一体となっ

た防災の取組を推進する。 

 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

① 大学において発生し、又は

発生することが予想される、緊

急的に対応すべき事件・事故に

関するリスク・マネジメントを

適切に行うため、危機管理体制

の充実を図る。 

（No.160） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 災害時の対応等を記載した防災ポケットマニュアル

については、随時改正を行い、毎年全学生、教職員に

配付することにより防災意識の向上を図った。 

・ 外部専門家と連携して、学内の重要業務の選定を進

め、事業継続計画（BCP）を策定した。 

・ 小鹿キャンパスでは、防災マニュアルを更新すると

ともに事業継続計画（BCP)の策定に向けた検討を始め

た。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 防災ポケットマニュアルを新入生や新た

に採用された教職員に配布し、防災に対す

る意識の向上を図る。 

・ 引き続き外部専門家と連携して、事業継  

 続計画の策定を検討する。 

・ 小鹿キャンパスでは、教職員用危機管理 

 マニュアルの更新について検討する。 

 （No.160） 

 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 防災ポケットマニュアルを新入生や新たに採用され

た教職員に配付し、防災に対する意識の向上を図った。 

・ 事業継続計画（BCP）策定のためのワーキンググルー

プを開催して事業継続計画を策定し、学内版として教

職員に周知した。今後、完成版として刊行する。 

・ 小鹿キャンパスでは、防災マニュアルを更新すると

ともに事業継続計画（BCP)の策定について検討を始め

た。 

Ｂ 

 

 

② 大規模地震・災害等による

大学運営への影響を最小限に

止めるため、学内の防災・減災

対策を充実するとともに、日頃

から防災訓練等を行うことに

より、発災に備えた防災体制の

点検を行う。 

（No.161） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 毎年、自衛消防隊が中心となる全学防災訓練を実施

している。 

・ 防災体制強化のため、防災管理点検を行い、その結

果を元に耐震固定金具の配付や避難通路の物品の撤去

の呼びかけ等を行った。 

・ 防災訓練時など安否情報システムの運用を行ってい

る。また防災用電子掲示板を災害時の活用を想定して

管理・運用している。 

・ 短期大学部においては、防災訓練時に教職員が自衛

消防組織における役割を確認することを通じ、自身の

能力向上を図った。 

Ｂ  

  

 

第５ その他業務運営に関する重要目標 
２ 安全管理 
(2) 危機管理体制の確立等 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

 

・ 防災管理点検結果に基づき、学内施設設 

 備の安全対策を実施する。（①共用スペー 

 スを優先した什器備品の耐震固定措置、② 

 自衛消防隊本部各班長に自衛消防業務講 

 習の受講、③避難経路の物品の撤去） 

・ 全学防災訓練、自衛消防訓練を実施し、 

 災害等に備えるとともに、防災体制の有効 

 性を確認する。 

・ 小鹿キャンパスにおいては、教職員で構

成される自衛消防組織の能力向上を目的

とした防災訓練を行う。 

 （No.161） 

 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 耐震固定措置が不十分な教室を担当する教職員に対

して転倒防止器具を配付し、固定を指示した。 

・ 10 月に１名が防火防災管理者講習を修了した。12 月

に２名が自衛消防講習を修了した。 

・ 防火管理点検結果に基づき、避難経路の物品の撤去

を学生・教職員に呼び掛けた。 

・ 11 月２日に自衛消防訓練を実施し、教職員 62 名が参

加した。11 月 22 日に予定していた全学防災訓練は雨天

により中止となったため、学生・教職員に対する避難

経路の確認呼び掛け、LP ガス発電機や衛星インターネ

ットを使用した web サイト更新訓練、安否情報システ

ム入力訓練を実施した。（訓練後７日間の入力率52.6％） 

・ 小鹿キャンパスでは、教職員で構成される自衛消防

組織の能力向上を目的とした防災訓練を実施した。 

Ｂ 

 

 

③ 地元自治体など防災関係 

機関との連携を深めるととも 

に、専門家の知見を踏まえ、被 

災時に本学が適切な役割を果 

たせるよう努める。 

（No.162） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 平成 27 年度に静岡市と災害時における避難所等の提

供に関する覚書を取り交わし、静岡市の総合防災訓練

において、避難所としての体育館における鍵の授受な

どの管理方法及び簡易トイレの設置場所を相互に確認

した。 

・ 本学防災訓練及び自衛消防訓練については、適宜、

静岡市駿河消防署の指導を受け実施している。 

・ 小鹿キャンパスでは、防災訓練を地元自治会と協働

で行っており、平成 30 年度には大学近隣の就労継続支

援Ｂ型事業所も初めて参加した。障害のある人の参加

により、学生及び教職員が障害の有無に関わらず、お

互いに声を掛け合い助け合う「互助」の取組に対する

意識を高めることができた。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 災害時における静岡県、静岡市、地元自

治会との連携や他大学との連携強化につ

いて引き続き検討を進める。 

・ 外部専門家等と連携して、災害時の地域

住民の受入体制を検討する。 

・ 小鹿キャンパスでは、防災訓練を地元自

治会と協働で行うとともに、静岡市と避難

所指定について検討を行う。 

 （No.162） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 災害時における静岡県、静岡市、地元自治会との連

携や他大学との連携強化、災害時の地域住民の受入体

制について、事業継続計画（BCP）策定ワーキンググル

ープの中で、検討を進めた。 

・ 小鹿キャンパスでは、引き続き防災訓練を地元自治

会と協働で行うとともに、大学近隣の就労継続支援Ｂ

型事業所も初めて参加した。障害のある人の参加によ

り、学生及び教職員が障害の有無に関わらず、お互い

に声を掛け合い助け合う「互助」の取組に対する意識

を高めることができた。 

Ｂ 
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中
期
目
標 

 学生及び教職員に対するハラスメントを防止するなど、基本的人権を尊重するための制度や体制の整備、強化を図る。また、男女共同参画推

進の趣旨を踏まえ、教育、研究及び労働環境の整備を推進する。 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

① 本学におけるハラスメン

トの根絶を目指し、相談体制の

整備や重層的な研修会等を行

い、防止・救済対策の充実を図

る。 

（No.163） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 学外相談員による相談の開催、教職員の相談員によ

る相談及び障害者専用の相談体制を引き続き実施し、

ハラスメントの防止・救済対策の充実を図った。 

・ 部局ごとに教職員を対象とするハラスメント研修会

の参加率を高めるための広報を強化し、かつ、欠席者

に対しては当日の研修内容を録画した DVD の視聴をさ

せるなど、引き続き全教職員にハラスメント根絶のた

めの意識を徹底させた。 

・ 学生に対しては、リーフレットの配布や Web 学生支

援システムを通じてハラスメント相談窓口の周知を行

った。 

・ 学生・教職員に対する啓発活動として、毎年ニュー

スレターを発行している。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 学外相談員による相談の開催、教職員の

相談員による相談、及び障害者専用の相談

体制を引き続き実施し、ハラスメントの防

止・救済対策の充実を図る。 

・ 部局ごとに教職員を対象とするハラスメ

ント研修会の参加率を高めるための広報

を強化し、かつ、欠席者に対しては当日の

研修内容を録画した DVD の視聴をさせる

など、引き続き全教職員にハラスメント根

絶のための意識を徹底させる。 

・ 学生に対しては、リーフレットの配布や

Web 学生支援システムを通じてハラスメ

ント相談窓口の周知を引き続き行う。 

・ 学生・教職員に対する啓発活動として、

引き続きニュースレターの発行等を行う。 

 （No.163） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 学外相談員による相談の開催、教職員の相談員によ

る相談、及び障害者専用の相談体制を引き続き実施し、

ハラスメントの防止・救済対策の充実を図った。 

・ 部局ごとに教職員を対象とするハラスメント研修会

の参加率を高めるための広報を強化し、かつ、欠席者

に対しては当日の研修内容を録画した DVD の視聴をさ

せるなど、引き続き全教職員にハラスメント根絶のた

めの意識を徹底させた。 

・ 学生に対しては、リーフレットの配布や Web 学生支

援システムを通じてハラスメント相談窓口の周知を行

った。 

・ 学生・教職員に対する啓発活動として、平成 31 年１

月にニュースレターを発行した。 

・ これらの取組にも関わらず、教員の学生に対するア

カデミック・ハラスメントとなる案件が発生した。 

Ｃ 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要目標 
３ 社会的責任 
(1) 人権の尊重等 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

② ジェンダーやマイノリテ

ィに関する教育や意識啓発の

一層の充実を図るとともに、男

女教職員の労働環境の整備を

進める観点から、ワーク・ライ

フ・バランスの取組を推進す

る。 

（No.164） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ ジェンダー、マイノリティに関する基礎教育の進捗、

定着を図るため、全学共通科目「男女共同参画社会と

ジェンダー」を開講し、内容の充実を随時図りながら

これを毎年開講することで当初の目的を着実に達成し

た。 

・ センターの重要な業務である学生向け及び教職員向

けの男女共同参画啓発に関わる講演会、セミナー、研

修会等を多様なテーマで毎年開催することによって、

その目的も順調に達成したばかりでなく、いずれも例

年当初の予定以上の回数、内容で実施し参加者からも

高い事後評価を得られており、計画以上の成果を挙げ

ることができた。 

・ ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取組とし

ては、特に多目的保育支援施設を開設できたことで、

教職員、学生を中心とした利用の促進により、子育て

支援事業を通して当初の計画以上に学内のワーク・ラ

イフ・バランスの推進に大きく寄与した。 

・ 多目的保育支援施設の利用拡大に向けて、学生・教

職員が全学的な視点から意見交換・提案を行う「フュ

ーチャー・セッション」を実施することができ、当初

の計画以上に多様な具体的提言、アイデアを得ること

ができた。 

・ 地域連携の推進については、静岡大学との連携事業

をはじめ、県内大学、自治体等と様々な男女共同参画

推進のための連携事業を着実に展開できた。 

・ 全体として、当初の計画内容はすべて着実に実施で

きた。さらに上記のとおり、当初の計画以上の成果も

いくつか挙げることができた。 

Ａ  

 

 

 

 

・ ジェンダー、マイノリティに関する全学

共通科目を継続開講し、男女共同参画に関

する管理職を含む教職員向け研修のテー

マ・方法について具体的検討と提言を行う

とともに、保育支援制度以外のさまざまな

ワーク・ライフ・バランス支援制度の導入

の可能性をも併せて検討し提言を行う。 

 （No.164） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 全学共通科目「男女共同参画社会とジェンダー」を

開講し、ジェンダー、マイノリティに関する基礎教育

の継続、定着化を行った。  

・ 男女共同参画に関する管理職を含む教職員向け研修

のテーマ・方法について検討し、働き方改革・ワーク・

ライフ・バランス推進等に関わるオーガナイザー養成

研修実施の必要性を、11 月教育研究審議会において提

言した。 

・ 保育支援制度以外のワーク・ライフ・バランス支援

制度として、研究支援員の制度化、育休復帰支援制度

Ａ 
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中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

の構築等について検討し、これらの導入の必要性を 11

月教育研究審議会において提言した。以上で当初の計

画内容はすべて達成した。 

・ さらに当初の計画以上に、多目的保育支援施設の活

用拡大に向けて、学生・教職員が全学的な視点から意

見交換・提案を行う「フューチャー・セッション」を

実施し、多様な具体的提言、アイデアを得ることがで

きた。 
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中
期
目
標 

 教職員のコンプライアンス意識の徹底を図り、法令等に基づく適正な教育研究活動及び大学運営を行う。 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

 教職員を対象とした研修等

により法令遵守等に関する方

針や重要法令を周知し、コンプ

ライアンス意識の徹底を図る

とともに、内部監査機能の充実

による不正経理の防止などに

取り組む。 

（No.165） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 平成 29 年度に発生した USB メモリの紛失事例の再発

を防止するため、学内で開催する FD 研修会、SD 研修会

等、学外の研究会等への出席を通じて、教職員のコン

プライアンスや情報漏えいリスク管理等についての意

識の向上と法令遵守の徹底を図った。 

・ 短期大学部では、県立大学情報センターによる情報

セキュリティ教職員研修会が開催され、教職員及び事

務職員が参加し情報セキュリティ意識の向上を図っ

た。教職員に対しては、公的研究費等不正防止計画、

職員倫理規程等に関する研修会を開催し、教職員によ

る経理処理の適正化と法人規程の遵守の周知徹底を図

った。 

・ 外部の専門機関が実施する研修会に監査室職員を参

加させ、内部監査等の知識の習得を図った。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 研修会への参加等により、監査業務に従

事する職員の資質の向上を図るとともに、

国・県等が行う法令制度研修会に積極的に

参加し、職員の法令知識の向上を図る。 

・ 教職員を学内の FD 講習会や SD 講習会、

学外の研究会等に積極的に参加させるな

どして、コンプライアンス意識や法令遵守

意識（個人情報の管理及び情報漏えいリス

ク管理を含む）の向上及び徹底を図る。 

 （No.165） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 学内で開催する研修において、コンプライアンスや

情報漏えいリスク管理等の項目を盛り込み、意識の向

上と法令遵守の徹底を図った。 

・ 外部の専門機関が実施する研修会に監査室職員を参

加させ、内部監査等の知識の習得に努めた。 

・ 短期大学部では、教職員を学内外の FD 講習会、SD 講

習会等に積極的に参加させるなどして、コンプライア

ンス意識や法令遵守意識の向上及び徹底を図った。 

Ｂ 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要目標 
３ 社会的責任 
(2) 法令遵守 
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中
期
目
標 

 教育や研究を含む諸活動を通して生ずる環境への負荷を低減するための取組を推進する。 

 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

① 教職員や学生を対象に、環

境に関する教育や啓発活動を

推進するとともに、教育・研究

活動や課外活動を通じて、二酸

化炭素排出量の削減、省資源、

省エネルギー、リサイクルなど

を進め、エコキャンパスの実現

に努める。 

（No.166） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

（全学的な取組） 

・ ゴミの分別処分、冷暖房時のこまめなスイッチ切り

等訴えることができた。 

・ 教職員や学生に対して、クールビズ、冷暖房の管理

の徹底など節電の呼び掛け等を実施し省エネ、エコ活

動の取組を推進した。 

 

（各部局の取組） 

・ 薬学部では、教授会及び教員総会をペーパーレス会

議として実施し、エコキャンパスの実現に努めた。ま

た、講義や演習を通じて、学生に環境問題を考える機

会を提供した。 

・ 環境生命科学科では、教員が環境に関する全学共通

科目「環境科学入門」を担当した。また、食品環境セ

ンターの事業として、夏休み親子環境教室等の啓発活

動を実施した。 

・ 経営情報学部では、省資源、省エネルギー、リサイ

クルに配慮した研究活動について教員の意識の向上に

努めた。また、学部・研究科内部の資料のペーパレス

化を進め、エコキャンパスの実現に資するとともに、

電子化による業務効率の向上を図った。さらに、環境

に配慮した政策や自然環境を生かした観光政策等につ

いて講義の中で触れるなど、学生の環境に対する知識

と意識の向上を図った。 

Ｂ 
 

 

 

 

 

 

 

・ 環境に関する科目を通じた学生の環境配  

 慮への意識向上や省資源、省エネルギー、 

 リサイクルなどへの取り組みを進め、エコ 

 キャンパスの実現に努める。 

 （No.166） 

 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 省エネルギーのため、全館空調の運転期間や時間の

最適化を図るとともに、個別空調の省エネ運転を学内

に呼び掛けた。講義室等の外部貸出しにおいてはゴミ

箱を一時撤去して、ゴミの持ち帰りを主催者に依頼し

ている。 

・ これまで廃棄していた古本をリサイクルとして売却

するようシステム化した。 

Ｂ 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要目標 
３ 社会的責任 
(3) 環境配慮 

 



163 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

・ 薬学部では、教授会、教員総会等の学部内会議をペ

ーパーレス会議として実施した。 

・ 食品栄養科学部では、環境生命科学科教員が、環境

に関する全学共通科目「環境科学入門」を担当した。

また、食品環境研究センターの事業として、夏休み親

子環境教室等の啓発活動を実施した。 

・ 経営情報学部では、平成 29 年度に引き続き、学生へ

の講義などを通じた環境意識の向上に努めた。また、

学部・研究科内部の資料のペーパーレス化を進め、エ

コキャンパスの実現に資するとともに、電子化による

業務効率の向上を図った。 

・ 【再掲】 

 施設・設備の整備・改修に当

たっては、環境やユニバーサル

デザインに配慮する。 

 （No.155） 

 

    

 

 

 

 

・ 環境やユニバーサルデザインに配慮し、

引き続き、照明機器の LED 化を進めるとと

もに、トイレの改修などを進める。 

 （No.155） 
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 １ その他業務運営に関する取組 

 

１ 施設・設備の整備、活用等 

  ＜中期目標期間＞ 

○ 施設・設備の整備・改修  

建設後 30 年以上が経過する大学施設について、中長期修繕計画に基づき、重要度・緊急度の高いものから大規模修繕を計画的に実施した。 

また、学内設備の更新に当っては、環境やユニバーサルデザインに配慮し、照明器具の LED 化、学内サイン等の見直し、身障者用駐車場の増設や車椅子用の机の整備、スロープの設 

置、多目的トイレの改修等を進めた。 

 

＜平成 30 事業年度＞ 

○ 施設・設備の整備・改修  

草薙キャンパスでは、多目的トイレの改修、講義室の照明器具の LED 化、エレベーターの表示の改修など、環境やユニバーサルデザインに配慮した改修を進めた。 

小鹿キャンパスでは、教育等及び食堂の改修において LED 照明を導入した。 
 

 ２ 安全管理 

  ＜中期目標期間＞ 

○ 安心安全な生活環境づくり 

    学生が安心して安全な生活を送ることができる環境を確保するため、静岡市内大学間連絡会、アパート管理者との連絡会を毎年度実施するなど、情報共有や関係機関との連携を図っ

た。学生からの不審者事件等被害の報告が平成 25 年度以前は 20 件前後で推移していたが、平成 28 年度以降は 10 件前後と減少傾向がみられるなど効果があった。 

 

○ 危機管理体制の確立 

    災害時の対応等を記載した防災ポケットマニュアルについては、随時改正を行い、毎年全学生、教職員に配付することにより防災意識の向上を図った。 

草薙キャンパスでは、外部専門家と連携して、大学内の重要業務の選定を進め、平成 30 年度に事業継続計画（BCP）を策定した。小鹿キャンパスでは、防災マニュアルを更新する 

とともに事業継続計画（BCP）の策定に向けた検討を始めた。 

 

○ 防災関係機関等との連携 

 平成 27 年度に静岡市と災害時における避難所等の提供に関する覚書を取り交わし、静岡市の総合防災訓練において、避難所としての体育館における鍵の授受などの管理方法及び簡易 

トイレの設置場所を相互に確認した。本学防災訓練及び自衛消防訓練については、適宜、静岡市駿河消防署の指導を受け実施している。 

小鹿キャンパスでは、防災訓練を地元自治会と協働で行っており、平成 30 年度には大学近隣の就労継続支援 B型事業所も初めて参加した。障害のある人の参加により、障害の有無 

に関わらず、お互いに声を掛け合い助け合う「互助」の取組に対する意識を高めることができた。 

 

  ＜平成 30 事業年度＞ 

○ 安心安全な生活環境づくり 

市内大学間連絡会(７月、２月）に参加し、学生の安心・安全な生活を確保するため情報を共有した。また、短大部と合同でアパート管理者との連絡会を開催し、21 団体が参加した。 

Ⅳ その他業務運営に関する特記事項 
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会議では警察署員から防犯の助言を受けるとともに、管理者に安全対策の取組について協力を要請した。 

短期大学部では、地域や近隣大学との連携に加え、県立大学と合同で開催されたアパート業者との連絡会で学生・保護者からの意見を伝えたほか、地域管轄の警察署から防犯に役立 

つ情報の提供を受け、学生が安心して安全な大学生活を送れるよう、更なる環境づくりに努めた。その結果、短期大学部学生が巻き込まれた事件等の発生は見られなかった。 

 

○ 危機管理体制の確立 

草薙キャンパスでは、防災ポケットマニュアルを随時更新するとともに、新入生や新たに採用された教職員に配付し、防災に対する意識の向上を図った。また、事業継続計画（BCP） 

策定のためのワーキンググループを開催し、事業継続計画（BCP）を策定し、初版（未定稿）を学内版として教職員に周知した。今後、初版（完成版）として刊行する。 

小鹿キャンパスでは、防災マニュアルを更新するとともに事業継続計画（BCP)の策定について検討を始めた。 

 

○ 防災関係機関等との連携 

草薙キャンパスでは、災害時における静岡県、静岡市、地元自治会との連携や他大学との連携強化、災害時の地域住民の受入体制について、事業継続計画（BCP）策定ワーキンググル 

ープの中で、検討を進めた。 

小鹿キャンパスでは、引き続き防災訓練を地元自治会と協働で行うとともに、大学近隣の就労継続支援Ｂ型事業所も初めて参加した。障害のある人の参加により、学生及び教職員が 

障害の有無に関わらず、お互いに声を掛け合い助け合う「互助」の取組に対する意識を高めることができた。 

 

３ 社会的責任 

  ＜中期目標期間＞ 

○ ジェンダー、マイノリティに関する教育・意識啓発 

ジェンダー、マイノリティに関する基礎教育の進捗、定着を図るため、全学共通科目「男女共同参画社会とジェンダー」を開講し、内容の充実を随時図りながらこれを毎年開講する 

   ことで当初の目的を着実に達成した。 

男女共同参画センターの重要な業務である学生向け及び教職員向けの男女共同参画啓発に関わる講演会、セミナー、研修会等を多様なテーマで毎年開催することによって、その目的 

も順調に達成したばかりでなく、いずれも例年当初の予定以上の回数、内容で実施し参加者からも高い事後評価を得られており、計画以上の成果を挙げることができた。 

ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取組としては、特に多目的保育支援施設を開設できたことで、教職員、学生を中心とした利用の促進により、子育て支援事業を通して当初 

の計画以上に学内のワーク・ライフ・バランスの推進に大きく寄与した。 

多目的保育支援施設の利用拡大に向けて、学生・教職員が全学的な視点から意見交換・提案を行う「フューチャー・セッション」を実施することができ、当初の計画以上に多様な具 

体的提言、アイデアを得ることができた。 

地域連携の推進については、静岡大学との連携事業をはじめ、県内大学、自治体等と様々な男女共同参画推進のための連携事業を着実に展開した。 

 

  ＜平成 30 事業年度＞ 

○ ジェンダー、マイノリティに関する教育・意識啓発 

全学共通科目「男女共同参画社会とジェンダー」を開講し、ジェンダー、マイノリティに関する基礎教育の継続、定着化を行った。  

男女共同参画に関する管理職を含む教職員向け研修のテーマや方法について検討し、働き方改革・ワーク・ライフ・バランス推進等に関わるオーガナイザー養成研修実施の必要性を、 

11 月教育研究審議会において提言した。 

保育支援制度以外のワーク・ライフ・バランス支援制度として、研究支援員の制度化、育休復帰支援制度の構築等について検討し、これらの導入の必要性を 11 月教育研究審議会にお 

いて提言した。以上で当初の計画内容はすべて達成した。 

さらに当初の計画以上に、多目的保育支援施設の活用拡大に向けて、学生・教職員が全学的な視点から意見交換・提案を行う「フューチャー・セッション」を実施し、多様な具体的 

提言、アイデアを得ることが出来た。 
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 ２ 平成 29 事業年度における業務の実績等に関する評価結果の反映状況 

 

（１）課題とする項目 

ア 大学院入試出願者の個人情報を含む USB メモリの紛失事案が発生した。このような事案を二度と起こさないよう、組織的に再発防止に努める必要がある。 

    （平成 30 事業年度実績【№165】） 

     ・学内で開催する研修において、コンプライアンスや情報漏えいリスク管理等の項目を盛り込み、意識の向上と法令遵守の徹底を図った。 

     ・教職員を学内外の FD 講習会、SD 講習会等に積極的に参加させるなどして、コンプライアンス意識や法令遵守意識の向上及び徹底を図った。 

    （平成 31 事業年度計画【№72】） 

     ・FD 講習会や SD 講習会、学外の研究会等の様々な機会を活用し、教職員に対し引き続きコンプライアンス意識や法令遵守意識（個人情報の管理及び情報漏えいリスク管理を含む。） 

の向上及び徹底を図る。 

 

（２）評価に当たっての意見、指摘等 

   ア 男女共同参画やワーク・ライフ・バランスの推進について、平成 29 年度中の多目的保育支援施設に係るワークショップや検討結果を踏まえ、施設利用拡大策を含む新たな取組を着

実に推進されるよう期待する。 

    （平成 30 事業年度実績【№164】） 

     ・ワーク・ライフ・バランス支援制度として、研究支援員の制度化、育休復帰支援制度の構築等について検討し、これらの導入の必要性を 11 月教育研究審議会において提言した。 

     ・多目的保育支援施設の活用拡大に向けて、学生・教職員が全学的な視点から意見交換・提案を行う「フューチャー・セッション」を実施し、多様な具体的提言やアイデアを得た。 

    （第３期中期計画【№83】） 

・学内における男女共同参画の推進やダイバーシティの実現のため、ジェンダーやマイノリティ等に関する教育や意識啓発の一層の充実を図るとともに、働き方改革や育児・介護 

等への対応、性別を問わず教職員の労働環境の整備を進める観点から、ワーク・ライフ・バランスの取組をさらに推進する。 

    （平成 31 事業年度計画【№83】） 

     ・教職員に対し、働き方改革への対応や育児・介護休業等の取得のための周知を行う。 

     ・ジェンダー・マイノリティに関する全学共通科目を継続実施するとともに、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ啓発やワーク・ライフ・バランス実現のための研究支援員制度等

に関する他大学等の事例について、情報を収集する。 
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＊金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計金額と一致しない場合がある。（以下の表も同じ） 

 

中期計画 年度計画 年度計画に係る実績 

１ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

予 算 

平成２５年度～平成３０年度予算 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

 自己収入 

 授業料収入及び入学金検定料収入 

 雑収入 

 受託研究等収入及び寄附金収入等 

 長期借入金収入 

 繰越金等取崩収入 

               計 

 

２８，２５７ 

２，６６０ 

１１，６９４ 

１１，２８６ 

４０８ 

２，３４６ 

０ 

１０９ 

４５，０６６ 

支出 

 業務費 

 教育研究経費 

 一般管理費 

 施設整備費 

 受託研究等経費及び寄附金事業費等 

 長期借入金償還金 

               計 

 

４０，０６０ 

３０，４２５ 

９，６３５ 

２，６６０ 

２，３４６ 

０ 

４５，０６６ 
 

予 算 

平成３０年度予算 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

 自己収入 

 授業料収入及び入学金検定料収入 

 雑収入 

 受託研究等収入及び寄附金収入等 

 長期借入金収入 

 目的積立金取崩収入 

               計 

 

４，６５６ 

３２３ 

１，９８０ 

１，９１９ 

６１ 

７８８ 

０ 

１８０ 

７，９２７ 

支出 

 業務費 

 教育研究経費 

 一般管理費 

 施設整備費 

 受託研究等経費及び寄附金事業費等 

 長期借入金償還金 

               計 

 

６，８１６ 

５，０７８ 

１，７３８ 

３２３ 

７８８ 

０ 

７，９２７ 
 

予 算（実績） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

 自己収入 

 授業料収入及び入学金検定料収入 

 雑収入 

 受託研究等収入及び寄附金収入等 

 長期借入金収入 

 目的積立金取崩収入 

               計 

 

４，６５６ 

３２３ 

２，０００ 

１，９３８ 

６２ 

７９０ 

０ 

１７９ 

７，９４８ 

支出 

 業務費 

 教育研究経費 

 一般管理費 

 施設整備費 

 受託研究等経費及び寄附金事業費等 

 長期借入金償還金 

               計 

 

６，６６７ 

４，９０９ 

１，７５８ 

３２３ 

６１３ 

０ 

７，６０３ 
 

その他の記載事項 
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収支計画               

平成２５年度～平成３０年度収支計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   受託研究等経費 

   人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料等収益 

  受託研究等収益 

  寄附金収益 

  雑益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

  資産見返寄附金戻入 

 臨時利益 

  固定資産売却益 

 

純利益 

総利益   

４２，７６７ 

４２，７６７ 

３６，３５３ 

８，０２６ 

１，８２４ 

２６，５０３ 

４，６１８ 

０ 

０ 

１，７９６ 

０ 

 

４２，７６７ 

４２，７６７ 

２８，２５７ 

８，６８２ 

１，１５２ 

３９０ 

１，８２４ 

２５８ 

４０８ 

１，１９３ 

２６６ 

３３７ 

０ 

０ 

 

０ 

０ 
 

収支計画 

平成３０年度収支計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   受託研究等経費 

   人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料等収益 

  受託研究等収益 

  寄附金収益 

  施設費収益 

  財務収益 

  雑益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

  資産見返寄附金戻入 

 臨時利益 

 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益   

７，５１２ 

７，５１２ 

６，５１３ 

１，６７６ 

４９０ 

４，３４７ 

８３１ 

０ 

０ 

１６８ 

０ 

 

７，５１２ 

７，５１２ 

４，６５６ 

１，６０７ 

１８０ 

６４ 

４９０ 

２８６ 

０ 

０ 

６１ 

８６ 

２８ 

５４ 

０ 

 

０ 

０ 

０ 
 

収支計画（実績） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   受託研究等経費 

   人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料等収益 

  受託研究等収益 

  寄附金収益 

  施設費収益 

  財務収益 

  雑益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

  資産見返寄附金戻入 

 臨時利益 

 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益   

７，３６１ 

７，３４７ 

６，２４８ 

１，３２５ 

３６６ 

４，５５７ 

８２７ 

３ 

２７ 

２４２ 

１４ 

 

７，５４３ 

７，３７９ 

４，５６８ 

１，６７７ 

１９６ 

６４ 

３８７ 

１３４ 

４３ 

０ 

１５８ 

１５１ 

 

 

１６４ 

 

１８３ 

４８ 

２３０ 
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資金計画 

平成２５年度～平成３０年度資金計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料及び入学金検定料による収入 

  受託研究等収入 

  寄附金収入 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

 財務活動による収入 

 前期中期目標期間からの繰越金 

 

４５，７１３ 

４１，０８０ 

３，９８６ 

０ 

６４７ 

 

４５，７１３ 

４２，２９７ 

２８，２５７ 

１１，２８６ 

１，８２４ 

５２２ 

４０８ 

２，６６０ 

２，６６０ 

０ 

０ 

７５６ 

 

資金計画 

平成３０年度資金計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 翌年度への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料及び入学金検定料による収入 

  受託研究等収入 

  寄附金収入 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

 財務活動による収入 

 前年度からの繰越金 

 

８，７３６ 

７，５２４ 

４０３ 

０ 

８０９ 

 

８，７３６ 

７，４２４ 

４，６５６ 

１，９１９ 

４９０ 

２９８ 

６１ 

３２３ 

３２３ 

０ 

０ 

９８９ 

 

資金計画（実績） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 翌年度への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料及び入学金検定料による収入 

  受託研究等収入 

  寄附金収入 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

 財務活動による収入 

 前年度からの繰越金 

 

１０，５９６ 

６，８５１ 

１，８３７ 

１０６ 

１，８０２ 

 

１０，５９６ 

７，４２３ 

４，５９１ 

１，９３９ 

４４１ 

３０８ 

１４４ 

１，５９０ 

２９０ 

１，３００ 

０ 

１，５８４ 

 

２ 短期借入金の限度額 

⑴ 限度額 １３億円 

⑵ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故等の発生等により

緊急に必要となる対策費として借り入れすることも想定され

る。 

⑴ 限度額 １３億円 

⑵ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故等の発生等により緊

急に必要となる対策費として借り入れすることも想定される。 

なし 

３ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

なし なし なし 
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４ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育・研究の質の向

上及び組織運営の改善に充てる。 

知事から経営努力の認定を受けた剰余金は、教育・研究の質

の向上及び組織運営の改善に充てる。 

知事の承認を受けた過去からの目的積立金のうち、178,846 千

円を教育・研究の質の向上及び組織運営の改善に充てた。 

５ 県の規則で定める業務運営計画 

⑴ 施設及び設備に関する計画 

教育研究組織の統合・再編・見直しに対応した施設・設備の

整備や大規模な施設・設備の改修等は、各事業年度の予算編

成過程等において決定する。 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 

大規模施設改修 ２７３ 
施設整備費等補助金 

大型備品更新 ５０ 
 

施設・設備の内容 実績額（百万円） 財  源 

大規模施設改修 ２７３ 
施設整備費等補助金 

大型備品更新 ５０ 
 

⑵ 人事に関する計画 

  高い専門性や多様な経験を持つ優秀な人材の確保・養成、

教育研究活動の充実に向けた組織再編や業務見直しに柔軟に

対応した適切な定数管理と効果的な人員配置を推進する。 

 ア 教員は、公募制を原則とし、全学組織による選考などによ

り公平性・透明性を確保しつつ、国内外から優れた教育研究

者を採用する。事務局職員については、大学事務の専門性

に配慮して、法人固有の職員を採用するとともに、法人固有

職員、県派遣職員等を適切に配置する。 

 イ 教員及び事務職員のファカルティ・ディベロップメントやス

タッフ・ディベロップメント活動に積極的に取り組み、教育能力

や専門事務能力の向上に努める。 

 ウ 教育研究活動や事務運営の一層の活性化を図るため、

教職員の他大学、研究機関との人事交流の推進に努める。 

 

 

 

 

 エ 新たな教育研究活動の展開に係るものを別にして、中期

目標期間中は教員及び事務職員の定数は、期首の定数を

上限に適正管理する。 

 

・教員は、全学機関である教員人事委員会の選考を通じて公平

性・透明性を確保の上、広く優秀な人材を採用する。事務局職

員については、大学事務の専門性に配慮して法人固有職員を

採用する。 

 

 

 

・教員及び事務職員のファカルティ・ディベロップメント及びスタ

ッフ・ディベロップメントを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新たな教育研究活動の展開に係るものを別にして、期首の定

数を上限に、教員及び事務職員の定数を適正管理する。 

 

・教員については、全学機関である教員人事委員会及び学部

委員を含む資格審査委員会において審査を行い、広く優秀な

人材を採用した。正規事務職員（法人固有）については、大学

事務の専門性等を考慮し、学生支援や出納などの大学業務

に関して、知識、経験、能力等を持つ人材を、公募・試験によ

り５人を決定した。（採用計画：２人） 

 

・教員のファカルティ・ディベロップメント（教員が授業内容・方法

を改善し向上させるための組織的な取組）については、全学

部・全研究科においてＦＤ委員会を定期的に開催し、教員間の

情報・意見交換を行った。また、全学部で教員相互の公開授

業を実施するととも、学生参加型の意見交換会を国際関係学

部などで積極的に実施し、教員の資質向上を図った。 

事務職員のスタッフ・ディベロップメント（事務職員や技術職

員を対象とした、管理運営や教育研究支援を含めた資質向上

のための組織的な取組）については、事務効率化や能力向上

のため、外部機関主催の研修等に参加した。 

・新たな教育研究活動の展開に係るものを別にして、期首の定

数を上限に、教員及び事務職員の定数を適正管理した。 



171 

 

（3） 中期目標の期間を超える債務負担 

ア 学務情報システムの更新 

事業期間：平成26～31年度  総事業費：200百万円 

年度 

財源 
H26 H27 H28 H29 H30 

中期目標 

期間内計 

次期 

以降 

総事 

業費 

運営費 

交付金 
20 40 40 40 40 180 20 200 

 

イ 学内ネットワーク基盤設備の更新 

事業期間：平成 27～33 年度  総事業費：169 百万円 

年度 

財源 
H27 H28 H29 H30 

中期目標 

期間内計 

次期 

以降 

総事 

業費 

運営費 

交付金 
5 28 28 28 89 80 169 

 

ウ インターネット回線契約の更新 

事業期間：平成 28～33 年度  総事業費：108 百万円  

年度 

財源 
H28 H29 H30 

中期目標 

期間内計 

次期 

以降 

総事 

業費 

運営費 

交付金 
18 18 18 54 54 108 

 

なし なし 

（4） 積立金の使途 

第１期中期計画期間中に生じた積立金は、教育・研究の質の向上及び組織

運営の改善に充てる。 

積立金は、教育・研究の質の向上及び組織運営の改善

に充てる。 

なし 

 



（平成30年５月１日現在）

１　学部

11 15 42.9

221 456

441 481

452 496

4

定員充足率（%）

b/a×100

－

－

100.9

112.0

106.0

113.8

110.4

125.8

120.6

122.4

114.0

114.0

100.2

96.3

253 577

224 309

178 302

221 456

19 69

272 646

74 112

98 106

52 9180

280

240

480

720

400

412 579

590 881

別表　学生の状況

収容定員(人）

ａ

収容数（人）

男 女 計 b

480

160

640

100

100

291

235

235

40

44

400

480

515

324

50

374

38

8

39

85

124

167

35

学部名

薬　学　部

食品栄養科学部

国際関係学部

経営情報学部

看 護 学 部

合　計

学科名

薬学科

薬科学科

計

食品生命科学科

栄養生命科学科

環境生命科学科

計

国際関係学科

国際言語文化学科

計

経営情報学科

計

看護学科（１年次入学）

看護学科（３年次編入学）

計

109.1

※平成29年度入学者まで、薬学部は３年次後期に薬学科（６年制、定員80人）、薬科学科（４年制、定員40人）への配属を決定する。

1,759 2,7882,555 1,029
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２　大学院

修士

博士後期

修士

※　平成23年度以前の入学者

３　短期大学部

学　　科

歯科衛生学科

社会福祉学科

 経営情報
 イノベーション

 研究科

経営情報イノベーション専攻

経営情報イノベーション専攻

計

40

収容定員(人）

収容数（人） 定員充足率（%）

男 女 計 b/a×100

18 4 22 84.6

30 38 14 52 173.3

26 103

4 10 33.3

21 2 0 2 9.5

26

30

9 6 15 37.5

150

収容定員(人）

ａ

60 41 24 65 108.3

50 26 39 65 130.0

研究科・学府名、
課程名

専攻名

 薬食生命科学
 総合学府

修士

薬科学専攻

食品栄養科学専攻

環境科学専攻

小　計

薬学専攻

薬科学専攻

食品栄養科学専攻

環境科学専攻

薬食生命科学専攻

小　計

　製薬学専攻

13 4 17 113.3

122 77

　医療薬学専攻

計

 国際関係学
 研究科

修士
国際関係学専攻

比較文化専攻

計

1 5 6 60.0

15

272

－

－

10

 薬学研究科
 ※

博士後期

　薬学専攻

計

博士/
博士
後期

76 69 145 96.7

－ 0 0 0 －

153 95 248 91.2

－ 0 0 0 －

84.4

6

0 1 1 －

20 1 14 15 75.0

0 1 1 －

10 0 9 9 90.0

11 12 23 79.3

看護学研究科
看護学専攻

計

合　　　　　　計

収容数（人）

男 女

32 3 22 25 78.1

4 5 9 45.0

9 7 7 14 155.6

（77）

121 122

105 121

定員充足率（%）

b/a×100

101.7

86.4

（110.0）

（77.0）

20

29

32

100.0

94.7

（41）

3 22 25 78.1

353 168 144 312 88.4

1 59 60

18 285 303

計

（13） （64）

1

16

120

140

（40）

（100）

60

320

（3） （44）（社会福祉専攻）

（介護福祉専攻）

こども学科

計

ａ
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１　入学者の状況

(1) 学部別志願倍率

H31 H30 H29 H28 H27 H26

全 5.0 4.4 5.6 4.9 4.5 4.7

選 9.9 8.8 11.2 8.8 9.2 9.7

抜 8.0 6.3

方 3.8 2.6 4.6 3.8 2.7 3.8

法 4.2 5.1 4.5 3.8 4.8 4.6

4.6 4.0 4.0 2.4 4.9 6.1

4.8 4.2 4.9 4.2 3.4 3.1

4.3 2.5 3.8 3.7 3.1 3.4

4.7 4.5 4.3 5.1 3.4 3.5

2.7 2.9 3.9 3.3 3.0 2.8

う 5.8 5.0 6.6 5.8 5.3 5.5

ち 12.9 11.5 15.4 12.0 12.6 13.3

一 11.5 9.3

般 3.8 2.8 5.3 4.0 2.7 3.8

選 4.6 5.0 4.1 4.0 4.6 4.3

抜 5.4 4.6 4.3 2.7 5.9 7.5

4.7 4.3 5.1 4.9 3.6 3.2

4.5 2.4 4.0 4.1 3.4 3.8

5.3 5.1 5.0 5.9 3.9 3.9

2.9 3.0 4.5 3.5 3.0 2.8

※　志願倍率＝志願者数÷募集人員　　小数点以下第２位を四捨五入

※　年度は入学年度

全学科計

全学科計

薬　学　部 薬学科

薬科学科

経営情報学部 経営情報学科

看 護 学 部 看護学科

食品栄養科学部 食品生命科学科

栄養生命科学科

薬　学　部 薬学科

薬科学科

備　　　　　考

H30入試から学科別の募集に変更

国際関係学部 国際関係学科

国際言語文化学科

看 護 学 部 看護学科

その他法人の現況に関する事項

区　　分

環境生命科学科

H30入試から学科別の募集に変更

食品栄養科学部 食品生命科学科

栄養生命科学科

環境生命科学科

国際関係学部 国際関係学科

国際言語文化学科

経営情報学部 経営情報学科
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(2) 大学院志願倍率

H31 H30 H29 H28 H27 H26

全 1.1 1.1 0.9 1.0 1.0 1.2

選 1.3 1.3 1.4 1.6 1.3 1.6

抜 1.4 1.6 1.6 1.3 1.2 1.1

方 0.5 0.5 0.3 0.2 0.4 0.8

法 博士 1.2 2.0 0.6 0.8 0.8 0.5

0.5 1.5 1.0 2.0 2.1 1.8

0.3 0.6 0.1 0.8 0.4 0.6

0.0 0.2 0.0 0.5 0.4 0.0

0.6 0.0 0.4 0.1 0.1 0.3

1.4 0.6 1.0 1.2 1.8 2.2

2.2 0.6 1.0 1.6 1.8 3.4

修士 1.9 1.2 0.2 1.0 1.3 2.0

博士後期 1.7 2.0 2.7 1.0 1.0 2.3

修士 0.8 1.0 1.3 0.6 0.5 0.8

※　志願倍率＝志願者数÷募集人員　　小数点以下第２位を四捨五入

※　年度は入学年度

(3) 短期大学部志願倍率

H31 H30 H29 H28 H27 H26

全 全専攻（学科）計 2.6 2.4 2.8 2.8 2.6 2.8

選 2.7 2.5 2.8 2.4 2.9 2.9

抜 3.3 2.4 3.1 4.1 3.1 3.3

方 1.4 1.5 2.1 1.6 1.9 2.3

法 4.2 4.0 3.6 4.3 － －

全専攻（学科）計 3.3 3.0 3.5 3.7 3.6 3.8

2.8 2.4 3.2 2.7 3.3 3.3

5.0 3.1 3.9 6.3 4.9 4.2

1.9 2.4 3.2 2.2 2.8 4.0

5.4 4.9 4.1 6.2 － －

※　志願倍率＝志願者数÷募集人員　　小数点以下第２位を四捨五入

※　年度は入学年度

社会福祉専攻

介護福祉専攻

区　　　　　分

社会福祉専攻

介護福祉専攻

歯科衛生学科

備　　　　　考

こども学科

う
ち
一
般
選
抜

看護学専攻

薬食生命科学専攻

国際関係学専攻

博士後期

国際関係学研究科 修士
比較文化専攻

経営情報イノベーション専攻

経営情報イノベーション専攻

看護学研究科

経営情報イノベー

ション研究科

全学科計

薬食生命科学
総合学府

修士

薬科学専攻

食品栄養科学専攻

環境科学専攻

薬学専攻

薬科学専攻

食品栄養科学専攻

環境科学専攻

社会福祉学科

社会福祉学科

歯科衛生学科

こども学科

備　　　　　考区　　分
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２　卒業・修了者の状況

(1) 就職・進学状況（学部）

（単位：％）

H30 H29 H28 H27 H26 H25

99.2 99.2 98.8 99.1 99.8 99.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0.0 100.0 0.0 － 100.0 －

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 － － － －

98.3 95.1 98.1 94.3 100.0 97.8

99.1 99.1 98.1 99.2 99.2 97.5

99.0 100.0 99.0 100.0 100.0 100.0

99.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

99.3 99.3 99.0 99.2 99.8 99.2

※　就職率＝就職者数÷就職希望者数×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　進学率＝進学者数÷進学希望者数×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　就職・進学率＝（就職者数＋進学者数）÷（就職希望者数＋進学希望者数）×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　各年度の3月31日現在の就職・進学状況を記載している。 「　－　」は該当者なし。

就
職
率

経営情報学科

看護学科

食品生命科学科

環境生命科学科

栄養生命科学科

備　　　　　考区　　　　分

食品栄養科学部

全学部計

薬学部 薬学科

薬科学科

国際関係学部

経営情報学部

看護学部

進学率

就職・進学率

国際関係学科

国際言語文化学科
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(2) 就職・進学状況（大学院）

（単位：％）

H30 H29 H28 H27 H26 H25

就 学府・全研究科計 100.0 95.6 95.5 97.7 95.2 97.7

職 修士 100.0 100.0 95.5 100.0 100.0 －

率 修士 100.0 100.0 100.0 95.0 100.0 100.0

修士 100.0 100.0 100.0 90.0 100.0 90.9

博士 100.0 100.0 100.0 100.0 － 100.0

博士後期 100.0 100.0 100.0 － 100.0 0.0

博士後期 100.0 100.0 － 100.0 100.0 0.0

博士後期 100.0 100.0 － 100.0 100.0 100.0

博士後期 100.0 100.0 － 100.0 100.0 100.0

博士後期 － － － － － －

修士 100.0 75.0 100.0 100.0 60.0 66.7

修士 100.0 60.0 50.0 100.0 33.3 100.0

修士 100.0 87.5 83.3 100.0 100.0 100.0

博士後期 0.0 100.0 100.0 － － 100.0

修士 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 96.3 95.9 98.1 96.0 98.0

※　就職率＝就職者数÷就職希望者数×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　進学率＝進学者数÷進学希望者数×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　就職・進学率＝（就職者数＋進学者数）÷（就職希望者数＋進学希望者数）×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　各年度の3月31日現在の就職・進学状況を記載している。 「　－　」は該当者なし。

食品栄養科学専攻

環境科学専攻

経営情報イノベーション専攻

薬科学専攻

食品栄養科学専攻

環境科学専攻

薬学専攻

薬科学専攻

薬食生命科学専攻

経営情報イノベー
ション研究科

看護学研究科

製薬学専攻

国際関係学専攻

比較文化専攻

経営情報イノベーション専攻

看護学専攻

進学率

就職・進学率

薬学研究院

国際関係学研究科

薬食生命科学
総合学府

区　　　　分

在籍者あり

備　　考
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(3) 就職・進学状況（短期大学部）

（単位：％）

H30 H29 H28 H27 H26 H25

98.4 99.2 100.0 100.0 99.0 100.0

97.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

97.7 97.4 100.0 100.0 96.4 100.0

100.0 100.0 － － － －

進学率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

就職・進学率 98.5 99.2 100.0 100.0 99.1 100.0

※　就職率＝就職者数÷就職希望者数×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　進学率＝進学者数÷進学希望者数×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　就職・進学率＝（就職者数＋進学者数）÷（就職希望者数＋進学希望者数）×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　各年度の3月31日現在の就職・進学状況を記載している。 「　－　」は該当者なし。

(4) 求人の状況（求人企業件数）

ア　学部、大学院 （単位：件）

金融・保険業

不動産業・物品賃貸業

サービス

2,706

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業・郵便業

268 342

354 457

74 81

12 14 11

介護福祉専攻

こども学科

（うち医療業）

合　　　　計

19 88

55

1,868 1,634

（1,057） （1,041） （1,039）

25

1,708

（1,035）

2,772

380

85

410 368

1,750

2,716 2,988 2,634

（1,174） （1,051）

3,025

全学科計

7 6

備　　考区　　　　　分

歯科衛生学科

社会福祉学科
社会福祉専攻

卸・小売業

43 47 17 30 33

1,562 1,566

区　　　　分

農・林・漁・鉱業

H30 H29

就
職
率

備　　考

42 77 78 89 67

50 67 55

310 384

36 52

H28 H26 H25

5 5 8

351 419 405

399

H27

12

89

410

79 5852

178



(5) 求人の状況（求人企業件数）

イ　短期大学部 （単位：件）

３　資格免許の取得状況　

(1) 国家資格試験合格率

（単位：％）

98.8 95.1 94.9 93.8 83.1 80.0

85.5 84.9 85.1 86.2 72.7 70.5

100.0 100.0 100.0 92.3 96.6 92.8

95.5 95.8 92.4 85.1 95.4 91.2

89.7 91.2 98.4 96.9 100.0 98.4

88.1 85.6 94.5 92.6 99.6 88.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

99.9 99.4 93.2 99.8 99.9 97.6

99.2 100.0 100.0 98.1 98.2 100.0

94.7 96.3 94.3 94.9 95.5 95.2

100.0 100.0 100.0 95.6 100.0 100.0

96.2 96.1 93.3 96.0 97.1 98.2

97.8 97.7 － － － －

73.7 70.8 － － － －

－ － － 99.1 97.3 98.7

－ － － 94.9 95.5 95.2

※　表中の率は新卒者の合格率

H29H30

全 国 平 均

管 理 栄 養 士

保 健 師

助 産 師

看 護 師

242

備　　考

介 護 福 祉 士

備　　考H25H30 H29

（短期大学部）

区　　　　分
医療機関（歯科衛生士）

福祉団体・施設

H26 H25

895 501

181

764

204 176

看 護 師 静岡県立大学

1,654 1,697

198

257

1,652

H27

国家試験の名称

薬 剤 師

歯 科 衛 生 士

（短期大学部）

静岡県立大学

全 国 平 均

静岡県立大学

全 国 平 均

静岡県立大学

公務員・一般企業

合　　　　計

医療機関（看護師） － － 125 305 371

243

433

H28

433

1,778 1,379 1,387

554 397 340498 573

975 882

H28 H27 H26

全 国 平 均

静岡県立大学

全 国 平 均

静岡県立大学

全 国 平 均

静岡県立大学

※平成28年９月30日で看護学科を廃学科

（短期大学部） 全 国 平 均

静岡県立大学

全 国 平 均
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(2) 各種免許資格取得者数  
（単位：人）

28 27 25 27 29 28

16 10 15 12 14 10

－ － － － － －

1 1 0 1 0 2

0 1 0 － 0 0

9 7 4 5 15 11

0 1 0 － 0 1

48 43 37 49 44 48

46 43 45 46 66 34介護福祉士

栄養士

高等学校教諭1種免許状（英語、国語）

中学校教諭1種免許状（英語、国語）

高等学校教諭専修免許状（英語、国語）

中学校教諭専修免許状（英語、国語）

高等学校教諭1種免許状（数学、商業、情報）

高等学校教諭専修免許状（商業、情報）

保育士

免許資格の区分名称
H30 H29 H28 H27 H26 H25 備　　考
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４　外部資金の受入状況

(1) 外部資金の状況

（単位：千円）

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

(2) 科学研究費助成事業の申請採択状況

（単位：件）

169 169 170 154 183 189

46 60 60 51 53 55

　
区分

新規採択申請件数

うち採択件数

おおぞら基金

小　　　計

科学研究費助成事業

地（知）の拠点整備事業

受託・共同研究費

奨学寄附金

頭脳循環を加速する戦略的国際
研究ネットワーク推進プログラム

最先端・次世代研究開発支援
プログラム補助金

創薬等ライフサイエンス研究支援
基盤事業補助金

その他の補助金

合　　　　計

区　　　分
H25

409,670 321,011

－

125 118

備　　考

162 145 147 139 155

329,953 325,190 299,515 314,860 365,911

1 1 1 1 －

104 85

H29 H28 H27 H26

104

131,403 113,664 153,860

－ 40,150

323,594

H30

159

344,422

1

14,800

127

373,869

85

157,841

－

－

－

－

－

－

1

852

18,500 23,400 37,000 28,900

－ － 1

122

373

891,784

81

156,410

454

1,048,194

721,103

401 382 377 371

880,905 871,945 831,853 779,654

346

23 － － － －

808

220,784 188,918

112 114 105 125

121,033 118,334

－ 1 1 1 －

1,749 14,386 － － －

－ －

40,440 39,630 －

－ －

－ － － － 28,340

－ 1 1 1 1

－ 16,405 17,640 21,620 19,600

1 2 － － －

H25 備　　考

－ －

424 382 377 371 346

881,713 871,945 831,853 779,654 721,103

H30 H29 H28 H27 H26
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(3) 外部資金の採択申請状況

（単位：件）

383 408 405 384 408 404

1.21 1.31 1.31 1.22 1.29 1.26

※　科学研究費補助金、共同・受託研究、奨学寄附金、補助金）含むすべての外部資金（短期大学部を含む）

５　公開講座の開催状況

4 4 6 6 5 6

（16） （16） （27） （27） （23） （23）

4 4 6 6 5 6

16 16 27 27 23 23

1,527 1,353 1,813 1,703 1,245 839

※　短期大学部を含む。

６　社会人等の受入状況

(1) 社会人入学者

（単位：人）

0 1 1 0 0 1

17 16 17 16 19 16

1 4 1 2 1 6

(2) 聴講生の状況

（単位：人）

245 199 220 251 191 167

9 20 26 21 23 28

3 3 3 8 8 3短期大学部

　
区分

新規採択申請件数

教員一人あたり

　
区分

テーマ件数（件）

開催箇所（箇所）

延べ開催回数（回）

H29

短期大学部

大　学　院

学　　　部

備　　考

大　学　院

H30

延べ受講者数（人）

　　　　　入学年度
区分

H28 H27

H25H30 H29 H28 H27 H26

備　　考H27 H26

H25

H30 H29 H28 H25

H28 H27 H26 H25

H30 H29 備　　考

備　　考

上段：会場ごとの共通テーマ数

下段（　）内：講師ごとの個別テーマ

H26

学　　　部

　
区分
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149 

 

 

 

中
期
目
標 

 既存の施設・設備を有効に活用するとともに、適切な維持管理に努める。また、長期的な展望に立ち、環境やユニバーサルデザインなどにも十

分配慮し、必要に応じて、計画的に施設・設備の整備・改修を進める。 

 

中期計画 平成 30 年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 自己評価 検証 特記事項 

   中期 年度 中期 年度  

 施設・設備の整備・改修に当

たっては、環境やユニバーサル

デザインに配慮する。 

 （No.155） 

 

 （中期目標期間の実施状況等） 

・ 建設後 30 年以上が経過する大学施設について、中長

期修繕計画に基づき、重要度・緊急度の高いものから

計画的に大規模修繕を実施した。また、学内施設の改

善に当たっては、環境やユニバーサルデザインに配慮

し、照明器具の LED 化、学内サイン等の見直し、身障

者用駐車場の増設や車椅子用の机の整備、スロープの

設置、多目的トイレの改修等を進めた。 

Ｂ  

 

 

 

 

・ 環境やユニバーサルデザインに配慮し、

引き続き、照明機器の LED 化を進めるとと

もに、トイレの改修などを進める。 

 （No.155） 

（平成 30 事業年度の実施状況等） 

・ 薬学部棟４Ｆ女子トイレの一部を多目的トイレへ改

修した。 

・ 国際関係学部棟及び経営情報学部棟の計４室の照明

器具を LED 化し、教室内の照度を高めた。 

・ 経営情報学部棟及び薬学部棟のエレベータの表示機

能等を改修した。 

・ 小鹿キャンパスの教育棟及び食堂の照明改修におい

て LED 照明を導入した。 

Ｂ 

 

 

・ 【再掲】 

 施設・設備の現状を把握し、

ファシリティマネジメントの

視点に立って、老朽施設・設備

の計画的な改修を進めるとと

もに、効率的・効果的な利用を

図る。 

（No.65） 

 

 

    

 

 
 

【再掲】 

・ 大規模修繕計画に基づき、受変電設備更

新工事、外壁修繕工事、入退出管理システ

ム更新工事、エレベータ設備更新工事、ク

ーリングタワー更新工事、短大の特定天井

改修工事などを行う。併せて、通常修繕費

による老朽化設備の更新・改修も進める。 

・ 平成 29 年度に策定したインフラ長寿命

化計画に基づき、中期保全計画（平成 31

～36 年度）及び長期保全計画（平成 31～

60 年度）を策定する。 

 （No.65） 

  

 

 

第５ その他業務運営に関する重要目標 
１ 施設・設備の整備、活用等 

 



(3) 留学生の状況 （単位：人）

ア　学部、大学院

81 86 83 105 125 128

46 51 53 66 79 76

6 4 2 4 7 8

1 1 1 1 1 0

10 9 7 7 5 7

8 7 5 10 13 14

0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 2

2 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1

3 3 2 2 1 1

0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0

1 3 4 3 1 0

0 0 0 0 0 0

1 4 6 9 13 14

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1

1 1 1 1 1 0

1 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

バングラデシュ

パキスタン

インドネシア

ベトナム

インド

スリランカ

モンゴル

ルーマニア

ブラジル

マレーシア

タイ

アメリカ

シリア

ネパール

メキシコ

ミャンマー

ウルグアイ

コロンビア

ドイツ

カナダ

オーストラリア

スーダン

H28 H27 H26 H25 備　　考
　
区分 H30 H29

留学生数

中国

韓国

台湾

国
別
内
訳
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イ　短期大学部

（単位：人）

0 1 1 0 0 0

0 1 1 0 0 0

７　研修会等の開催状況　

2 2 2 2 2 2

12 11 10 8 7 7

839 703 628 344 417 360

82.8 76.2 66.4 41.1 49.9 42.8

*ハラスメント研修会及び情報公開・個人情報保護事務研修会について記載している。（短期大学部を含む。）

８　奨学金の受入状況

(1) 学部、大学院

(2) 短期大学部

　
区分

　
区分

テーマ件数（件）

延べ開催回数
（回）延べ受講者数
（人）受講者割合（%）

H29 H27 H26 H25

国
別
内
訳

留学生数

ベトナム

備　　考

平成27年度はプロパー職員研修内で実施したものに限る。

41,740

43,552 35,292

22 25 23

1,275 1,288 1,198 1,181

45,214 47,740

29

1,154

40,006

41,158

26

42,400 34,140

H30

H30 H29 H28 H27 H26 H25

H28

　
区分 H30 H29 H28 H27 H26 H25 備　　考

134 148 195 247 286

23

1,104

38,850

42,354

　
区分 H30 H29 H28 H27 H26 H25

支給総額（千円） 41,350

奨学金件数（件）

支給対象学生数（人）

上段：日本学生支援機構の金額を含まない。

下段：日本学生支援機構の返還義務のない奨学金を含む。

備　　考

備　　考

上段：日本学生支援機構の金額を含まない。

下段：日本学生支援機構の返還義務のない奨学金を含む。

支給総額（千円） 240 240 240 0 240 240

0 0 0 0 0 0

奨学金件数（件） 4 4 4 2 4 4
支給対象学生数（人） 134
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